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第 603号 

令和 7年(2025年) 
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金曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（情報システム

戦略課） 

○ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 埼玉県土採取条例を廃止する条例のあらまし（環境政策課） 

○ 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（産

業廃棄物指導課） 

○ 埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例のあらまし（社会福祉課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正

する条例のあらまし（障害者支援課） 

○ 児童福祉法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（こども安全課） 

○ 埼玉県県民健康福祉村条例を廃止する条例のあらまし（健康長寿課） 

○ さいたまスーパーアリーナ条例の一部を改正する条例のあらまし（都市整備政策課） 

○ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例のあらまし（都市計画課） 

○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（都

市計画課） 

○ 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例の一部を改正す

る条例のあらまし（建築安全課） 

○ 埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例のあらま

し（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正す

る条例のあらまし（下水道管理課） 

○ 埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例のあらまし

（政策調査課） 

○ 埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例のあら

まし（政策調査課） 

○ 埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例のあらまし（教委・総務
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課） 

○ 学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例のあらまし（教職員課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校

人事課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（警務課） 

条例 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例（情報システム戦略課） 

○ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

○ 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 埼玉県土採取条例を廃止する条例（環境政策課） 

○ 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部を改正する条例（産業廃棄物指

導課） 

○ 埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例（社会福祉課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正

する条例（障害者支援課） 

○ 児童福祉法施行条例の一部を改正する条例（こども安全課） 

○ 埼玉県県民健康福祉村条例を廃止する条例（健康長寿課） 

○ さいたまスーパーアリーナ条例の一部を改正する条例（都市整備政策課） 

○ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例（都市計画課） 

○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（都市計画課） 

○ 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例の一部を改正す

る条例（建築安全課） 

○ 埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例（公営企

業・総務課） 

○ 埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正す

る条例（下水道管理課） 

○ 埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（政策調査

課） 

○ 埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（政策調

査課） 

○ 埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例（教委・総務課） 

○ 学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（教職員課） 
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○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例（警務課） 

規則 
○ 埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改

革課） 

○ 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（行政・デジタ

ル改革課） 

○ 埼玉県行政組織規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県聴聞規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（情報システム戦

略課） 

○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範

囲を定める規則の一部を改正する規則（地域政策課） 

○ 埼玉県表彰規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 地方公営企業法第 39 条第２項に規定する知事が定める職を指定する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 職員の退職手当に関する条例に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部を改正す

る規則（人事課） 

○ 技能職員の給与、勤務時間等の勤務条件その他勤務に関する規則の一部を改正する規則

（人事課） 

○ 職員の旅費支給規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例施行規則（人事課） 

○ 行政委員会の委員及び監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（人事課） 

○ 埼玉県恩給支給規則の一部を改正する規則（職員健康支援課） 

○ 埼玉県文書管理規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 埼玉県報の発行に関する規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 埼玉県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則（統計課） 

○ 知事が行う県統計調査に関する規則の一部を改正する規則（統計課） 

○ 埼玉県自転車競走実施規則の一部を改正する規則（県営競技事務所） 

○ 特定商取引法に関する法律に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式

を定める規則の一部を改正する規則（消費生活課） 

○ 埼玉県防災会議規則の一部を改正する規則（災害対策課） 

○ 埼玉県災害救助法施行細則の一部を改正する規則（災害対策課） 

○ 埼玉県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則（環境政策課） 
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○ 埼玉県土採取条例施行規則を廃止する規則（環境政策課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則（温暖化対策課） 

○ 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（産業廃棄物指

導課） 

○ 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則（産業

廃棄物指導課） 

○ 知事の所管する条例等の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則（産業廃棄物指導課） 

○ さいたま緑の森博物館管理規則の一部を改正する規則（みどり自然課） 

○ 埼玉県自然学習センター管理規則の一部を改正する規則（みどり自然課） 

○ 埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター管理規則の一部を改正する規則（みどり

自然課） 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業財務規則の一部を改正する規則（福祉

政策課） 

○ 生活保護法施行細則の一部を改正する規則（社会福祉課） 

○ 埼玉県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則（障害者福祉推進

課） 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則（障害者福祉

推進課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正

する規則（障害者福祉推進課） 

○ 児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（こども安全課） 

○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（こども安全課） 

○ 製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則（保健医療政策課） 

○ 埼玉県感染症診査協議会規則の一部を改正する規則（感染症対策課） 

○ 埼玉県立高等看護学院学則の一部を改正する規則（医療人材課） 

○ 埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則（医療人材課） 

○ 埼玉県県民健康福祉村管理規則を廃止する規則（健康長寿課） 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（疾病対策課） 

○ 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則（食品安全課） 

○ 埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関

する条例施行規則（金融課） 

○ 埼玉県立高等技術専門校規則の一部を改正する規則（産業人材育成課） 

○ 農林水産業の分析依頼等に関する規則の一部を改正する規則（農業政策課） 

○ 埼玉県漁業調整規則の一部を改正する規則（生産振興課） 

○ 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（河川砂

防課） 

○ さいたまスーパーアリーナ管理規則の一部を改正する規則（都市整備政策課） 
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○ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（都市計画課） 

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（建

築安全課） 

○ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則（建築安全課） 

○ 建築士法施行細則の一部を改正する規則（建築安全課） 

○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県特別県営住宅条例施行規則及び埼玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を

改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県財務規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

○ 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 農林業普及指導手当に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 住居手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 扶養手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 管理職員特別勤務手当に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 在宅勤務等手当に関する規則（総務給与課） 

○ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 技能職員の給与、勤務時間等の勤務条件その他勤務に関する規則の一部を改正する規則

（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会聴聞規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（教

委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する条例施行規則（教委・総務課） 

○ 学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則（教職員課） 



 

令和 7年(2025年)3月 28日 

○ 学校職員の日直手当及び宿直手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 義務教育等教員特別手当に関する規則等の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則等の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則及び教育職員の給料の調整

額に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の在宅勤務等手当に関する規則（教職員課） 

○ 埼玉県立近代美術館管理規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県行政手続条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を

改正する規則（警務課） 

訓令 
○ 埼玉県職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 技能職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令（人事

課） 

○ 埼玉県職員当直規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員被服貸与規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 技能職員の給与等に関する規程等の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（職員健康支援課） 

○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県文書管理システムに係る電子署名規程を定める訓令（文書課） 

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（教

委・総務課） 

○ 技能職員の給与等に関する規程等の一部を改正する訓令（教職員課） 

○ 埼玉県教育委員会教育長の権限に属する事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改

正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県立学校文書管理・公印規程の一部を改正する訓令（県立学校人事課） 

○ 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令（総務給与課） 
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○ 埼玉県労働委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令（審査調整課） 

○ 埼玉県収用委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令（収用委員会事務局） 

○ 埼玉県監査事務局事務の専決及び代決に関する規程の一部を改正する訓令（監査第一

課） 

管理規程 
○ 埼玉県企業局宿舎管理規程を廃止する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県企業局組織規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県企業局職員倫理規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員給与規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

告示 
○ 埼玉県報の発行に関する規則第５条第３項の規定により定める県報ファイルを識別す

るための文字、番号、記号その他の符号（文書課） 

○ 私立学校振興助成法第 14条第２項の規定に基づく監査（学事課） 

○ 私立学校振興助成法施行規則第２条第４号に掲げる所轄庁が定める書類（学事課） 

○ 税務文書管理システム及びテレワークシステムサーバー等賃貸借に関する入札公告（税

務課） 

○ 特定非営利活動法人の特例認定に係る公告（共助社会づくり課） 

○ 彩の国さいたま芸術劇場の指定管理者の指定（文化振興課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例の規定に基づく自動車排出温室効果ガスを排出せず、又

はその排出量が相当程度少ない自動車の一部を改正する告示（大気環境課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例の規定に基づく低燃費車を導入すべき期限及び低燃費

車の台数の割合の一部を改正する告示（大気環境課） 

○ 桶川都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 越谷都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 朝霞都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 埼玉県貸金業者登録簿閲覧規程の一部を改正する告示（金融課） 

○ 令和７年度前期技能検定の実技試験受検手数料減額（産業人材育成課） 

○ 妻沼西南土地改良区の役員就任届（大里農林振興センター） 

○ 庄和北部土地改良区の役員退任届（春日部農林振興センター） 

○ 川島町土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ さいたま都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 富士見市都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定（都市計画課） 

○ 県営都市公園（北本自然観察公園）の区域変更（公園スタジアム課） 

○ 建築基準法第６条第１項第４号の確認を要する区域の指定の一部を改正する告示（建築

安全課） 

○ 建築基準法の規定に基づく申請の手数料を算定するための床面積の算定方法の一部を

改正する告示（建築安全課） 

○ 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合していることを示す書類又はこれに類する

書類の一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を算定するための床面積の算定方法の

一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準に適合していることを示す書類又はこ

れに類する書類の一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等のうち住宅部分の共用部分の床

面積を除く建築物の一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 手数料を減免する建築物等の一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料のうち住宅部分の共用部分の床面積

を除く建築物（建築安全課） 
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○ 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類

を定める告示の廃止（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料のうち住宅部分の共用部分の床面積を除く

建築物を定める告示の廃止（建築安全課） 

○ 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例の規定により車

椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして知事が別に定

める場合（建築安全課） 

○ 児玉都市計画下水道事業本庄公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 本庄都市計画下水道事業本庄公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 寄居都市計画下水道事業深谷公共下水道（花園処理分区）の変更認可（下水道事業課） 

○ 深谷都市計画下水道事業深谷公共下水道（深谷処理区）の変更認可（下水道事業課） 

○ 深谷都市計画下水道事業深谷公共下水道（川本処理分区）の変更認可（下水道事業課） 

○ 富士見都市計画下水道事業富士見公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 富士見都市計画下水道事業三芳公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 東松山都市計画下水道事業滑川公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 東松山都市計画下水道事業吉見公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 坂戸都市計画下水道事業坂戸及び鶴ヶ島公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 毛呂山・越生都市計画下水道事業毛呂山・越生・鳩山公共下水道の変更認可（下水道事

業課） 

○ 越谷都市計画下水道事業越谷公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 県道さいたま幸手線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 総選除）０２４水整第８０１号大久保浄水場高度浄水処理施設電気計装設備工事に関す

る落札者等の公示（入札課） 

○ ０２４大改第６６６号大久保浄水場監視制御システム更新工事に関する落札者等の公

示（入札課） 

○ ０２４大改第６７４号大久保浄水場薬品注入機械設備更新工事に関する落札者等の公

示（入札課） 

○ 総選除）０２４行改第３０１号行田浄水場特高電気設備等更新工事に関する落札者等の

公示（入札課） 

○ 令和７年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般競争入札

又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等（公営企業・財務課） 

○ 令和７年度における埼玉県企業局建設工事の請負等の特定調達契約に係る一般競争入

札に参加する者に必要な資格等（公営企業・財務課） 

○ 水道用ポリ塩化アルミニウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用液体塩素の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用次亜塩素酸ナトリウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用粉末活性炭（ウェット炭）の調達に関する入札公告（水道管理課） 
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○ 水道用粉末活性炭（ドライ炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用濃硫酸の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウムの調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 水道用高機能粉末活性炭（ウェット炭）の調達に関する落札者等の公示（水道管理課） 

○ 荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その１に関する契約の相手方等の公示

（下水道事業課） 

○ 荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その２に関する契約の相手方等の公示

（下水道事業課） 

○ 荒川右岸流域下水道ばいじん処分業務委託その１に関する契約の相手方等の公示（下水

道事業課） 

○ 中川流域下水道ばいじん処分業務委託その１に関する契約の相手方等の公示（下水道事

業課） 

○ 中川流域下水道ばいじん処分業務委託その２に関する契約の相手方等の公示（下水道事

業課） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の指定解除（選挙管理委員会） 

雑報 
○ さいたま市市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告（住宅課） 

○ 越谷市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告（住宅課） 

○ 熊谷市営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告（住宅課） 
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一 

趣
旨 

 

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
利
用
及
び
情
報
連
携
を
促
進
す
る
た
め
の
法
令
改
正
等
を

踏
ま
え
、
県
が
独
自
に
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
を
見
直
す
と
と
も
に
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

県
が
独
自
に
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
の
見
直
し 

 

㈡ 

法
改
正
等
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
等 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
（
人
事
課

） 一 

趣
旨 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
七
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
等
を

踏
ま
え
、
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応
じ
た
給
与
制
度
の
整
備
等
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

給
料
表
の
見
直
し 

㈡ 
 

扶
養
手
当
の
見
直
し 

㈢ 
 

地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
見
直
し 

㈣ 
 

通
勤
手
当
の
支
給
限
度
額
の
引
上
げ 

㈤ 
 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
新
設 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
を
踏
ま
え
、
職
員
等
の
旅
費
制
度
の

見
直
し
等
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

宿
泊
料
の
支
給
方
式
の
変
更 

㈡ 
 

日
当
の
見
直
し 

㈢ 
 

自
家
用
自
動
車
車
賃
額
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 

  



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）

（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
及
び
、
令
和
六
年
十
月
十
七
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
が
行
っ
た
人
事
管
理
に
関

す
る
報
告
を
踏
ま
え
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
制
度
の
対
象
と
な
る

職
員
の
範
囲
を
拡
大
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
対
象
を
全
職
員
に
拡
大 

㈡ 
 

休
憩
時
間
を
任
意
の
時
間
に
設
定
可
能 

㈢ 
 

時
間
外
勤
務
の
制
限
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
の
拡
大 

㈣ 
 

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
に
関
す
る
周
知
な
ど
、
任
命
権
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
措
置
を
規
定 

三 

施
行
期
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
土
採
取
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
（
環
境
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区

域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
危
険
な
盛
土
等
が
包
括
的
に
規
制

さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
埼
玉
県
土
採
取
条
例
を
廃
止
す
る
。 

二 

内
容 

㈠ 
 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
の
廃
止 

㈡ 
 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
お
け
る
、
埼
玉
県
土
採
取
条

例
に
係
る
条
項
の
削
除 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
十
号
）
（
産
業
廃
棄
物
指
導
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区

域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
危
険
な
盛
土
等
が
包
括
的
に
規

制
さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
土
砂
の
堆
積
等
に
係
る
規
制
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
規
定

の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

土
砂
の
堆
積
の
規
制
等
（
汚
染
土
砂
の
堆
積
の
禁
止
及
び
汚
染
調
査
義
務
は
引
き
続
き

規
制
）
の
廃
止 

㈡ 
 

土
砂
の
排
出
の
規
制
等
の
廃
止 

㈢ 
 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

令
和
七
年
七
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）

（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
民
生
委
員
の
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

民
生
委
員
の
定
数
が
変
更
と
な
る
十
四
市
町
の
定
数
を
改
定
す
る
。 

 
 

（
例
）
行
田
市 

 
 

百
六
十
七
人 

→
 

百
七
十
人
（
＋
三
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
（
障
害
者
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま

え
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
運
営
に
関
す
る
基
準
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

栄
養
士
法
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
令
の
改
正
に
対
応
す
る
た
め
、
条
例
中
の
「
栄
養
士
」

を
「
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
」
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
（
こ
ど
も
安
全

課
） 

一 

趣
旨 

 

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
。 

㈡ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受

け
た
金
銭
を
設
置
者
が
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
に
、
母
子
生
活
支
援
施
設
を
加
え

る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
（
健
康
長
寿
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

現
在
の
指
定
管
理
期
間
の
終
期
で
あ
る
令
和
七
年
度
末
を
も
っ
て
埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村

を
廃
止
し
、
都
市
公
園
法
に
基
づ
く
都
市
公
園
に
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
埼
玉
県
県
民
健
康

福
祉
村
条
例
を
廃
止
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
は
、
県
民
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
設
置

し
、
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
学
習
の
機
会
や
運
動
、
休
養
の
場
の
提
供
を
行
っ
て
き
た
。 

 
 

健
康
づ
く
り
の
推
進
に
お
け
る
県
と
市
町
村
の
役
割
は
変
化
し
て
お
り
、
地
域
住
民
の
健
康

づ
く
り
に
関
し
て
は
市
町
村
が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
利
用
実
態
は
地
域
の
住

民
が
公
園
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
を
廃
止
し
、
利
用
状
況
に
合
わ
せ
、

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
都
市
公
園
に
変
更
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）（
都

市
整
備
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
の
利
用
に
係
る
料
金
の
額
の
範
囲
を
変
更
等
す
る
た
め
の
改 

 

正 

二 

内
容 

㈠ 
 

利
用
料
金
の
上
限
額
の
改
定
等 

 

（
例
）
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
・
平
日
・
基
本
料
金
・
一
般
利
用 

現
行 

 

七
、
五
二
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

改
正
後 

八
、
七
一
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
九
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
（
都
市
計
画
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の 

二 

内
容 

 
 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
盛
土
等
規
制
区

域
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
特
定
盛
土
等
の
規
模
等
を
定
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
十
七
号
）
（
都
市
計
画
課
） 

一 

趣
旨 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
規
定
さ
れ
た
知
事
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

新
た
に
移
譲
を
行
う
事
務
（
一
事
務
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
（
建
築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
等
を

踏
ま
え
、
条
例
で
定
め
る
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
付
加
す
る
事
項

を
改
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

条
例
で
定
め
る
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
付
加
す
る
事
項
の
改

正 （
例
）
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
特
別
特
定
建
築
物
に
対
し
、
一
以
上
の

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
設
置 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼

玉
県
条
例
第
十
九
号
）
（
公
営
企
業
・
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
の
一
般
職
員
に
準
じ
、
給
与
制
度
の
整
備
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
新
設 

㈡ 
 

そ
の
他
手
当
の
見
直
し 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
等 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
（
下
水
道
管
理
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
の
一
般
職
員
に
準
じ
、
給
与
制
度
の
整
備
等
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
新
設 

㈡ 
 

そ
の
他
手
当
の
見
直
し 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
等 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
二
十
一
号
）
（
政
策
調
査
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
及
び
刑
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
罰
則
の
規
定
を
懲
役
か
ら

拘
禁
刑
に
改
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

番
号
利
用
法
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

 

㈡ 

刑
法
の
改
正
に
伴
い
、
罰
則
の
規
定
を
懲
役
か
ら
拘
禁
刑
に
改
め
る
と
と
も
に
、
改
正
前

の
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
経
過
措
置
を
設
け
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

二
㈠
の
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

二
㈡
の
規
定 

令
和
七
年
六
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼

玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
（
政
策
調
査
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
費
用
弁
償
の
見
直
し
等
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

宿
泊
料
の
支
給
方
式
を
定
額
支
給
か
ら
実
費
支
給
（
旅
行
先
に
応
じ
た
上
限
あ
り
）
に
変

更
す
る
。 

 

㈡ 

日
当
の
見
直
し 

 
 

ア 

宿
泊
料
に
含
ま
れ
て
い
た
朝
・
夕
食
代
等
を
、
日
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

 
 

イ 

昼
食
代
を
廃
止
す
る
。 

 
 

ウ 

常
任
委
員
会
等
の
用
務
の
た
め
内
国
旅
行
を
し
た
と
き
の
日
当
の
額
を
改
め
る
。 

 

㈢ 

食
卓
料
の
廃
止 

 

㈣ 

文
言
調
整
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二

十
三
号
）
（
教
委
・
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
過
密
状
況
の
解
消
等
に
対
処
す
る
た
め
、
職
員
の
定
数
を
改 

定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員 

 
 

七
百
三
十
一
人 

→
 

七
百
三
十
三
人
（
＋
二
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

  
 

   



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）

（
教
職
員
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
六
年
十
月
十
七
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
学
校
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告

等
を
踏
ま
え
、
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応
じ
た
給
与
制
度
の
整
備
等
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

給
料
表
の
見
直
し 

㈡ 
 

扶
養
手
当
の
見
直
し 

㈢ 
 

地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
見
直
し 

㈣ 
 

通
勤
手
当
の
支
給
限
度
額
の
引
上
げ 

㈤ 
 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
新
設 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号
）
（
県
立

学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
等
学
校
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
標
準
定
数
の
変
更
の
た
め
、
学
校
職 

 

員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
職
員
の
定
数
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
（
県
立
学
校
人

事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
高
等
学
校
十
二
校
の
統
合
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
立
和
光
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
和
光
国
際
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立
和
光 

 
 

国
際
高
等
学
校
と
す
る
。 

 

㈡ 

埼
玉
県
立
岩
槻
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
岩
槻
北
陵
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立
岩
槻 

 
 

高
等
学
校
と
す
る
。 

 

㈢ 

埼
玉
県
立
秩
父
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
皆
野
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立
秩
父
高
等 

 
 

学
校
と
す
る
。 

 

㈣ 

埼
玉
県
立
越
生
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
鳩
山
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立
越
生
翔
桜 

 
 

高
等
学
校
と
す
る
。 

 

㈤ 

埼
玉
県
立
八
潮
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
八
潮
南
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立
八
潮
フ 

 
 

ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校
と
す
る
。 

 

㈥ 

埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校
と
埼
玉
県
立
大
宮
工
業
高
等
学
校
を
統
合
し
、
埼
玉
県
立 

 
 

大
宮
科
学
技
術
高
等
学
校
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
七
号
）
（
県
立
学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
及
び
、
令
和
六
年
十
月
十
七
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
が
行
っ
た
人
事
管
理
に
関

す
る
報
告
を
踏
ま
え
、
学
校
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
制
度
の
対
象
と

な
る
学
校
職
員
の
範
囲
を
拡
大
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
対
象
を
全
学
校
職
員
に
拡
大 

㈡ 
 

休
憩
時
間
を
任
意
の
時
間
に
設
定
可
能 

㈢ 
 

時
間
外
勤
務
の
制
限
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
の
拡
大 

㈣ 
 

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
に
関
す
る
周
知
な
ど
、
教
育
委
員
会
が
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
措
置
を
規
定 

三 

施
行
期
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
七
年
度
に
お
け
る
警
察
官
一
七
五
人
の
増
員
に
伴
い
、
警
察
官
の
階
級
別
定
数
を
改
定 

 

す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

令
和
七
年
度
に
お
け
る
警
察
官
一
七
五
人
の
増
員
に
伴
い
、
警
視
の
定
数
「
二
百
八
十
九
人
」 

 

を
「
二
百
九
十
三
人
」
に
、
警
部
の
定
数
「
六
百
八
十
人
」
を
「
六
百
九
十
一
人
」
に
、
警
部 

 

補
及
び
巡
査
部
長
の
定
数
「
六
千
九
百
二
十
六
人
」
を
「
七
千
三
十
二
人
」
に
、
巡
査
の
定
数 

 

「
三
千
六
百
二
十
九
人
」
を
「
三
千
六
百
八
十
三
人
」
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 



条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
三
条
第
十
九
号
中
「
第
七
十
八
号
」
を
「
第
八
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第

七
十
九
号
」
を
「
第
八
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
八
十
号
」
を
「
第
八
十

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
八
十
一
号
」
を
「
第
八
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
三
号
中
「
第
八
十
二
号
」
を
「
第
八
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
八

十
三
号
」
を
「
第
八
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
八
十
四
号
」
を
「
第
八
十

六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
八
十
八
号
」
を
「
第
九
十
号
」
に
改
め
る
。 

別
表
農
林
部
の
項
第
三
十
三
号
金
額
の
欄
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
同
号
金
額

の
欄
イ
中
「
第
百
十
九
号
イ
及
び
第
百
二
十
四
号
イ
」
を
「
第
百
二
十
一
号
イ
及
び
第
百
二
十

七
号
イ
」
に
、
「
七
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万

円
」
に
改
め
、
同
欄
ハ
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
ニ
中
「
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
三
万
千
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改

め
、
同
欄
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ヘ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
二
号
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
、
同
項
第
百
二
十
八
号
中
「
（
平

成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の

欄
中
イ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
八
号
金
額
の
欄
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

ホ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
九
千
円 

 

 

ハ 

ヨ
ー
ネ
病
の
検
査 

⑴ 

血
清
学
的
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
百
円 

⑵ 

ヨ
ー
ニ
ン
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
百
円 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
以
外
の
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二
千
五
百
円 

 

 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
て
得
た
金
額 

 



                             

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
八
号
金
額
の
欄
中
ハ
を
ヘ
と
し
、
ロ
を
ホ
と
し
、
イ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

 

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
六
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

四
万
七
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
七
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
四
千
五
百
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
七
千
五
百
円 

 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項

に
規
定
す
る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
が
記
載
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認

定
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
六
千
円 

 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 



                                  

㈠ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
七
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

十
六
万
五
千
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

一
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

一
万
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 
 

 
 

一
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

九
万
千
五
百
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

一
万
四
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 

一
万
六
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
万
九
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
円 

 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

 



   
別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
二
十
八
号
を
第
百
三
十
号
と
し
、
第
百
二
十
七
号
を
削
り
、

同
項
第
百
二
十
六
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十

五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百
二
十
四
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
二

十
七
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
二
十
四
号
金
額
の
欄
ロ
又
は
ハ
」
を
「
第
百
二
十
七
号
金

額
の
欄
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
、
「
当
該
ロ
又
は
ハ
」
を
「
当
該
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
百
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
五
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
二
十
三
号
」
を
「
第
百
二
十
六
号
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一

項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
二
十
五
号
を
第
百
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
四
号
中

「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
イ
⑴
中
「
七

千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑵
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同

欄
イ
⑶
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑷
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
」
を
「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
三
万
千
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ

中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑸
か
ら
⑻
ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
十

条
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の ⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
一
万
四
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 
 

一
万
六
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
万
九
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
七
千
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

十
二
万
八
千
円 

 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も 

 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
七
千
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

十
二
万
八
千
円 

 



 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
四
号
金
額
の
欄
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

                               

ハ 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
た

だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
第
二

項
た
だ
し
書
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

定
建
築
行
為
の
場
合 

⑴ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

一
万
四
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

一
万
六
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

二
万
七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
四
万
三
千
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
八
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

八
万
八
千
円 

⑵ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

八
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
三
千
五
百
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
五
百
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
四
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

四
万
四
千
円 

 

 

だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
第
二

項
た
だ
し
書
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

定
建
築
行
為
の
場
合 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物

ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

一
万
四
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

一
万
六
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

二
万
七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
四
万
三
千
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
八
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

八
万
八
千
円 

⑵ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

八
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
三
千
五
百
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
五
百
円 

 

 

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 



百
二
十
四 

建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
第

十
一
条
第
一
項
又

は
第
十
二
条
第
二 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

適
合
性
判

定
手
数
料 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一

の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得

た
金
額 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す

る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
が
記 

 

   
別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
二
十
四
号
を
第
百
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
三
号
中

「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を

「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
及
び
ロ
⑵
並
び
に
第
百
二
十
五
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
」
を
「
、

ロ
⑵
及
び
ニ
⑵
並
び
に
第
百
二
十
八
号
イ
⑵
、
ロ
⑵
及
び
ニ
⑵
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
中

ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
二
十
三
号
を
第
百
二
十
六
号
と
し
、
第
百
二
十
二
号
を
削
り
、

同
項
第
百
二
十
一
号
中
「
第
百
十
九
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、

「
第
百
十
九
号
金
額
の
欄
ロ
又
は
ハ
」
を
「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
、

「
当
該
ロ
又
は
ハ
」
を
「
当
該
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
三
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

       

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
十

条
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の ⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

二
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

三
万
三
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
五
万
六
千
円 
 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
四
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

四
万
四
千
円 

 



 
 

 
 

が
提
出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 

五
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
知
事
が
別
に
定
め
る

建
築
物
に
つ
い
て
は
、
共
用
部
分
の
床
面

積
を
除
く
。
以
下
㈡
か
ら
㈣
ま
で
、
ロ
⑵

及
び
ニ
⑵
並
び
に
次
号
イ
⑵
、
ロ
⑵
及
び

ニ
⑵
並
び
に
第
百
三
十
号
イ
⑵
、
ロ
⑵
及

び
ニ
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
二
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
九
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

項
の
規
定
に
基
づ

く
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定 

 

載
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
同
法
第
三
十

条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一

項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類 

 

                                  



 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
四
万
九
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
八
万
八
千
円 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
三
万
五
千
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 
次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
三
万
五
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
三
万
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
四
千
円 

 

                                  



 
 

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
八
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
六
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二
万
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
八
万
三
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ

⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
三
千
円 

 

 
 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合 

 

                                  



 
 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 

 
 

 

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 

二
十
五
万
六
千
円 

ホ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額 

 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 
 

 
 

 
 

二
十
六
万
七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
四
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
三
万
二
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
十
一
万
六
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
十
五
万
九
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

                                  



 
 

 

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
二
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三
万
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
七
万
七
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
六
万
二
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
三
万
五
千
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
十
一
万
円 

 

百
二
十
五 

 

建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
第

十
一
条
第
二
項
又

は
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ 

計
画
の
変

更
に
係
る

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

適
合
性
判

定
手
数
料 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一

の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得

た
金
額 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す

る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
が
記

載
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
十
九
万
八
千
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

百
二
万
四
千
円 

ヘ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消 

 

                                  



 
 

 
 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 

二
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
六
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
四
万
七
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 
 

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
七
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

く
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定 

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
同
法
第
三
十

条
第
一
項
の
認
定
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一

項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類

が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

                                  



 
 

 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

十
一
万
七
千
五
百
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
七
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
六
万
五
千
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
四
千
五
百
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
四
千
円 

 

                                  



 
 

 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

一
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

九
万
千
五
百
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ

⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に 

 

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 

一
万
四
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 

一
万
六
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 

二
万
九
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

                                  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
七
千
五
百
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
二
万
八
千
円 

ホ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額 

⑴ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

十
三
万
三
千
五
百
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
六
万
七
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
一
万
六
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
万
八
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
七
万
九
千
五
百
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
四
万
九
千
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

五
十
一
万
二
千
円 

ヘ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

 

 
 

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 

                                  



 
 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
五
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
五
千
五
百
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三
万
八
千
五
百
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
八
万
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
一
万
七
千
五
百
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

二
十
五
万
五
千
円 

 

 
 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
千
円 

 

 

                      

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
号
金
額
の
欄
中
「
次
に
掲
げ
る
額
」
を
「
一
の
建
築
物
ご

と
に
次
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
、
同
欄
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

         

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
十

条
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の ⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

一
万
四
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 

一
万
六
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
万
九
千
五
百
円 

 



     

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
二
十
号
を
第
百
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
百
十
九
号
中
「
又

は
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
イ
⑴
中
「
七
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に

改
め
、
同
欄
イ
⑵
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑶
中
「
二
万
四
千
円
」

を
「
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑷
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
」
に
、
「
三
万
千
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑸
か
ら
⑻

ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
九
号
金
額
の
欄
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

                   

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 

ハ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
た

だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
第
二

項
た
だ
し
書
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

定
建
築
行
為
の
場
合 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物

ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

一
万
四
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

一
万
六
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

二
万
七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
三
千
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
八
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

八
万
八
千
円 

 

㈣ 
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

十
二
万
八
千
円 

 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
七
千
五
百
円 

 



               

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
十
九
号
を
第
百
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
百
十
八
号
金
額
の

欄
中
「
次
に
掲
げ
る
額
」
を
「
一
の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
、
同
欄
中
ホ
を

ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
十
八
号
を
第
百
二
十
号
と
し
、
第
百
十
五
号
か
ら
第
百
十
七

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
百
十
四
号
中
「
第
百
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
十

条
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
又
は
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の ⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

二
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

三
万
三
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
万
九
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
万
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
五
万
六
千
円 

 

㈠ 
一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

八
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
三
千
五
百
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
五
百
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
四
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

四
万
四
千
円 

 

⑵ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
） 

 



百
十
四
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
十
二
号
金
額
の
欄
ロ
又
は
ハ
」
を
「
第
百
十
四
号
金
額

の
欄
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
、
「
当
該
ロ
又
は
ハ
」
を
「
当
該
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
百
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
三
号
を
第
百
十
五
号
と
し
、
同
項
第
百
十
二
号
中

「
又
は
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
金
額
の
欄
イ
⑴
中
「
七
千
円
」
を
「
八
千
円
」

に
改
め
、
同
欄
イ
⑵
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑶
中
「
二
万
四
千

円
」
を
「
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
⑷
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
百
平
方
メ

ー
ト
ル
」
に
、
「
三
万
千
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑸
か

ら
⑻
ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
二
号
金
額
の
欄
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

                      

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 

ハ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
た

だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
第
二

項
た
だ
し
書
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

定
建
築
行
為
の
場
合 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物

ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

一
万
四
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

一
万
六
千
円 

㈡ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

二
万
七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
三
千
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
八
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

八
万
八
千
円 

⑵ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三 

 



九 

建
築
基
準
法
第

七
条
第
一
項
又
は 

要
確
認
特

定
建
築
行 

第
七
号
金
額
の
欄
イ
又
は
ロ
の
額
（
昇
降
機
を
含

む
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
同
欄
イ
又
は
ロ
の
額
に 

 

            

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
百
十
二
号
を
第
百
十
四
号
と
し
、
同
項
第
百
十
一
号
中
「
第
百

十
三
号
」
を
「
第
百
十
五
号
」
に
、
「
第
百
十
四
号
」
を
「
第
百
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
百
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
九
十
三
号
か
ら
第
百
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
九
十
二
号
中
「
第
八
十
七
号
」
を
「
第
八
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
十
四

号
と
し
、
同
項
中
第
八
十
六
号
か
ら
第
九
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
八
十

五
号
中
「
三
万
三
千
円
」
の
下
に
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
六
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八

十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
八
十
四
号
を
第
八
十
六
号
と
し
、
第
八
十
三
号
を
第
八
十
五
号
と
し
、

同
項
第
八
十
二
号
中
「
一
万
六
千
円
」
を
「
二
万
二
千
円
」
に
、
「
一
万
千
円
」
を
「
二
万
円
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
か
ら
第
八
十
一
号
ま
で
を
二
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
一
号
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、

同
項
第
十
号
金
額
の
欄
ニ
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
三

万
千
円
」
を
「
二
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ヘ
か
ら
リ

ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号

を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

ホ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
三
千
円 

 

㈡ 
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
三
千
五
百
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
五
百
円 

(ハ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
四
千
円 

(ニ) 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

四
万
四
千
円 

 

項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
） 

㈠ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

(イ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

七
千
円 

(ロ) 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

八
千
円 

 



 

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
の
向

上
等
に
関
す
る
法

律
第
十
一
条
第
一

項
又
は
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
特
定
建
築

行
為
の
場
合
に
限

る
。
） 

築
物
に
関

す
る
完
了

検
査
手
数

料 

イ 

床
面
積
の
合
計
（
知
事
が
別
に
定
め
る
算
定

方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
並
び
に
第
百
二
十
四
号
イ
⑶
、
ホ
及
び

ヘ
並
び
に
第
百
二
十
五
号
イ
⑶
、
ホ
及
び
ヘ
並

び
に
第
百
三
十
号
イ
⑶
、
ホ
及
び
ヘ
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

ロ 
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

五
千
円 

ハ 

床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

六
千
円 

ニ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

七
千
円 

ホ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

八
千
円 

ヘ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

一
万
千
円 

ト 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
六
千
円 

チ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
千
円 

リ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
六
千
円 

ヌ 

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
三
万
三
千
円 

 

第
十
八
条
第
二
十

項
の
規
定
に
基
づ

く
建
築
物
に
関
す

る
完
了
検
査
（
建 

為
又
は
要

通
知
特
定

建
築
行
為

に
係
る
建 

前
号
金
額
の
欄
イ
又
は
ロ
の
額
を
加
算
し
た
額
）

に
、
申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す

る
一
の
建
築
物
ご
と
に
次
に
定
め
る
額
を
加
算
し

た
金
額 

 

                                 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
六
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
九
号
」
を
加
え
、
同
号
金
額



三 

建
築
基
準
法
第

六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築

物
に
関
す
る
確
認

の
申
請
又
は
同
法

第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く

建
築
物
に
関
す
る

計
画
の
通
知
に
対

す
る
審
査
（
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年 

法
律
第
五
十
三
号
） 

第
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書
（
同
条

第
二
項
に
お
い
て 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

適
合
性
判

定
を
行
う

こ
と
が
比

較
的
容
易

な
特
定
建

築
行
為
に

関
す
る
確

認
申
請
又

は
計
画
通

知
手
数
料 

申
請
に
係
る
特
定
建
築
行
為
を
行
お
う
と
す
る
一

の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国

土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号 

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
一
号
金
額
の

欄
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
額
（
昇
降
機
を
含
む
建
築

物
に
つ
い
て
は
、
前
号
金
額
の
欄
イ
か
ら
ニ
ま

で
の
額
）
に
、
次
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
金

額 ⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

一
万
四
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

一
万
六
千
円 

 

の
欄
イ
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」

に
、
「
二
万
四
千
円
」
を
「
三
万
四
千
円
」
に
、
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
」
を
「
三
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
」
に
、
「
三
万
五
千
円
」
を
「
三
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
イ
中
⑼
を
⑽

と
し
、
⑸
か
ら
⑻
ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
六
号
金
額
の
欄
ロ
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
」
を
「
三
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
」
に
、
「
三
万
三
千
円
」
を
「
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
⑼
を
⑽

と
し
、
⑸
か
ら
⑻
ま
で
を
⑹
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
百
十
二
号
ハ
、
第

百
十
九
号
ハ
及
び
第
百
二
十
四
号
ハ
」
を
「
第
百
十
四
号
ニ
、
第
百
二
十
一
号
ニ
及
び
第
百
二

十
七
号
ニ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号

を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                   

⑸ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
二
千
円 

 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
六
千
円 

 



三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す

る
特
定
建
築
行
為

に
限
る
。
） 

 
 

 

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
七
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
万
八
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

八
万
八
千
円 

ロ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一

号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等

に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
） 

第
一
号
金
額
の
欄
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
額
（
昇

降
機
を
含
む
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
前
号
金
額

の
欄
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
額
）
に
、
次
に
定
め
る

額
を
加
算
し
た
金
額 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

七
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 

一
万
三
千
五
百
円 

 

準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第

十
二
条
第
二
項
た

だ
し
書
（
同
条
第 

 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 

                              

    



百
一 

宅
地
造
成
及 

宅
地
造
成 

イ 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
（
以
下
こ
の
号 

 

 
 

 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
四
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 

         

第
二
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
第
百
二
十
一
号
イ
及
び
第
百
二
十
七
号
イ
」
を
「
第
百

二
十
六
号
イ
及
び
第
百
三
十
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
百
十
四
号
ニ
、
第
百
二

十
一
号
ニ
及
び
第
百
二
十
七
号
ニ
」
を
「
第
百
十
九
号
ニ
、
第
百
二
十
六
号
ニ
及
び
第
百
三
十

二
号
ニ
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
百
二
十
四
号
イ
⑶
」
を
「
第
百
二
十
九
号
イ
⑶
」
に
、

「
第
百
二
十
五
号
イ
⑶
」
を
「
第
百
三
十
号
イ
⑶
」
に
、
「
第
百
三
十
号
イ
⑶
」
を
「
第
百
三

十
五
号
イ
⑶
」
に
改
め
、
同
項
中
第
百
三
十
号
を
第
百
三
十
五
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
九
号

中
「
第
百
二
十
七
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
三
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
二
十
七

号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
三
十
二
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
三
十
四
号

と
し
、
同
項
第
百
二
十
八
号
中
「
第
百
二
十
六
号
」
を
「
第
百
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
百
三
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
百
二
十
七
号
を
第
百
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十

六
号
中
「
第
百
二
十
八
号
イ
⑵
」
を
「
第
百
三
十
三
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
三

十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
百
二
十
五
号
を
第
百
三
十
号
と
し
、
同
項
第
百
二
十
四
号
中
「
第
百

三
十
号
イ
⑵
」
を
「
第
百
三
十
五
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
九
号
と
し
、
同

項
第
百
二
十
三
号
中
「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、

「
第
百
二
十
一
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
百
二
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
七
号
か
ら
第
百
二
十
二
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
百
十
六
号
中
「
第
百
十
四
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
十
九
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第

百
十
四
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
十
九
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十

一
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
五
号
を
第
百
二
十
号
と
し
、
第
百
十
四
号
を
第
百
十
九
号
と
し
、

同
項
第
百
十
三
号
中
「
第
百
十
五
号
」
を
「
第
百
二
十
号
」
に
、
「
第
百
十
六
号
」
を
「
第
百

二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
百
一
号
か
ら
第
百
十
二
号

ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
百
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

  



百
二 

宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規 

土
石
の
堆

積
に
関
す 

イ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

一
万
二
千
円 

 

 

条
第
一
項
又
は
第

三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
工

事
の
許
可
の
申
請 

に
対
す
る
審
査
（
次

号
に
規
定
す
る
審

査
を
除
く
。
） 

申
請
手
数

料 

 

ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
八
千
円 

ハ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
円 

ニ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
八
千
円 

ホ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
三
千
円 

ヘ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
七
千
円 

ト 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

チ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
三
万
円 

リ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
四
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
六
万
二
千
円 

ヌ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
七
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
一
万
六
千
円 

ル 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
十
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 

六
十
七
万
円 

 

び
特
定
盛
土
等
規

制
法
（
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
百
九

十
一
号
）
第
十
二 

又
は
特
定

盛
土
等
に

関
す
る
工

事
の
許
可 

及
び
第
百
三
号
に
お
い
て
「
盛
土
等
の
土
地
」

と
い
う
。
）
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
六
千
円 

ロ 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト 

 

                                  



百
三 

宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規

制
法
第
十
六
条
第

一
項
又
は
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規 

宅
地
造
成

又
は
特
定

盛
土
等
に

関
す
る
工

事
の
計
画 

変
更
許
可
申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
六
十
七
万
円

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額
は
六
十
七

万
円
と
す
る
。 

イ 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事 

 

 

許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査
（
土
石

の
堆
積
（
同
法
第

二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
土
石
の
堆

積
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

 
 

メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
九
千
円 

ニ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
三
千
円 

ホ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
円 

ヘ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
四
千
円 

ト 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
二
千
円 

チ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
二
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
七
千
円 

リ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
四
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
七
千
円 

ヌ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
七
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
二
千
円 

ル 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

十
三
万
四
千
円 

 

制
法
第
十
二
条
第

一
項
又
は
第
三
十

条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
工
事
の 

る
工
事
の

許
可
申
請

手
数
料 

ロ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
円 

ハ 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
千
平
方 

 

                                  



百
四 

宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規

制
法
第
十
六
条
第

一
項
又
は
第
三
十

五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
工
事

の
計
画
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査
（
土
石

の
堆
積
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

土
石
の
堆

積
に
関
す

る
工
事
の

計
画
の
変

更
許
可
申

請
手
数
料 

変
更
許
可
申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
十
三
万
四
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額
は
十
三

万
四
千
円
と
す
る
。 

イ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
設
計
の
変
更

（
ロ
の
み
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
（
ロ
に
規

定
す
る
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
変
更
前

の
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
、
土
石
の

堆
積
を
す
る
土
地
の
縮
小
を
伴
う
場
合
に
あ
っ

て
は
縮
小
後
の
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面

積
）
に
応
じ
第
百
二
号
金
額
の
欄
に
定
め
る
額

に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

ロ 

新
た
な
土
地
の
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
へ

の
編
入
に
係
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

設
計
の
変
更 

新
た
に
編
入
さ
れ
る
土
石
の
堆
積
を
す
る
土

地
の
面
積
に
応
じ
第
百
二
号
金
額
の
欄
に
定
め

る
金
額 

ハ 

そ
の
他
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

 

 

に
規
定
す
る
審
査

を
除
く
。
） 

 

の
土
地
の
面
積
、
盛
土
等
の
土
地
の
縮
小
を
伴

う
場
合
に
あ
っ
て
は
縮
小
後
の
盛
土
等
の
土
地

の
面
積
）
に
応
じ
第
百
一
号
金
額
の
欄
に
定
め

る
額
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

ロ 

新
た
な
土
地
の
盛
土
等
の
土
地
へ
の
編
入
に

係
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工

事
の
設
計
の
変
更 

新
た
に
編
入
さ
れ
る
盛
土
等
の
土
地
の
面
積

に
応
じ
第
百
一
号
金
額
の
欄
に
定
め
る
金
額 

ハ 

そ
の
他
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

 

定
に
基
づ
く
工
事

の
計
画
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査
（
次
号 

の
変
更
許

可
申
請
手

数
料 

の
設
計
の
変
更
（
ロ
の
み
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
） 

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
（
ロ
に
規
定
す
る
変

更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
変
更
前
の
盛
土
等 

 

                                  



百
五 

宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規 

制
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
七
年
建
設

省
令
第
三
号
）
第

八
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
く
宅
地
造

成
及
び
特
定
盛
土

等
規
制
法
第
十
二

条
第
一
項
、
第
十

六
条
第
一
項
、
第

三
十
条
第
一
項
又

は
第
三
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
の

交
付 

宅
地
造
成

又
は
特
定

盛
土
等
に

関
す
る
工

事
に
係
る

証
明
書
の

交
付
手
数

料 

イ 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二

条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第

一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
工
事
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 

千
二
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
二
百
円 

ロ 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二

条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第

一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書

面
の
交
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
四
百
円 

 

 

省
令
第
三
号
）
第

八
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
く
宅
地
造

成
及
び
特
定
盛
土

等
規
制
法
第
十
二

条
第
一
項
、
第
十

六
条
第
一
項
、
第

三
十
条
第
一
項
又

は
第
三
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
の

交
付 

事
に
係
る

証
明
書
の

交
付
手
数

料 

ロ 

イ
以
外
の
場
合 

 
 

 
 

 

六
千
四
百
円 

 

                  

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年

七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
（
次

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
二
号
（
金
額
の
欄
イ
の
規
定
に
限
る
。
）
、
第
八
十
四
号
、

第
八
十
七
号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
二
十
一
号
、
第
百
二
十
四
号
及
び
第
百
二
十
七
号
の
規
定

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
る
申
請

に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
（
建

築
物
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
号
（
金
額
の
欄
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
限

る
。
）
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
、
第
百
十
六
号
、
第
百
二
十
三
号
及
び

第
百
二
十
九
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の

模
様
替
の
工
事
に
着
手
す
る
も
の
に
関
す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日



前
に
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
着
手
す
る
も
の
に
関

す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



条

例 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
七
千
百
五
十
九
人
」
を
「
七
千
二
百
五
十
三
人
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
二
十
八
人
」
を
「
三
十
一
人
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
百
十
一
人
」
を
「
百
二

十
一
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第

二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
条
第
十
四
項
」

を
「
第
二
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
同
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
」
を
「
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
児
童
、

生
徒
又
は
学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
項
中
「
中

学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は
生
徒
」
を
「
、
生
徒
又

は
学
生
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」

に
改
め
、
同
表
中
十
三
の
項
を
削
り
、
十
四
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
同
表
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

     

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、

同
表
の
二
の
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は

生
徒
」
を
「
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
一
の
項
及
び
二
の
項
を
削
り
、
同
表
の
三
の
項
中
「
高
等
学
校
等
」
の
下
に
「
（
高

等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
保
護
者
等
」
の
下
に
「
（
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
児
童
、

生
徒
又
は
学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
項
を
同
表
の
一
の
項
と
し
、
同
表
中
四
の
項
及
び
五
の
項
を
削
り
、
六
の
項
を
二
の
項
と
し
、

七
の
項
を
三
の
項
と
し
、
八
の
項
を
四
の
項
と
し
、
九
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
を
削
り
、
十

十
四 

教
育
委
員
会 

県
立
の
中
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
費
（
学
校
給
食
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

学
校
給
食
費
を
い
う
。
）
に
係
る
援
助
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の 

 



二
の
項
を
五
の
項
と
し
、
十
三
の
項
を
六
の
項
と
し
、
十
四
の
項
を
七
の
項
と
す
る
。 

別
表
第
二
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

           

別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
生
活
保
護
関
係
情
報
」
を
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
又

は
就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
生

活
保
護
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
三
の
項
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
利
用
特
定
個
人
情
報
」
を
「
外
国

人
生
活
保
護
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
三
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          

別
表
第
三
の
五
の
項
及
び
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

一 

知
事 

私
立
の
高
等
学
校
等
（
特
別
支

援
学
校
の
高
等
部
を
除
く
。
）

の
生
徒
等
（
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保

護
者
等
に
対
す
る
奨
学
の
た
め

の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も

の 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
準
じ
て
行
う

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保

護
の
実
施
又
は
就
労
自
立
給
付
金
若
し

く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活

保
護
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の 

 

一 

知
事 

生
活
保
護
法
の
規
定

に
準
じ
て
行
う
生
活

に
困
窮
す
る
外
国
人

に
対
す
る
保
護
の
決

定
及
び
実
施
又
は
徴

収
金
の
徴
収
に
関
す

る
事
務
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

教
育
委
員
会 

特
別
支
援
学
校
へ
の

就
学
の
た
め
必
要
な

経
費
（
特
別
支
援
学

校
へ
の
就
学
奨
励
に

関
す
る
法
律
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
）
の

支
弁
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の 

 

五 

教
育
委
員
会 

国
立
及
び
公
立
の
高

等
学
校
等
（
高
等
学

校
及
び
中
等
教
育
学

校
の
後
期
課
程
の
専

攻
科
を
含
み
、
特
別

支
援
学
校
の
高
等
部

を
除
く
。
）
の
生
徒

等
（
高
等
学
校
及
び

中
等
教
育
学
校
の
後

期
課
程
の
専
攻
科
の

生
徒
を
含
む
。
）
の

保
護
者
等
に
対
す
る

奨
学
の
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

 



                      

第
三
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
二
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

一
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

   

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
中
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
） 

令
和
七
年
四
月
一
日 

三 

第
二
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で

六 

教
育
委
員
会 

五 

教
育
委
員
会 

県
立
の
高
等
学
校
の

専
攻
科
の
生
徒
に
対

す
る
修
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の 

国
立
及
び
公
立
の
高

等
学
校
等
（
高
等
学

校
及
び
中
等
教
育
学

校
の
後
期
課
程
の
専

攻
科
を
含
み
、
特
別

支
援
学
校
の
高
等
部

を
除
く
。
）
の
生
徒

等
（
高
等
学
校
及
び

中
等
教
育
学
校
の
後

期
課
程
の
専
攻
科
の

生
徒
を
含
む
。
）
の

保
護
者
等
に
対
す
る

奨
学
の
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

知
事 

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

 

二 

知
事 

知
事
が
指
定
し
た
特
定
の
疾
患
に
り
患
し
た
者
に
対
す
る
医
療
の

給
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の 

 



定
め
る
日 



条

例 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
四
条
第
七
項
中
「
以
上
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
五
十
五
歳
（
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五
十
六
歳
以
上
の
年
齢
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
）
を
超
え
る
」

を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

五
十
五
歳
（
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五
十
六
歳
以
上
の
年
齢
で
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
）
を
超
え
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

 
 

二 

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及

び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員 

 
 

第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
扶
養
手
当
）
」
を
付
し
、
同

条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
次
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
」
に
、
「
以
下
「
扶
養
親
族
と
し
て
の
配
偶
者
、
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
「
扶

養
親
族
と
し
て
の
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
行
九
級
以
上
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
中
「
扶
養
親
族
と
し
て
の
配
偶
者
、
」
を
「
前
項
第
一
号
に
該

当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
と
し
て
の
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
一
万
三
千
円
、
扶
養
親
族
と
し
て
の
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
行
八
級
職
員
等
」
と

い
う
。
）
」
及
び
「
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
と
し
て
の
子
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
特
定
期
間
に
」
を
「
当

該
期
間
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改
定
そ
の

他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
九
条 

削
除 



 
 

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
八
・
三
分
の
十
」
を
「
八
・
五
分
の
十
」
に
、
「
十
一
・
三
分
の

十
三
」
を
「
十
一
・
五
分
の
十
三
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
・
三
」
を
「
百
分

の
八
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
一
・
三
」
を
「
百
分
の
十
一
・
五
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
道
路
（
以
下
こ

の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
」
を
「
次
項
及
び
第
四
項
」

に
、
「
い
う
。
）
。
」
を
「
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

「
定
め
る
額
（
」
の
下
に
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
の
う
ち
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
（
一

箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ

き
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
同
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
五
万
五
千
円
と
の

差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
五
万

五
千
円
に
加
算
し
た
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条

第
三
項
中
「
職
員
で
」
の
下
に
「
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
」
を
、
「
（
第
一
号
」

の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
「
で
そ
の
利
用
が
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て

通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当 

支
給
単
位
期
間
に
つ

き
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通

勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」

と
い
う
。
） 

 
 

第
十
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

４ 

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金

等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当

の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
又
は
委
員
会
規
則
で
定
め



る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
（
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
「
職
員
以
外
の

地
方
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

な
り
、
こ
れ
」
を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
こ
と
」
に
改
め
、
「
（
任

用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

 

第
十
一
条
の
二 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お

い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
委
員
会
規
則
で
定
め
る

時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
委
員
会
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

２ 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
は
、
一
箇
月
当
た
り
三
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
」
を
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、

国
家
公
務
員
又
は
委
員
会
規
則
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考

慮
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た

額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
（
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
委
員
会
規

則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
地
域
手
当
の
月
額
」
の
下
に
「
、
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤

務
等
手
当
の
額
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
六
第
二
項
中
「
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
九
条
の
三
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
、
第

十
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
三
」
を
「
及
び
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
七
中
「
、
扶
養
手
当
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       



                                  

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級 １０　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 458,300 510,200 550,800

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 463,800 517,100 558,000

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 468,800 522,300 564,100

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 473,500 526,600 569,100

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 477,500 530,100 573,100

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 481,000 533,400 576,100

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 484,000 536,400 578,600

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 486,500 538,900 580,600

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 488,500 540,900

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800

別表第１（第３条関係）

行　政　職　給　料　表

職員の
区分

37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200

38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000

40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600

42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000

43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700

47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000

48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300

49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500

50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100

52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600

54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900

55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000

59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300

60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500

定年前 61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700

再任用 62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000

短時間 63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300

勤務職 64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500

員以外

の職員 65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700

66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000

67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000

71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300

72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500

73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700

74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800

76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000



                                  

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500

79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000

81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500

83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800

84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000

85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200

86 256,000 297,100 346,000

87 256,300 297,400 346,400

88 256,600 297,700 346,800

89 256,900 298,000 347,000

90 257,200 298,300 347,400

91 257,500 298,600 347,800

92 257,800 299,000 348,200

93 258,100 299,200 348,400

94 299,400 348,800

95 299,700 349,200

96 300,100 349,500

97 300,300 349,800

98 300,600 350,200

99 301,000 350,600

100 301,400 351,000

101 301,600 351,500

102 301,900 351,900

103 302,200 352,300

104 302,500 352,700

105 302,700 353,200

106 303,000 353,600

107 303,300 353,900

108 303,600 354,200

109 303,800 354,700

110 304,200

111 304,600

112 304,900

113 305,100

114 305,300

115 305,600

116 306,000

117 306,200

118 306,400

119 306,700

120 307,000

121 307,400

122 307,600

123 307,900

124 308,200

125 308,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 448,000 528,700

備考
　１　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第２０条及び附則第５項に規定する職員
　　を除く。
　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未
　　満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

定年前
再任用
短時間
勤務職
員



                                  

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 211,600 232,600 255,500 295,400 331,900 353,300 384,100 420,300 466,000

2 214,000 234,800 257,500 296,400 333,400 355,000 385,800 421,900 472,200

3 216,400 237,000 259,700 297,400 334,900 356,700 387,500 423,500 477,200

4 218,800 239,200 261,900 298,300 336,400 358,300 389,200 425,000 481,500

5 221,200 241,400 264,000 298,900 337,900 359,900 390,700 426,500 485,500

6 223,600 243,400 265,300 299,600 339,300 361,600 392,300 428,100 489,000

7 226,000 245,400 266,600 300,300 340,600 363,200 393,900 429,500 492,000

8 228,200 247,200 267,900 301,000 341,900 364,800 395,500 430,900 494,500

9 230,400 249,000 269,200 301,700 343,200 366,400 397,100 432,000 496,700

10 232,500 250,700 270,500 302,400 344,800 368,000 398,700 433,400

11 234,600 252,400 271,800 303,100 346,400 369,600 400,300 434,900

12 236,600 253,800 273,100 303,700 348,000 371,200 401,900 436,400

13 238,600 255,200 274,400 304,400 349,500 372,800 403,400 437,700

14 240,600 257,000 275,600 305,200 351,100 374,400 405,400 439,400

15 242,600 258,400 276,700 305,900 352,700 376,000 407,400 441,000

16 244,200 259,900 278,200 306,700 354,200 377,600 409,400 442,600

17 245,800 261,400 279,500 307,400 355,700 379,200 410,900 444,000

18 247,300 262,600 280,800 308,200 357,300 380,800 412,600 445,700

19 248,800 263,800 282,100 309,200 358,900 382,400 414,200 447,400

20 250,300 264,900 283,300 310,100 360,400 384,000 415,900 449,000

21 251,800 266,200 284,500 311,000 361,900 385,600 417,500 450,400

22 253,400 267,400 285,100 312,300 363,500 387,200 419,000 451,100

23 254,900 268,700 285,700 313,600 365,100 388,900 420,500 451,800

24 256,400 270,000 286,300 314,900 366,700 390,600 421,900 452,500

25 257,900 271,400 286,800 316,200 368,100 392,300 423,100 452,900

26 259,100 272,800 287,400 317,700 369,800 394,300 424,600 453,400

27 260,300 274,100 288,000 319,000 371,500 396,200 426,100 454,000

28 261,500 275,400 288,500 320,100 373,100 398,100 427,500 454,600

29 262,700 276,400 289,000 321,100 374,700 399,800 429,000 455,200

30 264,000 277,700 289,600 322,300 376,300 401,200 430,300 455,900

31 265,300 279,000 290,100 323,500 377,900 402,400 431,500 456,400

32 266,600 280,200 290,600 324,600 379,600 403,700 432,700 456,900

33 267,900 281,400 291,100 325,700 381,300 404,700 433,700 457,400

34 269,400 282,000 291,700 326,900 383,300 405,800 434,400 457,700

35 270,700 282,600 292,200 328,100 385,300 406,800 435,200 458,000

36 272,100 283,200 292,700 329,200 387,300 407,800 435,900 458,400

別表第２（第３条関係）

公　安　職　給　料　表

職員の
区分

37 273,100 283,700 293,200 330,300 389,000 408,900 436,400 458,800

38 274,400 284,300 293,800 331,500 390,700 410,100 436,800 459,000

39 275,700 284,900 294,400 332,700 392,200 411,200 437,200 459,300

40 276,900 285,500 295,000 333,900 393,700 412,300 437,500 459,500

41 278,100 286,000 295,700 335,100 394,900 413,500 437,800 459,900

42 278,700 286,600 296,400 336,300 395,900 414,300 438,100 460,100

43 279,300 287,200 297,100 337,500 396,900 415,100 438,400 460,300

44 279,900 287,700 297,800 338,700 397,900 415,700 438,700 460,500

45 280,300 288,200 298,400 339,900 399,000 416,200 438,900 460,900

46 280,900 288,700 299,300 341,200 400,100 416,900 439,200

47 281,400 289,200 300,100 342,400 401,200 417,600 439,500

48 281,900 289,700 300,900 343,600 402,300 418,200 439,800

49 282,400 290,300 301,700 344,800 403,600 418,900 440,100

50 283,000 290,800 302,800 346,200 404,400 419,300 440,400

51 283,500 291,400 303,900 347,500 405,200 419,900 440,700

52 284,000 292,000 304,900 348,800 405,800 420,500 441,000

53 284,500 292,600 305,900 349,700 406,300 420,900 441,200

54 285,100 293,300 307,000 351,000 407,000 421,300 441,500

55 285,600 294,000 308,000 352,200 407,700 421,800 441,800

56 286,100 294,700 309,100 353,400 408,400 422,300 442,100

57 286,600 295,300 310,100 354,600 408,700 422,800 442,300

58 287,100 296,200 311,200 356,000 409,400 423,400 442,600

59 287,600 297,000 312,300 357,400 410,100 423,800 442,900

60 288,100 297,800 313,400 358,800 410,600 424,200 443,100

61 288,600 298,600 314,400 360,100 411,000 424,600 443,300

62 289,100 299,500 315,500 361,600 411,400 424,900 443,600

63 289,600 300,400 316,600 363,100 411,900 425,200 443,900

64 290,100 301,300 317,700 364,500 412,400 425,500 444,200

65 290,600 302,100 318,700 365,700 412,900 425,800 444,400

66 291,100 303,000 319,800 367,100 413,300 426,100 444,700

67 291,600 303,800 320,900 368,400 413,800 426,400 445,000

68 292,100 304,600 322,000 369,800 414,300 426,600 445,300

69 292,600 305,500 323,000 370,900 414,800 426,800 445,500

70 293,100 306,400 324,200 372,100 415,300 427,100 445,800

定年前 71 293,600 307,300 325,400 373,300 415,900 427,400 446,100

再任用 72 294,100 308,200 326,600 374,500 416,400 427,600 446,400

短時間

勤務職 73 294,600 309,000 327,300 375,800 416,800 427,800 446,600

員以外 74 295,200 309,900 328,600 377,000 417,400 428,100

の職員 75 295,800 310,800 329,900 378,200 417,900 428,400

76 296,300 311,600 331,200 379,300 418,100 428,600



                                  

77 296,800 312,300 332,500 380,400 418,400 428,800

78 297,400 313,200 333,900 381,600 418,900 429,100

79 298,000 314,100 335,300 382,700 419,200 429,400

80 298,600 315,100 336,700 383,900 419,500 429,600

81 299,200 316,000 338,000 385,000 419,800 429,800

82 299,900 317,100 339,600 385,600 420,200 430,100

83 300,600 318,100 341,100 386,100 420,600 430,400

84 301,200 319,100 342,600 386,600 421,000 430,600

85 301,800 320,000 344,000 387,200 421,300 430,800

86 302,500 321,000 345,500 387,800

87 303,200 322,000 347,000 388,400

88 303,900 323,000 348,400 389,000

89 304,600 324,000 349,700 389,300

90 305,400 325,300 350,900 389,800

91 306,200 326,500 352,100 390,300

92 306,900 327,700 353,400 390,800

93 307,400 328,900 354,700 391,200

94 308,300 330,200 356,200 391,600

95 309,200 331,400 357,700 392,100

96 310,000 332,600 359,100 392,600

97 310,800 333,800 360,400 393,000

98 311,800 335,100 361,600 393,500

99 312,700 336,300 362,700 394,000

100 313,600 337,500 363,900 394,500

101 314,500 338,900 365,000 394,800

102 315,500 339,800 366,100 395,200

103 316,500 340,800 367,200 395,700

104 317,400 341,900 368,300 396,000

105 318,200 343,000 369,500 396,300

106 318,800 344,100 370,000 396,800

107 319,400 345,100 370,600 397,300

108 320,000 346,100 371,200 397,800

109 320,500 347,300 371,800 398,100

110 321,000 348,300 372,300 398,600

111 321,400 349,300 372,700 399,100

112 321,900 350,200 373,200 399,600

113 322,700 351,100 373,600 399,900

114 323,400 352,000 374,000 400,400

115 324,100 353,000 374,500 400,900

116 324,700 354,000 375,000 401,400

117 325,300 355,000 375,400 401,800

118 326,000 355,400 375,900 402,300

119 326,700 356,000 376,500 402,700

120 327,500 356,600 377,000 403,200

121 328,100 356,900 377,200 403,600

122 328,400 357,300 377,700

123 328,900 357,700 378,200

124 329,400 358,100 378,600

125 329,700 358,500 379,100

126 358,900 379,600

127 359,300 380,100

128 359,700 380,600

129 360,100 380,900

130 360,500 381,400

131 360,900 381,900

132 361,300 382,400

133 361,500 382,700

134 362,000 383,200

135 362,400 383,600

136 362,700 384,000

137 363,000 384,300

138 363,400 384,800

139 363,900 385,300

140 364,400 385,800

141 364,700 386,100

142 365,200

143 365,700

144 366,200

145 366,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

246,200 258,000 262,200 293,800 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

備考
　１　この表は、警察官に適用する。
　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未
　　満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。



                                  

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の
区分

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

58 271,200 318,000 388,900 445,900

定年前 59 271,800 318,400 389,600 446,400

再任用 60 272,400 318,800 390,300 446,900

短時間

勤務職 61 273,000 319,200 390,900 447,400

員以外 62 273,600 319,800 391,600

の職員 63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分



                                  

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

117 303,500 348,300

118 303,800 348,700

119 304,000 349,100

120 304,300 349,500

121 304,600 349,900

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額
円 円 円 円 円

221,800 263,600 288,600 331,400 390,600

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

備考

　１　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究の業務に従事する職員

    で人事委員会が定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未

    満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

117 303,500 348,300

118 303,800 348,700

119 304,000 349,100

120 304,300 349,500

121 304,600 349,900

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

221,800 263,600 288,600 331,400 390,600

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

備考
　１　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究の業務に従事する職員
    で人事委員会が定めるものに適用する。
　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未
    満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分

117 303,500 348,300

118 303,800 348,700

119 304,000 349,100

120 304,300 349,500

121 304,600 349,900

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額

基　　準

給料月額
円 円 円 円 円

221,800 263,600 288,600 331,400 390,600

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

備考

　１　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究の業務に従事する職員

    で人事委員会が定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未

    満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

77 283,200 328,900 400,700

78 283,900 329,600 401,200

79 284,600 330,300 401,700

80 285,200 331,000 402,400

81 285,800 331,700 402,800

82 286,500 332,500

83 287,200 333,200

84 287,800 333,800

85 288,400 334,300

86 289,100 334,800

87 289,800 335,200

88 290,400 335,600

89 291,000 335,900

90 291,700 336,400

91 292,400 336,800

92 293,000 337,200

93 293,600 337,500

94 294,300 337,900

95 294,900 338,300

96 295,500 338,700

97 295,800 339,200

98 296,400 339,700

99 297,000 340,200

100 297,500 340,700

101 298,000 341,200

102 298,400 341,700

103 298,800 342,200

104 299,200 342,700

105 299,600 343,100

106 300,100 343,500

107 300,600 344,000

108 300,900 344,400

109 301,100 344,900

110 301,500 345,300

111 301,800 345,700

112 302,000 346,100

113 302,300 346,600

114 302,600 347,000

115 302,900 347,400

116 303,200 347,800

37 244,700 306,600 371,600 427,100

38 246,300 307,500 372,400 428,500

39 247,900 308,400 373,200 429,900

40 249,500 309,300 374,000 431,300

41 251,100 310,100 374,800 432,400

42 252,600 310,600 376,100 433,700

43 254,100 311,100 377,400 435,100

44 255,600 311,600 378,600 436,400

45 257,100 312,100 379,300 437,200

46 258,400 312,600 380,300 438,000

47 259,600 313,100 381,100 438,900

48 260,800 313,600 381,800 439,800

49 262,000 314,000 382,500 440,600

50 263,100 314,500 383,200 441,400

51 264,200 315,000 383,900 442,000

52 265,300 315,500 384,600 442,800

53 266,400 315,900 385,200 443,200

54 267,500 316,400 385,900 443,800

55 268,500 316,800 386,700 444,300

56 269,500 317,200 387,500 444,800

57 270,500 317,600 388,100 445,300

定年前 58 271,200 318,000 388,900 445,900

再任用 59 271,800 318,400 389,600 446,400

短時間 60 272,400 318,800 390,300 446,900

勤務職

員以外 61 273,000 319,200 390,900 447,400

の職員 62 273,600 319,800 391,600

63 274,200 320,400 392,300

64 274,800 321,000 393,000

65 275,400 321,500 393,700

66 276,000 322,100 394,300

67 276,600 322,700 394,900

68 277,200 323,300 395,600

69 277,800 323,800 396,300

70 278,500 324,400 396,800

71 279,200 325,000 397,400

72 279,900 325,600 398,000

73 280,500 326,100 398,500

74 281,200 326,800 399,100

75 281,900 327,500 399,700

76 282,600 328,200 400,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 183,900 233,900 326,100 376,000 446,500

2 185,000 238,200 328,100 377,400 456,400

3 186,200 240,900 330,100 378,800 465,800

4 187,300 243,600 332,100 380,200 475,700

5 188,400 246,200 333,900 381,600 485,300

6 190,500 247,800 335,900 383,000 495,100

7 192,600 249,300 337,800 384,400 504,000

8 194,700 250,800 339,700 385,800 511,900

9 196,800 252,300 341,500 387,200 519,700

10 198,800 254,400 343,100 388,700 526,800

11 200,800 256,500 344,700 390,100 532,100

12 202,800 258,500 346,300 391,500 536,600

13 204,800 260,500 347,900 392,900 539,600

14 206,700 262,800 348,900 394,400 541,600

15 208,600 265,100 349,900 395,900

16 210,400 267,300 350,900 397,400

17 212,100 269,500 352,000 398,900

18 213,900 271,900 353,300 400,500

19 215,700 274,300 354,500 402,100

20 217,500 276,700 355,700 403,800

21 219,300 279,000 356,900 405,000

22 221,100 281,100 358,000 406,400

23 222,800 283,200 359,100 407,800

24 224,500 285,200 360,200 409,100

25 226,200 287,200 361,300 410,400

26 228,300 289,100 362,300 411,700

27 230,200 291,000 363,300 413,200

28 232,100 292,900 364,300 414,700

29 234,000 294,800 365,200 415,900

30 235,100 296,300 366,100 417,100

31 236,200 297,800 366,900 418,700

32 237,300 299,300 367,700 420,200

33 238,700 300,800 368,400 421,500

34 240,200 302,300 369,200 422,900

35 241,700 303,800 370,000 424,300

36 243,200 305,200 370,800 425,700

別表第３（第３条関係）

研　究　職　給　料　表

職員の

区分



                                  

別表第４（第３条関係）

イ　医療職給料表(1)

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 291,400 400,300 455,100 549,800

2 293,700 403,000 457,100 555,900

3 296,000 405,600 459,000 561,200

4 298,200 408,100 460,900 566,100

5 300,300 410,500 462,300 570,500

6 303,800 412,700 464,100 574,800

7 307,300 414,800 465,900 578,400

8 310,700 416,900 467,700 581,400

9 314,100 419,000 469,500 583,900

10 317,600 420,500 471,300 586,200

11 321,000 422,000 473,100

12 324,400 423,500 474,900

13 327,800 424,900 476,700

14 331,300 426,400 478,500

15 334,700 427,900 480,300

16 338,100 429,300 482,100

17 341,500 430,700 483,900

18 344,600 432,200 485,800

19 347,700 433,700 487,700

20 350,800 435,100 489,600

21 354,000 436,500 491,500

22 357,100 438,000 493,200

23 360,200 439,500 495,000

24 363,200 440,900 496,800

25 366,200 442,300 498,400

26 368,500 443,700 500,200

27 370,800 445,100 502,000

28 373,000 446,500 503,600

29 374,900 447,900 505,000

30 376,600 449,300 506,700

31 378,300 450,700 508,500

32 380,100 452,100 510,200

33 381,900 453,500 511,700

34 383,700 454,900 513,000

35 385,300 456,300 514,300

36 386,700 457,700 515,600

医　療　職　給　料　表

職員の
区分

別表第４（第３条関係）

イ　医療職給料表(1)

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 291,400 400,300 455,100 549,800

2 293,700 403,000 457,100 555,900

3 296,000 405,600 459,000 561,200

4 298,200 408,100 460,900 566,100

5 300,300 410,500 462,300 570,500

6 303,800 412,700 464,100 574,800

7 307,300 414,800 465,900 578,400

8 310,700 416,900 467,700 581,400

9 314,100 419,000 469,500 583,900

10 317,600 420,500 471,300 586,200

11 321,000 422,000 473,100

12 324,400 423,500 474,900

13 327,800 424,900 476,700

14 331,300 426,400 478,500

15 334,700 427,900 480,300

16 338,100 429,300 482,100

17 341,500 430,700 483,900

18 344,600 432,200 485,800

19 347,700 433,700 487,700

20 350,800 435,100 489,600

21 354,000 436,500 491,500

22 357,100 438,000 493,200

23 360,200 439,500 495,000

24 363,200 440,900 496,800

25 366,200 442,300 498,400

26 368,500 443,700 500,200

27 370,800 445,100 502,000

28 373,000 446,500 503,600

29 374,900 447,900 505,000

30 376,600 449,300 506,700

31 378,300 450,700 508,500

32 380,100 452,100 510,200

33 381,900 453,500 511,700

34 383,700 454,900 513,000

35 385,300 456,300 514,300

36 386,700 457,700 515,600

医　療　職　給　料　表

職員の

区分

37 388,100 459,100 516,600

38 389,600 460,800 517,900

39 391,100 462,400 519,200

40 392,600 464,000 520,500

定年前 41 394,100 465,600 521,500

再任用 42 394,800 466,800 522,300

短時間 43 395,400 468,000 523,100

勤務職 44 396,100 469,100 523,900

員以外

の職員 45 397,000 470,100 524,800

46 397,600 471,100 525,600

47 398,200 472,000 526,400

48 398,800 472,800 527,100

49 399,400 473,500 527,900

50 399,900 474,200 528,700

51 400,400 474,900 529,400

52 400,900 475,500 530,300

53 401,400 476,200 531,200

54 401,800 476,900 532,000

55 402,200 477,500 532,900

56 402,600 478,100 533,800

57 403,000 478,400 534,600

58 403,400 479,000 535,500

59 403,800 479,700 536,400

60 404,200 480,400 537,100

61 404,600 480,800 537,900

62 405,000 481,400 538,800

63 405,400 482,100 539,700

64 405,800 482,800 540,600

65 406,100 483,200 541,400

66 483,800 542,300

67 484,400 543,200

68 484,900 544,100

69 485,400 544,900

70 485,900 545,800

71 486,400 546,700

72 486,900 547,600

73 487,300 548,400

74 487,800

75 488,200

76 488,700

別表第４（第３条関係）

イ　医療職給料表(1)

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 291,400 400,300 455,100 549,800

2 293,700 403,000 457,100 555,900

3 296,000 405,600 459,000 561,200

4 298,200 408,100 460,900 566,100

5 300,300 410,500 462,300 570,500

6 303,800 412,700 464,100 574,800

7 307,300 414,800 465,900 578,400

8 310,700 416,900 467,700 581,400

9 314,100 419,000 469,500 583,900

10 317,600 420,500 471,300 586,200

11 321,000 422,000 473,100

12 324,400 423,500 474,900

13 327,800 424,900 476,700

14 331,300 426,400 478,500

15 334,700 427,900 480,300

16 338,100 429,300 482,100

17 341,500 430,700 483,900

18 344,600 432,200 485,800

19 347,700 433,700 487,700

20 350,800 435,100 489,600

21 354,000 436,500 491,500

22 357,100 438,000 493,200

23 360,200 439,500 495,000

24 363,200 440,900 496,800

25 366,200 442,300 498,400

26 368,500 443,700 500,200

27 370,800 445,100 502,000

28 373,000 446,500 503,600

29 374,900 447,900 505,000

30 376,600 449,300 506,700

31 378,300 450,700 508,500

32 380,100 452,100 510,200

33 381,900 453,500 511,700

34 383,700 454,900 513,000

35 385,300 456,300 514,300

36 386,700 457,700 515,600

医　療　職　給　料　表

職員の

区分



                                  

77 489,200

78 489,800

79 490,400

80 490,800

81 491,300

82 491,900

83 492,500

84 493,000

85 493,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

301,700 344,400 399,500 473,300

備考　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会が定めるものに適用する。

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の
区分

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

定年前 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

再任用 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

短時間 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

勤務職

員以外 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

の職員 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分



                                  

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

定年前

再任用 53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

短時間 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

勤務職 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

員以外 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

の職員

57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

定年前 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

再任用 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

短時間 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

勤務職

員以外 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

の職員 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分

77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600

78 254,800 291,900 328,600 349,900

79 255,100 292,200 329,000 350,100

80 255,300 292,500 329,500 350,400

81 255,500 292,800 330,000 350,900

82 255,800 293,100 330,400 351,200

83 256,100 293,400 330,600 351,500

84 256,300 293,700 330,900 351,800

85 256,500 293,900 331,300 352,200

86 294,100 331,700 352,500

87 294,300 332,000 352,800

88 294,500 332,300 353,100

89 294,900 332,600 353,500

90 295,100 332,800 353,800

91 295,300 333,200 354,100

92 295,500 333,500 354,400

93 295,900 333,700 354,700

94 296,100 334,000 355,100

95 296,300 334,300 355,500

96 296,600 334,600 355,900

97 296,900 334,800 356,400

98 297,100 335,100 356,800

99 297,300 335,400 357,200

100 297,600 335,600 357,600

101 297,900 335,800 358,100

102 298,100 336,000

103 298,300 336,400

104 298,600 336,600

105 298,900 336,800

106 337,200

107 337,600

108 338,000

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

定年前 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

再任用 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

短時間 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

勤務職

員以外 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

の職員 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分

77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600

78 254,800 291,900 328,600 349,900

79 255,100 292,200 329,000 350,100

80 255,300 292,500 329,500 350,400

81 255,500 292,800 330,000 350,900

82 255,800 293,100 330,400 351,200

83 256,100 293,400 330,600 351,500

84 256,300 293,700 330,900 351,800

85 256,500 293,900 331,300 352,200

86 294,100 331,700 352,500

87 294,300 332,000 352,800

88 294,500 332,300 353,100

89 294,900 332,600 353,500

90 295,100 332,800 353,800

91 295,300 333,200 354,100

92 295,500 333,500 354,400

93 295,900 333,700 354,700

94 296,100 334,000 355,100

95 296,300 334,300 355,500

96 296,600 334,600 355,900

97 296,900 334,800 356,400

98 297,100 335,100 356,800

99 297,300 335,400 357,200

100 297,600 335,600 357,600

101 297,900 335,800 358,100

102 298,100 336,000

103 298,300 336,400

104 298,600 336,600

105 298,900 336,800

106 337,200

107 337,600

108 338,000

109 338,200

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

193,000 219,600 248,100 261,700 287,300 328,400 371,000 433,400

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

備考
　１　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに
    適用する。
　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未
    満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

定年前 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

再任用 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

短時間 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

勤務職

員以外 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

の職員 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分

77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600

78 254,800 291,900 328,600 349,900

79 255,100 292,200 329,000 350,100

80 255,300 292,500 329,500 350,400

81 255,500 292,800 330,000 350,900

82 255,800 293,100 330,400 351,200

83 256,100 293,400 330,600 351,500

84 256,300 293,700 330,900 351,800

85 256,500 293,900 331,300 352,200

86 294,100 331,700 352,500

87 294,300 332,000 352,800

88 294,500 332,300 353,100

89 294,900 332,600 353,500

90 295,100 332,800 353,800

91 295,300 333,200 354,100

92 295,500 333,500 354,400

93 295,900 333,700 354,700

94 296,100 334,000 355,100

95 296,300 334,300 355,500

96 296,600 334,600 355,900

97 296,900 334,800 356,400

98 297,100 335,100 356,800

99 297,300 335,400 357,200

100 297,600 335,600 357,600

101 297,900 335,800 358,100

102 298,100 336,000

103 298,300 336,400

104 298,600 336,600

105 298,900 336,800

106 337,200

107 337,600

108 338,000

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900 407,200 449,800

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700 407,400

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700 407,700

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800 408,000

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800 408,300

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800 408,600

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800 408,900

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700 409,200

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500 409,400

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300 409,700

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200 410,000

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000 410,300

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500 410,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300 410,800

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100 411,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900 411,400

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300 411,600

定年前 54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

再任用 55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

短時間 56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

勤務職

員以外 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

の職員 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000 360,700 415,000 479,100

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400 362,400 416,900 480,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800 364,000 418,800 481,700

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200 365,600 420,600 483,000

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600 367,200 422,400 484,200

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200 368,800 424,000 485,600

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700 370,400 425,600 487,000

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200 372,000 427,100 488,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700 373,600 428,600 489,600

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300 375,600 429,900 490,900

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800 377,600 431,200 492,300

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300 379,600 432,500 493,700

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800 381,000 433,800 495,100

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400 382,700 435,000 496,200

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900 384,400 436,200 497,300

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400 386,100 437,300 498,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900 387,800 438,500 499,500

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500 389,300 439,600 500,400

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100 390,800 440,800 501,300

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600 392,300 442,000 502,200

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900 393,600 443,100 503,200

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400 394,900 443,900

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900 396,200 444,300

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400 397,300 445,000

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900 398,400 445,500

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400 399,500 445,900

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900 400,600 446,300

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300 401,700 446,700

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700 402,500 447,100

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300 403,300 447,500

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800 404,100 447,900

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300 404,900 448,200

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500 405,300 448,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600 405,900 448,900

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800 406,400 449,200

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900 406,800 449,500

ロ　医療職給料表(2)

職員の

区分



                                  

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 207,700 240,600 281,800 295,200 319,300 362,000 416,300

2 209,600 242,800 282,300 295,800 320,300 363,700 418,500

3 211,400 245,000 282,800 296,400 321,300 365,400 420,700

4 213,100 247,200 283,300 296,900 322,300 367,100 422,800

5 214,800 249,400 283,800 297,400 323,300 368,900 424,700

6 216,700 250,400 284,300 298,000 324,500 370,900 426,600

7 218,500 251,300 284,800 298,600 325,700 372,900 428,400

8 220,200 252,200 285,300 299,100 326,900 374,900 430,300

9 221,900 253,100 285,800 299,600 328,000 376,600 432,000

10 223,900 254,300 286,300 300,200 329,200 378,700 433,600

11 225,800 255,400 286,800 300,800 330,300 380,800 435,300

12 227,700 256,300 287,300 301,300 331,400 382,800 436,900

13 229,600 257,100 287,800 301,800 332,500 384,700 438,200

14 231,600 257,800 288,300 302,500 333,700 386,300 439,500

15 233,600 258,500 288,800 303,200 334,800 388,100 441,100

16 235,600 259,400 289,300 303,900 335,900 389,900 442,600

17 237,600 260,500 289,800 304,600 337,000 391,600 444,300

18 239,600 261,600 290,300 305,500 338,200 393,300 445,900

19 241,700 262,700 290,800 306,400 339,300 395,200 447,300

20 243,700 263,800 291,300 307,300 340,400 396,900 448,700

21 245,600 264,900 291,800 308,100 341,500 398,600 449,800

22 246,800 266,000 292,300 309,000 342,700 400,300 451,100

23 248,000 267,100 292,800 309,900 343,800 402,100 452,400

24 249,100 268,200 293,300 310,800 344,900 403,800 453,800

25 250,200 269,200 293,800 311,600 346,000 405,400 454,800

26 251,100 270,300 294,400 312,500 347,300 407,100 455,500

27 252,000 271,400 295,200 313,400 348,600 408,900 456,300

28 252,900 272,400 296,000 314,300 349,900 410,700 456,900

29 253,700 273,400 296,700 315,100 351,100 412,200 457,800

30 254,500 274,100 297,500 316,200 352,600 413,700 458,500

31 255,200 274,800 298,300 317,300 354,100 415,200 459,300

32 255,900 275,500 299,100 318,400 355,600 416,500 460,100

33 256,700 276,200 299,800 319,500 356,800 417,600 460,800

34 257,500 276,800 300,600 320,600 358,300 418,700 461,500

35 258,300 277,300 301,400 321,700 359,700 419,800 462,200

36 259,000 277,800 302,100 322,800 361,100 421,000 463,000

ハ　医療職給料表(3)

職員の
区分

37 259,700 278,300 302,900 323,900 362,500 422,300 463,800

38 260,600 278,900 303,700 325,100 363,500 423,400 464,600

39 261,500 279,400 304,500 326,200 364,900 424,600 465,300

40 262,300 279,900 305,300 327,300 366,200 425,700 466,000

41 263,100 280,300 306,000 328,100 367,500 426,900 466,800

42 264,000 280,800 307,000 329,200 368,900 427,900

43 264,800 281,300 308,000 330,300 370,200 429,000

44 265,600 281,800 308,900 331,300 371,500 430,100

45 266,400 282,300 309,800 332,300 373,000 431,100

46 267,100 282,800 310,800 333,300 374,200 431,600

47 267,800 283,300 311,800 334,300 375,300 432,200

48 268,400 283,800 312,700 335,300 376,500 432,600

49 269,000 284,300 313,600 336,500 377,600 433,200

50 269,500 284,800 314,600 337,800 378,500 433,700

51 270,000 285,300 315,600 339,000 379,500 434,100

52 270,400 285,800 316,600 340,200 380,400 434,600

53 270,800 286,300 317,400 341,100 381,000 435,100

54 271,300 286,800 318,400 342,300 381,800 435,500

55 271,800 287,300 319,400 343,400 382,600 435,800

56 272,200 287,800 320,300 344,700 383,400 436,100

57 272,600 288,300 321,200 345,700 384,100 436,500

58 273,000 289,100 322,200 346,600 384,800

59 273,400 289,900 323,200 347,700 385,500

60 273,800 290,600 324,100 348,900 386,100

61 274,200 291,300 325,000 350,000 386,700

62 274,600 292,200 326,200 351,200 387,300

63 275,000 293,100 327,400 352,400 388,000

64 275,400 293,900 328,600 353,400 388,600

65 275,800 294,700 329,300 354,400 389,300

66 276,200 295,600 330,400 355,400 389,800

67 276,600 296,400 331,500 356,500 390,400

68 277,000 297,200 332,400 357,600 390,900

69 277,400 298,000 333,500 358,400 391,300

70 277,900 298,900 334,200 359,500 391,900

71 278,400 299,800 335,300 360,600 392,400

72 278,800 300,700 336,400 361,600 392,700

73 279,200 301,600 337,500 362,300 393,000

74 279,800 302,500 338,700 363,100 393,500

75 280,400 303,400 339,800 363,900 393,900

76 280,900 304,300 340,900 364,600 394,200



                                  

77 281,400 305,100 342,000 365,200 394,500

78 282,000 306,100 343,100 365,700 395,000

79 282,600 307,100 344,100 366,200 395,500

80 283,100 308,000 345,200 366,700 395,900

81 283,600 308,500 346,100 367,300 396,200

82 284,100 309,400 347,100 367,800 396,600

定年前 83 284,600 310,300 348,000 368,300 397,100

再任用 84 285,100 311,100 349,000 368,800 397,500

短時間

勤務職 85 285,600 311,900 349,900 369,200 397,900

員以外 86 286,100 312,900 350,700 369,600

の職員 87 286,600 313,900 351,500 370,200

88 287,100 314,900 352,300 370,700

89 287,600 315,800 352,900 371,000

90 288,100 316,900 353,500 371,500

91 288,600 317,900 354,100 371,900

92 289,100 318,900 354,700 372,200

93 289,600 319,700 355,100 372,800

94 290,200 320,400 355,500 373,300

95 290,800 321,100 356,000 373,800

96 291,400 321,700 356,400 374,300

97 292,000 322,200 356,900 374,900

98 292,500 322,500 357,300 375,400

99 293,000 323,100 357,800 375,900

100 293,500 323,700 358,200 376,300

101 294,000 324,100 358,500 376,900

102 294,500 324,700 359,000 377,400

103 295,000 325,300 359,400 377,900

104 295,400 325,800 359,700 378,400

105 295,800 326,200 360,100 379,000

106 296,300 326,700 360,600 379,400

107 296,800 327,200 361,100 379,900

108 297,100 327,700 361,600 380,400

109 297,300 328,100 362,100 381,000

110 297,600 328,500 362,600

111 297,800 328,800 363,100

112 298,100 329,100 363,500

113 298,400 329,400 363,900

114 298,600 329,800 364,300

115 298,900 330,100 364,800

116 299,100 330,400 365,300

117 299,400 330,600 365,700

118 299,700 330,900 366,200

119 300,000 331,200 366,700

120 300,300 331,400 367,200

121 300,600 331,600 367,500

122 301,000 331,900

123 301,300 332,200

124 301,600 332,500

125 301,800 332,700

126 302,000 333,000

127 302,300 333,400

128 302,700 333,600

129 302,900 333,800

130 303,200 334,000

131 303,600 334,400

132 304,000 334,600

133 304,200 334,900

134 304,500 335,300

135 304,800 335,700

136 305,100 336,100

137 305,300 336,400

138 305,600 336,800

139 305,900 337,200

140 306,200 337,600

141 306,400 337,900

142 306,800 338,300

143 307,200 338,600

144 307,500 339,000

145 307,700 339,300

146 307,900 339,700

147 308,200 340,100

148 308,600 340,500

149 308,800 340,800

150 309,000 341,200

151 309,300 341,600

152 309,600 342,000

153 310,000 342,300

154 310,200

155 310,400

156 310,700



                

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
認
め
ら
れ
た
日
」
の
下
に
「
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
埼
玉
県
人
事
委
員
会

規
則
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
四
週
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
勤
務
時
間
条
例
等
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ

き
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
勤
務
し
た
日
」

を
加
え
、
「
同
じ
」
を
「
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
」
に
改
め
、
「
十
八
日
」
の
下
に
「
（
一
月

間
の
日
数
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
日
数
と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
。
以
下

「
職
員
み
な
し
日
数
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
号
中
「
そ
の
者
が
、
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し

た
日
が
十
八
日
」
を
「
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
」
に
、
「
引
き
続
い
た
期
間
」
を
「
引

き
続
い
て
勤
務
し
た
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤

務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
が
十
八
日
」
を
「
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
が
十

八
日
」
を
「
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
四
号
中
「
職
業
」

157 311,000

158 311,300

159 311,600

160 311,900

161 312,300

162 312,600

163 312,900

164 313,200

165 313,600

166 313,900

167 314,200

168 314,500

169 314,900

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

239,700 260,200 267,500 277,900 294,300 331,900 376,600

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

備考
　１　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が
　　定めるものに適用する。
　２　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円
　　未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。



を
「
安
定
し
た
職
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、

当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に

係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
五
項
中
「
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
が
十
八
日
」

を
「
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
十
九
項
中
「
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
の
下
に
「
（
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
八
項
中
「
附
則
別
表
第
一
」
を
「
附
則
別
表
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
九
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
十
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。 

 

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
の
表
備
考
及
び
同
条
第
二
項
の
表
備
考
中 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
中
「
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
の
表
備
考
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
第
三
項
」
を
「
及
び
前
項
」

に
改
め
、
「
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
」
を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
第
九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
「
（
」
に
、
「
、
第
九
条
の
五

並
び
に
第
十
九
条
の
四
」
を
「
及
び
第
九
条
の
五
」
に
、
「
第
十
二
条
の
五
」
を
「
第
十
二
条

の
六
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
の
二
」
に
、
「
、

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は

百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中

「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
一

条
の
三
第
一
項
及
び
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
に
、
「
と
、
学
校

「
１

０
０

分
の

１
０

１
．

５
７

１
」

 

１
０

０
分

の
１

０
１

．
３

９
 

．
３

９
」
 

１
０

０
分

の
１

０
１

 
１

０
０

分
の

１
０

１
．

５
７

１
 



職
員
給
与
条
例
」
を
「
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
職

員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
「
当
該
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
管
理

職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
学
校
職
員
給
与
条
例
」
に
改
め
、
「
、
六
月
に
支
給
す

る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十

五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
と
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
百

分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。 

 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
七
項
中
「
支
給
さ
れ
る
」
の
下
に
「
在
宅
勤
務
等
手
当
、
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県

条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第

二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
十
九
条
中
「
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
九
条
の
三
、
第
九
条
の
五
、
第
十
二
条
の
二
並

び
に
第
十
二
条
の
三
」
を
「
並
び
に
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
一
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
中
「
附
則
第
九
条
第
三

項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
職
員
の
退
職
手 

 

当
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
九
項
、
第
二
十
八
項
及
び
第
二
十
九
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
号
給
の
切
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表
の
適

用
を
受
け
て
い
た
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別

表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表

に
お
い
て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職

務
の
級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い



う
。
）
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 
切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
及
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
こ

の
項
、
次
項
及
び
附
則
第
九
項
に
お
い
て
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
を
し
た
職
員
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は

当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

切
替
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
給
与
条
例
（
以
下
「
改
正
後
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
対
し
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
て
は
、
支
給
せ
ず
、
次
項
第
六

号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ

の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で

そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
対
し
て 

 

は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
五 

心
身
に
著
し
い
障
害
が
あ
る
者
」
と
あ
る
の
は 

 

に
著
し
い
障
害
が
あ
る
者 

 

者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」 

 

第
三
項
中
「
一
万
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
千
五
百
円
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
、
前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
三
千
円
と
す
る
」
と
す
る
。 

 

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

改
正
後
給
与
条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
切
替
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。 

 

（
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

６ 

切
替
日
以
後
に
新
た
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
条
例
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
）
（
以

下
こ
れ
ら
を
こ
の
項
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
切
替
日
以
後
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
を

し
た
再
任
用
職
員
又
は
切
替
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
公
署
の
移
転
が
あ
っ
た
再
任
用
職
員

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

「
五 

心
身 

 

六 

配
偶 

と
、
同
条 



７ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改

正
後
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に

附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
の
期
間
に
お
け
る
退
職
手
当
の
支
給
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
当
該
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

８ 

改
正
後
退
職
手
当
条
例
第
十
三
条
第
十
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
退
職
職
員
（
退
職
し
た
職
員
の
退
職
手

当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み

な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後

に
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
職
業
に

就
い
た
者
に
対
す
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

 

（
人
事
委
員
会
へ
の
委
任
） 

９ 

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

 
 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
表
第
十
九
条
の
六
第
二
項
の
項
中
「
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
九
条
の
三
か
ら

第
九
条
の
五
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
三
」
を
「
及
び
第
八
条
」
に
、
「
第
八

条
、
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。 
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イ　行政職給料表の適用を受ける職員 　

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １ １ １

10 ６ ２ ２ １ １ １ １ ２

11 ７ ３ ３ １ １ １ １ ２

12 ８ ４ ４ １ １ １ １ ２

13 ９ ５ ５ １ １ １ １ ２

14 10 ６ ６ ２ １ １ １ ３

15 11 ７ ７ ３ １ １ １ ３

16 12 ８ ８ ４ １ １ １ ３

17 13 ９ ９ ５ １ １ １ ３

18 14 10 10 ６ ２ １ ２ ３

19 15 11 11 ７ ３ １ ２ ４

20 16 12 12 ８ ４ １ ２ ４

21 17 13 13 ９ ５ １ ２ ４

22 18 14 14 10 ６ １ ２

23 19 15 15 11 ７ １ ３

24 20 16 16 12 ８ ２ ３

25 21 17 17 13 ９ ２ ３

26 22 18 18 14 10 ２ ３

27 23 19 19 15 11 ２ ４

28 24 20 20 16 12 ３ ４

29 25 21 21 17 13 ３ ４

30 26 22 22 18 14 ３ ４

31 27 23 23 19 15 ３ ５

32 28 24 24 20 16 ３ ５

33 29 25 25 21 17 ３ ５

34 30 26 26 22 18 ４ ５

35 31 27 27 23 19 ４ ６

36 32 28 28 24 20 ４ ６

37 33 29 29 25 21 ４ ６

38 34 30 30 26 22 ４ ６

39 35 31 31 27 23 ４ ６

40 36 32 32 28 24 ４ ７

41 37 33 33 29 25 ４ ７

附則別表　号給の切替表（附則第２項関係）

旧号給
新　　　号　　　給

42 38 34 34 30 26 ５

43 39 35 35 31 27 ５

44 40 36 36 32 28 ５

45 41 37 37 33 29 ５

46 42 38 38 34 30

47 43 39 39 35 31

48 44 40 40 36 32

49 45 41 41 37 33

50 46 42 42 38 34

51 47 43 43 39 35

52 48 44 44 40 36

53 49 45 45 41 37

54 50 46 46 42 38

55 51 47 47 43 39

56 52 48 48 44 40

57 53 49 49 45 41

58 54 50 50 46 42

59 55 51 51 47 43

60 56 52 52 48 44

61 57 53 53 49 45

62 58 54 54 50

63 59 55 55 51

64 60 56 56 52

65 61 57 57 53

66 62 58 58 54

67 63 59 59 55

68 64 60 60 56

69 65 61 61 57

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71

84 80 76 76 72



                                  

85 81 77 77 73

86 82 78 78

87 83 79 79

88 84 80 80

89 85 81 81

90 86 82 82

91 87 83 83

92 88 84 84

93 89 85 85

94 90

95 91

96 92

97 93

98 94

99 95

100 96

101 97

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

ロ　公安職給料表の適用を受ける職員

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ １ １ １ １ １

７ ３ １ １ １ １ １

８ ４ １ １ １ １ １

９ ５ １ １ １ １ １

10 ６ ２ ２ １ １ １

11 ７ ３ ３ １ １ １

12 ８ ４ ４ １ １ １

13 ９ ５ ５ １ １ １

14 10 ６ ６ ２ １ １

15 11 ７ ７ ３ １ １

16 12 ８ ８ ４ １ １

17 13 ９ ９ ５ １ １

18 14 10 10 ６ ２ １

19 15 11 11 ７ ３ １

20 16 12 12 ８ ４ １

21 17 13 13 ９ ５ １

22 18 14 14 10 ６ １

23 19 15 15 11 ７ １

24 20 16 16 12 ８ ２

25 21 17 17 13 ９ ２

26 22 18 18 14 10 ２

27 23 19 19 15 11 ２

28 24 20 20 16 12 ３

29 25 21 21 17 13 ３

30 26 22 22 18 14 ３

31 27 23 23 19 15 ３

32 28 24 24 20 16 ３

33 29 25 25 21 17 ３

34 30 26 26 22 18 ４

35 31 27 27 23 19 ４

36 32 28 28 24 20 ４

37 33 29 29 25 21 ４

38 34 30 30 26 22 ４

39 35 31 31 27 23 ４

40 36 32 32 28 24 ４

41 37 33 33 29 25 ４

旧号給
新　　　号　　　給



                                  

42 38 34 34 30 26 ５

43 39 35 35 31 27 ５

44 40 36 36 32 28 ５

45 41 37 37 33 29 ５

46 42 38 38 34 30

47 43 39 39 35 31

48 44 40 40 36 32

49 45 41 41 37 33

50 46 42 42 38 34

51 47 43 43 39 35

52 48 44 44 40 36

53 49 45 45 41 37

54 50 46 46 42 38

55 51 47 47 43 39

56 52 48 48 44 40

57 53 49 49 45 41

58 54 50 50 46 42

59 55 51 51 47 43

60 56 52 52 48 44

61 57 53 53 49 45

62 58 54 54 50

63 59 55 55 51

64 60 56 56 52

65 61 57 57 53

66 62 58 58 54

67 63 59 59 55

68 64 60 60 56

69 65 61 61 57

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71

84 80 76 76 72

85 81 77 77 73

86 82 78 78

87 83 79 79

88 84 80 80

89 85 81 81

90 86 82 82

91 87 83 83

92 88 84 84

93 89 85 85

94 90

95 91

96 92

97 93

98 94

99 95

100 96

101 97

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

114 110

115 111

116 112

117 113

118 114

119 115

120 116

121 117

122 118

123 119

124 120

125 121



                                  

ハ　研究職給料表の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 ２ １ １

11 ３ １ １

12 ４ １ １

13 ５ １ １

14 ６ １ １

15 ７ １ １

16 ８ １ １

17 ９ １ １

18 10 ２ １

19 11 ３ １

20 12 ４ １

21 13 ５ ２

22 14 ６ ２

23 15 ７ ２

24 16 ８ ２

25 17 ９ ３

26 18 10 ３

27 19 11 ３

28 20 12 ３

29 21 13 ４

30 22 14 ４

31 23 15 ４

32 24 16 ４

33 25 17 ５

34 26 18 ５

35 27 19 ５

36 28 20 ５

37 29 21 ６

38 30 22 ６

39 31 23 ６

40 32 24 ６

41 33 25 ７

旧号給
新　　　号　　　給

42 34 26 ７

43 35 27 ７

44 36 28 ７

45 37 29 ８

46 38 30 ８

47 39 31 ８

48 40 32 ８

49 41 33 ８

50 42 34 ９

51 43 35 ９

52 44 36 ９

53 45 37 ９

54 46 38 ９

55 47 39 ９

56 48 40 10

57 49 41 10

58 50 42 10

59 51 43 10

60 52 44 10

61 53 45 10

62 54 46 10

63 55 47 11

64 56 48 11

65 57 49 11

66 58 50 11

67 59 51 11

68 60 52 11

69 61 53 11

70 62 54 12

71 63 55 12

72 64 56 12

73 65 57 12

74 66 58

75 67 59

76 68 60

77 69 61

78 70

79 71

80 72

81 73

82 74

83 75

84 76

85 77



                                  

86 78

87 79

88 80

89 81

ニ　医療職給料表(１)の適用を受ける職員

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 １ １ １

11 １ １ １

12 １ １ １

13 １ １ １

14 ２ １ １

15 ３ １ １

16 ４ １ １

17 ５ １ １

18 ６ ２ １

19 ７ ３ １

20 ８ ４ １

21 ９ ５ １

22 10 ６ １

23 11 ７ １

24 12 ８ １

25 13 ９ １

26 14 10 １

27 15 11 １

28 16 12 １

29 17 13 １

30 18 14 １

31 19 15 １

32 20 16 １

33 21 17 １

34 22 18 １

35 23 19 １

36 24 20 １

37 25 21 １

38 26 22 ２

39 27 23 ２

40 28 24 ２

41 29 25 ２

旧号給
新　　　号　　　給



                                  

42 30 26 ３

43 31 27 ３

44 32 28 ３

45 33 29 ３

46 34 30 ４

47 35 31 ４

48 36 32 ４

49 37 33 ４

50 38 34 ４

51 39 35 ５

52 40 36 ５

53 41 37 ５

54 42 38 ５

55 43 39 ５

56 44 40 ６

57 45 41 ６

58 46 42 ６

59 47 43 ６

60 48 44 ６

61 49 45 ７

62 50 46 ７

63 51 47 ７

64 52 48 ７

65 53 49 ８

66 54 50

67 55 51

68 56 52

69 57 53

70 58 54

71 59 55

72 60 56

73 61 57

74 62 58

75 63 59

76 64 60

77 65 61

78 66 62

79 67 63

80 68 64

81 69 65

82 70 66

83 71 67

84 72 68

85 73 69

86 74 70

87 75 71

88 76 72

89 77 73

90 78

91 79

92 80

93 81

94 82

95 83

96 84

97 85



                                  

ホ　医療職給料表(２)の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １ １

10 ６ ６ ２ １ １ １

11 ７ ７ ３ １ １ １

12 ８ ８ ４ １ １ １

13 ９ ９ ５ １ １ １

14 10 10 ６ ２ １ １

15 11 11 ７ ３ １ １

16 12 12 ８ ４ １ １

17 13 13 ９ ５ １ １

18 14 14 10 ６ ２ ２

19 15 15 11 ７ ３ ３

20 16 16 12 ８ ４ ４

21 17 17 13 ９ ５ ５

22 18 18 14 10 ６ ６

23 19 19 15 11 ７ ７

24 20 20 16 12 ８ ８

25 21 21 17 13 ９ ９

26 22 22 18 14 10 10

27 23 23 19 15 11 11

28 24 24 20 16 12 12

29 25 25 21 17 13 13

30 26 26 22 18 14 14

31 27 27 23 19 15 15

32 28 28 24 20 16 16

33 29 29 25 21 17 17

34 30 30 26 22 18 18

35 31 31 27 23 19 19

36 32 32 28 24 20 20

37 33 33 29 25 21 21

38 34 34 30 26 22

39 35 35 31 27 23

40 36 36 32 28 24

41 37 37 33 29 25

旧号給
新　　　号　　　給

42 38 38 34 30 26

43 39 39 35 31 27

44 40 40 36 32 28

45 41 41 37 33 29

46 42 42 38 34 30

47 43 43 39 35 31

48 44 44 40 36 32

49 45 45 41 37 33

50 46 46 42 38 34

51 47 47 43 39 35

52 48 48 44 40 36

53 49 49 45 41 37

54 50 50 46 42

55 51 51 47 43

56 52 52 48 44

57 53 53 49 45

58 54 54 50 46

59 55 55 51 47

60 56 56 52 48

61 57 57 53 49

62 58 58 54 50

63 59 59 55 51

64 60 60 56 52

65 61 61 57 53

66 62 62 58

67 63 63 59

68 64 64 60

69 65 65 61

70 66 66 62

71 67 67 63

72 68 68 64

73 69 69 65

74 70 70 66

75 71 71 67

76 72 72 68

77 73 73 69

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77



                                  

86 82 82

87 83 83

88 84 84

89 85 85

90 86 86

91 87 87

92 88 88

93 89 89

94 90 90

95 91 91

96 92 92

97 93 93

98 94 94

99 95 95

100 96 96

101 97 97

102 98 98

103 99 99

104 100 100

105 101 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109

ヘ　医療職給料表(３)の適用を受ける職員

３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １

６ ２ ２ １ １ １

７ ３ ３ １ １ １

８ ４ ４ １ １ １

９ ５ ５ １ １ １

10 ６ ６ ２ １ １

11 ７ ７ ３ １ １

12 ８ ８ ４ １ １

13 ９ ９ ５ １ １

14 10 10 ６ ２ １

15 11 11 ７ ３ １

16 12 12 ８ ４ １

17 13 13 ９ ５ １

18 14 14 10 ６ ２

19 15 15 11 ７ ３

20 16 16 12 ８ ４

21 17 17 13 ９ ５

22 18 18 14 10 ６

23 19 19 15 11 ７

24 20 20 16 12 ８

25 21 21 17 13 ９

26 22 22 18 14 10

27 23 23 19 15 11

28 24 24 20 16 12

29 25 25 21 17 13

30 26 26 22 18 14

31 27 27 23 19 15

32 28 28 24 20 16

33 29 29 25 21 17

34 30 30 26 22 18

35 31 31 27 23 19

36 32 32 28 24 20

37 33 33 29 25 21

38 34 34 30 26 22

39 35 35 31 27 23

40 36 36 32 28 24

41 37 37 33 29 25

旧号給
新　　　号　　　給



                                  

42 38 38 34 30 26

43 39 39 35 31 27

44 40 40 36 32 28

45 41 41 37 33 29

46 42 42 38 34 30

47 43 43 39 35 31

48 44 44 40 36 32

49 45 45 41 37 33

50 46 46 42 38 34

51 47 47 43 39 35

52 48 48 44 40 36

53 49 49 45 41 37

54 50 50 46 42 38

55 51 51 47 43 39

56 52 52 48 44 40

57 53 53 49 45 41

58 54 54 50 46

59 55 55 51 47

60 56 56 52 48

61 57 57 53 49

62 58 58 54 50

63 59 59 55 51

64 60 60 56 52

65 61 61 57 53

66 62 62 58 54

67 63 63 59 55

68 64 64 60 56

69 65 65 61 57

70 66 66 62

71 67 67 63

72 68 68 64

73 69 69 65

74 70 70 66

75 71 71 67

76 72 72 68

77 73 73 69

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77

86 82 82 78

87 83 83 79

88 84 84 80

89 85 85 81

90 86 86 82

91 87 87 83

92 88 88 84

93 89 89 85

94 90 90

95 91 91

96 92 92

97 93 93

98 94 94

99 95 95

100 96 96

101 97 97

102 98 98

103 99 99

104 100 100

105 101 101

106 102 102

107 103 103

108 104 104

109 105 105

110 106 106

111 107 107

112 108 108

113 109 109

114 110

115 111

116 112

117 113

118 114

119 115

120 116

121 117

122 118

123 119

124 120

125 121



条

例 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
七
号 

 
 

 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
埼
玉
県
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
」
を
「
規

則
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
左
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
食
卓
料
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の

定
額
」
を
「
一
夜
に
つ
き
、
宿
泊
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
実
費
額
」
に
改
め
、
同
条
中
第

八
項
を
削
り
、
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。 

 
 

第
九
条
を
削
る
。 

 
 

第
十
条
中
「
一
日
」
の
下
に
「
（
午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
の
二
十
四
時
間
を
一
日

と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
日
当
又
は
宿
泊
料
に
つ
い
て
」
を
「
日
当
の
」
に
、
「
日

当
又
は
宿
泊
料
を
」
を
「
日
当
を
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
し
、

第
二
章
中
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
十
八
円
と
す
る
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
の
小
売
価
格
等
を
基
礎
と
し
て
規

則
で
定
め
る
額
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。 

 
 

（
日
当
） 

 

第
十
八
条 

日
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
区
分
に
応
じ
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
に
よ
る
。 

 
 

一 

行
程
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
県
外
旅
行
中
に
午
後
十
二
時
に
至
る
日 

三
千
六
百

円 



 
 

二 

行
程
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
県
外
旅
行
を
し
た
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
） 

 

 
 

 
 

千
二
百
円 

 
 

三 

県
内
旅
行
又
は
行
程
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
県
外
旅
行
中
に
午
後
十
二
時
に
至
る

日 

二
千
四
百
円 

 
 

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

（
宿
泊
料
） 

 

第
十
九
条 

宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
、
一
夜
に
つ
き
、
国

家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
第
三
十
一
条
第

一
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
に
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
を
基
準

と
し
て
規
則
で
定
め
る
額
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
に
よ
る
。 

 

２ 

宿
泊
料
の
支
給
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
を
削
り
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
左
」
を
「
次
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
左
」
を
「
次
」
に
、
「
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
及

び
宿
泊
料
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
及
び
宿
泊
料
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
中
「
第
十
九
条
第
二
項
に
該
当
す
る
旅
行
の
」
を
「
第
十
八
条
第
一
号
又
は
第

二
号
の
規
定
に
よ
る
日
当
が
支
給
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当
該
旅
行
に
つ
い

て
支
給
さ
れ
る
日
当
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」

に
、
「
、
車
賃
及
び
食
卓
料
」
を
「
及
び
車
賃
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
た
だ
し
書
中
「
及
び
食
卓
料
」
を
削
り
、
第
三
章
中
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す

る
。 

 
 

第
二
十
九
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
二

十
九
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
を
第
三
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
日
当
） 

 

第
三
十
一
条 

日
当
の
額
は
、
一
日
に
つ
き
、
法
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
に
支
給
さ
れ
る
宿
泊

手
当
を
基
準
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額
に
よ
る
。 



 

２ 

日
当
は
、
旅
行
中
に
午
後
十
二
時
に
至
る
日
に
限
り
、
支
給
す
る
。 

 
 

（
宿
泊
料
） 

 
第
三
十
二
条 

第
十
九
条
の
規
定
は
、
外
国
旅
行
の
場
合
の
宿
泊
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
三
十
三
条
を
削
り
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
」
を
「
五
十
万
五
千
円
と
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
中
「
第
六
条
第
十
三
項
」
を
「
第
六
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

五
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
を
削
り
、
第
三
十
八
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
四
章
中
第
三
十
九
条
を
第
三

十
七
条
と
し
、
第
四
十
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
旅
費
の
返
納
） 

 

第
三
十
九
条 

任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け

た
場
合
に
は
、
当
該
旅
費
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

旅
行
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
、
任
命
権
者

は
、
前
項
に
規
定
す
る
返
納
に
代
え
て
、
当
該
任
命
権
者
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対

し
支
出
し
、
又
は
支
払
う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
、
当
該
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し

引
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
六
項
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
中
「
別
表
第
一 

移
転
料
（
第
二
十
二
条
関
係
）
」
を
「
別

表
（
第
二
十
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
」
を
「
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
別
表
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
中
第
二
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
、
一
夜
に
つ
き
、
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
国
家
公
務
員

に
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
を
基
準
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に

係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用



の
額
と
す
る
。 

 

３ 

宿
泊
料
の
支
給
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

 

４ 
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
死
亡
手
当
の
額
は
、
知
事
に
あ

つ
て
は
八
十
八
万
円
、
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び
常
勤
の
監

査
委
員
に
あ
つ
て
は
八
十
万
円
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表 

移
転
料
（
第
二
条
関
係
） 

    

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
旅
費
」
を
「
教
育
長
の
旅
費
」
に
、
「
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
」
を
「
次
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
別
表
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
、
一
夜
に
つ
き
、
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
国
家
公
務
員

に
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
を
基
準
と
し
て
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
同
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当

該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

 

３ 

宿
泊
料
の
支
給
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

 

４ 

出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
死
亡
手
当
の
額
は
、
八
十
万
円

と
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表 

移
転
料
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

   

（
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。 

一
五
三
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満 

一
七
七
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

二
一
八
、
〇
〇
〇
円 

路
程
百
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
三
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

二
六
九
、
〇
〇
〇
円 

路
程
三
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満 

三
五
六
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
千
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

三
七
五
、
〇
〇
〇
円 

路
程
千
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
千
五
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満 

四
〇
一
、
〇
〇
〇
円 

路
程
千
五
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
二
千
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

四
六
五
、
〇
〇
〇
円 

路
程
二
千
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上 

 

一
五
三
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満 

一
七
七
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

二
一
八
、
〇
〇
〇
円 

路
程
百
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
三
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

二
六
九
、
〇
〇
〇
円 

路
程
三
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満 

三
五
六
、
〇
〇
〇
円 

路
程
五
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
千
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未
満 

三
七
五
、
〇
〇
〇
円 

路
程
千
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
千
五
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満 

四
〇
一
、
〇
〇
〇
円 

路
程
千
五
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
二
千
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

四
六
五
、
〇
〇
〇
円 

路
程
二
千
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上 

 



 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
」
を
「
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、

同
条
中
第
三
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 
３ 

宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
、
一
夜
に
つ
き
、
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
国
家
公
務
員

に
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
を
基
準
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に

係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用

の
額
と
す
る
。 

 

４ 

宿
泊
料
の
支
給
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

 

５ 

出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
死
亡
手
当
の
額
は
、
八
十
万
円

と
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
削
り
、
別
表
第
一
中
「
別
表
第
一 

報
酬
」
を
「
別
表
」
に
改

め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に

出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

 



条

例 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
八
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
割
振
り
」
を
「
割
振
り
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」

を
「
（
第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
職
員
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め

る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五

日
間
に
お
い
て
、
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
委
員
会
規
則
」
を
「
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会

規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
考
慮
し
て
」

及
び
「
な
る
よ
う
に
」
の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

日
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時

間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

一 

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き
。 

 

二 

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
と

き
。 

 

三 

職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
。 

 

第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま

で
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者



等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
五
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に

至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る

制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次

条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ

の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知

ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
五
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
第
三
項
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
基
づ
く
週
休

日
」
の
下
に
「
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」

を
加
え
、
「
「
週
休
日
」
を
「
こ
れ
ら
の
日
を
「
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤

務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用



す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
六
項
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」

の
下
に
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え

る
。 

 

（
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
四
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
四
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
九
号 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
廃
止
前
の
埼
玉
県
土
採
取
条

例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ

な
い
と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
同
日
に
、
却
下
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
土
の

採
取
に
関
す
る
旧
条
例
第
六
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
認
可
の
期
間

が
満
了
す
る
日
ま
で
に
旧
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

命
令
に
係
る
事
由
が
消
滅
す
る
日
又
は
当
該
認
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け

た
者
に
対
す
る
旧
条
例
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
命
令
に
係
る
事
由
が
消

滅
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

６ 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六 

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
第
百
十
項
を
削
り
、
第
百
十
一
項
を
第
百
十
項
と
し
、
第
百
十
二
項
か
ら
第
百
十
八

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例 

 

目
次
及
び
第
一
章
の
章
名
を
削
る
。 

 

第
一
条
中
「
排
出
、
た
い
積
等
」
を
「
堆
積
」
に
、
「
無
秩
序
な
土
砂
の
た
い
積
」
を
「
土
砂

の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
」
に
改
め
、
「
生
活
の
安
全
の
確
保
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
第
四
号
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
無
秩
序
な
土
砂
の
た
い
積
」
を
「
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
無
秩
序
な
土
砂
の
た
い
積
」
を
「
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
」

に
、
「
た
い
積
を
監
視
」
を
「
堆
積
を
監
視
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
発
注
者
は
」
の
下
に
「
、
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
」

を
加
え
る
。 

 

第
五
条
中
「
元
請
負
人
は
」
の
下
に
「
、
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
」

を
加
え
る
。 

 

第
二
章
、
第
三
章
の
章
名
及
び
第
十
四
条
を
削
る
。 

 

第
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。 

 

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
中
「
許
可
事
業
者
は
、
当

該
許
可
に
係
る
」
を
「
土
砂
の
堆
積
を
行
う
者
は
、
当
該
」
に
、
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
土
砂
の
堆
積
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

土
砂
の
堆
積
に
係
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
土
砂
の
堆
積 

 

二 

土
地
の
造
成
そ
の
他
の
事
業
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
土
砂
の
堆
積
で
当
該
事
業
の
区
域

に
お
け
る
土
砂
の
み
を
用
い
て
行
う
も
の 

 

の
に
係
る
行
為
と
し
て
行
う
土
砂
の
堆
積
で
あ
っ
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事



に
届
け
出
た
も
の 

 

四 

公
益
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
の
実
施
に
係
る
行
為
の
う
ち
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土

壌
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
土
砂
の
堆
積 

 

五 
災
害
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
土
砂
の
堆
積 

 

六 

法
令
若
し
く
は
条
例
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の
履
行
に
伴
う
土
砂
の
堆

積 

 

七 

そ
の
他
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る

土
砂
の
堆
積 

第
二
十
六
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
関
係
書
類
の
閲
覧
） 

第
八
条 

土
砂
の
堆
積
を
行
う
者
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
土
砂
の
堆
積
を
行

っ
て
い
る
間
、
前
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
た
書
類
の
写
し
を
、
土
砂
の
堆
積
に

関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
、
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
二
十
七
条
、
第
四
章
、
第
五
章
の
章
名
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
を
削
る
。 

 

第
三
十
三
条
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
五
条
中
「
無
秩
序
な
土
砂
の
た
い
積
」
を
「
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
第
三
章
、
前
章
並
び
に
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
」
を
「
第
六
条
か
ら

第
八
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
七
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
六
章
の
章
名
及
び
第
三
十
八
条
を
削
る
。 

 

第
三
十
九
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
罰
則
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
四
十
条
を
削
る
。 

 

第
四
十
一
条
第
一
号
中
「
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一

項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、

同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第

四
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

第
四
十
二
条
を
削
る
。 

 

第
四
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
両
罰
規
定
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
第
三
十
八
条
か
ら
前



条
ま
で
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
前
の
埼
玉
県
土
砂
の
排

出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
又
は

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
令
和
六
年
六
月
一
日
以
降
に
当
該
届
出
に
係

る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
し
た
者
及
び
施
行
日
前
に
当
該
届
出
に
係
る
旧
条
例
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
旧
条
例
第
八
条
、
第
十
一
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
行
わ
れ
て
い
る
土
砂
の
堆
積
に
関
す
る
旧
条
例
第
十
四
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
七
条

ま
で
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
期

間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
旧
条
例
第
三
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
命
令
に
係
る
事
由
が
消
滅
す
る
日
又
は

当
該
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

４ 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
当
該

申
請
は
、
同
日
に
、
却
下
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ

た
土
砂
の
堆
積
に
関
す
る
旧
条
例
第
十
四
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
か
ら
第

三
十
四
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
に
対
す

る
旧
条
例
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
命
令
に
係
る
事

由
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

７ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
さ
れ
て
い

る
土
砂
の
搬
入
を
禁
止
す
る
土
地
の
区
域
に
関
す
る
旧
条
例
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

８ 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用



に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
埼
玉
県
景
観
条
例
の
一
部
改
正
） 

９ 
埼
玉
県
景
観
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
中
「
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉

県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

三 

法
令
又
は
他
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
規
則
で
定
め
る
も 



条

例 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号 

 
 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
の
表
行
田
市
の
項
中
「
百
六
十
七
人
」
を
「
百
七
十
人
」
に
改
め
、
同
表
飯
能
市
の
項
中

「
百
七
十
人
」
を
「
百
六
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
加
須
市
の
項
中
「
二
百
四
十
七
人
」
を
「
二

百
五
十
二
人
」
に
改
め
、
同
表
東
松
山
市
の
項
中
「
百
六
十
二
人
」
を
「
百
六
十
五
人
」
に
改
め
、

同
表
春
日
部
市
の
項
中
「
三
百
四
十
五
人
」
を
「
三
百
四
十
七
人
」
に
改
め
、
同
表
鴻
巣
市
の
項

中
「
二
百
二
人
」
を
「
二
百
三
人
」
に
改
め
、
同
表
深
谷
市
の
項
中
「
二
百
六
十
八
人
」
を
「
二

百
六
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
上
尾
市
の
項
中
「
三
百
三
十
人
」
を
「
三
百
三
十
五
人
」
に
改
め
、

同
表
蕨
市
の
項
中
「
百
三
十
五
人
」
を
「
百
三
十
四
人
」
に
改
め
、
同
表
久
喜
市
の
項
中
「
二
百

九
十
一
人
」
を
「
二
百
九
十
四
人
」
に
改
め
、
同
表
富
士
見
市
の
項
中
「
百
七
十
三
人
」
を
「
百

七
十
人
」
に
改
め
、
同
表
吉
川
市
の
項
中
「
百
二
十
人
」
を
「
百
二
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
皆

野
町
の
項
中
「
二
十
八
人
」
を
「
二
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
美
里
町
の
項
中
「
三
十
二
人
」
を

「
三
十
一
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二

十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
十
八
条
第
四
項
、
第
二
百
四
十
六
条
第
五
項
、
第
三
百
十
三
条
第
四
項
及
び
第
四
百
二
十

一
条
第
五
項
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
一
章
の
二 

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運 

 

営
に
関
す
る
基
準
（
第
一
条
の
二―

第
一
条
の
三
十
六
）
」 

 

第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
一
章
の
二 

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 

（
定
義
） 

第
一
条
の
二 

こ
の
章
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
法
、

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

及
び
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
二
十
七
号
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
最
低
基
準
の
目
的
等
） 

第
一
条
の
三 

こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
と

い
う
。
）
は
、
一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お

い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健

や
か
に
し
て
、
安
全
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
最
低
基
準
と
一
時
保
護
施
設
） 

第
一
条
の
四 

一
時
保
護
施
設
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、

最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
一
時
保
護
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
一
条
の
五 

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
権
利
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

目
次
中
「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
）
」
を 

 

に
改
め
る
。 



２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
一
時
保
護
施
設
の
運
営

の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
一
時
保
護
施
設
は
、
自
ら
そ
の
行
う
業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部

の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
保
護
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
入
所
し
て
い
る
児
童
の
保
健
衛
生
及
び
こ

れ
ら
の
児
童
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
事
故
の
防
止
及
び
防

犯
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
一
条
の
六 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非

常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
な
計
画
を
立
て
、

こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
は
、
こ

れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
は
、
食
糧
そ
の
他
の
非
常
災
害
時
に
お
い
て
必
要
と
な
る
物
資
の
備
蓄
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
一
条
の
七 

安
全
計
画
の
策
定
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ

る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
一
条
の
八 

自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
七
条
に
規
定

す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
入
所
し
た
児
童
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
一
条
の
九 

入
所
し
た
児
童
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
八
条
に
規
定

す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
児
童
の
権
利
擁
護
） 

第
一
条
の
十 

児
童
の
権
利
擁
護
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
九
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る

こ
と
と
す
る
。 

 

（
児
童
の
権
利
の
制
限
） 

第
一
条
の
十
一 

児
童
の
権
利
の
制
限
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。 



 

（
児
童
の
行
動
の
制
限
） 

第
一
条
の
十
二 

児
童
の
行
動
の
制
限
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例

に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
児
童
の
所
持
品
等
） 

第
一
条
の
十
三 

児
童
の
所
持
品
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
虐
待
等
の
禁
止
） 

第
一
条
の
十
四 

虐
待
等
の
禁
止
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ

る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
一
条
の
十
五 

一
時
保
護
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
入
所
し
て
い

る
児
童
に
対
す
る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期

の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）

を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継

続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
設
備
の
基
準
） 

第
一
条
の
十
六 

一
時
保
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
府
令
第
十
五
条
（
同
条
第
九
号
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

浴
室
及
び
便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
又
は

お
お
む
ね
六
歳
以
下
の
児
童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

（
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
職
員
の
一
般
的
要
件
） 

第
一
条
の
十
七 

一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な

心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
一
条
の
十
八 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第

十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
職
員
） 

第
一
条
の
十
九 

一
時
保
護
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
八
条
に
規
定
す

る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 



 

（
夜
間
の
職
員
配
置
） 

 

第
一
条
の
二
十 

一
時
保
護
施
設
の
夜
間
の
職
員
配
置
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
十
九
条
に
規
定

す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
一
時
保
護
施
設
の
管
理
者
等
） 

 

第
一
条
の
二
十
一 

一
時
保
護
施
設
の
管
理
者
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二
十
条
に
規
定
す
る

基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
児
童
指
導
員
の
資
格
） 

第
一
条
の
二
十
二 

児
童
指
導
員
の
資
格
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準

の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
心
理
療
法
担
当
職
員
の
資
格
） 

第
一
条
の
二
十
三 

心
理
療
法
担
当
職
員
の
資
格
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二
十
二
条
に
規
定
す

る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
学
習
指
導
員
の
資
格
） 

第
一
条
の
二
十
四 

学
習
指
導
員
の
資
格
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準

の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
一
条
の
二
十
五 

一
時
保
護
施
設
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及

び
職
員
の
基
準
は
、
府
令
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
一
条
の
二
十
六 

一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲

用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
は
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

一
時
保
護
施
設
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は

ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の

た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
清
潔
を
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
、
入
所
し
て
い
る
児
童
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭し

き

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

４ 

一
時
保
護
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
に
対
し
清
潔
な
衣
服
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
お
、
下
着
は
児
童
の
所
持
す
る
物
を
使
用
さ
せ
、
又
は
未
使
用
の
も
の
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の

管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

（
食
事
） 

第
一
条
の
二
十
七 

食
事
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ

と
と
す
る
。 

 

（
入
所
し
た
児
童
及
び
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
等
） 

第
一
条
の
二
十
八 

児
童
相
談
所
長
は
、
入
所
し
た
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
当

該
児
童
の
状
況
等
に
応
じ
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
る
診
察
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
措
置
の
実
施
に
よ
り
児
童
の
健
康
状
態
を
把
握
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
そ
の

結
果
必
要
な
事
項
を
入
所
し
た
児
童
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に

応
じ
一
時
保
護
の
解
除
及
び
医
療
上
の
措
置
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
児
童
相
談
所
長

に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
健
康
状
態
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
入
所
し
て
い
る
児
童
の

食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
養
護
） 

 

第
一
条
の
二
十
九 

一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
養
護
は
、
児
童
に
対
し
て
安
定
し
た
生
活
環
境
を

整
え
る
と
と
も
に
、
生
活
支
援
及
び
教
育
を
行
い
つ
つ
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童

の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

学
習
等
を
行
う
室
、
屋
内
運
動
場
、
屋
外
運
動
場
等
に
お
け
る
活
動
は
、
そ
れ
ら
の
面
積
及

び
利
用
す
る
児
童
数
を
勘
案
し
て
、
児
童
の
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
生
活
支
援
、
教
育
及
び
親
子
関
係
再
構
築
支
援
等
） 

第
一
条
の
三
十 

生
活
支
援
、
教
育
及
び
親
子
関
係
再
構
築
支
援
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
二

十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
一
条
の
三
十
一 

児
童
相
談
所
長
は
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
警
察
、
医
療

機
関
等
関
係
機
関
と
密
接
に
連
携
し
て
児
童
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
一
時
保
護
施
設
内
部
の
規
程
） 

第
一
条
の
三
十
二 

一
時
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ

き
規
程
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

入
所
す
る
児
童
の
支
援
に
関
す
る
事
項 

二 

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
重
要
事
項 

 

（
一
時
保
護
施
設
に
備
え
る
帳
簿
） 

第
一
条
の
三
十
三 

一
時
保
護
施
設
に
は
、
入
所
し
て
い
る
児
童
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
秘
密
保
持
等
） 



第
一
条
の
三
十
四 

秘
密
保
持
等
に
係
る
基
準
は
、
府
令
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に

よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
一
条
の
三
十
五 

知
事
は
、
一
時
保
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら

の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す

る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
必
要
な
措
置
と
し
て
、
苦
情
の
公
正
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
苦
情
の
解

決
に
当
た
っ
て
当
該
一
時
保
護
施
設
の
職
員
以
外
の
者
を
関
与
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
一
条
の
三
十
六 

一
時
保
護
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、

副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
十
一
条
の
二
、
第
百
四
十
八
条

の
二
及
び
第
二
百
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
九
十
一
条

の
二
第
一
項
、
第
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
条
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
令
、
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ

の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
八
条
の
二
及
び
第
二
百
六
十
五
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
及
び
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
第
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
る
。 

 

第
百
六
十
四
条
中
「
乳
児
院
」
の
下
に
「
、
母
子
生
活
支
援
施
設
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
基
準
省
令
」
」
を
「
基
準
府
省
令
」
」
に
、
「
基
準
省
令
の
」
を
「
基
準
府

省
令
の
」
に
、
「
基
準
省
令
経
過
措
置
」
を
「
基
準
府
省
令
経
過
措
置
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四

号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 



二 

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

附
則
第
三
条
中
「
及
び
基
準
省
令
」
を
「
及
び
基
準
府
省
令
」
に
、
「
基
準
省
令
等
」
を
「
基

準
府
省
令
等
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
基
準
省
令
経
過
措
置
」
を
「
基
準
府
省
令
経
過
措
置
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
一
時
保
護
施
設
（
こ
の
条
例
の
施
行
の
後
に
全
面
的
に

改
築
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
児
童

福
祉
法
施
行
条
例
第
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
四
号 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

メ
イ
ン
ア
リ

ー
ナ 

ス
タ
ジ
ア
ム 

施
設
等
の
名
称 

超
過 

料
金 

基
本 

料
金 

 

超
過 

料
金 

基
本 

料
金 

 
利
用
料
金 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

八
七
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
九
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

八
、
七
一
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
、
九
六
八
、
〇
〇
〇
円
以
下 

平
日 

一
、
三
二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
五
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
三
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
、
五
四
八
、
〇
〇
〇
円
以
下 

平
日 

一
、
三
八
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
七
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
三
、
八
六
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
、
七
二
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

一
、
九
八
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
八
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
九
、
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
、
八
二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 



ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
六 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
五 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
四 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
三 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
二 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
一 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ

ー
ナ 

ホ
ー
ル 

同 同 同 同 同 

基
本 

料
金 

超
過 

料
金 

基
本 

料
金 

 

超
過 

料
金 

基
本 

料
金 

 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

一
般 

利
用 

県
民 

利
用 

二
九
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
〇
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
、
九
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
、
〇
二
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

平
日 

三
〇
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
、
〇
三
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
、
〇
三
九
、
〇
〇
〇
円
以
下 

平
日 

三
四
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
一
九
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
、
四
三
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
、
一
八
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 

四
六
二
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
五
九
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
、
六
二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
、
五
八
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

日
曜
日
・
土
曜
日
・
休
日 



 

控
室
一
○
三 

控
室
一
○
二 

控
室
一
○
一 

控
室
○
○
一 

楽
屋
一
○
六 

楽
屋
一
○
五 

楽
屋
一
○
四 

楽
屋
一
○
三 

楽
屋
一
○
二 

楽
屋
一
○
一 

多
目
的
室
一
○
六 

多
目
的
室
一
○
五 

多
目
的
室
一
○
四 

多
目
的
室
一
○
三 

多
目
的
室
一
○
二 

多
目
的
室
一
○
一 

多
目
的
室
○
○
三 

多
目
的
室
○
○
二 

多
目
的
室
○
○
一 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
八 

ロ
ッ
カ
ー
室
○
○
七 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 

三
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

六
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下  



駐
車
場 

当
日
券
売
場 

観
覧
室
三
二
九 

観
覧
室
三
二
八 

観
覧
室
三
二
七 

観
覧
室
三
二
六 

観
覧
室
三
二
五 

観
覧
室
三
二
四 

観
覧
室
三
二
三 

観
覧
室
三
二
二 

観
覧
室
三
二
一 

観
覧
室
三
一
四 

観
覧
室
三
一
三 

観
覧
室
三
一
二 

観
覧
室
三
一
一 

特
別
観
覧
室
三
二
○ 

特
別
観
覧
室
三
一
○ 

控
室
二
○
二 

控
室
二
○
一 

控
室
一
○
四 

自
転
車 

（
一
台
） 

自
動
車 

（
一
台
） 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 

三
時
間
に
つ
き
一
〇
〇
円
以
下 

一
時
間
以
内
八
〇
〇
円
以
下
（
一
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
三
〇
分
ま
で

増
す
ご
と
に
四
〇
〇
円
以
下
を
加
え
る
。
） 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

四
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

五
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
〇
六
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
五
九
、
〇
〇
〇
円
以
下  

一
四
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
七
、
〇
〇
〇
円
以
下 

三
三
、
〇
〇
〇
円
以
下 



  
 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附
属
設
備 

 

規
則
で
定
め
る
額
以
下 



条

例 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十

一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
法
及
び

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
許
可
を
要
す
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
の
規
模
） 

第
三
条 

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
特
定
盛
土
等
の
規
模
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一 

盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を

生
ず
る
こ
と
と
な
る
も
の 

二 

切
土
で
あ
っ
て
、
当
該
切
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を

生
ず
る
こ
と
と
な
る
も
の 

三 

盛
土
と
切
土
と
を
同
時
に
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
盛
土
及
び
切
土
を
し
た
土
地
の
部

分
に
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
盛
土
及

び
切
土
（
前
二
号
に
該
当
す
る
盛
土
又
は
切
土
を
除
く
。
） 

四 

第
一
号
又
は
前
号
に
該
当
し
な
い
盛
土
で
あ
っ
て
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

五 

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
盛
土
又
は
切
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
又
は
切
土
を

す
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

２ 

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
土
石
の
堆
積
の
規
模
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
土
石
の
堆
積 

二 

前
号
に
該
当
し
な
い
土
石
の
堆
積
で
あ
っ
て
、
当
該
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

（
委
任
） 

第
四
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
四
十
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                        

47 

一 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年

法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
宅
地
造
成
若
し
く
は
特

定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
又
は
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

 
 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
検
査 

 
 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付 

 
 

３ 

法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

４ 

法
第
二
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
二
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
命
令 

 
 

５ 

法
第
二
十
条
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
五

項
（
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公
告 

飯
能
市
、
本
庄

市 

 



                              

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

二 

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

 

 
 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査 

 
 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格

証
の
交
付 

 
 

３ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理 

 
 

４ 

法
第
二
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
二

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令 

 
 

５ 

法
第
二
十
条
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
及

び
公
告 

 
 

６ 

法
第
二
十
条
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
費
用
の

徴
収 

 
 

７ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告 

 
 

８ 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査 

 
 

９ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収 

 
 

６ 

法
第
二
十
条
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
六

項
（
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収 

 
 

７ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告 

 
 

８ 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
立
入
検
査 

 
 

９ 

法
第
二
十
五
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
徴
収 

熊
谷
市
、
行
田 

市
、
所
沢
市
、 

加
須
市
、
東
松 

山
市
、
春
日
部 

市
、
狭
山
市
、 

羽
生
市
、
深
谷 

市
、
上
尾
市
、 

草
加
市
、
蕨
市
、 

戸
田
市
、
入
間 

市
、
久
喜
市
、 

三
郷
市
、
坂
戸 

市
、
吉
川
市
、 

三
芳
町
、
毛
呂 

山
町
、
小
川
町
、

松
伏
町 

 

 



条

例 

埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
八
号 

埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
」
を
「
、
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号

並
び
に
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
並
び
に
次
条
」
を

「
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並

び
に
次
条
、
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
の
特
別
特
定
建
築
物
の
欄
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
（
同
表
の
規
模
の
欄
に
掲

げ
る
規
模
に
該
当
す
る
特
別
特
定
建
築
物
の
う
ち
、
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、

障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
設
け
る
階
を
有
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
政
令
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
便
所
の
う
ち
一
以
上
に
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上

（
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
に
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
階
が
直
接
地
上
へ
通
ず
る
出

入
口
の
あ
る
階
で
あ
り
、
か
つ
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る
施
設
が
同
一
敷
地

内
の
当
該
出
入
口
に
近
接
す
る
位
置
に
あ
る
場
合
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅
子
使
用
者

用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

第
八
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
部
分
」
の
下
に
「
（
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
経

路
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
一
の
経
路
に
係
る
部
分
）
」
を
加
え
、
同
条
第

二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
一
以
上
の
経
路
」
を
「
経
路
（
当
該
利
用
居
室
が
政
令
第
十
五

条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
」
に
改
め

る
。 第

十
条
中
「
第
六
条
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
第

一
号
た
だ
し
書
並
び
に
」
に
改
め
る
。 



別
表
第
一
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
、
第
六
条
」
に
改
め
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の

整
備
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
及
び
第
八
条

（
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
条
例
第
九

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
以
後
に
着
手
す
る
建
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九

号
に
規
定
す
る
特
別
特
定
建
築
物
を
い
い
、
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き

る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
建
築
を

し
た
特
別
特
定
建
築
物
の
維
持
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
着
手
し
た
建

築
及
び
当
該
建
築
を
し
た
特
別
特
定
建
築
物
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
「
、
特

定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
次
項
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
六
条
の
三
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
八
条
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

る
。 第

八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

第
八
条
の
二 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）

の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
二
を
削
る
。 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
認
め
ら
れ
た
日
」
の
下
に
「
及
び
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き

常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
、
か

つ
、
勤
務
し
た
日
」
を
、
「
十
八
日
」
の
下
に
「
（
一
月
間
の
日
数
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算

入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当

該
日
数
と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
の
二
」
を
「
及
び
第
十
三
条
」
に
改
め



る
。 第

二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
」
を
削
る
。 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条
」
を
「
及
び
第
十
三
条
」
に
、
「
特

定
任
期
付
職
員
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
（
次
項
に
お
い

て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
」
を
削
り
、
「
附
則
第
九

条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
企
業
職
員

の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
六
条
及
び
第
六
条
の
三
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
令

和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    



条

例 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
「
、
特

定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
を
削
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
次
項
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
八
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
条
及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

 

第
十
条
の
二 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）

の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条 

削
除 

 
 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
認
め
ら
れ
た
日
」
の
下
に
「
及
び
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き

常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
、
か

つ
、
勤
務
し
た
日
」
を
、
「
十
八
日
」
の
下
に
「
（
一
月
間
の
日
数
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算

入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
日
数

と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
）
」
を
加
え
る
。 



第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
八
条
」
を
「
及
び
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
」
を
「
及
び
第
十
三
条
第
二

項
」
に
、
「
特
定
任
期
付
職
員
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
、
第
八
条
」
を
削
り
、
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
六
条
及
び
第
八
条
第
二
号
の
改
正

規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
十
項
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
五
項
の
表
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条

第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
第
十
項
及
び
第
十
二
条
第
五
項
の
改
正
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 

二 

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定 

令
和
七
年

六
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
」
を
「
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え

る
。 

２ 

宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
、
一
夜
に
つ
き
、
国
家
公
務
員

等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
に
支

給
さ
れ
る
宿
泊
費
を
基
準
と
し
て
議
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
議
長
が
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す

る
。 

３ 

宿
泊
料
の
支
給
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

４ 

出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
死
亡
手
当
の
額
は
、
県
議
会
議
長

に
あ
つ
て
は
八
十
八
万
円
、
県
議
会
副
議
長
及
び
県
議
会
議
員
に
あ
つ
て
は
八
十
万
円
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
規
定
す
る
月
に
応
じ
、
同
項
に
規
定
す
る
割
合
」
を
「
規
定
す
る
割
合
（
給
料
月

額
及
び
そ
の
給
料
月
額
に
百
分
の
四
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
乗
じ
る
割
合
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。 

 

附
則
中
「
同
項
に
規
定
す
る
月
に
応
じ
て
同
項
に
規
定
す
る
」
を
「
給
料
月
額
及
び
そ
の
給
料

月
額
に
百
分
の
四
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
乗
じ
る
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か

ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
項
中
「
七
百
三
十
一
人
」
を
「
七
百
三
十
三
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。 

第
九
条
中
「
及
び
第
九
条
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
行
九
級
以
上
職
員
等
及
び
行
八

級
職
員
等
」
を
「
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
以
上
で
あ

る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
関
す
る
部
分
並
び
に
行
政
職
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
」

に
改
め
る
。 

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
八
・
三
分
の
十
」
を
「
八
・
五
分
の
十
」
に
、
「
十
一
・
三
分
の

十
三
」
を
「
十
一
・
五
分
の
十
三
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
・
三
」
を
「
百
分

の
八
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
一
・
三
」
を
「
百
分
の
十
一
・
五
」
に
改

め
る
。 

第
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
道
路
（
以

下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
」
を
「
次
項
及
び
第

四
項
」
に
、
「
い
う
。
）
。
」
を
「
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第

二
号
中
「
定
め
る
額
（
」
の
下
に
「
第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を

支
給
さ
れ
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
及
び
」
を
加
え
、
同

項
第
三
号
中
「
（
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万

五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も

長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
同
号
に
定
め
る
額
の
合

計
額
と
五
万
五
千
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と

き
は
、
二
万
円
）
を
五
万
五
千
円
に
加
算
し
た
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
学
校
職
員
で
」
の
下
に
「
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
の
う
ち
」
を
、
「
（
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
「
で
そ
の
利
用
が
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る



と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当 

支
給
単
位
期
間
に
つ

き
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
学
校
職
員
の
支
給
単
位

期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金

等
相
当
額
」
と
い
う
。
） 

第
九
条
の
五
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通
機
関
等
が
二
以

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金

等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
学
校
職
員
の
通
勤

手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
九
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
第
九
条
の
七
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
配

偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
九
条
の
七
第
三
項
中
「
学
校
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
又
は
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
り
、
こ
れ
」
を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員

と
な
つ
た
こ
と
」
に
改
め
、
「
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学

校
職
員
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

第
九
条
の
八 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に

お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
学
校
職
員
に
は
、
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
は
、
一
箇
月
当
た
り
三
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

第
十
一
条
の
二
中
「
地
域
手
当
の
月
額
」
の
下
に
「
、
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤
務

等
手
当
の
額
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
、
同



条
第
三
項
中
「
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考

慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て

得
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
（
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」

を
削
る
。 

第
十
二
条
の
十
の
見
出
し
中
「
扶
養
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」
に
改
め
、
同
条
中
「
扶
養
手

当
、
」
を
削
る
。 

第
十
二
条
の
十
一
中
「
、
第
九
条
、
第
九
条
の
六
、
第
十
条
の
二
及
び
第
十
条
の
三
」
を
「
及

び
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

     

別表第１（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 199,900 246,300 319,700 376,800 451,900

2 202,200 247,800 321,500 378,300 453,700

3 204,500 249,200 323,300 379,700 455,500

4 206,700 250,600 325,000 381,100 457,300

5 208,900 252,000 326,600 382,500 458,900

6 211,200 253,200 328,500 384,000 460,600

7 213,400 254,400 330,400 385,500 462,500

8 215,600 255,600 332,300 386,900 464,200

9 217,800 257,000 334,100 388,200 465,900

10 220,000 258,200 336,100 389,700 467,500

11 222,200 259,500 337,900 391,200 469,000

12 224,400 260,800 339,700 392,700 470,500

13 226,600 262,100 341,400 394,100 472,000

14 228,700 264,000 343,100 395,600 473,300

15 230,800 265,800 344,700 397,100 474,600

16 232,900 267,600 346,300 398,600 475,900

17 235,000 269,300 347,900 400,000 477,100

18 236,800 271,500 349,200 401,600 477,800

19 238,500 273,700 350,400 403,200 478,500

20 240,200 275,900 351,600 404,700 479,200

21 241,900 278,100 352,900 405,900 479,800

22 243,200 280,300 354,500 407,300 480,500

23 244,500 282,500 356,100 408,700 481,200

24 245,800 284,600 357,600 410,000 481,900

25 247,000 286,600 359,100 411,600 482,500

26 248,200 288,500 360,700 413,000 483,200

27 249,400 290,400 362,300 414,300 483,900

28 250,600 292,200 363,800 415,700 484,600

29 251,700 294,000 365,300 417,100 485,200

30 252,900 295,900 366,900 418,400 485,900

31 254,100 297,700 368,500 419,900 486,600

32 255,300 299,400 370,000 421,400 487,300

33 256,400 301,100 371,500 423,000 487,900

34 257,700 302,900 373,100 424,400 488,600

35 259,000 304,600 374,700 426,000 489,300

36 260,300 306,200 376,200 427,500 490,000

37 261,700 307,800 377,700 429,200 490,600

38 263,100 309,500 379,200 430,700 491,300

39 264,400 311,300 380,700 432,300 492,000

教 育 職 給 料 表 ⑴

職員の
区分

号　給



 
 

      
 

 

40 265,700 313,000 382,100 433,900 492,700

41 267,000 314,300 383,500 435,400 493,300

42 268,000 316,200 385,000 436,900 494,000

43 269,000 318,000 386,400 438,100 494,700

44 269,900 319,700 387,800 439,300 495,400

45 270,600 321,400 389,300 440,500 496,000

46 271,400 323,300 390,900 441,800

47 272,200 325,000 392,500 443,000

48 273,000 326,700 393,900 444,200

49 273,800 328,400 395,100 445,300

50 274,600 330,200 396,500 446,500

51 275,300 332,000 397,900 447,700

52 276,100 333,700 399,200 448,900

53 276,900 335,400 400,400 450,100

54 277,700 336,700 401,600 451,300

55 278,500 338,000 402,900 452,500

56 279,300 339,300 404,200 453,700

57 280,000 340,800 405,500 454,800

58 280,600 342,400 406,800 455,400

59 281,400 343,900 408,200 455,900

60 282,300 345,500 409,400 456,400

61 283,100 347,000 410,600 456,900

62 283,700 348,600 412,000 457,500

63 284,500 350,200 413,400 458,000

64 285,200 351,700 414,700 458,500

65 286,200 353,200 415,900 459,000

66 287,000 354,800 417,100 459,600

67 287,800 356,400 418,400 460,100

68 288,500 357,900 419,800 460,600

69 289,200 359,400 421,100 461,100

70 290,000 361,000 422,300 461,700

71 290,800 362,600 423,300 462,200

72 291,500 364,100 424,500 462,700

73 292,200 365,600 425,700 463,200

74 292,900 367,200 426,800 463,800

75 293,600 368,800 428,000 464,300

定年前 76 294,200 370,300 429,000 464,800

再任用

短時間 77 294,800 371,800 430,100 465,300

勤務学 78 295,500 373,200 431,100 465,900

校職員 79 296,200 374,600 432,100 466,400

以外の 80 296,800 375,900 433,100 466,900

学校職

員　　 81 297,400 377,200 434,000 467,400

82 298,100 378,600 434,800 468,000

83 298,800 380,000 435,600 468,500

84 299,500 381,300 436,400 469,000

85 300,200 382,400 437,100 469,500

86 301,000 383,800 437,500

87 301,700 385,100 437,900

88 302,400 386,400 438,300

89 303,100 387,600 438,700

90 304,000 388,900 439,000

91 304,800 390,000 439,300

92 305,600 391,200 439,500

93 306,100 392,400 439,800

94 306,900 393,500 440,100

95 307,700 394,700 440,400

96 308,500 395,900 440,600

97 309,200 397,300 440,800

98 310,000 398,300 441,100

99 310,800 399,300 441,400

100 311,500 400,300 441,600

101 312,300 401,200 441,800

102 313,200 402,200 442,100

103 314,100 403,300 442,400

104 314,900 404,400 442,600

105 315,500 405,100 442,800

106 316,300 406,000

107 317,100 406,900

108 317,900 407,800

109 318,600 408,600

110 319,000 409,400

111 319,400 410,200

112 319,900 411,000

113 320,400 411,600

114 320,800 412,300

115 321,300 413,000

116 321,700 413,700

117 322,200 414,300

118 322,700 414,800

119 323,100 415,200

120 323,600 415,500

121 324,100 415,800

122 324,500 416,100

123 325,000 416,400

124 325,500 416,600

125 326,100 416,800

126 326,400 417,100

127 326,700 417,400

128 327,000 417,600

129 327,200 417,800

130 327,500 418,100

131 327,800 418,400

132 328,000 418,600



 
 

      
 

 

133 328,200 418,800

134 328,400 419,100

135 328,600 419,400

136 328,900 419,600

137 329,200 419,800

138 329,400 420,100

139 329,700 420,400

140 330,000 420,600

141 330,200 420,800

142 330,400 421,100

143 330,700 421,400

144 330,900 421,600

145 331,200 421,800

146 331,400 422,100

147 331,700 422,400

148 332,000 422,600

149 332,200 422,800

150 332,400

151 332,700

152 333,000

153 333,200

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

238,500 279,100 308,200 336,600 421,900

備考

ては、備考１の額を加算した額）に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未満

　　の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

　　円をそれぞれ加算する。

２ この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額（その職務の級が３級である職員につい

定年前
再任用
短時間
勤務学
校職員

１ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員は、この表の額に７，７００

別表第２（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 199,900 220,700 319,700 348,700 435,700

2 202,200 223,100 321,500 350,200 437,000

3 204,500 225,500 323,300 351,700 438,200

4 206,700 227,900 325,000 353,200 439,500

5 208,900 230,300 326,600 354,600 440,600

6 211,200 232,700 328,500 356,000 441,700

7 213,400 235,100 330,400 357,400 442,900

8 215,600 237,500 332,300 358,800 444,100

9 217,800 239,900 334,100 360,200 445,400

10 220,000 241,500 336,100 361,500 446,600

11 222,200 243,100 337,900 362,800 447,600

12 224,400 244,700 339,700 364,100 448,700

13 226,600 246,300 341,400 365,300 449,900

14 228,700 247,800 343,100 366,600 450,700

15 230,800 249,200 344,700 367,800 451,500

16 232,900 250,600 346,300 369,000 452,400

17 235,000 252,000 347,900 370,200 453,300

18 236,800 253,200 349,200 371,400 453,800

19 238,500 254,400 350,400 372,600 454,300

20 240,200 255,600 351,600 373,700 454,800

21 241,900 257,000 352,900 374,800 455,300

22 243,200 258,200 354,300 376,000 455,800

23 244,500 259,500 355,700 377,200 456,300

24 245,800 260,800 357,000 378,300 456,800

25 247,000 262,100 358,300 379,400 457,300

26 248,100 264,000 359,700 380,600 457,800

27 249,200 265,800 361,100 381,800 458,300

28 250,300 267,600 362,400 382,900 458,800

29 251,500 269,300 363,700 384,000 459,300

30 252,800 271,500 365,100 385,200 459,800

31 254,000 273,700 366,400 386,400 460,300

32 255,200 275,900 367,700 387,500 460,800

33 256,300 278,100 369,000 388,600 461,300

34 257,500 280,300 370,200 389,800 461,800

35 258,700 282,500 371,400 391,000 462,300

36 259,900 284,600 372,600 392,200 462,800

37 261,100 286,600 373,800 393,400 463,300

38 262,300 288,500 375,000 394,700

39 263,500 290,400 376,200 395,900

教 育 職 給 料 表 ⑵

職員の
区分

号　給



 
 

      
 

 

40 264,700 292,200 377,400 397,100

41 265,900 294,000 378,500 398,300

42 267,000 295,900 379,700 399,600

43 268,100 297,700 380,900 400,600

44 269,200 299,400 382,100 401,700

45 270,200 301,100 383,200 402,900

46 271,000 302,900 384,500 404,100

47 271,800 304,600 385,800 405,300

48 272,600 306,200 387,000 406,500

49 273,300 307,800 387,900 407,600

50 274,100 309,500 389,100 408,600

51 274,800 311,300 390,100 409,900

52 275,500 313,000 391,200 411,100

53 276,300 314,300 392,000 412,300

54 277,100 316,200 393,100 413,400

55 277,900 318,000 394,100 414,500

56 278,600 319,700 395,100 415,600

57 279,300 321,400 396,200 416,600

58 280,100 323,300 397,200 417,800

59 280,900 325,000 398,300 419,000

60 281,600 326,700 399,400 420,200

61 282,200 328,400 400,400 420,800

62 282,900 330,200 401,500 421,600

63 283,600 332,000 402,600 422,300

64 284,200 333,700 403,600 422,800

65 284,900 335,400 404,500 423,100

66 285,600 336,700 405,400 423,400

67 286,300 338,000 406,400 423,800

68 287,000 339,300 407,400 424,200

69 287,700 340,800 408,200 424,500

70 288,500 342,300 409,000 424,900

71 289,200 343,800 409,700 425,200

72 289,900 345,300 410,500 425,500

73 290,400 346,700 411,200 425,800

定年前 74 291,100 348,200 411,800 426,200

再任用 75 291,800 349,700 412,500 426,500

短時間 76 292,400 351,200 413,200 426,800

勤務学

校職員 77 293,000 352,600 413,800 427,100

以外の 78 293,700 354,100 414,500 427,400

学校職 79 294,300 355,600 415,000 427,700

員　　 80 294,900 357,100 415,600 427,900

81 295,500 358,500 416,000 428,100

82 296,100 359,800 416,400 428,400

83 296,700 361,100 416,700 428,700

84 297,300 362,300 417,000 428,900

85 297,800 363,500 417,200 429,100

86 298,300 364,700 417,500 429,400

87 298,800 365,900 417,800 429,700

88 299,300 367,000 418,000 429,900

89 299,700 368,100 418,200 430,100

90 300,300 369,200 418,500 430,400

91 300,800 370,300 418,800 430,700

92 301,300 371,400 419,000 430,900

93 301,600 372,500 419,200 431,100

94 302,100 373,700 419,500 431,400

95 302,600 374,800 419,800 431,700

96 303,000 375,900 420,000 431,900

97 303,400 376,900 420,200 432,100

98 303,900 377,900 420,500 432,400

99 304,400 378,800 420,800 432,700

100 304,800 379,700 421,000 432,900

101 305,200 380,500 421,200 433,100

102 305,600 381,500 421,500 433,400

103 306,000 382,400 421,800 433,700

104 306,300 383,300 422,000 433,900

105 306,500 384,100 422,200 434,100

106 306,800 385,000

107 307,100 385,900

108 307,300 386,800

109 307,500 387,600

110 307,700 388,600

111 308,000 389,500

112 308,300 390,400

113 308,500 391,000

114 308,700 391,900

115 308,900 392,800

116 309,200 393,700

117 309,500 394,500

118 309,700 395,200

119 310,000 396,000

120 310,300 396,800

121 310,500 397,400

122 310,700 398,100

123 310,900 398,800

124 311,200 399,400

125 311,500 400,000

126 400,700

127 401,200

128 401,800

129 402,400

130 403,000

131 403,500

132 404,000



 
 

      
 

 

133 404,300

134 404,600

135 404,900

136 405,200

137 405,500

138 405,800

139 406,100

140 406,400

141 406,700

142 407,000

143 407,300

144 407,600

145 407,800

146 408,100

147 408,400

148 408,600

149 408,800

150 409,100

151 409,400

152 409,600

153 409,800

154 410,100

155 410,400

156 410,600

157 410,800

158 411,100

159 411,400

160 411,600

161 411,800

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

229,700 276,000 303,400 330,000 411,900

備考

２ この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額（その職務の級が３級である職員につい

ては、備考１の額を加算した額）に１００分の１０１．３９を乗じて得た額（その額に１円未満

　　の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

定年前
再任用
短時間
勤務学
校職員

１ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員は、この表の額に７，５００

　　円をそれぞれ加算する。

別表第３（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 188,600 227,400 263,000 281,800 315,000

2 190,700 228,700 263,800 282,600 316,400

3 192,800 230,000 264,600 283,400 317,800

4 194,900 231,300 265,400 284,100 319,200

5 196,900 232,500 266,200 284,800 320,600

6 198,900 233,600 267,000 285,500 322,200

7 200,900 234,600 267,800 286,200 323,700

8 202,700 235,600 268,600 287,000 325,200

9 204,500 236,700 269,400 287,800 326,700

10 206,400 237,900 270,200 288,600 328,300

11 208,300 239,200 271,000 289,400 329,800

12 210,400 240,500 271,800 290,100 331,300

13 212,100 241,800 272,600 290,800 332,800

14 214,100 243,100 273,400 291,900 334,400

15 216,300 244,400 274,200 293,000 335,900

16 218,400 245,600 275,000 294,200 337,400

17 220,500 246,800 275,800 295,400 338,900

18 221,600 248,000 276,600 296,600 340,500

19 222,700 249,200 277,400 297,800 342,100

20 223,800 250,400 278,200 299,000 343,600

21 224,900 251,500 279,000 300,200 344,900

22 225,800 252,400 279,900 301,400 346,400

23 226,700 253,200 280,800 302,600 347,900

24 227,600 254,000 281,600 303,800 349,400

25 228,500 254,800 282,400 305,000 350,900

26 229,400 255,600 283,300 306,200 352,400

27 230,300 256,400 284,200 307,300 353,900

28 231,200 257,200 285,000 308,500 355,300

29 232,100 258,000 285,800 309,800 356,700

30 233,000 258,800 286,900 311,000 358,300

31 233,900 259,600 287,900 312,200 359,800

32 234,800 260,400 288,900 313,400 361,300

33 235,600 261,200 289,900 314,600 362,500

34 236,400 262,000 291,000 315,700 363,600

35 237,200 262,700 292,000 316,900 364,800

36 238,000 263,500 293,000 318,100 365,900

37 238,800 264,400 294,000 319,300 366,900

38 239,600 265,200 295,000 320,600 367,700

39 240,400 266,000 296,000 321,900 368,700

学 校 栄 養 職 給 料 表

職員の
区分

号　給



 
 

      
 

 

40 241,200 266,800 297,000 323,100 369,800

41 241,800 267,600 298,000 324,000 370,800

42 242,400 268,400 299,200 325,200 371,800

43 243,000 269,200 300,300 326,400 372,800

44 243,500 270,000 301,400 327,600 373,700

45 244,000 270,700 302,500 328,700 374,500

46 244,600 271,500 303,600 329,700 375,300

47 245,100 272,300 304,700 330,700 376,200

48 245,500 273,100 305,800 331,600 377,000

49 245,900 273,800 306,900 332,500 377,500

50 246,400 274,600 308,000 333,500 378,300

51 246,900 275,300 309,100 334,500 379,100

52 247,400 276,000 310,200 335,400 379,900

53 247,700 276,700 311,200 335,900 380,300

54 248,000 277,400 312,200 336,800 381,000

55 248,300 278,100 313,200 337,500 381,700

56 248,600 278,800 314,200 338,400 382,300

定年前

再任用 57 248,900 279,500 315,200 339,100 382,700

短時間 58 249,200 280,200 316,200 339,400 383,200

勤務学 59 249,500 280,900 317,200 339,900 383,800

校職員 60 249,800 281,500 318,100 340,500 384,400

以外の

学校職 61 250,100 282,100 319,000 341,100 384,800

員　　 62 250,400 282,800 319,800 341,800 385,300

63 250,700 283,500 320,500 342,500 385,800

64 251,000 284,100 321,200 343,100 386,300

65 251,300 284,700 321,800 343,800 386,900

66 251,600 285,400 322,500 344,300 387,400

67 251,900 286,100 323,100 344,900 388,000

68 252,200 286,700 323,700 345,500 388,600

69 252,500 287,300 324,300 345,800 389,100

70 252,800 288,000 324,500 346,400 389,600

71 253,100 288,700 325,000 346,900 390,100

72 253,300 289,300 325,500 347,400 390,600

73 253,500 289,900 326,100 347,900 390,900

74 253,800 290,400 326,600 348,400 391,400

75 254,100 290,800 327,100 348,900 391,800

76 254,300 291,200 327,500 349,300 392,200

77 254,500 291,600 328,100 349,600 392,600

78 254,800 291,900 328,600 349,900

79 255,100 292,200 329,000 350,100

80 255,300 292,500 329,500 350,400

81 255,500 292,800 330,000 350,900

82 255,800 293,100 330,400 351,200

83 256,100 293,400 330,600 351,500

84 256,300 293,700 330,900 351,800

85 256,500 293,900 331,300 352,200

86 294,100 331,700 352,500

87 294,300 332,000 352,800

88 294,500 332,300 353,100

89 294,900 332,600 353,500

90 295,100 332,800 353,800

91 295,300 333,200 354,100

92 295,500 333,500 354,400

93 295,900 333,700 354,700

94 296,100 334,000 355,100

95 296,300 334,300 355,500

96 296,600 334,600 355,900

97 296,900 334,800 356,400

98 297,100 335,100 356,800

99 297,300 335,400 357,200

100 297,600 335,600 357,600

101 297,900 335,800 358,100

102 298,100 336,000

103 298,300 336,400

104 298,600 336,600

105 298,900 336,800

106 337,200

107 337,600

108 338,000

109 338,200

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

193,000 219,600 248,100 261,700 287,300

定年前
再任用
短時間
勤務学
校職員

備考 この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得

　　た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。



 
 

      
 

 

別表第４（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700

6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500

7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000

8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600

9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600

11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800

37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400

38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500

事 務 職 給 料 表

職員の
区分

号　給

40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300

42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500

43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700

47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000

48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300

49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500

50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100

52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600

54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900

55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000

59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300

60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500

定年前 61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700

再任用 62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000

短時間 63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300

勤務学 64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500

校職員

以外の 65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700

学校職 66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000

員　　 67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000

71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300

72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500

73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700

74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800

76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500

79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000

81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500

83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800

84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000

85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200



 
 

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
七
項
中
「
支
給
さ
れ
る
」
の
下
に
「
在
宅
勤
務
等
手
当
、
」
を
加
え
る
。 

（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条

例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
九
項
中
「
、
第
九
条
、
第
九
条
の
六
、
第
十
条
の
二
並
び
に
第
十
条
の
三
」
を
「
並

び
に
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
号
給
の
切
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
学
校
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
学
校
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

が
附
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項

及
び
同
表
に
お
い
て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し

て
い
た
職
務
の
級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号

86 256,000 297,100 346,000

87 256,300 297,400 346,400

88 256,600 297,700 346,800

89 256,900 298,000 347,000

90 257,200 298,300 347,400

91 257,500 298,600 347,800

92 257,800 299,000 348,200

93 258,100 299,200 348,400

94 299,400 348,800

95 299,700 349,200

96 300,100 349,500

97 300,300 349,800

98 300,600 350,200

99 301,000 350,600

100 301,400 351,000

101 301,600 351,500

102 301,900 351,900

103 302,200 352,300

104 302,500 352,700

105 302,700 353,200

106 303,000 353,600

107 303,300 353,900

108 303,600 354,200

109 303,800 354,700

110 304,200

111 304,600

112 304,900

113 305,100

114 305,300

115 305,600

116 306,000

117 306,200

118 306,400

119 306,700

120 307,000

121 307,400

122 307,600

123 307,900

124 308,200

125 308,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600

　　た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

備考 この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得

定年前
再任用
短時間
勤務学
校職員



給
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 
切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
学
校
職
員
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以

下
こ
の
項
、
附
則
第
七
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
し
た
学
校
職
員
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い

て
当
該
異
動
又
は
当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ

る
限
度
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六 

 

号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級

以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ

れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
並
び
に
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
関

す
る
部
分
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
第
九
条
の
七
第
三
項
の
規
定
は
、
切
替
日
前
に

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。 

（
再
任
用
学
校
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

６ 

切
替
日
以
後
に
新
た
に
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
学
校
職
員
で
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
附
則
第
三
項
に

規
定
す
る
暫
定
再
任
用
学
校
職
員
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
項
に
お
い
て
「
再
任
用

学
校
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
与
条
例
第
十
条
の
三
の
規
定

は
、
切
替
日
以
後
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
再
任
用
学
校
職
員
又
は
切
替
日
以

後
に
同
項
に
規
定
す
る
学
校
等
の
移
転
が
あ
っ
た
再
任
用
学
校
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
） 

７ 

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。 

（
人
事
委
員
会
と
の
協
議
） 

８ 

こ
の
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
埼
玉
県
人
事



委
員
会
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

９ 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
の
表
第
十
二
条
の
十
一
の
項
中
「
、
第
九
条
、
第
九
条
の
六
、
第
十
条
の
二
及

び
第
十
条
の
三
」
を
「
及
び
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

      
 

附則別表　号給の切替表（附則第２項関係）

イ　教育職給料表(１)の適用を受ける学校職員

特２級 ３級 ４級

１ 1 1 1

２ 1 1 1

３ 1 1 1

４ 1 1 1

５ 1 1 1

６ 1 1 1

７ 1 1 1

８ 1 1 1

９ 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 2 1 1

15 3 1 1

16 4 1 1

17 5 1 1

18 6 2 2

19 7 3 3

20 8 4 4

21 9 5 5

22 10 6 6

23 11 7 7

24 12 8 8

25 13 9 9

26 14 10 10

27 15 11 11

28 16 12 12

29 17 13 13

30 18 14 14

31 19 15 15

32 20 16 16

33 21 17 17

34 22 18 18

35 23 19 19

36 24 20 20

37 25 21 21

38 26 22 22

39 27 23 23

40 28 24 24

41 29 25 25

42 30 26 26

43 31 27 27

44 32 28 28

45 33 29 29

46 34 30 30

47 35 31 31

48 36 32 32

49 37 33 33

50 38 34 34

51 39 35 35

52 40 36 36

旧号給
新　　　号　　　給

53 41 37 37

54 42 38 38

55 43 39 39

56 44 40 40

57 45 41 41

58 46 42 42

59 47 43 43

60 48 44 44

61 49 45 45

62 50 46

63 51 47

64 52 48

65 53 49

66 54 50

67 55 51

68 56 52

69 57 53

70 58 54

71 59 55

72 60 56

73 61 57

74 62 58

75 63 59

76 64 60

77 65 61

78 66 62

79 67 63

80 68 64

81 69 65

82 70 66

83 71 67

84 72 68

85 73 69

86 74 70

87 75 71

88 76 72

89 77 73

90 78 74

91 79 75

92 80 76

93 81 77

94 82 78

95 83 79

96 84 80

97 85 81

98 86 82

99 87 83

100 88 84

101 89 85

102 90

103 91

104 92

105 93

106 94

107 95

108 96

109 97



 
 

      
 

    
 

110 98

111 99

112 100

113 101

114 102

115 103

116 104

117 105

ロ　教育職給料表(２)の適用を受ける学校職員

特２級 ３級 ４級

１ 1 1 1

２ 1 1 1

３ 1 1 1

４ 1 1 1

５ 1 1 1

６ 1 1 1

７ 1 1 1

８ 1 1 1

９ 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 2 2 1

15 3 3 1

16 4 4 1

17 5 5 1

18 6 6 2

19 7 7 3

20 8 8 4

21 9 9 5

22 10 10 6

23 11 11 7

24 12 12 8

25 13 13 9

26 14 14 10

27 15 15 11

28 16 16 12

29 17 17 13

30 18 18 14

31 19 19 15

32 20 20 16

33 21 21 17

34 22 22 18

35 23 23 19

36 24 24 20

37 25 25 21

38 26 26 22

39 27 27 23

40 28 28 24

41 29 29 25

42 30 30 26

43 31 31 27

44 32 32 28

45 33 33 29

46 34 34 30

47 35 35 31

48 36 36 32

49 37 37 33

50 38 38 34

51 39 39 35

52 40 40 36

53 41 41 37

旧号給
新　　　号　　　給



 
 

      
 

 
 

54 42 42

55 43 43

56 44 44

57 45 45

58 46 46

59 47 47

60 48 48

61 49 49

62 50 50

63 51 51

64 52 52

65 53 53

66 54 54

67 55 55

68 56 56

69 57 57

70 58 58

71 59 59

72 60 60

73 61 61

74 62 62

75 63 63

76 64 64

77 65 65

78 66 66

79 67 67

80 68 68

81 69 69

82 70 70

83 71 71

84 72 72

85 73 73

86 74 74

87 75 75

88 76 76

89 77 77

90 78 78

91 79 79

92 80 80

93 81 81

94 82 82

95 83 83

96 84 84

97 85 85

98 86 86

99 87 87

100 88 88

101 89 89

102 90 90

103 91 91

104 92 92

105 93 93

106 94 94

107 95 95

108 96 96

109 97 97

110 98 98

111 99 99

112 100 100

113 101 101

114 102 102

115 103 103

116 104 104

117 105 105



 
 

      
 

     
 

ハ　学校栄養職給料表の適用を受ける学校職員

３級 ４級 ５級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ ２ ２ １

７ ３ ３ １

８ ４ ４ １

９ ５ ５ １

10 ６ ６ ２

11 ７ ７ ３

12 ８ ８ ４

13 ９ ９ ５

14 10 10 ６

15 11 11 ７

16 12 12 ８

17 13 13 ９

18 14 14 10

19 15 15 11

20 16 16 12

21 17 17 13

22 18 18 14

23 19 19 15

24 20 20 16

25 21 21 17

26 22 22 18

27 23 23 19

28 24 24 20

29 25 25 21

30 26 26 22

31 27 27 23

32 28 28 24

33 29 29 25

34 30 30 26

35 31 31 27

36 32 32 28

37 33 33 29

38 34 34 30

39 35 35 31

40 36 36 32

41 37 37 33

42 38 38 34

43 39 39 35

44 40 40 36

45 41 41 37

46 42 42 38

47 43 43 39

48 44 44 40

49 45 45 41

50 46 46 42

51 47 47 43

52 48 48 44

53 49 49 45

旧号給
新　　　号　　　給

54 50 50 46

55 51 51 47

56 52 52 48

57 53 53 49

58 54 54 50

59 55 55 51

60 56 56 52

61 57 57 53

62 58 58 54

63 59 59 55

64 60 60 56

65 61 61 57

66 62 62 58

67 63 63 59

68 64 64 60

69 65 65 61

70 66 66 62

71 67 67 63

72 68 68 64

73 69 69 65

74 70 70 66

75 71 71 67

76 72 72 68

77 73 73 69

78 74 74 70

79 75 75 71

80 76 76 72

81 77 77 73

82 78 78 74

83 79 79 75

84 80 80 76

85 81 81 77

86 82 82

87 83 83

88 84 84

89 85 85

90 86 86

91 87 87

92 88 88

93 89 89

94 90 90

95 91 91

96 92 92

97 93 93

98 94 94

99 95 95

100 96 96

101 97 97

102 98 98

103 99 99

104 100 100

105 101 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106



 
 

      
 

     

111 107

112 108

113 109

ニ　事務職給料表の適用を受ける学校職員

３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ ２ １ １ １

７ ３ １ １ １

８ ４ １ １ １

９ ５ １ １ １

10 ６ ２ ２ １

11 ７ ３ ３ １

12 ８ ４ ４ １

13 ９ ５ ５ １

14 10 ６ ６ ２

15 11 ７ ７ ３

16 12 ８ ８ ４

17 13 ９ ９ ５

18 14 10 10 ６

19 15 11 11 ７

20 16 12 12 ８

21 17 13 13 ９

22 18 14 14 10

23 19 15 15 11

24 20 16 16 12

25 21 17 17 13

26 22 18 18 14

27 23 19 19 15

28 24 20 20 16

29 25 21 21 17

30 26 22 22 18

31 27 23 23 19

32 28 24 24 20

33 29 25 25 21

34 30 26 26 22

35 31 27 27 23

36 32 28 28 24

37 33 29 29 25

38 34 30 30 26

39 35 31 31 27

40 36 32 32 28

41 37 33 33 29

42 38 34 34 30

43 39 35 35 31

44 40 36 36 32

45 41 37 37 33

46 42 38 38 34

47 43 39 39 35

48 44 40 40 36

49 45 41 41 37

50 46 42 42 38

51 47 43 43 39

52 48 44 44 40

53 49 45 45 41

旧号給
新　　　号　　　給



 
 

      
 

 

54 50 46 46 42

55 51 47 47 43

56 52 48 48 44

57 53 49 49 45

58 54 50 50 46

59 55 51 51 47

60 56 52 52 48

61 57 53 53 49

62 58 54 54 50

63 59 55 55 51

64 60 56 56 52

65 61 57 57 53

66 62 58 58 54

67 63 59 59 55

68 64 60 60 56

69 65 61 61 57

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71

84 80 76 76 72

85 81 77 77 73

86 82 78 78

87 83 79 79

88 84 80 80

89 85 81 81

90 86 82 82

91 87 83 83

92 88 84 84

93 89 85 85

94 90

95 91

96 92

97 93

98 94

99 95

100 96

101 97

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109



条

例 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八 

 

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
表
中
「
七
、
七
五
二
人
」
と
あ
る
の
は
「
七
、
八
一

五
人
」
と
、
「
九
、
六
七
六
人
」
と
あ
る
の
は
「
九
、
七
八
〇
人
」
と
す
る
。 

そ
の
他
の
職
員 

校
長
及
び
教
員
（
副 

校
長
、
教
頭
、
主
幹 

教
諭
、
教
諭
、
養
護 

教
諭
、
助
教
諭
、
養 

護
助
教
諭
及
び
講
師 

を
い
う
。
） 学

校
種
別 

 
 

 

 
 

 

 

職
員
種
別 

   

一
、
三
四
九 

 

人 

   

七
、
七
五
二 

 

人 

県
立
高
等
学
校 

及
び
市
町
村
立 

高
等
学
校
（
定 

時
制
の
課
程
に

限
る
。
） 

   
 

 

五
一
五 

 

人 

   

四
、
八
四
七 

 

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
特
別
支 

援
学
校 

 

   
 

 

五
一
七 

 

人 

   

九
、
六
七
六 

 

人 

県
立
中
学
校
及

び
市
町
村
立
中

学
校
（
義
務
教

育
学
校
の
後
期

課
程
を
含
む
。
）    

一
、
〇
〇
三 

 

人 

  

一
七
、
四
二
二 

 

人 

市
町
村
立
小
学 

校
（
義
務
教
育 

学
校
の
前
期
課 

程
を
含
む
。
） 

  



条

例 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
号
の
表
埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
埼
玉
県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校
」
を
「
埼

玉
県
立
大
宮
科
学
技
術
高
等
学
校
」
に
、「
桜
区
西
堀
五
丁
目
千
二
百
七
十
番
地
一
」
を
「
北
区
本

郷
町
千
九
百
七
十
番
地
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
大
宮
工
業
高
等
学
校
の
項
及
び
埼
玉
県
立
皆

野
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
埼
玉
県
立
和
光
高
等
学
校
の
項
中
「
埼
玉
県
立
和
光
高
等
学
校
」

を
「
埼
玉
県
立
和
光
国
際
高
等
学
校
」
に
、「
新
倉
三
丁
目
二
十
二
番
一
号
」
を
「
広
沢
四
番
一
号
」

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
越
生
高
等
学
校
の
項
中
「
埼
玉
県
立
越
生
高
等
学
校
」
を
「
埼
玉
県
立

越
生
翔
桜
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
八
潮
高
等
学
校
の
項
中
「
埼
玉
県
立
八
潮
高
等

学
校
」
を
「
埼
玉
県
立
八
潮
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校
」
に
、
「
大
字
鶴
ケ
曽
根
六
百
五
十
番
地
」

を
「
大
字
南
川
崎
字
根
通
五
百
十
九
番
地
一
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
立
岩
槻
北
陵
高
等
学
校
の

項
、
埼
玉
県
立
鳩
山
高
等
学
校
の
項
、
埼
玉
県
立
八
潮
南
高
等
学
校
の
項
及
び
埼
玉
県
立
和
光
国

際
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
の
前
の
見
出
し
中
「
割
振
り
」
を
「
割
振
り
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
日
を
い

う
」
を
「
日
（
第
三
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
学
校
職
員
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」

と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
県
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
（
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
始
業
及
び
終
業

の
時
刻
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
考
慮
し
て
」
及
び
「
な
る
よ
う
に
」
の
下
に
「
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」

を
加
え
る
。 

 

第
六
条
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
学
校
職
員
に
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
県
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
学
校
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き
。 

 

二 

学
校
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す

る
と
き
。 

 

三 

学
校
職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
。 

 

第
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま



で
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
配
偶
者

等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
学
校
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
七
条
の
三 
教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
学
校
職
員
の
介
護
を
必
要
と

す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
学
校
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と

の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度

等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、

請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
学
校
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
に
対
し
て
、
当
該
学
校
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す

る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
七
条
の
四 

教
育
委
員
会
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

学
校
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
第
三
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に

「
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下

に
「
若
し
く
は
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て



読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加

え
る
。 

 
（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
六
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下

に
「
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
基
づ
く
週
休
日
」

の
下
に
「
、
同
条
例
第
四
条
第
三
項
若
し
く
は
同
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
、
「
以
下
」
の

下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
」
を
加
え
る
。 

 

（
調
整
規
定
） 

６ 

こ
の
条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令

和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
に
同
一
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
の
改
正
規
定
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
改
正
規
定
が
同
一
の
日
に
施
行
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
条
例
の
規
定
は
、
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、

次
い
で
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
百
八
十
九
人
」
を
「
二
百
九
十
三
人
」
に
、「
六
百
八
十
人
」
を

「
六
百
九
十
一
人
」
に
、
「
六
千
九
百
二
十
六
人
」
を
「
七
千
三
十
二
人
」
に
、
「
三
千
六
百
二
十

九
人
」
を
「
三
千
六
百
八
十
三
人
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
並
び
に
雇
用
労
働
局
長
」
を
「
、
雇
用
労
働
局
長
、
都
市
政
策
・
公
園
局

長
、
ま
ち
づ
く
り
局
長
並
び
に
埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
、
企
画
幹
」
を
削
り
、
「
デ
ジ
タ
ル
政
策
幹
」
の
下
に
「
、
県
庁
舎
再
整

備
政
策
幹
」
を
加
え
、
「
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
幹
、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
幹
」
を
「
防
災
Ｄ

Ｘ
政
策
幹
」
に
改
め
、
「
企
画
幹
及
び
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
幹
に
あ
つ
て
は
部
長
、
副
室
長
に

あ
つ
て
は
」
を
「
副
室
長
に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
並
び
に
雇
用
労
働
局
長
」
を
「
、
雇
用
労
働
局
長
、
都
市
政
策
・

公
園
局
長
、
ま
ち
づ
く
り
局
長
並
び
に
埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
十
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
命
等
の
保
護
の
措
置

に
つ
い
て
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
（
都
道
府
県
知
事
並

び
に
都
道
府
県
の
委
員
会
及
び
委
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
応
援
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
又
は
市
町
村

の
委
員
会
若
し
く
は
委
員
に
対
し
、
応
援
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
に
関
係
の
あ
る
事
務
を
担
任
す
る
各
大
臣
に
対
し
、
他
の
都
道
府
県
知

事
又
は
他
の
都
道
府
県
の
委
員
会
若
し
く
は
委
員
に
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
求
め
る

こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
八
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
等
に
対
し
、

応
援
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
第
十
二
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
若
し
く

は
生
命
等
の
保
護
の
措
置
を
講
じ
、
又
は
普
通
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
生
命
等
の
保
護
の

19 20 21 22 19 



措
置
に
つ
い
て
適
切
と
認
め
る
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
関
与
を
行
う
た
め
、
普
通
地

方
公
共
団
体
に
対
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
若
し
く

は
生
命
等
の
保
護
の
措
置
を
講
じ
、
又
は
普
通
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
生
命
等
の
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
適
切
と
認
め
る
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
関

与
若
し
く
は
情
報
の
提
供
を
行
う
た
め
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
意
見
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
命
等
の
保
護
の
措
置

に
つ
い
て
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
（
都
道
府
県
知
事
並

び
に
都
道
府
県
の
委
員
会
及
び
委
員
を
除
く
。
）
に
対
し
、
応
援
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
又
は
市
町
村

の
委
員
会
若
し
く
は
委
員
に
対
し
、
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
等
に
対
し
、

事
態
発
生
市
町
村
の
長
等
を
応
援
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

知
事
室
長
、
部
長
、
会
計
管
理
者
、
副
部
長
等
及
び
知
事
室
長
等
所
属
職
員
の
在
宅
勤
務

に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
あ
を
あ
と
し
、
あ
か
ら
あ

ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
同
欄
９
中
「
あ
か
ら
あ
ま
で
」
を
「
あ
か
ら
あ
ま
で
」
に
改
め
、

同
欄
９
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
８
中
「
転
任
（
」
の
下
に
「
併
任
、
併
任
の
解
任
、
兼
職
及
び
兼

職
の
解
任
並
び
に
」
を
加
え
、
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
欄
８
を
同
欄
あ

と
し
、
同
欄
７
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
６
中
「
あ
つ
せ
ん
」
を
「
の
あ
つ
せ
ん
」
に
改
め
、
同
欄

６
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
中
２
か
ら
５
ま
で
を
４
か
ら
７
ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

２ 

自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
の
安
全
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
職

員
の
派
遣
の
あ
つ
せ
ん
を
求
め
る
こ
と
。 

３ 

自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
委
員
会
又
は
委
員
か
ら
職
員
の
派
遣
の
あ
つ
せ

ん
の
求
め
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
あ
中
「
副
課
長
」
を
「
課
所

長
以
上
の
職
員
の
転
任
（
併
任
、
併
任
の
解
任
、
兼
職
及
び
兼
職
の
解
任
に
限
る
。
）
並
び
に
副

課
長
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
あ
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
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に
改
め
、
同
表
学
事
課
の
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
百
三
十
五

条
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
欄

２
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
三
十
一
条
第

一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第
百
五
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
欄
４
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百
五

十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
五
十
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
百

九
条
第
三
項
（
第
百
五
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
又
は
認
定
」
を
削
り
、
同
欄
６
中
「
第
五

十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
百
二
十
六
条
第
三
項
（
第
百
五
十
二
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
（
第
百
五
十
二
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

８ 

法
第
百
五
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
組
織
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
学
事
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
収
用
定
員
」
を
「
収

容
定
員
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
役
員
」
の
下
に
「
又
は
評
議
員
」
を
加
え
、
同
欄
５
中
「
第
十

四
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
監
査
事
項
を
指
定
す
る
」
を
「
監
査
方
法
を
定

め
る
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
環
境
政
策
課
の
項
第
十
三
号
を
削
り
、
同
表
温
暖
化
対
策
課
の
項
第
一

号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
二
十
一
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第

十
四
項
（
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
十
一
条

第
十
六
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
３
中
「
指
定

障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
二
十
一
条

の
五
の
二
十
七
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
あ

及
び
あ
」
を
「
あ
か
ら1

2

ま
で
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
に
つ
い

て
、
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
の
」
に
改
め
、
同
表
福
祉
監
査
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

１
及
び
３
中
「
指
定
障
害
児
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
欄

７
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
八
第
一
項
」
に
改

め
、
同
欄
８
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
八
第
二

項
」
に
改
め
、
同
表
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
四
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
こ
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
、
同
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
国
保
医
療
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
あ
及
び
あ
を
削
り
、

同
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
あ
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
の
下
に
「
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。 
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別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課
の
項
第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中

「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
五
条

第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
表
金
融
課
の
項
中
第
四

号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

          

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
雇
用
労
働
課
の
項
機
関
名
の
欄
中
「
雇
用
労
働
課
」
を
「
雇
用
・

人
材
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、

第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

              

四 

埼
玉
県
中
小
企

業
制
度
融
資
の
損

失
補
償
契
約
に
係

る
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
の

放
棄
に
関
す
る
条

例
（
令
和
六
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十

三
号
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

埼
玉
県
中
小
企
業
制

度
融
資
の
損
失
補
償
契

約
に
係
る
回
収
納
付
金

を
受
け
取
る
権
利
の
放

棄
に
関
す
る
条
例
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
の
放
棄

に
つ
い
て
決
定
す
る
こ

と
。 

 

 

七 

労
働
者
協
同
組

合
法
（
令
和
二
年

法
律
第
七
十
八
号
。 

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

 

六 

雇
用
の
分
野
に

お
け
る
男
女
の
均

等
な
機
会
及
び
待

遇
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和

四
十
七
年
法
律
第

百
十
三
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

  

１ 

法
第
九
十
四
条
の
十
九
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
労
働 

者
協
同
組
合
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

２ 

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
労
働
者
協
同
組
合
（
次
の
３

及
び
４
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
） 

 

 

 

 

 

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
男
女

雇
用
機
会
均
等
対
策
基
本
方
針
に
関
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 



 

        

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
中
多
様
な
働
き
方
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
雇
用
・
人
材
戦
略

課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
８
中
「
第
十
五
条
の
四

第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十

六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第

五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と
し
、
同
欄
１
中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を

「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

課援支業就 

二 

青
少
年
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
九

十
八
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務 

一 

障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
こ 

の
項
に
お
い
て
「
法
」 

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

  

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る

法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
青
少
年
雇
用
対
策
方

針
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を

述
べ
る
こ
と
。 

１ 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
を
指
定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援 

セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

 

 

 

関
す
る
事
務 

 

 

  

 

  

 

 

に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
組
合
に
対
し
、
期
間
を
定
め

て
、
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停

止
又
は
役
員
の
改
選
を
命
ず
る
こ
と
。 

４ 

法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
組
合
に
対
し
、
解
散
を
命
ず

る
こ
と
。 

 

 



１ 

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
又
は
採
草
放

牧
地
に
係
る
原
状
回
復
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
違
反
転
用
者
等
が
当
該

命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表

す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
十
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
七
条
の
五

十
六
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
十
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
設
定
し
、

土
砂
災
害
警
戒
情
報
を
関
係
の
あ
る
市
町
村
の
長
に
通
知
し
、
及
び
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
」
を
「
設
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

   

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

        

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
建
築
安
全
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第
六
条
第

一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
第
十
八
条
第
二
十
五
項
」

を
「
第
十
八
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
十
五
条

第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第

六
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
住
宅
課
の
項
第
七
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
８
中
「
第
六
十
八
条
」

を
「
第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
、

「
事
業
の
認
可
」
を
「
事
業
認
可
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
同
条

第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
第
八
項
（
同
条
第
十
項
」
を
「
第

五
条
第
九
項
（
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
五
条
第
九
項
（
同
条
第
十
項
」
を
「
第

五
条
第
十
項
（
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
」
の
下
に
「
厚
生
労
働
大
臣
並
び
に
」
を
加

え
、
同
欄
中
あ
及
び
あ
を
削
り
、
同
欄
９
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
災
害
警
戒
情
報
を
関
係
の
あ
る
市
町
村

の
長
に
通
知
し
、
及
び
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償
に
つ
い

て
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
に
、
収
用
委
員
会
に
裁
決
を
申
請
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

標
識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
に
、
収
用
委
員

会
に
裁
決
を
申
請
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
五
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
識
の
設
置
に
伴
う
損
失
の
補
償
に
つ
い

て
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
に
、
収
用
委
員
会
に
裁
決
を
申
請
す
る
こ
と
。 

 

12 

10 

11 



に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

９ 

法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
改
善
に
必
要
な
措
置
を
命
ず

る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
居
住
安
定
援
助
計
画
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
あ
中
「
第
五
十
条
第

一
項
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄1

3

を
同
欄1

6

と
し
、
同
欄1

2

中
「
第

四
十
八
条
」
を
「
第
六
十
八
条
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄1

5

と
し
、
同
欄
あ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
債
務
保
証
業
務
規
程
又
は
残
置
物
処
理
等
業

務
規
程
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
債
務
保
証
業
務
規
程
又
は
残
置
物
処
理
等
業

務
規
程
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
債
務
保
証
業
務
規
程
又
は
残
置
物
処
理
等
業

務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成
又
は
変

更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
支
援
法
人
に
通
知
す
る
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
環
境
政
策
課
の
項
第
十
三
号
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
表
県
土
整

備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
十
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
の
改
正
規
定
（
１
に
係
る
部
分

に
限
る
。
） 

令
和
七
年
七
月
一
日 

二 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
の
改
正
規
定 

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る

賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

四
十
三
号
）
の
施
行
の
日 

10 12 

12 

13 14 17 

13 

13 

16 

12 

11 

15 
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規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
二
中
「
及
び
埼
玉
学
園
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
中
第
七
十
八
号
を
第
七
十
九
号
と
し
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
七
十
七

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
六
十
四
号
中
「
第
七
十
五
号
」
を
「
第
七
十
六
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
欄
第
六
十
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
六
十
三
号
を
第
六
十
四
号
と
し
、
第
十
五
号

か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
十
四
号
中
「
第
六
十
三
号
」
を
「
第
六

十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
欄
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四 

職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を

第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
六

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
す
る
。 

               

二
十
六 

埼
玉
県
土

砂
の
堆
積
に
よ
る

土
壌
の
汚
染
の
防

止
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十

四
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い

う
。
）

及
び
埼
玉
県
土
砂

の
堆
積
に
よ
る
土

壌
の
汚
染
の
防
止

に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
十

 

１ 

条
例
第
六
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
有
害
物
質
に
よ

る
人
の
健
康
に
係
る
被

害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
い
旨
の
確
認
を
す
る

こ
と
。 

２ 

条
例
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
調
査
の
結

果
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

３ 

条
例
第
七
条
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の

 

 

 

 

 

 

 

１ 

条
例
第
六
条
第
二
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂

の
堆
積
の
停
止
を
命
じ
、
又
は

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
そ
の
職
員
に
事
務

所
等
に
立
入
検
査
を
さ
せ
、
土

砂
を
収
去
さ
せ
、
又
は
関
係
者

に
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

委
任
さ
れ
た
事
務
又
は
専
決

 

 



                 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

               

四
年
埼
玉
県
規
則

第
百
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 

行
為
に
係
る
土
砂
の
堆

積
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

４ 

規
則
第
四
条
第
一
項

第
一
号
ヌ
の
規
定
に
基

づ
き
、
調
査
が
必
要
と

認
め
る
物
質
を
通
知
す

る
こ
と
。 

５ 
規
則
第
四
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
調
査
方
法
を
通
知

す
る
こ
と
。 

６ 

規
則
第
六
条
第
十
九

号
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
号
に
規
定
す
る
事
業

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
。 

 

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関

し
て
立
入
検
査
を
す
る
職
員
に

対
し
、
条
例
第
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

を
交
付
す
る
こ
と
。 

 

二
十
六 

埼
玉
県
土

砂
の
排
出

、
た
い

積

等
の
規
制
に
関

す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
七
年
埼
玉

県
条
例
第
●
●
●

号
）
附
則
第
二
項
、

第
三
項
及
び
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
改
正
前
の
埼
玉

 

１ 

旧
条
例
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

変
更
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

２ 

旧
条
例
第
十
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
届
出

の
内
容
を
通
知
す
る
こ

と
。 

３ 

旧
条
例
第
十
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
完
了

等
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

４ 

旧
条
例
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

 

 

 

  

１ 

旧
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

こ
と
。 

２ 

旧
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
勧
告
に

従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
そ
の
旨

を
公
表
す
る
こ
と
。 

３ 

旧
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
搬
入

禁
止
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
。 

４ 

旧
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
し
た

土
砂
搬
入
禁
止
区
域
を
公
示
す

 

 



                                  

 

県
土
砂
の
排
出
、

た

い
積
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「

旧
条
例
」
と

い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務 

 

土
砂
の
た
い
積
に
係
る

変
更
の
許
可
を
す
る
こ

と
。 

５ 

旧
条
例
第
十
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
旧
条
例
第
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

許
可
に
条
件
を
付
す
る

こ
と
。 

６ 
旧
条
例
第
二
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
変
更

の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

７ 

旧
条
例
第
二
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
許

可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

８ 

旧
条
例
第
二
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
着

手
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

９ 

旧
条
例
第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 
 

旧
条
例
第
二
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
調

査
の
結
果
の
届
出
を
受

理
す
る
こ
と
。 

 

 
 

旧
条
例
第
二
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
完

了
等
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

 

る
こ
と
。 

５ 

旧
条
例
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
搬
入
禁

止
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
こ

と
。 

６ 

旧
条
例
第
三
十
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
条
例
第
二

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
解
除
し
た
旨
を
公
示
す
る

こ
と
。 

７ 

旧
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項 

又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、 

土
砂
の
た
い
積
の
中
止
を
命
じ
、

又
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

８ 

旧
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
。 

９ 

旧
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
勧
告

に
従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
そ
の

旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 
 

旧
条
例
第
三
十
三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
報
告
又
は
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

旧
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
職
員

に
事
務
所
等
に
立
入
検
査
を
さ

せ
、
土
砂
を
収
去
さ
せ
、
又
は

関
係
者
に
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

委
任
さ
れ
た
事
務
又
は
専
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
関

し
て
立
入
検
査
を
す
る
職
員
に
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別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と
し
、

同
欄
あ
中
「
第
八
十
一
条
の
三
」
を
「
第
八
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、

同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
同
欄
あ
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・

就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま

で
と
し
、
あ
を
あ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
に
つ
い
て
、
そ
の
氏

名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
を
実
施
す
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
等
に
通
知
す
る

こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

行
つ
た
旨
を
当
該
通
知
に
係
る
特
定
被
保
護
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
五
十
五
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
対
象
事
業
の
利
用
の

状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
自
立
を
助
長
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と
し
、

あ
を
あ
と
し
、
あ
を
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
被
保
護
者
で
あ
つ
て
、
特
定
教
育
訓
練
施
設
に
確
実

に
入
学
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付

金
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
８
か
ら
あ
ま
で
を
９
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
７
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

８ 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
調
整
会
議
を
組
織
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
若
し
く
は

第
九
条
第
一
項
」
を
「
、
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

施
行
令
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
施
行
令
附
則
第
八
条
第
五
項
」
を
「
又
は
施
行
令

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
６

中
「
、
第
三
十
七
条
第
六
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
六
項
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
附
則
第
八
条
第
六
項
」
を
「
又
は
第
三
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同

欄
９
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
、
施
行
令
附

則
第
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い

て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
七
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お

 
 

 
 

対
し
、
旧
条
例
第
三
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 
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い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
七
項
、
施
行
令
附
則
第
八
条

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
、
施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
施
行
令
附
則
第
八
条
第
七
項
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
九
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
、
施
行
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
六
条
、
施
行
令
附
則
第
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
六
条
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
施
行
令
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
施

行
令
第
十
六
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
又
は
施
行
令
第
三
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
令
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
」
を
削
り
、
同
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
あ
中
「
別

表
第
十
七
第
九
号
ハ
」
を
「
別
表
第
十
七
第
九
号
ニ
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄

あ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

施
行
規
則
別
表
第
十
七
第
九
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
保
健
用
食
品
及
び
機
能
性
表

示
食
品
に
係
る
健
康
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
南
部
保
健
所
長
、
春
日
部
保
健
所
長
、
狭
山
保
健
所
長
及
び
熊

谷
保
健
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
並
び
に
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
を
受

け
た
施
設
」
を
削
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
９
中
「
第
十

五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
あ
中
「
第

五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
９
中

「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄

８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

９ 

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
に
係
る
原
状
回
復
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
違
反
転
用
者
等
が
当
該
命

令
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す

る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八

号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
一
号
専
決
事
項
の

欄
中
「
第
十
七
条
の
五
十
六
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
二
号
中
「
鉄
道
線
路
の
道
路
へ

の
敷
設
許
可
手
続
を
定
め
る
政
令
」
を
「
鉄
道
線
路
の
道
路
へ
の
敷
設
の
許
可
手
続
を
定
め
る
政

令
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五
号
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を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
国
土
交
通
省
所
管
国
有
財
産
取

扱
規
則
」
の
下
に
「
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
訓
令
第
六
十
一
号
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事

務
の
欄
中
「
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
の
設
置
を
決
定
す
る
」
を
「
を
設

置
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、

第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務

所
長
の
項
第
三
号
及
び
同
表
総
合
治
水
事
務
所
長
の
項
第
七
号
中
「
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第

二
十
九
条
」
に
、
「
の
設
置
を
決
定
す
る
」
を
「
を
設
置
す
る
」
に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン

タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
５
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条

第
三
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ
を
あ
と
し
、
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、

あ
を
あ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

あ 

施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
が
通
行
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
中
あ
を
あ
と

し
、
あ
か
ら
あ
ま
で
を
あ
か
ら
あ
ま
で
と
し
、
あ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
十
八
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を

受
け
た
者
か
ら
審
査
報
告
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第

二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
十
九
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
認
済

証
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工

作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に

適
合
し
な
い
と
認
め
る
旨
を
国
の
機
関
の
長
等
及
び
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
二
十
七
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
完
了

検
査
報
告
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規

定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
三
十
六
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
中
間
検
査
報
告
書
（
施
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行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 
法
第
十
八
条
第
三
十
九
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
仮
使
用
認
定
報
告
書

（
施
行
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
建
築
設
備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作

物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

あ 

法
第
十
八
条
第
四
十
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
使
用
認
定
通
知
書
（
施
行
令
第
百
四
十
六
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
設

備
並
び
に
施
行
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
が
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
旨
を
国
の
機
関
の
長
等
及
び
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
こ

と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
六
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
第

一
号
）
」
の
下
に
「
の
施
行
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
八
条
」

を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
３
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
十
二
条
第

四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第

五
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
７

中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」

を
「
第
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
中
「
第

十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
削
り
、
同
欄
あ

中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
に
」
を
「
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
等
に
」
に
、
「
特
定
建
築
物

等
を
」
を
「
当
該
建
築
物
等
を
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
十
七
条
第

二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を

削
り
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」

に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、

同
欄
あ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
（
法
第
三

十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第

三
項
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
法
第
三
十
一
条
第
二
項
」
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に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、

同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を

同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と

し
、
同
欄
中
あ
か
ら
あ
ま
で
を
削
り
、
同
欄
あ
中
「
第
六
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
二

項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に

改
め
、
同
欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
欄
あ
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
改
め
、
同

欄
あ
を
同
欄
あ
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                          

 

長所ータンセ全安築建越川  
 

宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第

百
九
十
一
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務
（
都

市
計
画
法
第
二
十
九

条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

埼
玉
県
川
越
建
築
安

全
セ
ン
タ
ー
所
長
が

許
可
し
た
開
発
行
為

に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
又
は

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
中
間
検
査
を
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
又
は

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
中
間
検
査
合
格

証
を
交
付
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
定
期
の
報
告
を

受
理
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
二
項
又
は

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
工
事
主
等
に
対

し
、
災
害
防
止
措
置
を
と
る

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
条
第
三
項
又
は

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者
等

に
対
し
、
当
該
土
地
の
使
用

を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限

し
、
又
は
相
当
の
猶
予
期
限

を
付
け
て
、
災
害
防
止
措
置 

を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
条
第
四
項
又
は  
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第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
工
事
主
等
に
対

し
て
工
事
の
施
行
の
停
止
を

命
じ
、
又
は
工
事
に
従
事
す

る
者
に
対
し
て
工
事
に
係
る 

作
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
又

は
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
の
所
有

者
、
管
理
者
、
占
有
者
、
工

事
主
又
は
工
事
施
行
者
に
対

し
、
擁
壁
等
の
設
置
又
は
改

造
そ
の
他
宅
地
造
成
等
に
伴

う
災
害
の
防
止
の
た
め
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告

す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又

は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者

等
に
対
し
、
擁
壁
等
の
設
置

若
し
く
は
改
造
、
地
形
若
し

く
は
盛
土
の
改
良
又
は
土
石

の
除
却
の
た
め
の
工
事
を
行

う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

９ 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又

は
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
土
地
所
有
者

等
以
外
の
者
で
宅
地
造
成
等

に
関
す
る
不
完
全
な
工
事
そ

の
他
の
行
為
を
し
た
も
の
に

対
し
、
擁
壁
等
の
設
置
若
し

く
は
改
造
、
地
形
若
し
く
は

盛
土
の
改
良
又
は
土
石
の
除

却
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ

 

 

 



                     

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の

表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所

長
の
項
の
次
に
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

と
を
命
ず
る
こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
、
法
第
二
十
四

条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る

こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
、
法
第
二
十
五

条
又
は
第
四
十
四
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
報
告
を
求
め
る

こ
と
。 

あ 

専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
関
し
て
立
入
検
査
を

す
る
職
員
に
対
し
、
法
第
七

条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条

第
二
項
及
び
法
第
四
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す

証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 
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規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
号 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

目
次
中
「
・
第
百
五
十
条
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
の
表
福
祉
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
産
業
労
働
部
の
項
中 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

    
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
四
環
境
政
策
課
の
項
第
十
八
号
を
削
り
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第

二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
条
産
業
廃
棄
物
指
導
課
の
項
第

六
号
中
「
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉
県
土
砂
の
堆
積

に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
条
み
ど
り
自
然
課
の
項
中
第
二
十
二

号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

生
物
多
様
性
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。 

第
八
条
福
祉
政
策
課
の
項
第
七
号
中
「
病
院
部
門
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
」
を
「
障
害
者
福
祉

就

業

支

援

課 

雇

用

・

人

材

戦

略

課 

 

「 

高

齢

者

福

祉

課 

 」

ね

ん 

高

課 

「 

ね

ん

り

ん

ピ

ッ

ク

推

進

課 

高

齢

者

福

祉

課 

 

多

様

な

働

き

方

推

進

課 

人

材

活

躍

支

援

課 

雇

用

労

働

課 

 

多

様

な

働

き

方

推

進

課 

人

材

活

躍

支

援

課 

雇

用

労

働

課 

「 

」 

」 

就

業

支

援

課 

雇

用

・

人

材

戦

略

課 

 

「 

」 



推
進
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
社
会
福
祉
課
の
項
中
第
二
十
九
号
を

第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
九 

埼
玉
県
拉
致
問
題
等
の
早
期
解
決
に
向
け
た
施
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行

（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

第
八
条
高
齢
者
福
祉
課
の
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
課 

 

第
三
十
八
回
全
国
健
康
福
祉
祭
埼
玉
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。 

第
八
条
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
第
十
三
号
中
「
福
祉
政
策
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
」
を
「
福
祉
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
こ
ど
も
政
策
課
の
項
中
第

十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九 

埼
玉
県
こ
ど
も
・
若
者
基
本
条
例
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

第
八
条
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
六
号
中
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
こ

ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
国
保
医
療
課
の
項
第
四
号
中
「
乳
幼
児
医
療
費
支
給
事
業
」
を
「
こ
ど
も
医
療
費
支
給

事
業
」
に
改
め
、
同
条
健
康
長
寿
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

県
民
の
健
康
増
進
に
関
す
る
こ
と
。 

第
九
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
十
条
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課
の
項
第
七
号
中
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
金
融
課
の

項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

埼
玉
県
中
小
企
業
制
度
融
資
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利

の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
条
雇
用
労
働
課
の
項
中
「
雇
用
労
働
課
」
を
「
雇
用
・
人
材
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
項
中

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
六

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加

え
る
。 九 

外
国
人
材
の
雇
用
支
援
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る 

こ
と
。 

十 

働
き
方
改
革
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

事
業
所
内
保
育
所
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 



第
十
条
雇
用
労
働
課
の
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
及
び
就
業

支
援
」
を
「
、
多
様
な
働
き
方
の
推
進
及
び
労
働
者
の
福
祉
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号

と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
三 

労
働
福
祉
団
体
の
指
導
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四 
労
働
福
祉
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

十
五 

労
働
者
協
同
組
合
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

十
六 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
労
使
関
係
の
安
定
、
多
様
な
働
き
方
の
推
進

及
び
労
働
者
の
福
祉
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
条
人
材
活
躍
支
援
課
の
項
中
「
人
材
活
躍
支
援
課
」
を
「
就
業
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項

中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
を
削
り
、
同
項
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。 

四 

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
未
然
の
防
止
及
び
自
主
的
な
解
決
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

労
働
相
談
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

武
蔵
浦
和
合
同
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
就
業
支
援
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る

こ
と
。 

十 

前
各
号
の
ほ
か
、
就
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

第
十
条
多
様
な
働
き
方
推
進
課
の
項
を
削
る
。 

第
十
三
条
都
市
計
画
課
の
項
第
八
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中
「
連
絡
調
整
（
」
の
下
に
「
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
及
び
」
を
加
え
る
。 

第
十
九
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
中
「
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
」
を
「
埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第

十
六
号
中
「
、
採
石
業
者
及
び
土
採
取
業
者
」
を
「
及
び
採
石
業
者
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
の
表
埼
玉
県
南
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
二
十
条
の
表
埼
玉
県
川
越
児
童
相
談
所
の
項
中
「
、
富
士
見
市
」
及
び
「
、
日
高
市
、
ふ
じ

み
野
市
」
を
削
り
、
「
入
間
郡
」
の
下
に
「
（
三
芳
町
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
埼
玉
県
所

沢
児
童
相
談
所
の
項
中
「
朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
」
を
「
日
高
市
」
に
改
め
る
。 

第
百
三
十
一
条
の
十
五
第
二
項
中
「
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住

埼
玉
県
朝
霞
児
童
相
談
所 

朝
霞
市 

朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
富
士
見
市
、

ふ
じ
み
野
市
、
入
間
郡
の
う
ち
三
芳
町 

 



宅
の
認
定
に
関
す
る
事
務
」
を
「
、
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定

に
関
す
る
事
務
並
び
に
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
（
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所

長
が
許
可
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
工
事
に
関
す
る
同
法
に
基
づ
く
事
務
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
九
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。 

第
百
五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
五
十
条 

削
除 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
保
護
審
議
会
の
項
中
「
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
保

護
審
議
会
」
を
「
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
保
護
審
議
会
」
に
改
め
、
「
第
三
十
条
の
四
十
第
二

項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
「
本
人
確
認
情
報
の
」
を
「
本
人
確
認
情
報
及
び
附
票
本
人
確
認
情
報
の
」

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
私
立
学
校
審
議
会
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
企
画
財
政
部
の
項
中
「
議
会
及
び
行
政
管
理
等
」
を
「
議
会
等
」

に
、
「
行
政
改
革
」
を
「
行
政
経
営
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    
 

         

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

   

 

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
環
境
部
の
項
を
削
り
、
同
表
職
員
健
康
支
援
課
、
感
染
症
対
策
課

危
機
管
理
防

災
部 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ

Ａ
推
進
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
の
推
進
に
関

す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

 
 

都
市
整
備
部 

ま
ち
づ
く
り
局

長 都
市
政
策
・
公

園
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
都
市
計
画
、
市
街
地
整
備
、
建

築
行
政
、
住
宅
行
政
、
県
有
建
物
の
営
繕
及
び
設
備

に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
特
に
指
定
さ

れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に

関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
都
市
整
備
、
都
市
公
園
及
び
産

業
基
盤
づ
く
り
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ

れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。 

 



及
び
医
療
人
材
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      
 

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

 

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
高
齢
者
福
祉
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
医
療
政
策
局

長
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

六 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
四
環
境
政
策
課

の
項
及
び
産
業
廃
棄
物
指
導
課
の
項
、
第
十
三
条
都
市
計
画
課
の
項
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項

並
び
に
第
百
三
十
一
条
の
十
五
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
同
表
の
上
欄
に
対
応
す
る
下
欄
に
掲
げ
る
機

関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

    

災
害
対
策
課 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策

幹 
上
司
の
命
を
受
け
、
防
災
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特

に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、

課
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

事
務
を
整
理
す
る
。 

 

管
財
課 

県
庁
舎
再
整
備

政
策
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
県
庁
舎
の
再
整
備
に
関
す
る
事

務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ

ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を
指
揮
監
督
す
る

と
と
も
に
、
課
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務

を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

産
業
労
働
部
人
材
活
躍
支
援
課 

産
業
労
働
部
雇
用
労
働
課 

産
業
労
働
部
就
業
支
援
課 

産
業
労
働
部
雇
用
・
人
材
戦
略
課 

 



規

則 

埼
玉
県
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号 

埼
玉
県
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
中
「
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
」
を
「
公
示
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
及
び
記
名
し
」
を
削
る
。 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「
（
あ
て
」
を
「
（
宛
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
聴
聞
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 



規

則 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
同
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
」
を
「
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ
の
他
の
児
童
、
生
徒
又
は

学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は
生
徒
」

を
「
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
七
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
を
削
る
。 

第
十
五
条
中
「
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
五
条 

条
例
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
県
立
の
中
学
校
に
お
け

る
学
校
給
食
費
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
学
校
給
食
費
を
い
う
。
）
に
係
る
援
助
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。 

第
十
七
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
「
又
は
生

徒
」
を
「
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
第
一
号
ト
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
第
九
号
中
「
進
学
準
備
給
付
金
の
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
」
に
、
「
外

国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
外
国
人
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情

報
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
の

規
定
中
「
外
国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
外
国
人
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

支
給
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。 



第
四
条
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
」
に
改
め
、
「
高
等
学
校
等
」

の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
保
護
者
等
」
の
下

に
「
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
そ

の
他
の
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で

定
め
る
事
務
）
」
を
付
す
る
。 

第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。 

第
七
条
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

と
す
る
。 

第
八
条
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条

と
す
る
。 

第
九
条
中
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。 

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
中
「
別
表
第
一
の
十
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

八
条
と
す
る
。 

第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
の
生
徒
等
」
の
下
に
「
（
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
生
活
保
護
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す

る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に

困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活

に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第

二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
停
止
若
し
く
は

廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
二

の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 



第
十
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

一 

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の

開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る

保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条

の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と

い
う
。
） 

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外

国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前

号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
号
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
十
九
条
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」

を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第

十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
四 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人

等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
条
第
七
号
に
お
い
て
「
平
成

十
九
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
並
び
に

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

六
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
支

援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附

則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
、
平
成
十
九
年
改
正
法

附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
、



平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条

第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
又
は
支
給
を
受
け
て
い
た
者

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
要
支
援
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
外
国
人

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
、
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
又
は
外
国
人
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報 

第
十
九
条
第
二
十
五
号
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
」
の

下
に
「
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
十
号
中
「
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二
条

第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
二
十
条
第
二
十
一
号
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

三
十
八
号
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
又
は
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
又
は
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支

援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
弁
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別
支
援

学
校
就
学
奨
励
支
弁
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同

条
第
二
号
中
「
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
支
弁
関

係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
情
報
」
を
「
特
別
支
援
学
校
就
学
奨
励
支
弁
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と

し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」

を
付
す
る
。 

第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
十
八

条
と
す
る
。 

第
二
十
六
条
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に

改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
外

国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 



第
二
十
八
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し

て
「
（
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

第
十
二
条
第
九
号
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」

に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
十
六
条
に
」
を
「
第
十
七
条
に
」
に
、
「
第
十
六
条
第
七

号
」
を
「
第
十
七
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」

に
改
め
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
九
条
に
」
を
「
第
二
十
条
に
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事

務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 

第
八
条
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条

と
す
る
。 

第
七
条
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条

と
す
る
。 

第
六
条
中
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条

と
す
る
。 

第
五
条
中
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条

と
す
る
。 

第
四
条
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。 

第
三
条
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条

と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。 

一 

知
事
が
指
定
し
た
特
定
の
疾
患
（
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
（
第
Ⅰ
因
子
（
フ

ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
）
欠
乏
症
、
第
Ⅱ
因
子
（
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
）
欠
乏
症
、
第
Ⅴ
因
子
（
不

安
定
因
子
）
欠
乏
症
、
第
Ⅶ
因
子
（
安
定
因
子
）
欠
乏
症
、
第
Ⅷ
因
子
欠
乏
症
（
血
友
病



Ａ
）
、
第
Ⅸ
因
子
欠
乏
症
（
血
友
病
Ｂ
）
、
第
Ⅹ
因
子
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
プ
ラ
ウ
ア
）
欠

乏
症
、
第
Ⅺ
因
子
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
）
欠
乏
症
、
第
Ⅻ
因
子
（
ヘ
イ
グ
マ
ン
因
子
）
欠
乏
症
、
第

十
因
子
（
フ
ィ
ブ
リ
ン
安
定
化
因
子
）
欠
乏
症
、
ｖ
ｏ
ｎ 

ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
（
フ

ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ド
）
病
及
び
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
を

い
う
。
）
、
橋
本
病
、
特
発
性
好
酸
球
増
多
症
候
群
（
好
酸
球
性
消
化
管
疾
患
、
好
酸
球

性
多
発
血
管
炎
性
肉
芽
腫
症
及
び
好
酸
球
性
副
鼻
腔
炎
を
除
く
。
）
、
原
発
性
骨
髄
線
維

症
及
び
溶
血
性
貧
血
（
自
己
免
疫
性
溶
血
性
貧
血
及
び
発
作
性
夜
間
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
尿
症

を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
り
患
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
等
患
者
」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
医
療
の
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
」

と
い
う
。
）
に
係
る
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務 

二 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
の
支
給
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

三 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
に
係
る
受
給
者
証
の
交
付
、
再
交

付
又
は
返
還
に
関
す
る
事
務 

四 

特
定
疾
患
等
患
者
に
対
す
る
特
定
疾
患
等
医
療
給
付
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受

理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
附
則
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日 

 



規

則 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る

事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す

る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
百
三
項
９
、
第
百
五
項
第
二
号
３
」
を
「
第
百
四
項
９
、
第
百
六
項
第
二
号

３
」
に
、「
第
百
六
項
４
、
第
百
八
項
７
並
び
に
第
百
十
二
項
第
十
一
号
９
」
を
「
第
百
七
項
４
、

第
百
九
項
７
並
び
に
第
百
十
三
項
第
十
一
号
９
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
号
上
欄
中
「
別
表

第
百
三
項
９
」
を
「
別
表
第
百
四
項
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
五
項

第
二
号
３
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
二
号
３
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百

五
項
第
五
号
２
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
五
号
２
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
上
欄
中
「
別
表

第
百
六
項
４
」
を
「
別
表
第
百
七
項
４
」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
八
項

７
」
を
「
別
表
第
百
九
項
７
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
十
一

号
９
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
十
一
号
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
号
上
欄
中
「
別
表
第
百

十
二
項
第
十
二
号 

」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
十
二
号 

」
に
改
め
、
同
号
下
欄
中
「
、
規

則
第
七
十
七
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
並
び
に
規
則
第
七
十
七
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、

「
並
び
に
規
則
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
受
理
書
の
交
付
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
一
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
一
号
６
」
に
改
め
、

同
条
の
表
第
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
一
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
一
号
６
」

に
改
め
、
同
表
第
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
二
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
二

号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
三
号
７
」
を
「
別
表
第
百
十
三

項
第
三
号
７
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
四
号
７
」
を
「
別
表
第

百
十
三
項
第
四
号
７
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
五
号
６
」
を
「
別

表
第
百
十
三
項
第
五
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
六
号
６
」

を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
六
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
七

号 

」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
七
号 

」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二

項
第
十
三
号
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す

11 

11 

13 

13 



る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
百
四
項
９
、
第
百
六
項
第
二
号
３
」
を
「
第
九
十
五
項 

、
第
百
五
項
９
、

第
百
七
項
第
二
号
３
」
に
、「
第
百
七
項
４
、
第
百
九
項
７
」
を
「
第
百
八
項
４
」
に
改
め
、
同

条
の
表
中
第
十
四
号
を
削
り
、
同
表
第
十
三
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
七
項
４
」
を
「
別
表
第
百

八
項
４
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
四
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
六
項

第
五
号
２
」
を
「
別
表
第
百
七
項
第
五
号
２
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
三
号
と
し
、
同
表

第
十
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
六
項
第
二
号
３
」
を
「
別
表
第
百
七
項
第
二
号
３
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
四
項
９
」
を
「
別
表
第
百
五

項
９
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
九
号
上
欄
中
「
別
表
第
九
十
四
項 

」

を
「
別
表
第
九
十
五
項 

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
八
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

       

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
七

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

九 

条
例
別
表
第
九
十
四

項 

に
規
定
す
る
規
則

に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ

て
別
に
規
則
で
定
め
る

も
の 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
細
則
（
令
和
七

年
埼
玉
県
規
則
第
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
同
規
則
第
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
協
議
書
の
受
理
、
同
規
則
第
六
条
及
び
第
七

条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
並
び
に
同
規
則
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付 

 

 

 

17 

17 

17 

17 



・ 

性
別
 

最
終
学
歴

 

男
 

女
 

明
・
大

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
卒
業

 

昭
・
平

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
中
退

 

 

」 

「 
明
・
大

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日
生

 

昭
・
平

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

 
 

 
歳
）

 

 

明
・
大
・
昭
・
平

 

 
 
年

 
 
月

 
 

 
日
生
（

 
 
歳
）

 

 

」 

 
 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
 
日
生

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
 
歳
）

 

 

規

則 

埼
玉
県
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
表
彰
規
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

  

様
式
第
二
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
改
め
る
。 

   

様
式
第
三
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
る
。 

  

様
式
第
五
号
中 
 

 

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」 

最
終
学
歴

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
卒
業

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
中
退

 

「
明
・
大
・
昭
・
平
」

 

「 

」 

「 
最
終
学
歴

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
卒
業

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
中
退

 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日
生

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

 
 

 
歳
）

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日
生
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歳
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年

 
 

 
月

 
 

 
 
日
生
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歳
）

 

 

「 

印
 

「 

」 



規

則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号
） 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
） 

第
五
条
の
二 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全

部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
在
宅
勤
務
等

手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
の
額
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九

号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

次
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
給
与
条

例
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
者
の
報
酬
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
い
う
。

以
下
「
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）
の
月
額
」
を
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
基
本
額
、

当
該
基
本
額
に
給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

割
合
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
給
与
条
例
第
九
条
の
三
に
規
定
す
る
割
合
）
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）

及
び
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
の
合
計
額
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
そ
の
者
の
基
本
報
酬
の
日
額
」
を
「
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
基
本

額
、
当
該
基
本
額
に
給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
給
与
条
例
第
九
条
の
三
に
規
定
す
る
割
合
）
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た

額
）
及
び
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
二
十
一
で
除
し

て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入

し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
基
本
報
酬
」
を
「
報
酬
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額



を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め

る
。 

 
第
十
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
」
を
「
そ
の
者
の
基
本
報
酬
の
日
額
を
、

そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十

銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                  

号給  報酬月額  

 円  

１  335,000 

２  345,000 

３  355,000 

４  360,000 

 

別表第２（第２条関係）

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円 円 円

1 286,230 246,231 229,056 247,584 259,526 242,695 250,806

2 231,185 248,438 244,824 252,935

3 233,314 249,351 246,548 255,064

4 234,430 250,263 248,575 256,180

5 235,584 251,176 250,806 257,295

6 236,660 252,088 252,935 258,410

7 237,779 253,001 255,064 259,526

8 238,688 256,731 256,180

9 239,601 257,295

10 240,513 258,410

11 241,426 259,526

12 242,338

13 243,251

14 246,231

医療職報酬等基準額表⑵

職種
薬剤師
獣医師

管理栄養士

栄養士（管
理栄養士を
除く。）
衛生検査技
師

診療放射線
技師
臨床検査技
師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士

義肢装具士 歯科衛生士

号給

歯科技工士



                                 

別表第４（第２条関係）

月額 月額

円 円

1 190,617 228,784

2 192,347 229,917

3 193,959 230,966

4 195,584 232,150

5 197,217 233,197

6 198,927 234,319

7 200,550 235,427

8 202,184 236,550

9 203,793 237,660

10 205,517 238,672

11 207,241 239,750

12 208,984 240,599

13 210,317 241,584

14 211,917 242,455

15 213,527 243,234

16 215,048 244,084

17 216,584 244,756

18 218,191 245,395

号給

行政事務報酬等基準額表

職種

前記以外の職

標準的な会計年度任用職員の職務を
行うもの

相当の知識又は経験を必要とする会
計年度任用職員の職務を行うもの

別表第３（第２条関係）

月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円

1 264,369 268,066 256,666 230,585 220,985

2 265,534 269,080 257,750

3 266,650 269,993 258,623

4 267,562 270,916 259,559

5 268,373 271,818 260,418

6 269,083

7 269,793

医療職報酬等基準額表⑶

職種 保健師

看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

看護師
（外来業務に
従事するもの）

准看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

准看護師
（外来業務に
従事するもの）

号給



                 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

19 219,850 245,973

20 221,450 246,612

21 223,117 247,188

22 224,784 247,829

23 226,150 248,405

24 227,450 248,950

25 228,787 249,433



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則 

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
号
中
「
管
理
部
長
」
を
「
経
営
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
号
中
「
主
幹
」
の
下
に
「
、
管
路
対
策
幹
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
中
「
当
該
退
職
手
当
管
理
機
関
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
」
を
「
公
示
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
及
び
記
名
し
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
手

続
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

○ 印
 

○ 印
 

「
あ
て
先
」
 

「
宛
先
」
 

「
宛
先
」
 

「
あ
て
先
」
 



規

則 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改 

 
 

 

正
す
る
規
則 

 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年

埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」

を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。 

（
自
家
用
自
動
車
使
用
の
場
合
の
旅
費
） 

第
九
条 

条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
三
円

と
す
る
。 

 

（
内
国
旅
行
の
日
当
の
調
整
） 

第
十
条 

内
国
旅
行
の
日
当
（
条
例
第
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
に
係
る
も
の
に

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第
十
八
条
第
一
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 
八
百
円 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

千
六
百
円 

２ 

内
国
旅
行
の
日
当
の
額
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又

は
車
賃
（
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
第
十
二
条
第
三
項
に

お
い
て
「
鉄
道
賃
等
」
と
い
う
。
）
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
条
例
第

十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
千
六
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

（
内
国
旅
行
の
宿
泊
料
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
（
次
項
、
別
表
第
十
一
及
び
別
表
第
十

三
に
お
い
て
「
宿
泊
料
基
準
額
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
の
た
め
に
現
に
支

払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
料
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。 

 

一 

会
議
等
に
参
加
す
る
場
合
で
、
当
該
会
議
の
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
、
旅

行
者
に
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
余
地
が
な
く
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
き
。 



 

二 

埼
玉
県
議
会
議
員
、
知
事
、
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
、
常
勤

の
監
査
委
員
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
、
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
県
議
会
議
員
等
」
と
い
う
。
）
の
内
国
旅
行
に
同
行
す
る
職
員
が
県
議

会
議
員
等
と
同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。 

 

三 

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
該
当
す
る
と
し
て
最
も
安
価
な
宿

泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。 

 

（
外
国
旅
行
の
日
当
） 

第
十
二
条 

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

外
国
旅
行
の
日
当
の
額
は
、
条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
の
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
で
定
め
る
額
か
ら

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で

定
め
る
額
の
三
分
の
一
の
額 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で
定
め
る
額
の

三
分
の
二
の
額 

３ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
日
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
移
動
の

到
着
地
に
応
じ
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
鉄
道
賃
等
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
日
当
の
額
の
三
分
の
一
の

額
と
す
る
。 

 

（
外
国
旅
行
の
宿
泊
料
） 

第
十
三
条 

条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額

は
、
別
表
第
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る

場
合
は
、
第
十
一
条
第
二
項
の
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中
「
内
国

旅
行
」
と
あ
る
の
は
、
「
外
国
旅
行
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
旅
費
の
返
納
に
係
る
給
与
の
種
類
） 

第
十
四
条 

条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
給
与
の
種
類
は
、
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三

十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
又
は
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条

例
第
八
十
号
）
に
規
定
す
る
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
単
身
赴
任

手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を

含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、



時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
管
理
職
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手

当
、
農
林
業
普
及
指
導
手
当
、
日
直
手
当
、
宿
直
手
当
及
び
教
職
調
整
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
給
与
及
び
報
酬
と
す
る
。 

 
 

                   
 
 

         

別
表
第
十
第
一
号
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
中 

算出根拠 

区
 

 
分

 
金

 
 

額
 

摘
 

 
 

 
 

 
 

要
 

鉄
 

道
 

賃
 

円
 

 

船
 

 
 

賃
 

円
 

 

航
 

空
 

賃
 

円
 

 

車
 

 
 

賃
 

円
 

 

日
 

 
 

当
 

円
 

 

宿
 

泊
 

料
 

円
 

 

食
 

卓
 

料
 

円
 

 

そ
 

の
 

他
 

円
 

 

計
 

円
 

 

 
 

         

 

算出根拠 

区
 

 
分

 
金

 
 

額
 

摘
 

 
 

 
 

 
 

要
 

鉄
 

道
 

賃
 

円
 

 

船
 

 
 

賃
 

円
 

 

航
 

空
 

賃
 

円
 

 

車
 

 
 

賃
 

円
 

 

日
 

 
 

当
 

円
 

 

宿
 

泊
 

料
 

円
 

 

そ
 

の
 

他
 

円
 

 

計
 

円
 

 

 

」 を 

「 

 

        

」 に
改
め
る
。 

「 



別
表
第
十
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

別
表
第
十
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
の
」
を
「
第
二
十
条
の
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」

を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改

め
、
同
表
第
七
号
中
「
第
二
十
五
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
三
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
表

第
八
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
第
二
十
七
条
」
を

「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
十
一
（
第
十
一
条
関
係
） 

                    

四 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
宿

泊
料 

三 
条
例
第
十
六
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
車
賃 

二 

条
例
第
十
五
条
の
航
空
賃 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
及
び
第
十
一
条
第
二
項
各
号

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料 公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
を
証
明
す

る
資
料
及
び
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

 

山
梨
県 

福
井
県 

石
川
県 

富
山
県 

新
潟
県 

神
奈
川
県 

東
京
都 

千
葉
県 

埼
玉
県 

群
馬
県 

栃
木
県 

茨
城
県 

福
島
県 

山
形
県 

秋
田
県 

宮
城
県 

岩
手
県 

青
森
県 

北
海
道 

区 
 

 

分 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

 



                             

別
表
第
十
二
（
第
十
二
条
関
係
） 

 

一 

本
邦 

   

二 

外
国 

沖
縄
県 

鹿
児
島
県 

宮
崎
県 

大
分
県 

熊
本
県 

長
崎
県 

佐
賀
県 

福
岡
県 

高
知
県 

愛
媛
県 

香
川
県 

徳
島
県 

山
口
県 

広
島
県 

岡
山
県 

島
根
県 

鳥
取
県 

和
歌
山
県 

奈
良
県 

兵
庫
県 

大
阪
府 

京
都
府 

滋
賀
県 

三
重
県 

愛
知
県 

静
岡
県 

岐
阜
県 

長
野
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

全
て
の
地 

区

分 

二
、
四
〇
〇
円 

日
当
（
一
日
に
つ
き
） 

 



   

          

大
洋
州 

                    

ア
ジ
ア 

地

域 

区

分 

マ
ー
シ
ャ
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

パ
ラ
オ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

バ
ヌ
ア
ツ 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

ト
ン
ガ 

ソ
ロ
モ
ン 

サ
モ
ア 

キ
リ
バ
ス 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

ラ
オ
ス 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

マ
レ
ー
シ
ア 

ベ
ト
ナ
ム 

ブ
ル
ネ
イ 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

東
テ
ィ
モ
ー
ル 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

パ
キ
ス
タ
ン 

ネ
パ
ー
ル 

中
華
人
民
共
和
国 

大
韓
民
国 

タ
イ 

ス
リ
ラ
ン
カ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ン
ド 

国

名 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
五
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

日
当
（
一
日
に
つ
き
） 

 



 

                                 
    

欧
州 

                       

中
南
米 

  

北
米 

  

ア
ル
メ
ニ
ア 

ア
ル
バ
ニ
ア 

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド 

ア
イ
ス
ラ
ン
ド 

そ
の
他
の
国 

メ
キ
シ
コ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ボ
リ
ビ
ア 

ペ
ル
ー 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ブ
ラ
ジ
ル 

バ
ル
バ
ド
ス 

パ
ラ
グ
ア
イ 

パ
ナ
マ 

ハ
イ
チ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

チ
リ 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

キ
ュ
ー
バ 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

エ
ク
ア
ド
ル 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

そ
の
他
の
国 

カ
ナ
ダ 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

そ
の
他
の
国 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
五
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

三
、
九
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



                                  
                                  

ポ
ー
ラ
ン
ド 

ベ
ル
ギ
ー 

ベ
ラ
ル
ー
シ 

ブ
ル
ガ
リ
ア 

フ
ラ
ン
ス 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

ハ
ン
ガ
リ
ー 

バ
チ
カ
ン 

ノ
ル
ウ
ェ
ー 

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン 

ド
イ
ツ 

デ
ン
マ
ー
ク 

チ
ェ
コ 

タ
ジ
キ
ス
タ
ン 

セ
ル
ビ
ア 

ス
ロ
ベ
ニ
ア 

ス
ロ
バ
キ
ア 

ス
ペ
イ
ン 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

ス
イ
ス 

ジ
ョ
ー
ジ
ア 

ク
ロ
ア
チ
ア 

キ
ル
ギ
ス 

ギ
リ
シ
ャ 

キ
プ
ロ
ス 

北
マ
ケ
ド
ニ
ア 

カ
ザ
フ
ス
タ
ン 

オ
ラ
ン
ダ 

オ
ー
ス
ト
リ
ア 

エ
ス
ト
ニ
ア 

英
国 

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン 

ウ
ク
ラ
イ
ナ 

イ
タ
リ
ア 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



            
 

        

ア
フ
リ
カ 

               

中
東 

         

ギ
ニ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

ガ
ボ
ン 

ガ
ー
ナ 

エ
チ
オ
ピ
ア 

エ
ジ
プ
ト 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ン
ゴ
ラ 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

レ
バ
ノ
ン 

ヨ
ル
ダ
ン 

バ
ー
レ
ー
ン 

ト
ル
コ 

シ
リ
ア 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

カ
タ
ー
ル 

オ
マ
ー
ン 

イ
ラ
ン 

イ
ラ
ク 

イ
ス
ラ
エ
ル 

イ
エ
メ
ン 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

そ
の
他
の
国 

ロ
シ
ア 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク 

ル
ー
マ
ニ
ア 

リ
ト
ア
ニ
ア 

ラ
ト
ビ
ア 

モ
ル
ド
バ 

ポ
ル
ト
ガ
ル 

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



                              

別
表
第
十
三
（
第
十
三
条
関
係
） 

   

そ
の
他
の
地
域 

                            

 

そ
の
他
の
国 

ル
ワ
ン
ダ 

リ
ビ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

南
ス
ー
ダ
ン 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国 

マ
リ 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ベ
ナ
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ナ
ミ
ビ
ア 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

ジ
ブ
チ 

ザ
ン
ビ
ア 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ケ
ニ
ア 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 

ア
ジ
ア 

地 

域 

区 
 

 
 

 
 

分 

イ
ン
ド 国 

 
 

名 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー 

地 
 

 

名 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額 

（
一
夜
に
つ
き
） 

 



  

 
 

                                  

パ
キ
ス
タ
ン 

 

ネ
パ
ー
ル 

       

中
華
人
民
共
和
国 

   

大
韓
民
国 

  

タ
イ 

 

ス
リ
ラ
ン
カ 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

    

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

     

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド 

そ
の
他
の
地 

カ
ト
マ
ン
ズ 

そ
の
他
の
地 

香
港 

青
島 

瀋
陽 

重
慶 

上
海 

広
州 

北
京 

そ
の
他
の
地 

釜
山 

済
州 

ソ
ウ
ル 

そ
の
他
の
地 

チ
ェ
ン
マ
イ 

バ
ン
コ
ク 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ン
ボ 

そ
の
他
の
地 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

プ
ノ
ン
ペ
ン 

そ
の
他
の
地 

メ
ダ
ン 

デ
ン
パ
サ
ー
ル 

ス
ラ
バ
ヤ 

ジ
ャ
カ
ル
タ 

そ
の
他
の
地 

ム
ン
バ
イ 

ベ
ン
ガ
ル
ー
ル 

チ
ェ
ン
ナ
イ 

コ
ル
カ
タ 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
     

大
洋
州 

                            

     

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

ラ
オ
ス 

 

モ
ン
ゴ
ル 

 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

  

マ
レ
ー
シ
ア 

   

ベ
ト
ナ
ム 

 

ブ
ル
ネ
イ 

   

フ
ィ
リ
ピ
ン 

 
東
テ
ィ
モ
ー
ル 

 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

  

そ
の
他
の
地 

メ
ル
ボ
ル
ン 

ブ
リ
ス
ベ
ン 

パ
ー
ス 

シ
ド
ニ
ー 

キ
ャ
ン
ベ
ラ 

 

そ
の
他
の
地 

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル 

そ
の
他
の
地 

マ
レ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ン
ゴ
ン 

そ
の
他
の
地 

ペ
ナ
ン 

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ホ
ー
チ
ミ
ン 

ダ
ナ
ン 

ハ
ノ
イ 

そ
の
他
の
地 

バ
ン
ダ
ル
ス
リ
ブ
ガ
ワ
ン 

そ
の
他
の
地 

ダ
バ
オ 

セ
ブ 

マ
ニ
ラ 

そ
の
他
の
地 

デ
ィ
リ 

そ
の
他
の
地 

ダ
ッ
カ 

そ
の
他
の
地 

カ
ラ
チ 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
         

北
米 

                        

         

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

そ
の
他
の
国 

 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア 

 

マ
ー
シ
ャ
ル 

 

フ
ィ
ジ
ー 

 

パ
ラ
オ 

 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

 

バ
ヌ
ア
ツ 

  

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

 

ト
ン
ガ 

 
ソ
ロ
モ
ン 

 

サ
モ
ア 

 

キ
リ
バ
ス 

ハ
ガ
ッ
ニ
ャ 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク 

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル 

デ
ン
バ
ー 

デ
ト
ロ
イ
ト 

シ
カ
ゴ 

シ
ア
ト
ル 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ 

ア
ト
ラ
ン
タ 

ワ
シ
ン
ト
ン 

 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ニ
ア 

そ
の
他
の
地 

マ
ジ
ュ
ロ 

そ
の
他
の
地 

ス
バ 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ビ
ラ 

そ
の
他
の
地 

オ
ー
ク
ラ
ン
ド 

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ク
ア
ロ
フ
ァ 

そ
の
他
の
地 

ホ
ニ
ア
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
ピ
ア 

そ
の
他
の
地 

タ
ラ
ワ 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

五
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
九
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
三
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                    

中
南
米 

             

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

 

チ
リ 

 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

 

コ
ス
タ
リ
カ 

 

グ
ア
テ
マ
ラ 

 

キ
ュ
ー
バ 

 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

 

エ
ク
ア
ド
ル 

 

ウ
ル
グ
ア
イ 

 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

そ
の
他
の
国 

     

カ
ナ
ダ 

      

サ
ン
ト
ド
ミ
ン
ゴ 

そ
の
他
の
地 

サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ 

そ
の
他
の
地 

キ
ン
グ
ス
ト
ン 

そ
の
他
の
地 

ボ
ゴ
タ 

そ
の
他
の
地 

サ
ン
ホ
セ 

そ
の
他
の
地 

グ
ア
テ
マ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ハ
バ
ナ 

そ
の
他
の
地 

サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル 

そ
の
他
の
地 

キ
ト 

そ
の
他
の
地 

モ
ン
テ
ビ
デ
オ 

そ
の
他
の
地 

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス 

 

そ
の
他
の
地 

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル 

バ
ン
ク
ー
バ
ー 

ト
ロ
ン
ト 

カ
ル
ガ
リ
ー 

オ
タ
ワ 

そ
の
他
の
地 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス 

マ
イ
ア
ミ 

ホ
ノ
ル
ル 

ボ
ス
ト
ン 

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

三
六
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
六
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

四
九
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
六
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

四
九
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
 

欧
州 

                                

 

ア
イ
ス
ラ
ン
ド 

そ
の
他
の
国 

  

メ
キ
シ
コ 

 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

 

ボ
リ
ビ
ア 

 

ペ
ル
ー 

 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

      

ブ
ラ
ジ
ル 

 

バ
ル
バ
ド
ス 

 

パ
ラ
グ
ア
イ 

 

パ
ナ
マ 
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〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

 



            
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 

そ
の
他
の
地
域 

          

そ
の
他
の
国 

 

ル
ワ
ン
ダ 

 

リ
ビ
ア 

 
モ
ロ
ッ
コ 

 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

 

 

そ
の
他
の
地 

キ
ガ
リ 

そ
の
他
の
地 

ト
リ
ポ
リ 

そ
の
他
の
地 

ラ
バ
ト 

そ
の
他
の
地 

マ
プ
ト 

そ
の
他
の
地 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

 



規

則 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

１ 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八

号
。
次
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
（
別
表
に
お

い
て
「
宿
泊
料
基
準
額
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
職
員
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和

二
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例

に
よ
り
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
表 

 

一 

本
邦 

                  

石
川
県 

富
山
県 

新
潟
県 

神
奈
川
県 

東
京
都 

千
葉
県 

埼
玉
県 

群
馬
県 

栃
木
県 

茨
城
県 

福
島
県 

山
形
県 

秋
田
県 

宮
城
県 

岩
手
県 

青
森
県 

北
海
道 

区 
 

 

分 
一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
六
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

 



                               
 
 

 

二 

外
国 

  

沖
縄
県 

鹿
児
島
県 

宮
崎
県 

大
分
県 

熊
本
県 

長
崎
県 

佐
賀
県 

福
岡
県 

高
知
県 

愛
媛
県 

香
川
県 

徳
島
県 

山
口
県 

広
島
県 

岡
山
県 

島
根
県 

鳥
取
県 

和
歌
山
県 

奈
良
県 

兵
庫
県 

大
阪
府 

京
都
府 

滋
賀
県 

三
重
県 

愛
知
県 

静
岡
県 

岐
阜
県 

長
野
県 

山
梨
県 

福
井
県 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

 

地 

域 

区 
 

 
 

 
 

分 

国 
 

 

名 

地 
 

 

名 

宿
泊
料
基
準
額 

（
一
夜
に
つ
き
） 

 



             
 

                                 

ア
ジ
ア 

 

ネ
パ
ー
ル 

       

中
華
人
民
共
和
国 

   

大
韓
民
国 

  

タ
イ 

 

ス
リ
ラ
ン
カ 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

    

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

     

イ
ン
ド 

そ
の
他
の
地 

カ
ト
マ
ン
ズ 

そ
の
他
の
地 

香
港 

青
島 

瀋
陽 

重
慶 

上
海 

広
州 

北
京 

そ
の
他
の
地 

釜
山 

済
州 

ソ
ウ
ル 

そ
の
他
の
地 

チ
ェ
ン
マ
イ 

バ
ン
コ
ク 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ン
ボ 

そ
の
他
の
地 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

プ
ノ
ン
ペ
ン 

そ
の
他
の
地 

メ
ダ
ン 

デ
ン
パ
サ
ー
ル 

ス
ラ
バ
ヤ 

ジ
ャ
カ
ル
タ 

そ
の
他
の
地 

ム
ン
バ
イ 

ベ
ン
ガ
ル
ー
ル 

チ
ェ
ン
ナ
イ 

コ
ル
カ
タ 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
    

大
洋
州 

                             

    

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

ラ
オ
ス 

 

モ
ン
ゴ
ル 

 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

  

マ
レ
ー
シ
ア 

   

ベ
ト
ナ
ム 

 

ブ
ル
ネ
イ 

   

フ
ィ
リ
ピ
ン 

 

東
テ
ィ
モ
ー
ル 

 
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

  

パ
キ
ス
タ
ン 

メ
ル
ボ
ル
ン 

ブ
リ
ス
ベ
ン 

パ
ー
ス 

シ
ド
ニ
ー 

キ
ャ
ン
ベ
ラ 

 

そ
の
他
の
地 

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル 

そ
の
他
の
地 

マ
レ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ン
ゴ
ン 

そ
の
他
の
地 

ペ
ナ
ン 

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ホ
ー
チ
ミ
ン 

ダ
ナ
ン 

ハ
ノ
イ 

そ
の
他
の
地 

バ
ン
ダ
ル
ス
リ
ブ
ガ
ワ
ン 

そ
の
他
の
地 

ダ
バ
オ 

セ
ブ 

マ
ニ
ラ 

そ
の
他
の
地 

デ
ィ
リ 

そ
の
他
の
地 

ダ
ッ
カ 

そ
の
他
の
地 

カ
ラ
チ 

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

七
二
、
〇
〇
〇
円 

七
五
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
        

北
米 

                         

        

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

そ
の
他
の
国 

 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア 

 

マ
ー
シ
ャ
ル 

 

フ
ィ
ジ
ー 

 

パ
ラ
オ 

 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

 

バ
ヌ
ア
ツ 

  

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

 

ト
ン
ガ 

 

ソ
ロ
モ
ン 

 
サ
モ
ア 

 

キ
リ
バ
ス 

 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク 

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル 

デ
ン
バ
ー 

デ
ト
ロ
イ
ト 

シ
カ
ゴ 

シ
ア
ト
ル 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ 

ア
ト
ラ
ン
タ 

ワ
シ
ン
ト
ン 

 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ニ
ア 

そ
の
他
の
地 

マ
ジ
ュ
ロ 

そ
の
他
の
地 

ス
バ 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ビ
ラ 

そ
の
他
の
地 

オ
ー
ク
ラ
ン
ド 

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ク
ア
ロ
フ
ァ 

そ
の
他
の
地 

ホ
ニ
ア
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
ピ
ア 

そ
の
他
の
地 

タ
ラ
ワ 

そ
の
他
の
地 

九
一
、
〇
〇
〇
円 

五
九
、
〇
〇
〇
円 

六
四
、
〇
〇
〇
円 

六
九
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
、
〇
〇
〇
円 

六
七
、
〇
〇
〇
円 

七
八
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

八
六
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

六
四
、
〇
〇
〇
円 

五
三
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                   

中
南
米 

              

 

チ
リ 

 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

 

コ
ス
タ
リ
カ 

 

グ
ア
テ
マ
ラ 

 

キ
ュ
ー
バ 

 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

 

エ
ク
ア
ド
ル 

 

ウ
ル
グ
ア
イ 

 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

そ
の
他
の
国 

     

カ
ナ
ダ 

       

そ
の
他
の
地 

サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ 

そ
の
他
の
地 

キ
ン
グ
ス
ト
ン 

そ
の
他
の
地 

ボ
ゴ
タ 

そ
の
他
の
地 

サ
ン
ホ
セ 

そ
の
他
の
地 

グ
ア
テ
マ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ハ
バ
ナ 

そ
の
他
の
地 

サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル 

そ
の
他
の
地 

キ
ト 

そ
の
他
の
地 

モ
ン
テ
ビ
デ
オ 

そ
の
他
の
地 

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス 

 

そ
の
他
の
地 

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル 

バ
ン
ク
ー
バ
ー 

ト
ロ
ン
ト 

カ
ル
ガ
リ
ー 

オ
タ
ワ 

そ
の
他
の
地 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス 

マ
イ
ア
ミ 

ホ
ノ
ル
ル 

ボ
ス
ト
ン 

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン 

ハ
ガ
ッ
ニ
ャ 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
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ー
リ
シ
ャ
ス 

 

南
ス
ー
ダ
ン 

 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国 

 

マ
リ 

 

マ
ラ
ウ
イ 

 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

 

ボ
ツ
ワ
ナ 

 

ベ
ナ
ン 

 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

 

ナ
ミ
ビ
ア 

 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

 

セ
ネ
ガ
ル 

 
セ
ー
シ
ェ
ル 

 

ス
ー
ダ
ン 

 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ル
イ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ュ
バ 

そ
の
他
の
地 

プ
レ
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

バ
マ
コ 

そ
の
他
の
地 

リ
ロ
ン
グ
ウ
ェ 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ 

そ
の
他
の
地 

ハ
ボ
ロ
ー
ネ 

そ
の
他
の
地 

コ
ト
ヌ 

そ
の
他
の
地 

ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー 

そ
の
他
の
地 

ウ
ィ
ン
ト
フ
ッ
ク 

そ
の
他
の
地 

ア
ブ
ジ
ャ 

そ
の
他
の
地 

チ
ュ
ニ
ス 

そ
の
他
の
地 

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ダ
カ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ビ
ク
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

ハ
ル
ツ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ハ
ラ
レ 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

六
一
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

六
六
、
〇
〇
〇
円 

六
六
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

六
二
、
〇
〇
〇
円 

六
四
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  

そ
の
他
の
地
域 

           

そ
の
他
の
国 

 

ル
ワ
ン
ダ 

 

リ
ビ
ア 

 
モ
ロ
ッ
コ 

 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

 
そ
の
他
の
地 

キ
ガ
リ 

そ
の
他
の
地 

ト
リ
ポ
リ 

そ
の
他
の
地 

ラ
バ
ト 

そ
の
他
の
地 

マ
プ
ト 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ア
ク
シ
ョ
ッ
ト 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

 



規

則 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 

 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

１ 

行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一

年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
則
で

定
め
る
額
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉

県
規
則
第
三
十
号
）
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
額
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
職
員
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和

二
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例

に
よ
り
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規

則 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
毎
年
」
の
下
に
「
九
月
一
日
ま
で
に
」
を
加
え
、
「
九
月
一
日
前
一
月
以
内
に
交

付
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
及
び
」
及
び
「
、
同
日
ま
で
に
」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 

を
加
え
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
注
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

及
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
り
、 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

刑
、
懲
役
又
は
禁
錮
」
 「
（
※

 
代
筆
の
場
合
は
、
債
権
者
の
印
を
押
し
て
く
だ

 

 
 

 
さ
い
。
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
 

 
代
筆
の
場
合
は
、
受
給
者
の
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
）
」

 

「
※

 
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
」
 

「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
 

「
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
」
 

「
拘
禁

 

「
（
※
 

 
注
１

 
※
の
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
２

 
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
も
提
出
の
な
い
方
は
、
恩
給
の
支
給
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
あ
り

 

 
 
ま
す
。

 

「
（
宛
先
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 
埼

 

玉
県
知
事
」
 

「
（
宛
先
）

 

 
埼
玉
県
知
事
」

 

「
金

 

融
機
関
名
」
 

「
・
支
店
名
」
 

「
口
座
種
別

 
 

 
 
普
通
・
当
座
」
 

座
種
別

 
 
普
通
・
当
座

 
 

 
 
口
座
番
号
」

 

「
口

 

「
口
座
番
号
」
 
「
口
座
名
義
（
カ
ナ
）
」
 

「
す
る
こ
と
」
 

「
し
て
く
だ
さ
い
」
 

及
び 

を
削
り
、 



規

則 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
中
「 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

官
報
及
び

 



規

則 

埼
玉
県
報
の
発
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
報
の
発
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
報
の
発
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
を
削
る
。 

 

第
五
条
中
「
県
報
に
登
載
さ
れ
た
事
項
」
を
「
県
報
登
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
報
の
発
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
書
課
長

が
別
に
定
め
る
。 

 

第
四
条
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条

を
加
え
る
。 

 

（
発
行
の
方
法
） 

第
五
条 

県
報
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る

事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
以
下
「
県
報
登
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
）
を
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
県
報
登
載
事
項
を
記
録
す
る
た

め
の
フ
ァ
イ
ル
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
県
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
報
の
発
行
は
、
県
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
県
報
登
載
事
項
（
以
下
「
電
磁
的
県
報
記

録
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
県
報
フ
ァ
イ
ル
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動

公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ

自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
八

条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
埼
玉
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
、
県
報
フ
ァ
イ
ル
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に
つ
い
て

は
、
知
事
が
別
に
定
め
、
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 



４ 

第
二
項
の
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
電
磁
的
県
報
記
録
に
係
る
情
報
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
も
が
と
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
二
号
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
措

置
を
経
な
い
で
県
報
の
発
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

十
分
な
安
全
性
を
有
す
る
暗
号
技
術
を
用
い
て
、
当
該
情
報
を
暗
号
化
す
る
措
置
で
あ
つ

て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

 
 

イ 

第
三
項
の
埼
玉
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
情
報
が
知
事
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
措
置

で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
措
置
と
併
せ
て
、
当
該
情
報
に
対
し
、
認
定
時
刻
認
証
業
務
（
時
刻
認
証

業
務
の
認
定
に
関
す
る
規
程
（
令
和
三
年
総
務
省
告
示
第
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
時
刻
認
証
業
務
で
あ
つ
て
、
同
規
程
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
（
同
規
程
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
い
う
。
）
を
付
与
す
る
こ
と
。 

５ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
同
項
第
二
号
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

第
二
項
の
自
動
公
衆
送
信
は
、
当
該
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
電
磁
的
県
報
記
録

に
係
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
を
受
信
し
た
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
れ
る
電
磁
的
県
報
記
録
に
係
る
情
報
は
、
第
四
項
第
二
号
に

掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
明
す

る
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
証
明
情
報
」
と
い
う
。
）
が
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で

付
加
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
四
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
第
五
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
ま
で
の
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
証
明
情
報
を
分
離

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
付
加
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
県
報
登
載
事
項
の
公
布
等
の
効
力
） 

第
六
条 

電
磁
的
県
報
記
録
（
第
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
限
る
。
）
の
公
布
又
は

公
示
は
、
当
該
電
磁
的
県
報
記
録
に
つ
い
て
第
五
条
第
二
項
の
措
置
が
と
ら
れ
た
時
に
行
わ
れ



た
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
報
の
発
行
と
併
せ
て
実
施
す
べ
き
措
置
） 

第
七
条 

第
五
条
第
二
項
の
措
置
を
と
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

埼
玉
県
庁
内
県
民
案
内
室
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
箇
所
に
備
え
置
い
て
、
一
般
の
閲
覧

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
緊
急
時
の
措
置
） 

第
八
条 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
よ
り
、
第
五
条
第
二
項
の

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
報
登
載
事
項
を
記

載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
県
報
」
と
い
う
。
）
を
埼
玉
県
庁
内
県
民
案
内

室
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
箇
所
に
備
え
置
く
こ
と
に
よ
り
県
報
の
発
行
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

書
面
県
報
に
記
載
さ
れ
た
県
報
登
載
事
項
（
第
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
限
る
。
）

の
公
布
又
は
公
示
は
、
当
該
県
報
登
載
事
項
に
係
る
書
面
県
報
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
置

か
れ
た
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
県
報
の
発
行
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
理
由
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
県
報
の
発
行
を
し
た
後
に
、
第
五
条
第
二
項
の
措
置
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
書
面
県
報
の
発

行
年
月
日
及
び
当
該
書
面
県
報
に
登
載
さ
れ
た
事
項
の
内
容
を
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て

行
う
自
動
公
衆
送
信
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る

も
の
と
す
る
。 

５ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
発
行
主
体
） 

第
二
条 

県
報
の
発
行
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
が
行
う
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
報
の
発
行
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
に
発
行
す
る
埼
玉
県
報
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
発
行
さ
れ
た
埼
玉
県
報
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



規

則 

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
二
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
裏
）
中
「 

 
」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
、 

 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」

を
加
え
、 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
号
（
裏
）
の
改
正
規
定
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
部
分
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す

る
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
改
正
後
の
知
事
が
行
う
県
統
計
調
査
に
関
す
る

規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 

措
置

 
と

し
て

総
務

省
令

で
定

め
る

も
の

 

方
公

共
団

体
の

長
 

指
定

地
方

公
共

団
体

の
長

 
当

該
地

方
公

共
団

体
の

 

該
指

定
地

方
公

共
団

体
が

 
第

３
９

条
第

１
項

第
２

号
 

又
は

第
３

号
 

「
地

 

「
当

 

「
懲

役
」
 

「
拘

禁
刑

」
 

「
拘

禁
刑

」
 

「
懲

役
」
 



特
別
観
覧
席 

三
〇
〇
円 

 

規

則 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
二
項
の
表
西
武
園
競
輪
場
の
項
中 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

本
場
以
外 

特
別
観
覧
席 

ロ
イ
ヤ
ル
席 

三
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

 

本
場
以
外 

特
別
観
覧
席 

三
〇
〇
円 

本
場
以
外 

特
別
観
覧
席 

ロ
イ
ヤ
ル
席 

三
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

 

「
 

「
 

」
 

」
 



規

則 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
（
裏
）
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

懲
役

 
拘
禁
刑

 



規

則 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
二
十
五
人
」
を
「
二
十
六
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
六
人
」

を
「
九
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
任
命
さ
れ
た
改
正
後
の

第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
委
員
の
任
期
は
、
同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
及
び
様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
七
号
裏
面
の
改
正
規
定
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
部
分
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

あ
て
先

 

㊞□ 印
 

㊞□ 印
 

㊞□ 印
 

宛
先

 

第
３
１
条

 

㊞□ 印
 第
３
２
条

 

㊞□ 印
 

拘
禁
刑

 

都
道
府
県
知
事

 
都
道
府
県
知
事
等

 

役
 

懲
 

拘
禁
刑

 

懲
 

役
 



規

則 

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
第
十
六
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

ハ 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十

二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
の
申
請 

 



規

則 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
土
採
取
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

県
内
に
設
置
し
て
い
る
全
て
の
事
業
所
（
当
該
事
業
者
が
連
鎖
化
事
業
者
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
者
が
行
う
連
鎖
化
事
業
の
加
盟
者
が
設
置
し
て
い
る
当
該
連
鎖
化
事

業
に
係
る
事
業
所
を
含
む
。
）
に
お
け
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十

四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
省
エ
ネ
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
を
い
う
。
）
を
合
算
し

た
も
の
が
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
事
業
者 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
該
当
し
た
年
度
」
の
下
に
「
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ

の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
省
エ
ネ
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
省
エ
ネ
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
号
の
規
定
は
、
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
一

年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
八
年
度
以
後
の
地
球
温
暖
化

対
策
計
画
を
作
成
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
度
以
前
の

同
計
画
を
作
成
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



規

則 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
二
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
三
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の

備
考
３
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の

備
考
３
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
八
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㊞
 

備
考

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

備
考

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

備
考

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

備
考

 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

き
損

 

毀
損

 
き
損

 

毀
損

 

理
由
に
よ
り

 
事
由
に
よ
り

 

事
由
に
よ
り

 
理
由
に
よ
り

 



規

則 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 



 

 

様式第１６号（第３４条関係） 

（第１面） 

（第２面） 

 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

   埼玉県知事        □印  

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

写 

真 

（備考） １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

     ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令

の条項を記載すること。 

     ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、

有しない場合は「－」を記載すること。 

     ４ 第２面については、記載する法令の条項の数に応じて行を適宜追加す

ることとし、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

     ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

     ６ この証明書は、関係する法令の規定を踏まえ、記載内容等を調整する

ことができる。 

 



 

 

第
二
条 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 

第
一
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
土
砂
条
例
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚

染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
。
以
下
「
土
砂
条
例
」
と

い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ヌ
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第

一
号
ヌ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す

る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、

「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に

改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
を
削
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六

条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ヌ
及
び
第
二
号
中
「
許
可
事
業
者
」
を
「
土
砂
の

堆
積
を
行
う
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
七
条
本
文
」
に
、
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

（
法
令
又
は
他
の
条
例
に
よ
る
許
可
等
の
処
分
） 

第
五
条 

土
砂
条
例
第
七
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七
項
の

規
定
に
よ
る
許
可 

二 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

許
可 

三 

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
三
条
の
認
可 

四 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十

四
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可 

五 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条

第
一
項
の
許
可
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
同
意 

六 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
許
可 

七 

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
三



 

 

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
（
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り

許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
） 

八 

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
及

び
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議 

九 

住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
の
許
可 

十 

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
十
条
の
承
認
及
び
同
法
第
二
十

四
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
七

条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
の
許
可
（
同
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
こ

れ
ら
の
承
認
又
は
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
） 

十
一 

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
六
条
の
認
可 

十
二 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

許
可 

十
三 

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
許
可 

十
四 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
許
可
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議 

十
五 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十

五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
） 

十
六 

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十

七
条
第
一
項
の
許
可 

十
七 

埼
玉
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
の
許
可 

２ 

土
砂
条
例
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
号

の
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

土
砂
の
堆
積
に
係
る
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面 

二 

土
砂
の
堆
積
に
係
る
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
許
可
書
そ
の
他
の
書
類
の

写
し 

（
公
益
事
業
） 

第
六
条 

土
砂
条
例
第
七
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に

係
る
行
為
と
す
る
。 

一 

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
砂
防
設
備
又
は
同
法
が
準
用
さ
れ

る
砂
防
の
た
め
の
施
設
に
関
す
る
事
業 



 

 

二 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
よ
る
土
地
改
良
事
業 

三 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
一
般
自
動
車
道
又
は
専

用
自
動
車
道
（
同
法
に
よ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
に
よ
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
業 

四 

森
林
法
に
よ
る
保
安
施
設
事
業 

五 

道
路
法
に
よ
る
道
路
に
関
す
る
事
業 

六 

都
市
公
園
法
に
よ
る
都
市
公
園
に
関
す
る
事
業 

七 

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
に
よ
る
公
園
事
業 

八 

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
に
よ
る
水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供

給
事
業 

九 

地
す
べ
り
等
防
止
法
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
に
関
す
る
事
業 

十 

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
よ
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道

又
は
都
市
下
水
路
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業 

十
一 

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
よ
る
工
業
用
水
道
事

業 

十
二 

河
川
法
が
適
用
さ
れ
、
若
し
く
は
準
用
さ
れ
る
河
川
そ
の
他
公
共
の
利
害
に
関
係
の

あ
る
河
川
又
は
こ
れ
ら
の
河
川
に
治
水
若
し
く
は
利
水
の
目
的
を
も
っ
て
設
置
す
る
堤
防
、

護
岸
、
ダ
ム
、
水
路
、
貯
水
池
そ
の
他
の
施
設
に
関
す
る
事
業 

十
三 

都
市
計
画
法
に
よ
る
都
市
計
画
事
業 

十
四 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止

施
設
に
関
す
る
事
業 

十
五 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
に
よ
る
石
油
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業 

十
六 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
よ
る
鉄
道
事
業
者
又
は
索
道

事
業
者
が
行
う
そ
の
鉄
道
事
業
又
は
索
道
事
業
で
一
般
の
需
要
に
応
ず
る
も
の
の
用
に
供

す
る
施
設
に
関
す
る
事
業 

十
七 

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
が
設
置
す
る
鉄
道
又
は
軌
道

の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業 

十
八 

地
方
公
共
団
体
又
は
農
業
若
し
く
は
林
業
を
営
む
者
が
組
織
す
る
団
体
が
行
う
農
業

構
造
又
は
林
業
構
造
の
改
善
に
関
し
必
要
な
事
業
（
農
道
、
林
道
、
用
水
路
、
排
水
路
、

か
ん
が
い
用
又
は
災
害
防
止
用
の
た
め
池
、
農
業
集
落
排
水
施
設
そ
の
他
の
施
設
に
関
す

る
事
業
に
限
る
。
） 

十
九 

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
の
確
認
を
受
け
た
事
業 



 

 

（
公
益
事
業
の
確
認
） 

第
七
条 

前
条
第
十
九
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
の
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
申
請
書
に
は
、
土
砂
の
堆
積
に
係
る
事
業
を
行
う
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面
そ
の

他
参
考
と
な
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
堆
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
の
特
例
） 

第
八
条 

土
砂
条
例
第
七
条
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
土
砂
の
堆
積
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

運
動
場
の
砂
利
敷
そ
の
他
の
通
常
の
管
理
行
為
と
し
て
行
う
土
砂
の
堆
積 

二 

土
質
改
良
プ
ラ
ン
ト
そ
の
他
の
施
設
の
敷
地
内
に
お
い
て
当
該
施
設
で
化
学
的
に
性
質

を
改
良
し
た
土
砂
の
み
を
用
い
て
行
う
土
砂
の
堆
積 

三 

採
石
法
又
は
砂
利
採
取
法
の
認
可
に
係
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
採
取
さ
れ
た
土
砂

（
岩
石
又
は
砂
利
の
採
取
の
た
め
に
除
去
し
た
土
砂
を
除
く
。
）
の
み
を
用
い
て
行
う
土

砂
の
堆
積 

四 

市
町
村
が
定
め
る
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
条
例
の
規
定

に
よ
り
さ
れ
た
届
出
等
に
係
る
土
砂
の
堆
積
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
土
砂
の
堆
積 

（
関
係
書
類
の
閲
覧
） 

第
九
条 

土
砂
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

閲
覧
さ
せ
る
場
所
及
び
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
。 

二 

閲
覧
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
閲
覧
を
拒
ま
な
い
こ

と
。 

 

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
を
削
る
。 

 

第
三
十
四
条
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
、
「
様
式
第
十
六
号
」

を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
五
条
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を

次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

   

 

第
三
十
六
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

別
表
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
削
る
。 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

桶
川
市
、
毛
呂
山
町
、
嵐
山
町
、
鳩
山
町 

市
町
村 

第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

土
砂
条
例
の
規
定 

 

第
１
５
条
関
係

 
第
３
条
関
係

 
土
壌
基
準
に
適
合
し
な
い

 

 
土
壌
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
の
堆
積
確
認
申
請
書

 

 
た
い
積
に
つ
い
て

 

 

堆
積
に
つ
い
て

 

 

埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規

 

土
砂
の
た
い
積
確
認
申
請
書

 

 

」
に
、 



 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

  

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す 

  

る
。 

 

様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

」
を
「 

   

」
に
、 

          

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号 

  

と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

制
に
関
す
る
条
例
第
１
５
条
第
１
項
た
だ
し
書

 

染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
６
条
第
１
項
た
だ
し
書

 

 

埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚

 

 
土
砂
の
た
い
積
に

 

係
る
土
地
の
区
域

 

 

土
砂

の
堆

積
に

 

係
る
土
地
の
区
域

 

 

最
大
た
い
積
時
に
お
い
て
土
砂
の
た
い
積

 

に
用

い
る

土
砂

の
数

量
 

 

最
大
堆
積
時
に
お
い
て
土
砂
の
堆
積

 

に
用

い
る

土
砂

の
数

量
 

 

」
 

第
３
１
条

 
た
い
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査

 
第
４
条

 

結
果
届
出
書

 

 

堆
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
結
果
届
出
書

 

 

埼
玉
県
土
砂
の
排

 

出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
２
６
条

 

汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
第
７
条
本
文

 

埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の

 

土
砂

の
 

た
い
積
の
 

許
可

 

調
査

年
月

日
 

た
い
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
結
果

 

土
地

の
 

区
域

 

許
可

年
月

日
 

許
可

番
号

 

面
積

 

所
在

 

     

土
砂

の
 

た
い
積
の
 

許
可

 

調
査

年
月

日
 

た
い
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
結
果

 

土
地

の
 

区
域

 

許
可

年
 

日
 

許
可

番
号

 

面
積

 

所
在

 

     

 

土
砂

の
堆

積
に

 

係
る

土
地

の
区

域
 

調
査

年
月

日
 

堆
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
結
果

 

面
積

 

所
在

 

   

 

」
 

」
 

」
 

」
 

」
 「

 

「
 

「
 

「
 

「
 

「
 

土
砂

の
堆

積
に

 

係
る

土
地

の
区

域
 

調
査

年
月

日
 

堆
積
に
係
る
土
地
の
汚
染
調
査
結
果

 

面
積

 

所
在

 

   

を 



 

 

様式第３号（第５条関係） 

許可等の処分等に基づく土砂の堆積の届出書 

年  月  日   

 

  （宛先） 

  埼玉県  環境管理事務所長 

 

届出者 氏名又は名称及び住所

    並びに法人にあっては

    その代表者の氏名

          

（電話番号           ）   

 

下記のとおり許可等の処分等に係る行為として土砂の堆積を行うので、埼玉県土砂の

堆積による土壌の汚染の防止に関する条例第７条第３号の規定により届け出ます。 

記 

土 砂 の 堆 積 に 

係る土地の区域 

所 在  

面 積  

土砂の堆積に係る許可等の処分等の

根 拠 と な る 法 令 又 は 条 例 の 

名 称 及 び 条 項 

 

 

 

  



 

 

様式第４号（第７条関係） 

公益事業確認申請書                

年  月  日   

 

  （宛先） 

  埼玉県  環境管理事務所長 

 

申請者 氏名又は名称及び住所

    並びに法人にあっては

    その代表者の氏名

            

（電話番号           ）   

 

下記の事業について、埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例施行規

則第６条第１９号の規定による確認を受けたいので申請します。 

記 

土 砂 の 堆 積 に 

係る土地の区域 

所 在  

面 積  

土 砂 の 堆 積 に 係 る 事 業 に 

関 す る 法 令 等 の 名 称 

 

 



 

 

 

様
式
第
十
五
号
を
削
る
。 

様
式
第
十
六
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す

る
。 

 
 

 
附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
次
項
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
様
式
第
十
六

号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
六

月
三
十
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
土
砂
の
排

出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
八
号
に

規
定
す
る
行
為
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
土
砂
の
堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚

染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
と
み
な
す
。 

 

第
３
４
条

 

 

第
１
０
条

 

 



規

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お 

 
 

 

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉

県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
項
及
び
別
表
第
三
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例
の
項
中
「
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉
県
土
砂
の

堆
積
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規

則 

さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号 

 
 

 

さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
さ
い
た
ま
緑
の
森
博
物
館
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

宛
先

 

宛
先

 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
四
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

宛
先

 

宛
先

 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 

則 

 

埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー
管
理
規

則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

宛
先

 

宛
先

 

㊞
 



別
表
第
四
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
節
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
四
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
の
下
に
「
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
東

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
収
納
済
通
知
書
の
送
付
に
代
え
て
、
収
納
済

通
知
情
報
（
収
納
済
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
病
院
長
に
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
現
金
を
収
納
し
た
場
合
（
店
舗
窓
口
に
お
い
て
、
収
納
し
た
場
合

を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
済
通
知
情
報
を
送
信
す
る
と
き
は
、
第
一

項
の
領
収
書
の
交
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
七
条
の
見
出
し
を
「
（
固
定
資
産
の
照
合
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
実
地
に
つ
い

て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
実
地
照
合
」
を
「
固
定
資
産
の
照
合
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
病
院
長
」
を
「
課
長
又
は
病
院
長
」
に
改
め
る
。 

     
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
第
四
号
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

1
,
0
0
0
万

円

以
上

 

1
,
0
0
0
万

円

未
満

 

2
0
0
万

円
 

以
上

 

2
0
0
万

円
 

未
満

 

 

2
,
0
0
0
万

円

以
上

 

2
,
0
0
0
万

円

未
満

 

5
0
0
万

円
 

以
上

 

5
0
0
万

円
 

未
満

 

 「 

「 

」 

」 



 

規

則 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
一
号 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
進
学
準
備
給
付
金
を
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
を
」
に
、
「
進
学
準
備
給
付
金
決
定
通

知
書
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

 

様式第５２号（第２１条関係） 

進学・就職準備給付金申請書 

年  月  日   

   （宛先） 

   埼玉県  福祉事務所長 

申請者（進学する者又は就職する者）    

住所又は居所 

氏    名 

個 人 番 号 

 進学・就職準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

１ 世帯主の氏名 

２ 申請者の生年月日      年  月  日 

３ 進学・就職する先（大学等名、会社名等） 

４ 進学・就職後の居住先（該当するものにチェックしてください。） 

□ 進学・就職前の住宅と同じ 

□ 転居により進学・就職前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。） 

居住（予定）地 

５ 就職の場合、おおむね６月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得るこ

とができると見込まれる理由 

  

  

６ 関係書類 

（１） 進学の場合 

ア 入学手続に着手していることが確認できる次のいずれかの書類 

(ｱ) 入学金を納付したことを証明する書類の写し 

(ｲ) 入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し 

(ｳ) 入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する

入学手続が完了したことを証明する書類等の写し 

イ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等 

ウ その他支給決定に当たり必要な書類 

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する大学等の合格通

知書や新たに居住する住居の賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後

日、大学等に入学するまでに上記アからウまでの書類を提出してください。 

（２） 就職の場合 

ア 就職する見込みであることが確認できる次のいずれかの書類 

(ｱ) 内定通知書、事業主の発行する就職証明書等 

(ｲ) 個人事業主の場合、個人事業の開業届の写し 

(ｳ) その他確実に就職先に就職することを証する書類 



 

イ 就職に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等 

※ 上記の書類を申請時に準備できない場合については、新たに居住する住居の賃

貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、就職するまでに上記イの書

類を提出してください。 

７ 進学・就職準備給付金振込先（申請者名義の口座に限ります。） 

金融機関名           銀行・信用金庫・信用組合 

      （該当する金融機関の種類に○をしてください。） 

支 店 名           支店（ゆうちょ銀行を除く。） 

記   号             支店（ゆうちょ銀行の場合） 

預 金 種 類      □ 普通預金 □ 当座預金 

          （該当するものにチェックしてください。） 

 口 座 番 号                    （右に詰めて記載してください。） 

（カ ナ） 

口座名義人 

※ 上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写し等の書類を添付して

ください。 

※ この給付金においては公金受取口座登録制度の適用がありませんので、公金受取口

座の登録をしている場合も上記に記載をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

様
式
第
五
十
三
号
（
表
面
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

進
学

準
備

給
付

金
支

給
（

不
支

給
）

決
定

通
知

書
 

進
 

学
・

就
職

準
備

給
付

金
支

給
（

不
支

給
）

決
定

通
知

書
 

進
学

準
備

給
付

金
を

 

進
学

準
備

給
付

金
に

 

進
学

・
就

職
準

備
給

付
金

を
 

学
・

就
職

準
備

給
付

金
に

 

進
 



様
式
第
三
号
中 

 

 
 

に
改
め
る
。 

を 

規

則 

埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改

め
、
同
表
第
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に

改
め
る
。 

      
 
 

 
 

 

   

様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
及
び
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    

懲
役  

又
 

は
 

禁
 

錮
こ

の
 

刑
 

 
拘
禁
刑

 

拘
禁
刑
又
は
懲
役
若
し
く
は
禁
錮

 
懲
役  

・
 

禁
 

錮
こ

 

「 ⑩
障
害
基
礎
年
金
、
特
別
児
童
扶
養
手

 
 
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

 
祉
手
当
、
福
祉
手
当
受
給
の
有
無

 

 
 
障
害
基
礎
・
特
児
（
証
書
の
記
号
番
号

 
有
 
特
障
・
障
児
・
福
祉
手
当

 
 
 

 
（
認
定
通
知
交
付
番
号

 

 

 
 

 
 
）

 
 
 
 
 

 
・
無

 
 
 

 
 
）

 

 

「 ⑩
障
害
基
礎
年
金
、
特
別
児
童
扶
養
手

 
 
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

 
祉
手
当
、
福
祉
手
当
受
給
の
有
無

 
有
 

障
害
基
礎

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
（
証
書
の
記
号
番
号

 
 
 

 
特
児

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
受
給
者
記
号
番
号

 
 
 

 
特
障
・
障
児
・
福
祉
手
当
 

 
 

 
（
認
定
通
知
交
付
番
号

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

・
 
無

 

 

」 

」 上
 

肢
し

 
上
肢

 

上
 

肢
し

 
上
肢

 

下
肢

 
下
 

肢
し

 

下
 

肢
し

 
下
肢

 



規

則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
三
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                    



様式第３１号（第２２条関係） 
精神障害者保健福祉手帳申請書                

 

年  月  日  

  （宛先） 

      埼玉県知事 
 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に規定する精神障害者保健福祉手
帳の（新規交付・更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更による手帳交付）について
申請します。     

精神障害者 

本 人 

フリガナ 
 生 年

月 日 
      年  月  日 

氏 名 
 個 人

番 号 

            

住 所 
電話  （  ）      

既 存 の 医 療 
受 給 者 証 

受給者番号 
 

有効期限   年  月末日 

既 存 の 手 帳 手 帳 番 号 
 

有効期限   年  月末日 

  

家 族 等 の 

連 絡 先 

（精神障害者本 

人が１８歳未満 

の場合に記入） 

フリガナ  
続柄 

 

氏 名  

住 所 

電話  （  ）      

 

申 請 書 を 
提 出 し た 者 

□精神障害者本人 □上記の家族等 ※左記以外の場合は以下に記入 

フ リ ガ ナ  本 人 と 

の 関 係 

 

氏 名  

住 所 
電話  （  ）      

（注）１ 申請事項については、該当するものを全て○で囲んでください。 
２ 精神障害者保健福祉手帳の新規交付、更新又は障害等級変更について
申請を行う場合は、次の⑴から⑶までのいずれかの書類を添付してくだ
さい（⑵又は⑶の書類を添付した場合は、日本年金機構又は共済組合等
に対し、年金の障害等級等を照会することがあります。）。 
⑴ 医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
⑵ 障害年金に関する次の①、②及び③の書類 
① 障害年金の年金証書又は年金裁定通知書の写し 
② 直近の年金振込（支払）通知書の写し 
③ 日本年金機構又は共済組合等に対する照会についての同意書 

⑶ 特別障害給付金に関する次の①、②及び③の書類 
① 特別障害給付金受給資格者証又は特別障害給付金支給決定通知書
の写し 

② 直近の国庫金振込（送金）通知書の写し 
③ 日本年金機構又は共済組合等に対する照会についての同意書 

３ 居住地の市町村に申請してください。 
４ 自立支援医療費（精神通院）支給認定を受けるには、別に申請が必要
です。 



様
式
第
三
十
三
号
（
第
二
面
）
中 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   改
め
る
。 附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
三
十
三
号
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
は
、
改
正
後

の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
三
十
三
号
に
よ
る
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に 

定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                

  
 

 

「 

「 

」 
」 

障
 
害

 
等

 
級
 

 
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
等
 

旅
客

運
賃

減
額
 

 

 

障
 
害

 
等

 
級

 
 

 

 

 



を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、 

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
、 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

署
又
は
記
名
押
印
）
」

 

を
削
る
。 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 （

自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

様
式
第
六
号
（
一
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

「
（
自

 

様
式
第
六
号
（
二
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

㊞
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

㊞
 

を 

規

則 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十

八
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

「 
加
入
医
療
保
険
に
関
す
る
事
項
 

（
記
号
及
び
番
号
・
保
険
者
名
・
 

受
診
者
と
同
一
の
加
入
者
）

 

 

住
地
特
例
有
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

加
入
医
療
保

険
の

記
号

 
及

び
番

号
 

 

」 

住
所

 

 

被
保
険
者
証

の
記
号
及
び

番
 

 
 
号

 

 

 

 

「 

」 

」 

」 

「 

」 

２
か
所
通
院
有

 
 
手
帳
の
写
し
有

 
 
居
住
地
特
例
有
（

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

」 

受
診
者
の
被
保

険
者
証
の
記
号

及
び

番
号
 

 

居
住

地
 

 

受
診
者
の
加
入

医
療
保
険
の
記

号
、
番
号
等
 

 

「 

」 

」 

」 

「 

「 

「 

」 ＜
そ
の
他
／
デ
イ
ケ
ア
・
訪
問
看
護
・
検
査
・
そ
の
他
（

 
 
 

 
 

  
番

 
号

 
 

 
 
）
＞
  

 

「 
番

 
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 

 

「 

今
回
申
請
書
へ
の
意
見
書

 

（
診
断
書
）
の
添
付
の
有
無

 

 

」 

被
保
険
者
証
に
関
す
る
事
項

 
（
記
号
及
び
番
号
・
保
険
者
名
・
 

受
診
者
と
同
一
の
加
入
者
）

 

 

意
見
書
（
診
断
書
）
の

 

添
 
付

 
の

 
有

 
無

 

 

「 
添

付
書

類
 
医
療
保
険
被
保
険
者
証
の
写
 

 

「 

」 

＜
そ
の
他
／
デ
イ
ケ
ア
・
訪
問
看
護
・
検
査
・
作
業
療
法
・
そ
の
他
（

 
 
 
）
＞ 

」 

「 

「 

加
入
医
療
保
険
の

 
確

認
方

法
 
個
人
番
号

 
・
 
そ
の
他
 

 

」 

」 

「 

「 

「 

「 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

」 

」 

」 

２
か
所
通
院
有

 
 
居

 

 

「 

「 

「 「 

「 
（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

 

ふ
り
が
な
 

氏
 
 
名
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

 

」 」 



㊞
 

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
三
か
ら
別
紙
五
ま
で
及
び
別
紙
七
か
ら
別
紙
十 

ま
で
の
規
定
中
「 

 

」
を
削
る
。 

様
式
第
七
号
（
一
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

様
式
第
七
号
（
二
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

に
改
め
る
。 

㊞
 

              

様
式
第
八
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
様
式
第
三
号
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
は
、
改

正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
様

式
第
三
号
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
と
み
な
す
。 

      

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名

 

㊞
 

「 「 

」 」 

」 」 

○ 印
 

ふ
り
が
な
 

氏
 
 
名
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
名

 

「 「 
」 

○ 印
 



規

則 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号 

 
 

 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    



 

 

様式第１号（第１条関係） 

 

第     号  

 

身 分 証 明 書              

 

 

 所  属 

 

 

 職  名 

 

 

 氏  名 

 

 

年  月  日生  

 

 

 上記の者は、児童虐待の防止等に関する法律第８条の２第１項、第９条第１項及

び第９条の２第１項の規定による児童委員であることを証明する。 

 

 

      年  月  日発行 

 

 

埼玉県知事        □印   

（備考） 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 



 

 

様式第２号（第１条関係） 

 

第     号  

 

身 分 証 明 書              

 

 

 所  属 

 

 

 職  名 

 

 

 氏  名 

 

 

年  月  日生  

 

 

 上記の者は、児童虐待の防止等に関する法律第８条の２第１項、第９条第１項、

第９条の２第１項並びに第９条の３第１項及び第２項の規定による児童の福祉に関

する事務に従事する職員であることを証明する。 

 

 

      年  月  日発行 

 

 

埼玉県知事        □印    

（備考） 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 

 

 



 

 

 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第

二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明

書
と
み
な
す
。 

 

懲
役

 
拘
禁
刑

 



 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
一
号
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「 

 

削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
記
号
及
び
番
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
中
「
掲
示
し
て
行
う
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
の
備
考
５
⑴
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
10
⑵
中
「 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

様
式
第
一
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４
０
４
，
 

４
８
８
，
０
０
０
円

 

入
所

 
入
所
等

 

０
０
０
円

 

記
号

・
番

号
 

記
号
・
番
号
・
枝
番

 

個
人

番
号
 

 

「 

」 

」 

「 

「 
個

人
番

号
 

※
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
不
要
 

 

」 

「 

」 

証
の

 

被
保
険
者

 

な
お
、
当
該
制
度
に
お
い
て
、
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
記
入
不
要
で
す
。

 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 



 

 

様式第１号の７（第１条の２関係） 

（表面） 

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請事項変更届出書 

年  月  日   
  （宛先） 
       埼玉県知事 

  届出者 居  住  地  〒               
   フ リ ガ ナ                  
   氏     名                  
   個 人 番 号                  
   電 話 番 号                  
   受診者との続柄                  

  児童福祉法施行規則第７条の９第３項の規定により、小児慢性特定疾病医療費の支給認
定の申請に係る事項を次のとおり変更しましたので届け出ます。 

公費負担者番号         
フ リ ガ ナ  

受診者氏名  

受 給 者 番 号         
個 人 番 号  

生 年 月 日  

 

 変更後 

受
診
者 

氏 名  

居 住 地  

個 人 番 号  

生 年 月 日  

保
護
者 

氏 名  

居 住 地  

個 人 番 号  

受診 者との続 柄  

電 話 番 号  

保
険 

保 険 者 名 称  

記号・番号・枝番  

受
診
を
希
望
す
る
医
療
機
関 

名 称  

所 在 地  

負担上限月額算定のため
に 必 要 な 事 項  

  



 

 

（裏面） 

 変更後 

医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員 

１ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

２ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

３ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

４ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

５ 
氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

６ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

７ 

氏 名  

居 住 地  

個人番号  

受診者と
の 続 柄  

生年月日  

 



 

 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
一
号
の
十
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

に
改
め 

 

様
式
第
二
十
五
号
（
表
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

    

る
。 

 

様
式
第
八
号
の
三
の
付
表
一
及
び
様
式
第
二
十
二
号
の
付
表
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に 

改
め
る
。 

 

様
式
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

栄
養
士

 

被
保

険
者

証
の

 
記

号
・

番
号

 

「 

」 

」 

「 
記
号
・
番
号
・
枝
番

 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

 

「 

「 

」 
」 

被
保

険
者

証
の

 

記
号

及
び

番
号

 

医
療
保
険
各
法
に
よ
る

 

記
号
・
番
号
・
枝
番

 

「 

」 

」 

「 

被
保

険
者

証
の

記
号

 

及
び

番
号

の
変

更
 

「 

「 

」 

」 

医
療

保
険

各
法

に
よ

る
 

記
号
・
番
号
・
枝
番
の
変
更

 

被
保

険
者

証
の

 

記
号
及
び
番
号
※

 

 

「 

」 

」 

「
「
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

 

 

「
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
記
号
・
番
号
・
枝
番

 

医
療
保
険
各
法
に
よ
る

 

記
号
・
番
号
・
枝
番
※

 

 

「 



 

 

様式第３９号（第１６条関係） 

 

第   号  

 

 

身 分 証 明 書              

 

 

所   属 

 

 

職   名 

 

 

氏   名 

 

 

年  月  日生  

 

 上記の者は、児童福祉法第２９条の規定による                

であることを証明する。 

 

 

      年  月  日発行 

 

 

埼玉県知事        □印  

備考 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 

 

 

 



 

 

この公報は、再生紙を使用しておりま

様
式
第
五
十
二
号
中 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

        
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
八
号
の
三
の
付
表
一
及
び
様

式
第
二
十
二
号
の
付
表
一
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢

性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
及
び
様
式
第
三
十
九
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
そ

れ
ぞ
れ
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
及
び
様
式
第
三
十
九
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 

児
童
 

番
号
 

 
 

 
 

保
険
証

 
 

保
険
証

番
号

 
 

記
号
 

番
号
 

 

 

児
童

 
番

号
 

 
 

 
 

 

保
険
者

番
号

 
 

記
号

 
番

号
 

枝
番

 
 

 
保
険
加
入

 

の
有

無
 

 

  

 

」 
「 

「 

」 



規

則 

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号 

 
 

 

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第

十
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
製
菓
衛
生
師
の
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「 「
 

免
許

の
取

消
処

分
を

受
け

た
こ

と
（

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

む
こ

と
。

）
 

１
 

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

２
 

あ
り

ま
す

。
 

 
２

の
と

き
は

、
処

分
理

由
及

び
処

分
年

月
日

 

 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

の
を

○
で

囲
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

免
許

の
取

消
処

分
を

受
け

た
こ

と
（

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

む
こ

と
 

１
 

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

２
 

あ
り

ま
す

。
 

 
２

の
と

き
は

、
処

分
理

由
及

び
処

分
年

月
日

 

 
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

麻
薬

、
あ

へ
ん

、
大

麻
又

は
覚

醒
剤

の
中

毒
者

に
該

当
す

る
こ

と
（

該
当

す
る

も
の

を
こ

囲
む

こ
と

。
）

 

１
 

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

 
２

 
該

当
し

ま
す

。
 

 

を 

る
も

の
を

○
 

）
 

 
。

）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

毒
者

（
 

 
 

 
 
該

当
す

る
も

の
を

○
で

 

「
 「 

あ
て

先
 

宛
先

 

宛
先

 

あ
て

先
 

失
そ

う
 

失
踪

 



規

則 

埼
玉
県
感
染
症
診
査
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号 

埼
玉
県
感
染
症
診
査
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
感
染
症
診
査
協
議
会
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
四
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
に
は
」
を
「
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
、
「
委
員
」
の
下
に
「
の
承
認
を
受

け
、
又
は
当
該
委
員
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
感
染
症
診
査
協
議
会
規
則
の
規
定
に
よ
り
委

員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り

委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

者
の
任
期
は
、
改
正
後
の
同
規
則
第
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
保
証
人
二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
の
誓
約
書
」
を
「
並
び
に

連
帯
保
証
人
二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
（
一
）
の
授
業
料
に
係
る
誓
約
書
及
び
身
元
引
受
人

二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
二
号
（
二
）
の
学
院
生
活
に
係
る
誓
約
書
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

第
一
項
の
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
は
、
成
年
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
一
人
以
上
は
、
学
院
に
入
学
又
は
転
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
と
生
計
を
異
に
し
て
い
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
ご
と
」
を
削
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
中
「
保
証
人
」
を
「
身
元
引
受
人
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
又
は
身
元
引
受
人
」
に
改
め
、
同
条

中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
若
し
く
は
身
元
引
受
人
」
に
改
め
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
十
四
条
関
係
） 

      

 

   
 

 

基
礎
分
野 

分 

野 

人
間
と
生
活
・ 

社
会
の
理
解 

科
学
的
思
考
の

基
盤 

感
性
を
育
む
人
間
関
係
論 

い
の
ち
を
愛
す
る
倫
理
原
論 

看
護
英
語 

生
活
と
文
化 

教
育
学 

心
理
学 

情
報
科
学
Ⅱ
（
看
護
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
） 

情
報
科
学
Ⅰ
（
看
護
と
統
計
） 

人
間
工
学 

論
理
学 

授 

業 

科 

目 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

単
位
数 

一
五 

一
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

一
五 

一
五 

時
間
数 

 



                                  

専
門
分
野 

専
門
基
礎
分
野 

 

基
礎
看
護
学 

小
計 

健
康
支
援
と
社

会
保
障
制
度 

疾
病
の
成
り
立

ち
と
回
復
の
促

進 

 

人
体
の
構
造
と

機
能 

小
計 

 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅲ 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅱ 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅰ 

共
通
基
本
技
術
Ⅳ 

共
通
基
本
技
術
Ⅲ 

共
通
基
本
技
術
Ⅱ 

共
通
基
本
技
術
Ⅰ 

看
護
学
概
論
Ⅱ 

看
護
学
概
論
Ⅰ 

安
全
論 

行
動
科
学 

関
係
法
規 

社
会
福
祉
・
社
会
保
障 

環
境
学 

生
命
倫
理 

病
態
学
Ⅶ 

病
態
学
Ⅵ 

病
態
学
Ⅴ 

病
態
学
Ⅳ 

病
態
学
Ⅲ 

病
態
学
Ⅱ 

病
態
学
Ⅰ 

微
生
物
学 

薬
理
学 

栄
養
学 

生
化
学 

看
護
形
態
機
能
学 

解
剖
生
理
学
Ⅱ 

解
剖
生
理
学
Ⅰ 

社
会
学 

健
康
を
支
え
る
体
育
学 

自
己
と
他
者
を
繋
ぐ
人
間
関
係
論 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 

二
三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 二 二 

一
四 一 二 一 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

五
五
五 

一
五 

一
五 

三
〇 

三
〇 

一
五 

一
五 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

四
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

四
五 

四
五 

三
一
五 

三
〇 

四
五 

三
〇 

 



                                  
                                

看
護
の
統
合
と 

   

精
神
看
護
学 

  

母
性
看
護
学 

  

小
児
看
護
学 

  

老
年
看
護
学 

   

成
人
看
護
学 

   

護 健
康
状
態
別
看 

    
護
論 

地
域
・
在
宅
看 

   

国
際
看
護
と
災
害
看
護 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

精
神
看
護
学
対
象
論 

精
神
看
護
学
目
的
論 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

母
性
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

小
児
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

老
年
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

老
年
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅲ
（
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
向
け
て
の
看
護
） 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅱ
（
生
活
の
再
構

築
を
支
え
る
看
護
） 

成
人
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
（
生
き
る
を
支
え

る
看
護
） 

成
人
看
護
学
目
的
・
対
象
論 

薬
物
療
法
と
看
護 

終
末
期
と
看
護 

周
手
術
期
と
看
護 

問
題
解
決
活
用
法 

看
護
と
倫
理 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅳ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅲ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅱ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
方
法
論
Ⅰ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
目
的
・
対
象
論 

地
域
と
暮
ら
し 

臨
床
看
護
総
論 

診
療
の
補
助
技
術 

日
常
生
活
援
助
技
術
Ⅳ 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

一
五 

 



                 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

合
計 

                  

 

小
計 

           

臨
地
実
習 

  

実
践 

 

統
合
実
習 

精
神
看
護
学
実
習 

母
性
看
護
学
実
習 

小
児
看
護
学
実
習 

老
年
看
護
学
実
習 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅲ 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ 

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
実
習
Ⅱ 

地
域
・
在
宅
看
護
論
実
習
Ⅰ 

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ 

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ 

看
護
技
術
の
統
合 

看
護
研
究 

医
療
安
全 

一
〇
四 

六
七 三 二 二 二 二 二 二 二 二 一 二 一 一 一 一 

三
、
〇
七
五 

二
、
二
○
五 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

九
〇 

四
五 

九
〇 

四
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

 

 



様式第１号（第１０条関係） 

（第１面） 

（注１）受験区分 

   （指定校推薦・推薦・社会人・一般） 
受験番号 

 

     

年度埼玉県立高等看護学院入学願書 

 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県立高等看護学院長 

 

 

 私は、埼玉県立高等看護学院に入学を志願します。 

 

 

 

 
フリガナ  

氏 名  

生年月日       年  月  日生（入学年度の４月１日現在  歳） 

現 住 所 

〒（    ―    ） 

電 話 

    連絡先     ―   ― 

（注２）緊急連絡先   ―   ―    

（氏名      関係      ） 

電 子 

メ ー ル 
 

 （注）１ （指定校推薦・推薦・社会人・一般）のいずれかを○で囲んでください。 

    ２ 緊急連絡先の欄は、志願者に連絡が取れない場合の連絡先並びにその者の氏

名及びその者と志願者との関係（親類、同僚、友人等）を記入してください。 

 

 

 

 

※記入しないでください。 



 (第２面) 

 

氏名                   
受験番号 

 

 

学 歴 

高等学校：    年  月（卒業・卒業見込み） 

高等学校卒業程度認定試験： 

年度 第  回 
   年  月（合格） 

大学・短大 

専門学校等    年  月（卒業・卒業見込み） 

    年  月（卒業・卒業見込み） 

職 歴 

職 種：    年  月～   年  月 

職 種：    年  月～   年  月 

（推薦・社会人・一般の志願者は、以下を記入してください。） 

志願の動機・理由  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

※記入しないでください。 

： 



 

様
式
第
二
号
を
様
式
第
二
号
（
一
）
と
し
、
同
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                              



様式第２号（１）（第１３条関係） 

 

授業料に係る誓約書 

        年  月  日  

  （宛先） 

  埼玉県立高等看護学院長 

 

  私は、埼玉県立高等看護学院に在学中は、遅滞なく、埼玉県立高等看護学院条

例第７条第１項に規定する授業料を納付することを誓約します。 

  なお、正当な理由がなく授業料を納付しなかつたときは、埼玉県立高等看護学

院学則第１９条第４号に従い、退学とされても異議ありません。 

 

本 人 氏 名（自署）           

保護者 氏 名（自署）           

 

 

  本人の埼玉県立高等看護学院在学中、本人が負う授業料の支払の債務（年額  

       円）について、連帯して保証します。 

 

連帯保証人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

連帯保証人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

 

 

備考 本人が未成年者の場合は、保護者が連署してください。 

 

 



様
式
第
三
号
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

   



様式第２号（２）（第１３条関係） 

 

学院生活に係る誓約書 

        年  月  日  

  （宛先） 

  埼玉県立高等看護学院長 

 

  私は、入学の上は、埼玉県立高等看護学院学則等の関係規則及び指示事項を厳

守し、誠実に勉学に励むことを誓約します。 

 

本 人 氏 名（自署）           

保護者 氏 名（自署）           

 

 

  上記の者が在校中は、下記の事項を遵守することを誓約します。 

記 

１ 関係規則及び指示事項を厳守させます。 

２ 本人への連絡が取れない場合その他緊急を要する場合に、学院からの連絡に

応じます。 

３ 本人が埼玉県立高等看護学院学則に定める願い出をする際に、所定の書類に

連署します。 

 

身元引受人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

身元引受人 住 所               

氏 名（自署）           

本人との関係            

 

 

備考 本人が未成年者の場合は、保護者が連署してください。



          め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 
         め

る
。 

   

        
 

あ
て

先
 

宛
先

 

あ
て

先
 

宛
先

 

㊞
 

（
宛

先
）

 

 
 

 
 

埼
玉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 

を 

 
 

 
 

 
 

 

連
帯

保
証

人
 

 

 連
帯

保
証

人
 

 
 

 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

」 

「 
を 

」 に
改 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

あ
て

先
 

「  
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

保
証

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
㊞

 

」 を 

「  
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

身
元

引
受

人
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 に
改 

宛
先

 

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中 

」 

「 

「 （
宛

先
）

 

埼
玉

県
立

高
等

看
護

学
院

 

長
 

」 

に
、 

「 

を 「 

」 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 



  
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、

第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

二
号
（
二
）
ま
で
、
様
式
第
四
号
並
び
に
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
入
学
又
は
転
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
高
等
看
護
学
院
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

３ 

新
規
則
別
表
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
入
学
し
た
学
生
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
高
等
看
護
学
院
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
看
護
学
院
に
転
入
学
を
し
た
学
生
に
係
る
教
育
課
程
は
、

新
規
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
生
の
属
す
る
年
次
に
在
学
す
る
学
生
に
係
る
教

育
課
程
と
同
じ
教
育
課
程
と
す
る
。 

５ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
氏

 
 

名
（

自
署

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 



規

則 

埼
玉
県
看
護
師
等
育
英
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
看
護
師
等
育
英
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
看
護
師
等
育
英
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
貸
与

決
定
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し

書
を
削
る
。 

 

第
四
条
中
「
被
貸
与
決
定
者
」
を
「
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
の
決
定
の
通
知
を
受

け
た
者
（
以
下
「
被
貸
与
決
定
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
被
貸
与
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
及
び
第
八
条
中
「
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
」
を
「
被
貸
与
者
」
に
改
め
る
。 

                  
 
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

※
 
貸
与
申
請
者
が

 

 
 
上
記
申
請
に
つ

 

 
 
親
権
者
（
未
成

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
親
権
者

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 

「 

「 
未
成
年
の
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

い
て
同
意
し
ま
す
。

 

年
後
見
人
）
住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
続
柄

 

 
 

 
 

 
住
所

 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
続
柄

 

」 

を 

※
 
貸
与
申
請
者
が
未
成
年

 

 
 
上
記
申
請
に
つ
い
て
同

 

 
 
親
権
者
（
未
成
年
後
見

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
親
権
者
（
未
成
年
後
見

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

者
の
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

意
し
ま
す
。

 

人
）
住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
貸
与
申
請
者
と
の
関
係

 

人
）
住
所

 

 
 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
貸
与
申
請
者
と
の
関
係

 

 

」 



 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 

あ
て
先

 
宛
先

 
□ 印
 

貸
与
申
請
者

 
申
請
者

課
 

 
程

 
課

 

課
程

名
 

 

上
位
か
ら

 
 

 
パ
ー
セ
ン
ト

 
上
位

 
 

 
パ
ー
セ
ン
ト

 



様式第４号（第２条関係） 

誓      約      書 

                                                          年  月  日   

  （宛先） 

       埼玉県知事 

               

  私は、埼玉県看護師等育英奨学金貸与条例（以下「条例」という。）を遵守し、

学生としての本分を守り、勉学に励むとともに、卒業し、免許を取得した後は、

直ちに埼玉県内において看護師等の業務に従事し、及び奨学金の返還の事由が生

じたときは遅滞なく返還することを誓約します。 

 

                貸与申請者 住  所 

                      氏  名 

                      生年月日     年  月  日生 

                      電話番号 

 

                      学校・養成所名 

                      課 程 名     第  学年 

                      貸与番号 

 

  貸与申請者が条例の規定により貸与を受ける奨学金に係る下記の返還の債務に

ついて、連帯して保証します。 

 

記 

 

 １ 奨 学 金 の 額 年額         円 

 ２ 奨学金の貸与期間     年  月から    年  月まで 

 ３ 延 滞 利 息 の 額 奨学金の返還事由が生じ、定められた期日までに返還の債

務を履行しなかった場合、条例第１１条の規定により、返

還すべき額に年７．２５％の割合を乗じて得た額 
 
              連帯保証人 住  所 

                    氏  名 

                    生年月日     年  月  日生 

                    貸与申請者との関係 

                    電話番号   

 

              連帯保証人 住  所 

                    氏  名 

                    生年月日     年  月  日生 

                    貸与申請者との関係 

                    電話番号  



 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、 

「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

 

」
を 

「 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 

を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

   
 

  

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

㊞
 

宛
先

 
あ
て
先

 

就
業
・
進
学
以
外

 

 
 

 
）

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

電
話
番
号

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
話
番
号

 

貸
与
者
と
の
関
係

 

に
改
め
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 

「 

「 

」 

」 

を 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 
続

 
 
柄

 

貸
与
決
定
者
と
の
関
係

 

被
 

印
 

⑴
～
⑶
以
外
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被
貸
与
決
定
者

 
被
貸
与
者

 

被
貸
与
決
定
者

 

被
貸
与
者

 

㊞
 

電
 

被
 

」
 



規

則 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
福
祉
村
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



被
保

険
者

証
の
 

記
号

・
番

号
 

加
入
医
療
保
険
の
 

記
号

・
番

号
 

規

則 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医
療
受
給
者
証
は
、
改
正
後
の
難
病

の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医
療
受

給
者
証
と
み
な
す
。 

「 

「 

」 

」 

様
式
第
十
三
号
中 

を 



第
１
１
条
第
１
項

 
第
１
３
条
第
１
項

 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥
 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
管
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥
 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
管
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥 

 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥
 

 

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
管
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥 

 

規

則 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
三
号 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
る
。 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 
 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

       

「 「 

「 

「 

「 「 

」 

」 

」 

」 
」 

」 

様
式
第
七
号
中 

様
式
第
八
号
中 

を を 



規

則 

埼
玉
県
中
小
企
業
制
度
融
資
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
四
号 

埼
玉
県
中
小
企
業
制
度
融
資
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の

放
棄
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
埼
玉
県
中
小
企
業
制
度
融
資
の
損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
申
出
） 

第
二
条 

保
証
協
会
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
償
権
の
放
棄
等
の
申
出
を
行
う

と
き
は
、
様
式
第
一
号
の
求
償
権
放
棄
等
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

条
例
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
計
画
の
写
し 

二 

求
償
権
の
放
棄
等
に
係
る
中
小
企
業
者
等
に
対
し
て
複
数
の
求
償
権
を
有
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
求
償
権
の
放
棄
等
の
額
の
配
分
及
び
そ
の
根
拠
を
示
し
た
書
類 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
実
施
の
報
告
） 

第
三
条 

保
証
協
会
は
、
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
放
棄
し
た
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
に
係
る
求
償
権
の
放
棄
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
二
号
の
求
償
権
放
棄
等

実
施
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

求
償
権
の
放
棄
等
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二 

前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
書
類 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
求
償
権
の
放
棄
等
の
中
止
の
報
告
） 

第
四
条 

保
証
協
会
は
、
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
放
棄
し
た
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
に
係
る
求
償
権
の
放
棄
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
の

求
償
権
放
棄
等
中
止
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
私
的
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
規
則
で
定



め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
七
年
十
二

月
二
十
五
日
に
自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
研
究
会
が

策
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
「
自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
適
用
す
る
場
合
の
特
則
（
令
和
二
年
十
月

三
十
日
に
同
研
究
会
が
策
定
し
た
も
の
を
い
う
。
） 

二 

中
小
企
業
の
事
業
再
生
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
四
年
三
月
四
日
に
中
小
企
業

の
事
業
再
生
等
に
関
す
る
研
究
会
が
策
定
し
た
も
の
を
い
う
。
） 

（
議
会
へ
の
報
告
） 

第
六
条 

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
議
会
に
報
告
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
を
放
棄
し
た
日 

二 

回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
を
放
棄
し
た
額 

三 

回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
を
放
棄
し
た
理
由 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
委
任
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第２条関係） 

 

求償権放棄等申出書 

年  月  日  

（宛先）  

埼玉県知事 

 

 

埼玉県信用保証協会  

会長         

 

 

埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の 

放棄に関する条例第３条第１項の規定により、求償権の放棄等を行いたいので、 

次のとおり申し出ます。 

（注）「求償権の放棄等の内容」欄は、該当する□にレ印を記入すること。

債務者の所在地、名称及び代表者の氏名 
 (個人である場合にあっては、住所及び
氏名) 

  

対象となる保証債務の内容 

  資 金 名  

保証承諾日   年  月  日  

保証承諾額            円  

融資実行日       年  月  日  

代位弁済日       年  月  日  

代位弁済額            円  

条例第３条第２項のうち、該当する号 第     号 

求償権の放棄等の内容 □放棄   □不等価譲渡 

求償権の放棄等の理由及び地域経済への影響・寄与の見込み 

  

 

申出日における求償権残高 円 

求償権の放棄等を行う額         円 

求償権の放棄等を行った後の求償権残
高・不等価譲渡の対価 

円 

求償権の放棄等予定日       年  月  日 

知事が回収納付金を受け取る権利を放
棄する額 

円 



様式第２号（第３条関係） 

 

求償権放棄等実施報告書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事 

 

 

埼玉県信用保証協会  

会長         

 

 

求償権の放棄等を行ったので、埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収 

納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則第３条第１項の規定により、次の 

とおり報告します。 

（注）「求償権の放棄等の内容」欄は、該当する□にレ印を記入すること。 

債務者の所在地、名称及び代表者の氏名  

(個人である場合にあっては、住所及び氏名) 
  

求償権の放棄等の内容 □放棄   □不等価譲渡 

求償権の放棄等を行った日 年  月  日 

求償権の放棄等を行う前の求償権残高        円 

求償権の放棄等を行った額                円 

求償権の放棄等を行った後の求償権残高・

不等価譲渡の対価 
               円 

求償権の放棄等に係る知事からの通知   年  月  日付け  第  号 

知事が回収納付金を受け取る権利を放棄し

た額 
              円 



 

 

様式第３号（第４条関係）  

 

求償権放棄等中止報告書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事 

  

 

                            埼玉県信用保証協会  

会長     

   

 

求償権の放棄等を中止したので、埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回 

 収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則第４条の規定により、次のとお 

 り報告します。 

 

求償権の放棄等に係る

知事からの通知 
年  月  日付け  第  号 

債務者の所在地、名称 

及び代表者の氏名 

(個人である場合にあ

っては、住所及び氏名) 

  

求償権の放棄等を中止

した理由 
  



ロ 

実
技 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
一
四 

⑴ 

自
動
車
整
備
実
習 

 
 

〇
時
間 

⑵ 

検
査
実
習 

⑶ 

故
障
原
因
探
求
実
習 

 
 

「 

を 

規

則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
保
証
人
と
連
署
し
た
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削

り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
校
予
定
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
（
親
権
を

行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
未
成
年
者
を
現
に
保
護
又
は
扶
助
す
る
も
の
を
い
う
。

第
十
四
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
保
証
人
が
連
署
し
た
」
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
訓
練
生
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
が
連
署
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
保
証
人
と
連
署
し
た
」
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
授
業
料
等
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
保
護
者
が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
自
動
車
整
備
科
の
項
中
「
二
三
〇
時
間
」
を
「
二
三
二
時
間
」
に
、 

     

  

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「 

ロ 

実
技 

 
 

 
 

 
 
 

一
、
一
四 

⑴ 

自
動
車
整
備
実
習 

 

三
時
間 

⑵ 

検
査
実
習 

」 

に
改
め
る
。 

」 



 

 

様式第２号（第１１条関係） 

 

誓      約      書 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

  埼玉県立    高等技術専門校長 

  埼玉県立職業能力開発センター所長 

 

私は、入校の上は、関係規則及び指示事項を厳守し、誠実に訓練に励むことを

誓約します。 

   

本 人  住 所             

                           氏 名（自署）           

訓練科名                

 

 

上記の者が在校中は、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 関係規則及び指示事項を厳守させます。 

２ 本人への連絡が取れない場合その他緊急を要する場合に、専門校からの連絡

に応じます。 

３ 本人が埼玉県高等技術専門校規則に定める願い出をする際に、所定の書類に

連署します。 

                                    保護者  住 所   

氏 名（自署）           

 

 

備考 本人が未成年者の場合は、保護者が連署してください。 

    



 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
整
備
科
に
係
る
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
（
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
に
在
校
す
る
者
に
限
る
。
）
に

対
す
る
当
該
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
二
第
一
号
の
表
自

動
車
整
備
科
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
保
証
人

 

備
考

 
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
保
護
者
が
連
署
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

氏
 
名
（
自
署
）

 
 

 
 

 
 

住
 
所

 
 

保
護
者

 
住

 
所

 

備
考

 
本
人
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、
保
護
者
が
連
署
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
保
証
人

 
氏

 
名
（
自
署
）

 
 

 
 

 
 

住
 
所

 
 

保
護
者

 
住

 
所

 



規

則 

農
林
水
産
業
の
分
析
依
頼
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
六
号 

 
 

 

農
林
水
産
業
の
分
析
依
頼
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

農
林
水
産
業
の
分
析
依
頼
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
の
表
肥
料
の
項
中
「
堆た

い

肥
」
を
「
堆
肥
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                       



様式第４号（第１１条関係） 

見 習 生 （ 研 究 生 ） 願 書                

年  月  日 

 

（宛先） 

  埼玉県          所長 

 

 

本   人 住    所 

   （ふりがな） 

氏    名 

 

緊急連絡先 住    所 

氏    名 

本人との関係 

電 話 番 号 

 

  私は、埼玉県          の見習生（研究生）として、下記のとおり

研修を受けたいので、履歴書を添えて願書を提出します。 

記 

 １ 希望する研修分野 

 

 ２ 希望する研修期間 

年  月  日から    年  月  日まで 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 
 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
、
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
に
係
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 



規

則 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則

第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                    



様式第１号（第１条関係） 

雨水流出増加行為
許可申請
協 議

書 

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例
第３条
第６条

の規定により、雨水

流出増加行為について
許可を申請
協 議

します。 

                          年  月  日  

（宛先） 

      埼玉県知事 

住 所 

氏 名 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

 

雨
水
流
出
増
加
行
為
等
の
概
要 

１ 雨水流出増加行為をする土
地の区域に含まれる地域の名
称 

 

２ 雨水流出増加行為をする土
地の区域の面積 

ヘクタール 

３ 雨水流出増加行為に関する
工事の計画の概要 

 

４ 対策工事の計画の概要  

５ 雨水流出増加行為に関する
工事の着手予定年月日 

年   月   日 

６ 雨水流出増加行為に関する
工事の完了予定年月日 

年   月   日 

７ 対策工事の着手予定年月日 年   月   日 

８ 対策工事の完了予定年月日 年   月   日 

９ その他必要な事項  

※受 付 番 号               年    月    日    第    号 

※許可に付した条件  

※許 可 番 号               年    月    日    第    号 

備考 １ 
「許可申請
 協  議」

、
「第３条
 第６条」

、
「許可を申請
 協   議」

については、該当するも  

のを○で囲むこと。 

２ 雨水流出増加行為に関する工事の計画及び対策工事の計画については、

それぞれ概要の記述の末尾に「（計画の詳細は、別添の計画説明書及び

計画図による。）」と記載し、計画説明書及び計画図を添付すること。 

３ 「その他必要な事項」欄には、雨水流出増加行為を行うことについて、

都市計画法、特定都市河川浸水被害対策法、農地法その他の法令による

許可、認可等を要する場合は、その手続の状況を記載すること。 

４ ※印のある欄には、記載しないこと。 

 

 

 

 



第 ７ 条 第 １ 項
第７条第４項において準用する同条例第６条

 

 

第 ７ 条 第 １ 項
第７条第４項において準用する同条例第６条

 

 

第 ７ 条 第 １ 項
第７条第４項において準用する同条例第６条

 

許可を申請
協 議

 

様式第２号（第９条関係） 

雨水流出増加行為変更
許可申請
協 議

書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事     

住 所 

氏 名 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

 

 

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 

の規定により、雨水流出増加行為に関する工事（許可番号    

年  月  日  第   号）の変更について、下記のとおり     しま

す。 

記 

１ 変更に係る事項 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

※受 付 番 号         年    月    日    第    号 

※許可に付した条件  

※許 可 番 号         年    月    日    第    号 

備考 １ 
「許可申請
 協  議」

、                      、
「許
 協

可を申請
   議」

については、該当するものを○で囲むこと。 

２ ※印のある欄には、記載しないこと。 

 

「 

」 



      

様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

様
式
の
備
考
を
削
る
。 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

               

あ
て
先

 
宛
先

 

備
考

 
※
印
の
あ
る
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

 

 

住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

様
式
第
三
号
中
「 

」
を
「 

」
に
、 「 

」 

を 

住
 
所

 

氏
 
名

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
、
同 

様
式
第
四
号
中
「 あ

て
先

 

」
を
「 宛

先
 

」
に
、 

「 

「 
住

 
所

 

氏
 
名

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

」 を 

「
日
第
」

 
「
日

 
 
第
」

 

に
、 

を

 

に
、 「

日
第
」

 

を

 

「
日

 
 
第
」

 

に
改
め
、
同 



様式第５号（第１５条関係） 

盛土行為届出書 

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第１２条第１項の規定によ

り、盛土行為について届け出ます。 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県知事 

住 所 

氏 名 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

 

 

盛
土
行
為
等
の
概
要 

１ 盛土行為の区域に含まれる

地域の名称 
 

２ 盛土行為の面積 ヘクタール 

３ 盛土行為の区域の平均湛
たん

水

想定水深 
メートル 

４ 盛土行為に関する工事の計

画の概要 
 

５ 対策工事の計画の概要  

６ 盛土行為に関する工事の着

手予定年月日 
年   月   日 

７ 盛土行為に関する工事の完

了予定年月日 
年   月   日 

８ 対策工事の着手予定年月日 年   月   日 

９ 対策工事の完了予定年月日 年   月   日 

※受 付 番 号               年    月    日    第    号 

備考 １ 盛土行為の区域の平均湛
たん

水想定水深については、算定方法を記載した

平均湛
たん

水想定水深算定書を添付すること。 

２ 盛土行為に関する工事の計画及び対策工事の計画については、それぞ

れ概要の記述の末尾に「（計画の詳細は、別添の計画説明書及び計画図 

による。）」と記載し、計画説明書及び計画図を添付すること。 

３ ※印のある欄には、記載しないこと。 

 

 

 

 

 

 



                     

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

             

あ
て
先

 
宛
先

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
「 

」
に
、 「 

」 

を 

住
 
所

 

氏
 
名

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

「 

あ
て
先

 
宛
先

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

様
式
第
七
号
中
「 
」
を
「 

」
に
、 「 

」 を 

住
 
所

 

氏
 
名

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 

「 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

備
考

 
※
印
の
あ
る
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

 

 

備
考

 
※
印
の
あ
る
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。

 

 
あ
て
先

 
宛
先

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 

様
式
第
八
号
中
「 

」
を
「 

」
に
、 「 

」 を 

住
 
所

 

氏
 
名

 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 

「 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
削
る
。 



様式第９号（第２６条関係） 

雨水流出抑制施設機能阻害行為届出書 

 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第１８条第１項の規定によ

り、雨水流出抑制施設の機能を阻害するおそれのある行為について届け出ま

す。 

年  月  日  

（宛先） 

      埼玉県知事 

住 所 

氏 名 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名               

 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
概
要 

１ 雨水流出抑制施設の名称及び
雨水流出増加行為に関する工事
の検査済証番号 

 

２ 雨水流出抑制施設の機能を阻
害するおそれのある行為の種類 

 

３ 雨水流出抑制施設の機能を阻
害するおそれのある行為を行う
地域の名称 

 

４ 雨水流出抑制施設の機能を阻
害するおそれのある行為の設計
又は施工方法（保全工事を行う
場合には、保全工事の設計又は
施工方法を含む。）の概要 

 

５ 雨水流出抑制施設の機能の保
全上支障がないことを明らかに
する事項 

 

６ 雨水流出抑制施設の機能を阻
害するおそれのある行為の着手
予定年月日 

年   月   日 

７ 雨水流出抑制施設の機能を阻
害するおそれのある行為の完了
予定年月日 

     年   月   日 

８ 保全工事の着手予定年月日 年   月   日 

９ 保全工事の完了予定年月日 年   月   日 

10 その他必要な事項  

※受 付 番 号               年    月    日    第    号 

※許可に付した条件  

※許 可 番 号               年    月    日    第    号 

 備考 １ 雨水流出抑制施設の機能を阻害するおそれのある行為の設計又は施工

方法（保全工事を行う場合には、保全工事の設計又は施工方法を含む。）

については、概要の記述の末尾に「（設計又は施工方法の詳細は、別添

の計画説明書及び計画図による。）」と記載し、計画説明書及び計画図

を添付すること。 

    ２ 「その他必要な事項」欄には、雨水流出抑制施設の機能を阻害するお

それのある行為を行うことについて、建築基準法その他の法令による許

可、認可等を要する場合は、その手続の状況を記載すること。 

    ３ ※印のある欄には、記載しないこと。 



様式第１０号（第２７条関係） 

（第１面） 

（第２面） 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

   埼玉県知事        □印  

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

写 

真 

（備考） １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

     ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令

の条項を記載すること。 

     ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、

有しない場合は「－」を記載すること。 

     ４ 第２面については、記載する法令の条項の数に応じて行を適宜追加す

ることとし、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

     ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

     ６ この証明書は、関係する法令の規定を踏まえ、記載内容等を調整する

ことができる。 

 



様
式
第
十
一
号
を
削
る
。 

附 

則 

 
 

(
施
行
期
日)

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設

置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
改

正
後
の
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
様
式
第
十
号
に
よ
る

身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 



規

則 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

        

め
、
同
表
イ
ベ
ン
ト
設
備
の
項
中
「
八
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一
六
、
五
〇
〇
」
を
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
六
五
、
〇
〇
〇
」
を

「
三
三
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

別
表
照
明
設
備
の
項
中 「 
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

一
六
、
五
〇
〇 

 

」 を 
 

「 

」 

表
音
響
設
備
の
項
中 

「 

」 

を 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

一
六
、
五
〇
〇 

 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

四
一
、
三
〇
〇 

 
に
改
め
、
同 

 

に
改 

「 

」 

五
、
〇
〇
〇  

 

八
、
三
〇
〇 

 

 

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

 



規

則 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
号 

 
 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則 

 

（
身
分
証
明
書
等
） 

第
一
条 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と

す
る
。 

２ 

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
証
は
、
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
二
条 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。

第
九
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
並
び

に
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

土
地
の
求
積
図 

二 

擁
壁
の
展
開
図
（
擁
壁
を
設
置
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

三 

排
水
施
設
の
設
計
に
係
る
書
類
（
排
水
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

工
事
主
に
当
該
工
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の 

五 

工
事
施
行
者
に
当
該
工
事
を
完
成
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の 

六 

当
該
工
事
に
係
る
土
地
の
公
図
の
写
し 

七 

当
該
工
事
に
係
る
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書 

八 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

（
技
術
的
基
準
の
緩
和
） 

第
三
条 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
（
政
令
第
三
十
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
土
地
に
お
い
て
は
、
政
令
第
八
条
（
政
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
又
は
政
令
第
十
四
条
（
政
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
崖
面
崩
壊
防
止
施
設
の
設
置
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か



の
工
法
に
よ
り
措
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

石
積
み
工 

 
二 

編
柵
工
、
筋
工
又
は
積
苗
工 

 

三 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
の
防
止
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る
工
法 

（
技
術
的
基
準
の
付
加
） 

第
四
条 

政
令
第
二
十
条
第
二
項
（
政
令
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
、
政
令
第
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
次
に
掲
げ
る

技
術
的
基
準
を
付
加
す
る
。 

一 

盛
土
又
は
切
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず
る
場
合

に
お
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
小
段
を
設
置
す
る
こ
と
。 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
土
質
試
験
そ
の
他
の
調
査
又
は
試
験
に

基
づ
く
地
盤
の
安
定
計
算
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
安
定
が
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
か
め
る
こ
と
。 

イ 

盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
が
軟
弱
な
土
地
に
知
事
が
別
に
定
め
る
盛
土
を
す
る
場
合
（
ロ

又
は
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

ロ 

盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
盛
土
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
盛
土
を
す
る
土
地
の
地
下
水
位
が
盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
面
の
高
さ

を
超
え
、
盛
土
の
内
部
に
浸
入
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合 

ハ 

盛
土
を
す
る
前
の
地
盤
面
が
水
平
面
に
対
し
二
十
度
以
上
の
角
度
を
な
し
、
か
つ
、
盛

土
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合 

ニ 

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合 

 

（
着
手
の
届
出
） 

第
五
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
様

式
第
三
号
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
着
手
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
六
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
号

の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
定
期
の
報
告
） 

第
七
条 

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
五
号

の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
廃
止
の
届
出
） 



第
八
条 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や

か
に
、
様
式
第
六
号
の
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
廃
止
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
証
明
書
の
交
付
申
請
） 

第
九
条 

省
令
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三

十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付

の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
の
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

に
係
る
証
明
交
付
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
位
置
図
そ
の
他
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



様式第１号（第１条関係） 

（第１面） 

（第２面） 

 

  

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

   埼玉県知事        □印  

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  

 

写 

真 

（備考） １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

     ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令

の条項を記載すること。 

     ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、

有しない場合は「－」を記載すること。 

     ４ 第２面については、記載する法令の条項の数に応じて行を適宜追加す

ることとし、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

     ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

     ６ この証明書は、関係する法令の規定を踏まえ、記載内容等を調整する

ことができる。 

 



様式第２号（第１条関係） 

第     号  

住 所           

氏 名           

 

土地の試掘等許可証 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、次のとおり土地の試掘等を

行うことを許可します。 

期間 

 

年  月  日  から    年  月  日まで 

 

責任者の住所

及び氏名 

 

 

 

目的 

 

 

 

場所 

 

 

 

試掘等の方法 

 

 

 

試掘等に必要

な範囲 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

埼玉県知事          □印    

  



様式第３号（第５条関係） 

 

宅地造成等に関する工事着手届出書 

  

  年  月  日 

  

（宛先） 

埼玉県知事 

 

工事主 住 所               

氏 名               

法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名   

電 話 番 号              

担 当 者 名              

電子メール               

  

宅地造成等に関する工事に着手したので、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第５

条の規定により、次のとおり届け出ます。 

工事の許可年月

日及び許可番号 
    年  月  日   第    号 

工事をしている

土地の所在地及

び地番 

 

工事の着手年月

日 
年  月  日 

工事施行者の住

所及び氏名 
 

現場管理者の氏

名及び連絡先 
 

備考 宅地造成及び特定盛土等規制法第４９条の規定により、工事主が掲げる標識の設置

状況を明らかにする写真及び工事に着手した状況を明らかにする写真を添付すること。 

  



様式第４号（第６条関係） 

 

宅地造成等に関する工事の変更届出書 

  

  年  月  日  

  

（宛先） 

埼玉県知事 

  

工事主 住 所               

氏 名               

法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名   

電 話 番 号              

担 当 者 名              

電子メール               

  

宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第２項又は第３５条第２項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

工事の許可年月

日及び許可番号 
    年  月  日   第    号 

工事をしている

（する予定の）

土地の所在地及

び地番 

 

変更内容 

変更前 変更後 

  

変更理由  

備考 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所を変更した場合は、変

更した内容を確認することができる書類（住民票の写し、登記事項証明書等）を添付

すること。 

  



様式第５号（第７条関係） 

 

宅地造成等に関する工事の定期報告書 

年  月  日  

 

（宛先） 

埼玉県知事 

 

工事主 住 所               

氏 名               

法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名   

電 話 番 号              

担 当 者 名              

電子メール               

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１９条第１項又は第３８条第１項の規定により、次のと

おり報告します。 

共
通 

１ 工事をしている（する予定

の）土地の所在地及び地番 
 

２ 工事の許可年月日及び許

可番号 
    年  月  日   第    号 

３ 前回の報告年月日 

（２回目以降のみ記入） 
年  月  日 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事 

４ 報告の時点における盛土

又は切土の高さ 
ｍ  

５ 報告の時点における盛土

又は切土の面積 
㎡  

６ 報告の時点における盛土

又は切土の土量 
㎥  

７ 報告の時点における擁壁

等に関する工事の施行状況 
 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事 

８ 報告の時点における土石

の堆積の高さ 
ｍ  

９ 報告の時点における土石

の堆積の面積 
㎡  

１０ 報告の時点における堆

積されている土石の土量 
㎥  

１１ 前回の報告の時点から

新たに堆積された土石の土

量及び除却された土石の土

量（２回目以降のみ記入） 

㎥  

備考 １ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について報告を行う場合は１欄から７欄ま

でを、土石の堆積に関する工事について報告を行う場合は１欄から３欄まで及び８

欄から１１欄までを記入すること。 

２ 宅地造成等の工事をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他

の書類を添付すること。 



様式第６号（第８条関係） 

 

宅地造成等に関する工事廃止届出書 

  

  年  月  日 

  

（宛先） 

埼玉県知事 

  

工事主 住 所               

氏 名               

法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名   

電 話 番 号              

担 当 者 名              

電子メール               

 

宅地造成等に関する工事を廃止したいので、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

第８条の規定により、次のとおり届け出ます。 

工事の許可年月

日及び許可番号 
年  月  日   第    号 

工事をしている

（する予定の）

土地の所在地及

び地番 

 

工事の廃止予定

年月日 
年  月  日 

工事を廃止しよ

うとする理由 
 

備考 宅地造成等の工事をしている（する予定の）土地及びその付近の状況を明らかに 

する写真を添付すること。 

  



様式第７号（第９条関係） 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る証明交付申請書 

 

年  月  日  

 

  （宛先） 

       埼玉県知事  

申請者 住 所               

氏 名               

法人にあっては、主たる事務所の   

所在地、名称及び代表者の氏名   

電 話 番 号              

担 当 者 名              

電子メール               

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条の規定により、次の計画が宅地造

成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面の交付を受けたいの

で、申請します。 

計

画

の

概

要 

工事主の住所及び氏名   

土地の所在地及び地番 
  

 

土地の面積 ㎡ 

盛土又は切土をする土
地の面積 

㎡ 

工事の許可年月日及び

許可番号又は許可不要

の理由 

    年  月  日   第    号 

（理由） 

建築等の計画の概要 

用途  敷地面積 ㎡ 

工事の

種別 
 建築面積 ㎡ 

適合する条項 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

□第１２条第１項  □第１６条第１項 

□第３０条第１項  □第３５条第１項 

※                            第      号 

上記のとおり、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証明し

ます。 

年  月  日 

 埼玉県知事          □印    

備考 １ ※印の欄には、記入しないこと。 

２ 該当する□にレ印を記入すること。 

 



規

則 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号 

 
 

 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉

県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」

に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
住

宅
品
質
確
保
法
」
を
「
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十

一
号
。
次
号
に
お
い
て
「
住
宅
品
質
確
保
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」

を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
住
宅
性
能
表
示
基
準
別
表
１
」
を
「
日

本
住
宅
性
能
表
示
基
準
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号
）
別
表
１
」
に
、

「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
住
宅
性
能
表
示
基
準
別
表
２―

１
」

を
「
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
別
表
２―

１
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。 

第
三
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」

に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三

十
三
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
七
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
七
条
」

を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

第
六
条
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
」



を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「
あ
あ
あ 

あ
」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「
あ 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に

 
第
２
９
条

 

限
る
。
）

 

５
条

 

第
２
８
条

 

第
２
６
条

 

第
１
１
条

 

第
５
条

 

第
１
３
条

 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

 

式
第
三
十
三

 

第
３
条

 

第
２
６
条

 
第

 

別
記
様

 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に

 

第
２
５
条

 

第
３
条

 

第
 

限
る
。
）

 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

 

別
記
様
式
第
二
十
七

 

２
５
条

 



規

則 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
二
号 

 
 

 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
四
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
面
ま
で
」
を
「
第
五
面
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
中
「
あ 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

 

六
面
ま
で

 
第
五
面
ま
で

 

第
 

（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

 



規

則 

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
三
号 

 
 

 

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

       
 

                

生
年

月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

年
 

 
月
 
 
日
生
 

性
別
 

 
 

 

第
二
号
の
三
様
式
中 

「 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

 

 

 

を
削
る
。 

」 

第
二
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



第２号の４様式（第４条の２関係） 

二級
木造

建築士免許証書換え交付申請書 

 

 私は、建築士法第５条第３項の規定により、下記のとおり
二級
木造

建築士免許証の書

換え交付を申請します。 

 

      年  月  日  

申請者住所           

氏名           

 （宛先） 

     埼玉県知事 

記 

ふ り が な 

氏 名 
 

写  真 

縦4.5㎝ 

横3.5㎝ 

登 録 番 号 第       号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

講習受講履歴 

記 載 希 望 
有 ・変更なし・ 無 

注意事項 １ 
二級
木造

欄は該当する方を〇で囲んでください。 

２ 講習受講履歴記載希望欄は該当するものを〇で囲んでください。 

３ 免許証又は免許証明書の写しを添えてください。（原本持参） 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
七
六
の
項
中
「
三
八
・
四
四
」
を
「
六
〇
・
九
三
」
に
、
「
二
七
二
」
を
「
一
五
六
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
一
二
一
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

を 

  
 

 

に
改
め
、
同
表
一
二
二
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
一 

  

二
三
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
二
二
四
の
項
中
「
四
〇 

   

第
二
条 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
一
一
一
の
項
を
削
り
、
一
一
二
の
項
を
一
一
一
の
項
と
し
、
一
一
三
の
項
か
ら
三
三

四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 

二 

 

に
改
め
、
同
表
九
八
の
項
中
「
三
一
」
を
「
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
九
九
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

七 

 

 
 

 

六 

 

 
 

一
二 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

」 
 

 
 

 
 

 

 
 

一
一 

 

 

「
二
三
」
を
「
一
九
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

八 

 

 
 

 

七 

 

四 

 

 

・
七
七
」
を
「
五
七
・
一
六
」
に
、
「
一
六
八
」
を
「
六
八
」
に
改
め
、
同
表
二
九
六
の
項
中 

「 

 
 

 

六 

」 

」 

「 
」 

「 

「 

」 

「 

」 

 



規

則 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
一
の
項
中
「
二
一
」
を
「
二
二
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
二
二
」
を
「
二
四
」
に

改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
 

別
表
第
一
の
二
の
項
中
「
一
〇
」
を
「
八
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中 

 
 

 
 

を 

  
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

七 

 

 

 

」 
「 

「 

」 

六 

 

 

 



規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
雇
用
労
働
局
長
」
の
下
に
「
、
都
市
政
策
・
公
園
局
長
、
ま
ち
づ
く
り
局

長
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
課
及

び
セ
ン
タ
ー
、
議
会
事
務
局
総
務
課
、
教
育
局
の
課
、
人
事
委
員
会
事
務
局
総
務
給
与
課
、
警
察

本
部
会
計
課
及
び
交
通
指
導
課
、
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
並
び
に
監
査
事
務
局
監
査
第

一
課
の
項
中
「
、
警
察
本
部
会
計
課
及
び
交
通
指
導
課
」
を
削
り
、
同
表
警
察
本
部
の
課
（
会
計

課
及
び
交
通
指
導
課
を
除
く
。
）
、
室
、
所
、
隊
、
市
警
察
部
総
務
課
及
び
方
面
本
部
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

   

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
中
第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
第
二
号
の
改

正
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

警
察
本
部
の
課
、
室
、
所
、
隊
、
市
警
察

部
総
務
課
及
び
方
面
本
部 

課
、
室
、
所
、
隊
又
は
方
面
本
部
の
長
の

指
定
す
る
職
員 

 



規

則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
〇
一 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
、
第
四
号
」
を
削
り
、
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を

加
え
る
。 

別
表
第
一
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
対
象
と
な
る
職
の
欄
第
一
号
中
「
の
う
ち
相
当
高
度
の

知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職
」
を
削
る
。 

 

                      

別
表
第
二
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
中 」 

「 

を 「 

  

一
般
行
政 

   

職
員
採
用
上
級

試
験
の
他
の
試
験

職
種
の
対
象
と
な

ら
な
い
全
て
の
職 

 

教
養
試
験 

専
門
試
験

（
多
肢
選

択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

 
専
門
試

験
（
多

肢
選
択

式
） 

 

政
治
学

行
政
学

法
、
民

働
法
、

原
論
、

済
史
）

際
関
係

 

  

一
般
行
政 

   

職
員
採
用
上
級

試
験
の
他
の
試
験

職
種
の
対
象
と
な

ら
な
い
全
て
の
職 

 

教
養
試
験 

専
門
試
験

（
多
肢
選

択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

基
礎
能
力

検
査 

 

専
門
試

験
（
多

肢
選
択

式
） 

 

政
治
学

行
政
学

法
、
民

働
法
、

原
論
、

済
史
）

際
関
係

 

 

  

 

   

上
級

試
験

と
な職 

 

教
養
試
験 

専
門
試
験

（
多
肢
選

択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

 

専
門
試

験
（
多

肢
選
択

式
） 

 

政
治
学
、
社
会
政
策
、

行
政
学
、
憲
法
、
行
政

法
、
民
法
、
刑
法
、
労

働
法
、
経
済
学
（
経
済

原
論
、
経
済
政
策
、
経

済
史
）
、
財
政
学
、
国

際
関
係
及
び
経
営
学 

 

 



                                  

 

農
業 

 

主
と
し
て
農
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

 
 

 

」 に
改
め
、
同
表
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
中 

 

  

 

   

上
級

試
験

と
な職 

 

教
養
試
験 

専
門
試
験

（
多
肢
選

択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

 

専
門
試

験
（
多

肢
選
択

式
） 

 

政
治
学
、
社
会
政
策
、

行
政
学
、
憲
法
、
行
政

法
、
民
法
、
刑
法
、
労

働
法
、
経
済
学
（
経
済

原
論
、
経
済
政
策
、
経

済
史
）
、
財
政
学
、
国

際
関
係
及
び
経
営
学 

 

「 

 

を 

 

 

農
業 

 

主
に
関

技
術

の
能

す
る

す
る

と
す

 

」 

   

司
書 

林
業 

農
業 

 

「 



                             

 

 

に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
一 

「
基
礎
能
力
検
査
」
と
は
、
言
語
的
理
解
力
、
数
的
処
理
能
力
等
に
つ
い
て
の
多
肢

選
択
式
に
よ
る
試
験
を
い
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

」 

   

司
書 

林
業 

農
業 

主
と
し
て
図
書

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
林
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

 

主
と
し
て
農
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

  

 

  

 

 

 



組
織 
職 

区
分 

議
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 
 

副
事
務
局
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 
 

課
長 

三
種 

 
 

図
書
室
長 

 
 

 
 

副
課
長 
四
種 

知
事
部
局 

本
庁
部
長 

一
種 

 
 

知
事
室
長 

 
 

 
 

統
括
参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 
 

 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

 

 

雇
用
労
働
局
長 

 

 
 

会
計
管
理
者 

 
 

 
 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

参
与
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

東
京
事
務
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
長 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

本
庁
副
部
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 

規 
 

則 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
〇 

 
 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
）
の
一
部
を
次
の

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 よ 



 
 

参
与 

 

 

報
道
長 

 

 
 

統
括
参
事 

 
 

 

政
策
・
財
務
局
長 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

 

 

地
域
経
営
局
長 

 

 
 

人
財
政
策
局
長 

 
 

 
 

行
政
監
察
幹
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 
 

 
 

契
約
局
長 

 
 

 

税
務
局
長 

 

 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 

 

 

県
民
共
生
局
長 

環
境
未
来
局
長 

 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

こ
ど
も
政
策
局
長 

 

 

医
療
政
策
局
長 

 

 

健
康
政
策
局
長 

食
品
衛
生
安
全
局
長 

 

 

産
業
政
策
局
長 

 

 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

 

 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長 

 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー

長 

 
 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
長 

 

 
 

保
健
所
長
（
南
部
、
朝
霞
、
草
加
、
鴻
巣
、
狭
山
） 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
長 

 
 

 

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
（
川
越
、
秩
父
、
大
里
、

加
須
、
春
日
部
） 

 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
業
大
学
校
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
長
（
さ
い
た
ま
、
川
越
、
秩
父
、

熊
谷
、
越
谷
） 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

本
庁
課
（
所
）
長 

三
種 

 

広
報
戦
略
幹 

 

 

統
括
参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 

 

政
策
幹 

 

 

北
部
拠
点
政
策
幹 

 

 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 

 

 
 

行
政
監
察
幹 

県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

 
 

 
 

技
術
評
価
幹 

 
 

 

共
生
推
進
幹 

 

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

 

 
 

危
機
対
策
幹 

 
 

 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

 

 

児
童
虐
待
対
策
幹 

 

 

感
染
症
対
策
幹 

 

 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

 

 
 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 

産
業
基
盤
対
策
幹 

 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

東
京
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長
（
南
西
部
、
東
部
、
県

央
、
川
越
比
企
、
西
部
、
利
根
、
北
部
、
秩
父
） 

 
 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
防
災
幹 

 
 

 
 

川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
長 

 
 

 
 

北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
長 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

県
税
事
務
所
長 

 
 

 

自
動
車
税
事
務
所
長 

 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長
（
大
宮
） 

 
 

 
 

県
営
競
技
事
務
所
長 

 
 

 
 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 

 
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

消
防
学
校
長 

 
 

 
 

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

環
境
管
理
事
務
所
長 

 
 

 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長 

 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

福
祉
事
務
所
長 

 
 

 

発
達
障
害
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長 
 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長 

 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
福
祉
局
長 

 
 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

児
童
相
談
所
長 

 
 

 
 

埼
玉
学
園
長 

 
 

 
 

保
健
所
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
副
所
長 

 
 

 
 

高
等
看
護
学
院
長 

 
 

 
 

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
北
部
支
所
長 

 
 

 
 

計
量
検
定
所
長 

 
 

 
 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
長 

 
 

 
 

高
等
技
術
専
門
校
長 

 
 

 
 

職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 

病
害
虫
防
除
所
長 

 

 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
長 

 
 

 
 

秩
父
高
原
牧
場
長 

 
 

 
 

花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

茶
業
研
究
所
長 

 
 

 
 

水
産
研
究
所
長 

 
 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
長 

 
 

 
 

農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
長 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
技
術
指
導
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
技
術
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
長 

 
 

 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
長 

 

 
 

総
合
治
水
事
務
所
長 
 

 

 
 

八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
長 

 
 

 
 

大
宮
公
園
事
務
所
長 

 
 

 
 

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

営
繕
・
公
園
事
務
所
長 

 
 

 
 

本
庁
副
課
（
所
）
長 

知
事
室
長
付
副
室
長 

四
種 

 
 

副
報
道
長 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 

企
画
幹 

 

 

家
畜
衛
生
幹 

 

 
 

出
納
審
査
幹
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 
 

 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
調
整
幹
（
人
事
委
員
会
が

定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

県
税
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
副
所
長 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長 

 
 

 

県
営
競
技
事
務
所
副
所
長 

 

 
 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
副
支
所
長 

 

 

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 

 

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 
 

 
 

消
防
学
校
副
校
長 

 
 

 
 

環
境
管
理
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
副
室
長 

 
 

 
 

環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

福
祉
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
長
（
人
事

委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
医
療
局
医
療

安
全
管
理
幹 

 
 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
部
長 

 
 

 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
福
祉
部
長 

 

 
 

児
童
相
談
所
副
所
長 

 
 

 
 

埼
玉
学
園
副
園
長 

 
 

 
 

保
健
所
副
所
長
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
地
域
保
健
企
画
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
精
度
管
理
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
感
染
症
検
査
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
食
品
微
生
物
検
査
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
化
学
検
査
室
長 

高
等
看
護
学
院
副
学
院
長 

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
南
支
所
長 

 
 

 
 

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
室
長
（
人
事
委
員
会
が 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
副
所
長 

 

 
 

高
等
技
術
専
門
校
副
校
長 

 
 

 
 

職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
部
長 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長 

 
 

 
病
害
虫
防
除
所
副
所
長 

 

 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
副
所
長 

 
 

 
 

農
業
大
学
校
副
校
長 

 
 

 
 

茶
業
研
究
所
副
所
長 

 
 

 

水
産
研
究
所
副
所
長 

 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
森
林
研
究
室
長 

 
 

 
 

農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
副
所
長 
 

 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
副
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

総
合
治
水
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

大
宮
公
園
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

営
繕
・
公
園
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
長
（
人
事

委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

五
種 

教
育
委
員
会
事
務
局 

副
教
育
長 

一
種 

 

本
局
部
長 

 
 

 
 

高
校
改
革
統
括
監 

 
 

 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

本
局
副
部
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
長 

 

 
 

図
書
館
長
（
熊
谷
） 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
長 

 

 
 

近
代
美
術
館
長 

 
 

 
 

本
局
課
長 

三
種 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

学
校
管
理
幹 

 
 

 
 

教
育
指
導
幹 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

北
部
教
育
事
務
所
支
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
企
画
幹 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 
 

 

図
書
館
長 

 

 
 

図
書
館
副
館
長
（
熊
谷
） 

 
 

 
 

歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

嵐
山
史
跡
の
博
物
館
長 
 

 

 
 

近
代
美
術
館
副
館
長 

 
 

 
 

自
然
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

川
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

文
書
館
長 

 
 

 
 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
所
長 

 
 

 
 

本
局
副
課
長 

四
種 

 

報
道
幹 

 

 
 

企
画
幹 

 
 

 

危
機
管
理
幹 

 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

管
理
主
幹 

 
 

 
 

主
席
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
席
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
室
長 

 
 

 
 

主
席
管
理
主
事 

 
 

 
 

教
育
主
幹 

 
 

 
 

主
席
司
書
主
幹 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

主
席
学
芸
主
幹 

 

 

図
書
館
副
館
長 

 

 
 

さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

嵐
山
史
跡
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

自
然
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

川
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

文
書
館
副
館
長 

 
 

 
 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
副
所
長 

 
 

 
 

伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校
事
務
局
長 

 
 

 
 

大
宮
中
央
高
等
学
校
事
務
局
長 

五
種 

 
 

県
立
学
校
事
務
部
長 

六
種 

 
 

伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校
事
務
局
次
長 

 
 

 
 

大
宮
中
央
高
等
学
校
事
務
局
次
長 

 
 

 
 

県
立
学
校
事
務
室
長 

 
 

 
 

県
立
学
校
事
務
長 

七
種 

警
察
本
部 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
種 

 
 

財
務
局
長 

二
種 

 
 

組
織
犯
罪
対
策
局
長 

 
 

 
 

運
転
免
許
本
部
長 

 
 

 
 

方
面
本
部
長 

 
 

 
 

参
事 

 
 

 
 

参
事
官 

 
 

 
 

理
事
官 

 
 

 
 

警
察
学
校
長 

 
 

 
 

警
察
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大
宮
、
大

宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝
霞
、
新
座
、
草
加
、

上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入
間
、
所
沢
、
狭
山
、
西

入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩
父
、
熊
谷
、
深
谷
、
岩

槻
、
春
日
部
、
越
谷
、
久
喜
、
吉
川
） 

 
 

 
 

警
察
本
部
の
課
（
室
・
所
・
隊
）
長 

三
種 

 
 

監
察
官 

 
 

 
 

聴
聞
官 

 
 

 
 

管
理
官 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

訟
務
官 

 

 
 

主
席
師
範 

 
 

 
 

総
括
調
査
官 

 
 

 
 

市
警
察
部
副
部
長 

 
 

 
 

市
警
察
部
の
課
長 

 
 

 
 

方
面
本
部
副
本
部
長 

 
 

 
 

警
察
学
校
副
校
長 

 
 

 
 

警
察
署
長 

 
 

 
 

警
察
署
副
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大

宮
、
大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝

霞
、
新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入

間
、
所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩

父
、
熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、
越

谷
、
久
喜
、
吉
川
） 

 
 

 
 

主
席
調
査
官
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

四
種 

 
 

主
席
指
導
官 

 
 

 
 

主
席
専
門
官 

 
 

 
 

公
安
委
員
会
室
長 

 
 

 
 

取
調
べ
監
督
室
長 

 
 

 
 

け
い
さ
つ
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

音
楽
隊
長 

 
 

 
 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
長 

 
 

 
 

照
会
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

留
置
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

監
査
室
長 

 
 

 
 

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

採
用
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長 

 
 

 
 

企
画
調
整
室
長 

 
 

 

Ｄ
Ｘ
推
進
室
長 

 

 
 

現
任
教
養
推
進
室
長 

 
 

 
 

生
活
安
全
指
導
室
長 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

地
域
安
全
対
策
推
進
室
長 

 

 
 

人
身
安
全
対
策
室
長 

 
 

 
 

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
長 

 

 
 

地
域
指
導
室
長 

 
 

 
 

刑
事
指
導
室
長 

 
 

 
 

検
視
調
査
室
長 

 
 

 
 

法
医
鑑
定
室
長 

 
 

 
 

暴
力
団
排
除
対
策
室
長 

 
 

 
 

特
殊
詐
欺
連
合
捜
査
室
長 

 
 

 

交
通
指
導
室
長 

 

 
 

交
通
安
全
対
策
推
進
室
長 

 
 

 
 

放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 
 

警
衛
警
護
室
長 
 

 

 

植
樹
祭
対
策
室
長 

 

 

航
空
隊
長 

 

 
 

外
事
対
策
室
長 

 
 

 
 

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
長 

 
 

 
 

次
席
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

初
任
教
養
部
長 

 
 

 
 

警
察
署
副
署
長 

 
 

 
 

次
席 

五
種 

 
 

副
隊
長 

 
 

 
 

術
科
教
養
部
長 

 
 

監
査
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 

 
 

 
 

主
席
監
査
員
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

四
種 

人
事
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 

参
事 

二
種 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 

 
 

 
 

副
課
長 

四
種 

労
働
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 
 

参
事 

二
種 

 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 

 
 

 
 

副
課
長 

四
種 

収
用
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

三
種 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

（
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七

―

一
〇
六
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

           



規 
 

則 

 
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
一 

 
 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
を
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
（
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
」
を
「
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」

と
い
う
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
の
下
に
「
（
次
項
及
び
第
八
条
の
三
第
二
号
に
お
い
て

「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
条
第
六
項
」
を
「
条

例
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
交
代
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、

平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
」
を
「
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
七―

一
一
一
二
。
次
条
に
お
い
て 

「
在
宅
勤
務
等
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四

条
第
一
号
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
在
宅
勤
務
等
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
そ

の
月
の
通
勤
所
要
回
数
分
と
し
、 

交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
当
た

り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
分
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
減
額
） 

第
八
条
の
二 

条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
、

委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
規
則
第
四
条
第
一
号
の
職
員
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条

例
第
六
号
）
第
十
五
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

は
同
条
例
第
二
十
六
条
、
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条

例
第
九
号
）
第
三
条
第
二
項
又
は
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉

県
条
例
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
一
箇
月

当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
が
十
回
に
満
た
な
い
職
員
と
す
る
。 



３ 

条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。 

 
第
八
条
の
三
第
一
号
中
「
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
以

下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額

が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
と
五
万
五
千
円
と
の
差

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
五
万
五
千

円
に
加
算
し
た
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
一
箇
月
当
た
り

の
運
賃
等
相
当
額
（
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

（
普
通
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
基
準
） 

第
十
条 

条
例
第
十
条
第
三
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず

に
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職

員
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず
に
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
時
間
及
び
交
通

事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
職
員
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
の
下
に
「
の
利
用

に
係
る
特
別
料
金
等
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、
「
「
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹

線
鉄
道
等
」
と
、
」
を
「
同
項
第
二
号
中
」
に
、
「
運
賃
等
の
」
を
「
運
賃
等
」
に
、
「
特
別
料

金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
」
を
「
特
別
料
金
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
項
各
号
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を
「
同
項
」

に
改
め
、
同
項
中
「
期
間
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
、
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第

十
三
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
離
職
」
の
下
に
「
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ

の
翌
日
（
当
該
翌
日
が
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も

近
い
県
の
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の

離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

条
例
第
十
条
第
五
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相

当
額
等
（
第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
条
例
第
十
条
第
二



項
第
二
号
に
定
め
る
額
（
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二

以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
（
第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十

二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と

い
う
。
）
が
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手
当
と
し
、
条
例
第
十
条
第
五
項
の
委

員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も

長
い
支
給
単
位
期
間
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
は
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
支
給
の
始

期
及
び
終
期
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
第
三
項
を
削
り
、

第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
中
「
事
由
発
生
月
」
の
上
に
「
人
事
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
を
加
え
、
同
項
を
第
三
項
と
し
、
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

条
例
第
十
条
第
六
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当

算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
号
の
改
定

後
に
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
）
、
同
項
第
一

号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る

す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の

定
期
券
の
運
賃
等
及
び
特
別
料
金
等
の
払
戻
し
を
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
月
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
事
由
発
生
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
（
次

号
に
お
い
て
「
払
戻
金
相
当
額
」
と
い
う
。
） 

二 

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当

算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合 

十
五
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
普
通
交
通
機
関

等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
合
計
額
並
び
に
人
事
委
員
会
の
定

め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間
に
係
る
最
後
の
月

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
） 

三 

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合 

そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交

通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等

及
び
特
別
料
金
等
の
額
を
当
該
定
期
券
の
通
用
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
一
箇
月
当



た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
五
万
円
）
に

事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
当
該
支
給
単
位
期
間
の
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
） 

 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
新
幹
線
鉄
道
等

に
係
る
通
勤
手
当
」
を
「
当
該
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
は
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し

て
支
給
単
位
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
給
単
位
期

間
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
額
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
開
始
さ
れ
る
月
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

の
始
期
を
別
に
定
め
た
場
合
は
、
当
該
別
に
定
め
た
月
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
の
五
第
二
項
中
「
五
万
五
千
円
」
及
び
「
当
該
通
勤
手
当
の
額
を
支
給
単
位
期
間
の

月
数
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
を
「
一

箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

５ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
従
前
の
通
勤
手
当
に
係

る
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等
及
び
特
別
料
金
等
の
額
を
当
該
定
期
券

の
通
用
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万

円
を
超
え
て
い
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
五
万
円
）
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
職
員
（
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
前
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）

第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
（
改

正
前
の
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
二
号

に
規
定
す
る
額
（
改
正
前
の
規
則
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。



以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前

の
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
（
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得

た
額
（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
い
う
。
）
を

利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
次
項
第

二
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額

が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
に
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
の
う
ち
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支
給
単
位
期
間
等
（
改
正
前
の
規
則

第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

一 

普
通
交
通
機
関
等
及
び
改
正
前
の
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
に

係
る
通
勤
手
当
（
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の

利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
場
合
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

改
正
前
の
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る

職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
各
月
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
）
を
支
給
単
位
期
間
を
一
箇
月
と
す
る

通
勤
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

イ 

ロ
以
外
の
場
合 

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動

車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
（
ロ
に
お
い
て
「
改
正
前
合
計
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

七
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額 

 

ロ 

改
正
前
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
九
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
場
合 

改
正
前
合

計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二 
 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合 

改
正
前
の
一
箇
月
当
た

り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
か
ら
当
該
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
円
）
を
減
じ
て
得

た
額 



規 
 

則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
二 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

九
三
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
条
」

を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
（
以
下
「
週
休
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
、
勤
務
時
間
条
例
第

三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
」
に
、
「
（
次
号
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
並
び

に
」
に
改
め
、
「
以
下
「
職
員
の
休
日
等
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
以
下
「
学
校
職
員
の
休

日
等
」
と
い
う
。
」
を
「
非
常
勤
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
日
以
外

の
日
。
次
号
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
」
に
、
同
項
第
九
号
中
「
週
休
日
、
時
間
外

勤
務
代
休
時
間
及
び
職
員
の
休
日
等
又
は
学
校
職
員
の
休
日
等
」
を
「
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
に
応
じ
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
の
下
に
「
及
び
任
期
付
職
員

条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
任
期

付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百

分
の
二
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」

に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
以
下
）
」
を
「
百
分
の
百
二
十
以
下
）
、
特
定
任
期
付
職
員
に

あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以
下
」
に
改
め
る
。 

 

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
七―

一
〇
六
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
三 

 
 

 

農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
〇
七
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、 

 

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 

（
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
及
び
第
六
条
」
を 

 

「
及
び
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
の
日
数
」
を
「
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び 

 

勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員 

 

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み 

 

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合 

 

計
日
数
」
に
改
め
る
。 

 

（
休
日
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

休
日
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

五
四
一
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

九
二
四
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
及
び
第
六
条
」
を
「
及
び 

 

第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ 

 

か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間 

 

条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間 

 

条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準 

 

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」 

） 



 

を
加
え
、
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
」
を
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
中
「
の
日
数
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

の
日
数
の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。 

 

（
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七―

一
〇
六
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

 
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
四 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
で
あ
る
と
き
は
、
三
」
を
「
で
あ
る
と
き
は
、
零
（
条
例
第
四
条
第
八

項
第
二
号
に
該
当
す
る
職
員
以
外
で
あ
る
と
き
は
、
三
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
の
見
出
し
中
「
以
上
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
を
除
い
た
職
員
と
す
る
。
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
五
号
を
加
え
る
。 

 

一 

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
及
び
八
級
で
あ
る
も
の 

 

二 

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の 

 

三 

医
療
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
三
級
で
あ
る
も
の 

 

四 

医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

の 

 

五 

医
療
職
給
料
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
で
あ
る
も
の 

 

第
三
十
六
条
中
「
第
四
条
第
八
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
） 

第
三
十
六
条
の
二 

条
例
第
四
条
第
八
項
二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

 

一 

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の 

 

二 

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の 

 

三 

医
療
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の 

 

別
表
第
一
イ
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一 

級
別
職
務
分
類
表
（
第
三
条
関
係
） 

 

イ 

行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

 
 



組
織 

職
務
の
級 

職 

知
事
部
局 

議
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会 

監
査
事
務
局 

人
事
委
員
会
事
務
局 

労
働
委
員
会
事
務
局 

収
用
委
員
会
事
務
局 

二
級 

専
門
員 

三
級 

協
同
組
合
検
査
員 

 
 

講
師 

 
 

地
域
機
関
の
課
長 

 
 

主
任
職
業
訓
練
指
導
員 

 
 

助
教
授 

 
 

工
事
検
査
員 

 
 

監
査
員 

 
 

主
任
専
門
員 

 
 

四
級 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
講
師 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
機
関
の
課
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
職
業
訓
練
指
導
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
助
教
授 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
監
査
員 

 
 

五
級 

主
任
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

地
域
調
整
幹 

 
 

 
 

主
任
講
師 

 
 

 
 

科
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務

部
及
び
精
神
保
健
福
祉
部
、
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

並
び
に
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
を
除

く
。
） 

 
 

 
 

次
長 

 
 

 
 

職
業
訓
練
主
幹 

 
 

 
 

教
務
主
幹 

 
 

 
 

教
授 

 
 

 
 

施
工
監
理
主
幹 

 
 

 
 

主
任
工
事
検
査
員 

 
 

出
納
審
査
幹 

 

                                  



 
 

 
 

主
任
監
査
員 

 
 

 
 

収
用
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

六
級 

本
庁
の
副
所
長 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

副
室
長 

 
 

副
報
道
長 

 
 

 
 

企
画
幹 

 
 

 
 

主
席
県
民
相
談
員 

 
 

 
 

家
畜
衛
生
幹 

 
 

 
 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
男
女

共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
の
支
所
長
を
除

く
。
） 

 
 

副
支
所
長 

 
 

 
 

副
校
（
園
）
長 

 
 

 
 

主
席
講
師 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務

部
及
び
精
神
保
健
福
祉
部
、
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

並
び
に
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
に
限

る
。
） 

 
 

副
学
院
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
総
務
部
長 

 
 

 
 

副
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

副
書
記
長 

 
 

 
 

主
席
監
査
員 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
調
整
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
講
師 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
科
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
機
関
の
部
長
（
総

合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
部
及
び
精
神
保
健
福
祉

部
、
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
並
び
に
農
業
技
術
研
究

セ
ン
タ
ー
の
部
長
を
除
く
。
） 

 

                                  



 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
次
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
職
業
訓
練
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
務
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
授 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
施
工
監
理
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
工
事
検
査
員 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
出
納
審
査
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
監
査
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
収
用
委
員
会
事
務
局
副

事
務
局
長 

 
 

七
級 

本
庁
の
所
長 

 
 

 
 

広
報
戦
略
幹 

 
 

 
 

統
括
参
事 

 
 

 
 

政
策
幹 

 
 

北
部
拠
点
政
策
幹 

 
 

 
 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 

 
 

 
 

行
政
監
察
幹 

 
 

県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

 
 

 
 

技
術
評
価
幹 

 
 

 
 

共
生
推
進
幹 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

 
 

 
 

危
機
対
策
幹 

 
 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

 
 

 
 

児
童
虐
待
対
策
幹 

 
 

 
 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

 
 

 
 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 
 

産
業
基
盤
対
策
幹 

 
 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

地
域
防
災
幹 

 
 

 
 

東
松
山
事
務
所
長 

 
 

 
 

本
庄
事
務
所
長 

 
 

 
 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
男
女

共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
の
支
所
長
に
限

る
。
） 

 

                                  



 
 

 
 

地
域
機
関
の
事
務
局
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
室
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
局
長 

 
 

 
 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

技
術
指
導
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
幹 

 
 

 
 

主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
室
長 

 
 

 
 

書
記
長 

 
 

 
 

監
査
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

人
事
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

労
働
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

収
用
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

八
級 

報
道
長 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 
 

 
 

政
策
・
財
務
局
長 

 
 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

 
 

 
 

地
域
経
営
局
長 

 
 

 
 

人
財
政
策
局
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
行
政
監
察
幹 

 
 

 
 

契
約
局
長 

 
 

 
 

税
務
局
長 

 
 

 
 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 

 
 

 
 

県
民
共
生
局
長 

 
 

環
境
未
来
局
長 

 
 

 
 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

 
 

こ
ど
も
政
策
局
長 

 
 

 
 

医
療
政
策
局
長 

 
 

 
 

健
康
政
策
局
長 

 
 

食
品
衛
生
安
全
局
長 

 
 

 
 

産
業
政
策
局
長 

 
 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

 
 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

 

                                  



 
 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

 
 

 
 

参
事 

 
 

 
 

参
与 

 
 

 
 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
副

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

 
 

九
級 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 
 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

 
 

雇
用
労
働
局
長 

 
 

 
 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 
 

 
 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
与 

 
 

 
 

東
京
事
務
所
長 

 
 

セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン

タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

 
 

 
 

監
査
事
務
局
長 

 
 

 
 

人
事
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

 
 

労
働
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

十
級 

知
事
室
長 

 
 

 
 

極
め
て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 
 

 
 

会
計
管
理
者 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
与 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
長 

教
育
委
員
会 

一
級 

司
書 

 
 

 
 

学
芸
員 

 
 

二
級 

社
会
教
育
主
事
補 

 
 

 
 

学
校
保
健
技
師 

 
 

 
 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司
書 

 
 

 
 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
芸

員 

 
 

 
 

専
門
員 

 

                                  



 
 

三
級 

管
理
主
事 

 
 

 
 

指
導
主
事 

 
 

 
 

社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

主
任
司
書 

 
 

 
 

主
任
学
芸
員 

 
 

 
 

所
員 

 
 

 
 

県
立
学
校
の
課
長 

 
 

 
 

事
務
長 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
社
会
教
育

主
事
補 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
校
保
健

技
師 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司
書 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
芸
員 

 
 

 
 

主
任
専
門
員 

 
 

四
級 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
管
理
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
指
導
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
司
書 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
学
芸
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
所
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
県
立
学
校
の
課
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
長 

 
 

五
級 

主
任
管
理
主
事 

 
 

 
 

主
任
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
任
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

司
書
主
幹 

 
 

 
 

学
芸
主
幹 

 
 

 
 

事
務
局
次
長 

 
 

 
 

事
務
部
長 

 
 

 
 

事
務
室
長 

 
 

六
級 

報
道
幹 

 
 

企
画
幹 

 

                                  



 
 

 
 

危
機
管
理
幹 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

室
長 

 
 

 
 

教
育
主
幹 

 
 

 
 

主
席
司
書
主
幹 

 
 

 
 

主
席
学
芸
主
幹 

 
 

 
 

副
館
長
（
熊
谷
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

及
び
近
代
美
術
館
の
副
館
長
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
管
理
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
指
導
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
司
書
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
学
芸
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
局
次
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
部
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
室
長 

 
 

七
級 

学
校
管
理
幹 

 
 

 
 

教
育
指
導
幹 

 
 

 
 

管
理
主
幹 

 
 

 
 

主
席
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
席
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

主
席
管
理
主
事 

 
 

 
 

支
所
長 

 
 

 
 

企
画
幹
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
企
画
幹
に
限

る
。
） 

 
 

 
 

副
館
長
（
熊
谷
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

及
び
近
代
美
術
館
の
副
館
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

県
立
学
校
の
事
務
局
長 

 
 

八
級 

参
事 

 
 

総
合
企
画
長 

 
 

九
級 

高
校
改
革
統
括
監 

 
 

 
 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 

                                  



 
 

十
級 

副
教
育
長 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

警
察
本
部 

一
級 

警
察
主
事 

 
 

 
 

警
察
技
師 

 
 

二
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
主
事 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
技
師 

 
 

三
級 

専
門
員 

 
 

 
 

係
長 

 
 

四
級 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
係
長 

 
 

五
級 

課
（
室
、
隊
、
校
）
長
補
佐 

 
 

 
 

補
佐
官 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

 
 

 
 

警
察
署
の
課
長 

 
 

 
 

警
察
署
の
課
長
代
理 

 
 

六
級 

調
査
官 

 
 

 
 

指
導
官 

 
 

 
 

専
門
官 

 
 

 
 

次
席 

 
 

 
 

術
科
教
養
部
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
（
室
、
隊
、
校
）
長

補
佐 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
補
佐
官 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
警
察
署
の
課
長 

 
 

 
 

特
に
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

 
 

七
級 

主
席
師
範 

 
 

 
 

管
理
官 

 
 

 
 

総
括
調
査
官 

 
 

 
 

主
席
調
査
官 

 
 

 
 

主
席
指
導
官 

 
 

 
 

主
席
専
門
官 

 
 

 
 

附
置
機
関
の
長 

 
 

八
級 

財
務
局
長 

 

                                  



 
 

 
 

参
事 

 
 

 
 

理
事
官 

 
 

九
級 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 

    

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
四 

経
験
年
数
換
算
表
（
第
六
条
関
係
） 

 

             

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      
 

経 
 

 
 

歴 

換 

算 

率 

地
方
公
共
団
体
、
国
、
旧
公

共
企
業
体
、
政
府
関
係
機
関
、

外
国
政
府
又
は
民
間
に
お
け

る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員

等
と
し
て
の
在
職
期
間 

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間
（
常
時
勤
務
に
従
事
し
た

期
間
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
期

間
に
限
る
。
） 

百
分
の
百 

そ
の
他
の
期
間 

百
分
の
百
以
下 

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間

（
正
規
の
修
学
年
数
内
の
期
間
に
限
る
。
） 

百
分
の
百
以
下 

そ
の
他
の
期
間 

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の

経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た
期

間 

百
分
の
百
以
下 

そ
の
他
の
期
間 

百
分
の
五
十
以
下 

 



                                  

 

30 1 10 10 22 18 9 5

31 1 11 11 23 19 10 5

32 1 12 12 24 20 10 5

33 1 13 13 25 21 11 5

34 2 14 14 26 22 11 5

35 3 15 15 27 23 12 5

36 4 16 16 28 24 12 5

37 5 17 17 29 25 13 5

38 6 18 18 30 26 13 5

39 7 19 19 31 27 13 5

40 8 20 20 32 28 13 5

41 9 21 21 33 29 14 5

42 10 22 22 34 29 14 5

43 11 23 23 35 30 14 5

44 12 24 24 36 30 14 5

45 13 25 25 37 31 15 5

46 14 26 26 38 31 15

47 15 27 27 39 32 15

48 16 28 28 40 32 15

49 17 29 29 41 33 15

50 18 30 30 42 33 15

51 19 31 31 43 34 15

52 20 32 32 44 34 15

53 21 33 33 45 35 15

54 21 33 34 46 35 15

55 22 34 35 47 36 15

56 22 34 36 48 36 15

57 23 35 37 49 37 15

58 23 35 37 50 37 15

59 24 36 37 51 38 15

60 24 36 38 52 38 15

61 25 37 38 53 38 15

62 25 38 38 54 38 15

63 26 39 39 55 38 15

 

 

別表第７　昇格時号給対応表（第２２条関係）

イ　行政職給料表昇格時号給対応表

2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

3 1 1 1 1 1 1 1 3 3

4 1 1 1 1 1 1 1 4 4

5 1 1 1 1 1 1 1 5 4

6 1 1 1 1 1 1 1 5 4

7 1 1 1 1 1 1 1 5 4

8 1 1 1 1 1 1 1 5 4

9 1 1 1 1 1 1 1 5 4

10 1 1 1 2 1 1 1

11 1 1 1 3 1 1 1

12 1 1 1 4 1 1 1

13 1 1 1 5 1 1 2

14 1 1 1 6 2 1 2

15 1 1 1 7 3 1 2

16 1 1 1 8 4 1 2

17 1 1 1 9 5 1 2

18 1 1 1 10 6 2 3

19 1 1 1 11 7 3 3

20 1 1 1 12 8 4 3

21 1 1 1 13 9 5 3

22 1 2 2 14 10 5 4

23 1 3 3 15 11 6 4

24 1 4 4 16 12 6 4

25 1 5 5 17 13 7 4

26 1 6 6 18 14 7 4

27 1 7 7 19 15 8 4

28 1 8 8 20 16 8 4

29 1 9 9 21 17 9 5

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給



                                  

 

64 26 40 39 56 38 15

65 27 41 39 57 38 15

66 27 41 40 58 38 16

67 28 42 40 59 38 16

68 28 42 40 60 38 16

69 29 43 41 60 39 16

70 29 43 41 60 39 16

71 29 44 41 60 39 16

72 30 44 42 60 39 16

73 30 45 42 61 39 17

74 30 45 42 61 39

75 31 45 43 61 39

76 31 45 43 61 39

77 31 45 43 61 39

78 32 46 44 62 39

79 32 46 44 62 39

80 32 46 44 62 39

81 33 46 45 63 40

82 33 46 45 64 40

83 33 47 45 65 40

84 34 47 45 66 40

85 34 47 46 67 41

86 34 47 46

87 35 47 46

88 35 48 46

89 35 48 47

90 36 48 47

91 36 48 47

92 36 48 47

93 37 49 47

94 49 47

95 49 47

96 49 48

97 49 48

 

98 50 48

99 50 48

100 50 48

101 50 48

102 50 48

103 51 49

104 51 49

105 51 49

106 51 49

107 51 49

108 52 49

109 52 49

110 52

111 52

112 52

113 52

114 52

115 52

116 52

117 53

118 53

119 53

120 53

121 53

122 53

123 53

124 53

125 53



                                  

 

ロ　公安職給料表昇格時号給対応表

2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1

10 2 1 1 1 2 1 1 1

11 3 1 1 1 3 1 1 1

12 4 1 1 1 4 1 1 1

13 5 1 1 1 5 1 1 1

14 6 2 1 1 6 2 1 2

15 7 3 1 1 7 3 1 2

16 8 4 1 1 8 4 1 2

17 9 5 1 1 9 5 1 2

18 10 6 1 1 10 6 2 3

19 11 7 1 1 11 7 3 3

20 12 8 1 1 12 8 4 3

21 13 9 1 1 13 9 5 4

22 14 10 2 1 14 10 6 4

23 15 11 3 1 15 11 7 4

24 16 12 4 1 16 12 8 4

25 17 13 5 1 17 13 9 4

26 18 14 6 1 18 14 10 4

27 19 15 7 1 19 15 11 4

28 20 16 8 1 20 16 12 5

29 21 17 9 1 21 17 13 5

30 22 18 10 2 22 18 14 5

31 23 19 11 3 23 19 15 5

32 24 20 12 4 24 20 16 5

33 25 21 13 5 25 21 17 5

34 26 22 14 6 26 22 18 5

35 27 23 15 7 27 23 19 5

36 28 24 16 8 28 24 20 5

37 29 25 17 9 29 25 21 5

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給

 

38 30 26 18 10 30 26 22 5

39 31 27 19 11 31 27 23 5

40 32 28 20 12 32 28 24 5

41 33 29 21 13 33 29 25 5

42 34 30 22 14 34 30 25 5

43 35 31 23 15 35 31 26 5

44 36 32 24 16 36 32 26 5

45 37 33 25 17 37 33 27 5

46 38 34 26 18 38 34 27

47 39 35 27 19 39 35 28

48 40 36 28 20 40 36 28

49 41 37 29 21 41 37 28

50 42 38 30 22 42 37 28

51 43 39 31 23 43 37 28

52 44 40 32 24 44 38 28

53 45 41 33 25 45 38 28

54 46 42 34 26 46 38 28

55 47 43 35 27 47 39 28

56 48 44 36 28 48 39 28

57 49 45 37 29 49 39 29

58 50 46 38 30 50 40 29

59 51 47 39 31 51 40 29

60 52 48 40 32 52 40 29

61 53 49 41 33 53 40 29

62 54 50 42 34 54 40 29

63 55 51 43 35 55 40 29

64 56 52 44 36 56 40 29

65 57 53 45 37 57 40 29

66 58 54 46 37 58 40 29

67 59 55 47 38 59 40 29

68 60 56 48 38 60 41 30

69 61 57 49 39 60 41 30

70 62 58 49 39 60 41 30

71 63 59 50 40 61 41 31

72 64 60 50 40 62 41 31

73 65 61 51 41 63 41 31

74 66 62 51 42 64 41

75 67 63 52 43 65 41

76 68 64 52 44 66 41

77 69 65 53 45 67 41

78 69 66 54 46 68 41



                                  

 

79 70 67 55 47 69 41

80 70 68 56 48 70 42

81 71 69 57 49 71 42

82 71 70 58 49 72 42

83 72 71 59 50 73 43

84 72 72 60 50 74 43

85 73 73 61 51 75 43

86 74 74 62 51

87 75 75 63 52

88 76 76 64 52

89 77 77 65 53

90 78 78 66 53

91 79 79 67 53

92 80 80 68 54

93 81 81 69 54

94 82 82 70 54

95 83 83 71 55

96 84 84 72 55

97 85 85 73 55

98 86 86 74 56

99 87 87 75 56

100 88 88 76 56

101 89 89 77 57

102 90 89 78 58

103 91 90 79 59

104 92 90 80 60

105 93 91 81 60

106 93 91 82 60

107 93 92 83 60

108 94 92 84 60

109 94 93 85 60

110 94 94 85 60

111 95 95 86 60

112 95 96 86 60

113 95 97 87 61

114 96 98 87 61

115 96 99 88 61

116 96 100 88 61

117 97 101 89 61

118 97 101 89 61

119 98 101 90 61

 

120 98 102 90 61

121 99 102 91 61

122 99 102 91

123 100 103 92

124 100 103 92

125 101 103 92

126 104 92

127 104 92

128 104 92

129 105 92

130 105 92

131 105 92

132 106 92

133 106 93

134 106 93

135 107 93

136 107 93

137 107 93

138 108 94

139 108 95

140 108 96

141 109 96

142 109

143 110

144 110

145 111



                                  

 

ハ　研究職給料表昇格時号給対応表

2級 3級 4級 5級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 2

14 1 1 1 2

15 1 1 1 2

16 1 1 1 2

17 1 1 1 2

18 1 1 1 2

19 1 1 1 2

20 1 1 1 3

21 1 1 1 3

22 1 1 1 3

23 1 1 1 3

24 1 1 1 3

25 1 1 1 3

26 2 1 2 3

27 3 1 3 4

28 4 1 4 4

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給

 

29 5 1 5 4

30 6 1 6 4

31 7 1 7 4

32 8 1 8 4

33 9 1 9 4

34 10 1 10 5

35 11 1 11 5

36 12 1 12 5

37 13 1 13 5

38 14 1 13 5

39 15 1 14 5

40 16 1 14 5

41 17 1 15 6

42 17 2 15 6

43 18 3 16 6

44 18 4 16 6

45 19 5 17 6

46 19 6 18 6

47 20 7 19 6

48 20 8 20 6

49 21 9 21 6

50 22 9 21 7

51 23 9 21 7

52 24 10 22 7

53 25 10 22 7

54 25 10 22 7

55 26 11 23 7

56 26 11 23 7

57 27 11 23 7

58 27 12 24 7

59 28 12 24 7

60 28 12 24 7



                                  

 

93 43 27

94 43 27

95 44 27

96 44 27

97 45 28

98 46 28

99 47 28

100 48 28

101 49 29

102 50 29

103 51 29

104 52 30

105 53 30

106 53 30

107 53 30

108 54 30

109 54 31

110 54 31

111 55 31

112 55 31

113 55 31

114 56 32

115 56 32

116 56 32

117 57 32

118 57 32

119 58 33

120 58 33

121 59 33

61 29 13 25 7

62 29 13 25

63 29 14 26

64 30 14 26

65 30 15 26

66 30 15 26

67 31 16 27

68 31 16 27

69 31 17 27

70 32 17 28

71 32 17 28

72 32 18 28

73 33 18 29

74 33 18 29

75 34 19 29

76 34 19 30

77 35 19 30

78 35 20 30

79 36 20 31

80 36 20 31

81 37 21 31

82 37 22

83 38 23

84 38 24

85 39 25

86 39 25

87 40 25

88 40 25

89 41 26

90 41 26

91 42 26

92 42 26



                                  

 

29 1 9 3

30 1 10 3

31 1 11 4

32 1 12 4

33 1 13 4

34 2 14 5

35 3 15 5

36 4 16 5

37 5 17 5

38 6 18 5

39 7 19 5

40 8 20 5

41 9 21 5

42 10 21 5

43 11 22 5

44 12 22 5

45 13 23 5

46 13 23 5

47 13 24 5

48 14 24 5

49 14 25 5

50 14 25 5

51 14 26 5

52 15 26 5

53 15 27 5

54 15 27 5

55 15 28 5

56 16 28 5

57 16 29 5

58 16 29 5

59 16 29 5

60 17 30 5  

ニ　医療職給料表⑴昇格時号給対応表

2級 3級 4級

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 1

4 1 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1

11 1 1 1

12 1 1 1

13 1 1 1

14 1 1 1

15 1 1 1

16 1 1 1

17 1 1 1

18 1 1 1

19 1 1 1

20 1 1 1

21 1 1 1

22 1 2 1

23 1 3 1

24 1 4 2

25 1 5 2

26 1 6 2

27 1 7 3

28 1 8 3

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給



                                  

 

61 17 30 5

62 17 30 5

63 18 31 5

64 18 31 5

65 19 31 5

66 32 5

67 32 5

68 32 5

69 32 5

70 32 5

71 33 5

72 33 5

73 33 5

74 33

75 33

76 34

77 34

78 34

79 34

80 34

81 35

82 35

83 35

84 35

85 35

 

ホ　医療職給料表⑵昇格時号給対応表

2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 2 1 1 1 1

15 1 1 3 1 1 1 1

16 1 1 4 1 1 1 1

17 1 1 5 1 1 1 1

18 1 1 6 1 1 1 1

19 1 1 7 1 1 1 1

20 1 1 8 1 1 1 1

21 1 1 9 1 1 1 1

22 2 2 10 2 2 2 1

23 3 3 11 3 3 3 1

24 4 4 12 4 4 4 1

25 5 5 13 5 5 5 1

26 6 6 14 6 6 5 1

27 7 7 15 7 7 6 1

28 8 8 16 8 8 6 1

29 9 9 17 9 9 7 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給



                                  

 

30 10 10 18 10 10 7 1

31 11 11 19 11 11 8 1

32 12 12 20 12 12 8 1

33 13 13 21 13 13 9 1

34 14 14 22 14 14 9 1

35 15 15 23 15 15 9 1

36 16 16 24 16 16 9 1

37 17 17 25 17 17 9 1

38 18 18 26 18 18 9

39 19 19 27 19 19 10

40 20 20 28 20 20 10

41 21 21 29 21 21 10

42 22 22 30 22 21 10

43 23 23 31 23 21 10

44 24 24 32 24 22 10

45 25 25 33 25 22 11

46 25 26 34 25 22 11

47 26 27 35 26 23 11

48 26 28 36 26 23 11

49 27 29 37 27 23 11

50 27 30 38 27 24 11

51 28 31 39 28 24 12

52 28 32 40 28 24 12

53 29 33 41 29 25 12

54 29 34 42 29 25

55 30 35 43 30 26

56 30 36 44 30 26

57 31 37 45 31 27

58 31 38 46 31 27

59 32 39 47 32 28

60 32 40 48 32 28

61 33 41 49 33 28 

62 33 42 50 33 28

63 34 43 51 33 28

64 34 44 52 34 29

65 35 45 53 34 29

66 35 46 54 34 29

67 36 47 55 35 29

68 36 48 56 35 29

69 37 49 57 35 30

70 37 49 57 36 30

71 38 50 58 36 30

72 38 50 58 36 30

73 39 51 59 37 30

74 39 51 59 37 31

75 40 52 60 37 31

76 40 52 60 37 31

77 41 53 61 38 31

78 41 53 61 38

79 41 53 62 38

80 42 54 62 38

81 42 54 63 39

82 42 54 63 39

83 43 55 64 39

84 43 55 64 39

85 43 55 65 39

86 56 66 40

87 56 67 40

88 56 68 40

89 56 69 40

90 56 69 40

91 57 70 41

92 57 70 41

93 57 70 41



                                  

 

94 57 70 41

95 57 70 41

96 58 70 42

97 58 70 42

98 58 70 42

99 58 70 42

100 58 70 42

101 59 70 43

102 59 70

103 59 70

104 59 70

105 59 70

106 70

107 70

108 70

109 70

 

ヘ　医療職給料表⑶昇格時号給対応表

2級 3級 4級 5級 6級 7級

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1

14 1 1 2 1 1 1

15 1 1 3 1 1 1

16 1 1 4 1 1 1

17 1 1 5 1 1 1

18 2 1 6 1 1 1

19 3 1 7 1 1 1

20 4 1 8 1 1 1

21 5 1 9 1 1 1

22 6 1 10 2 1 2

23 7 1 11 3 1 3

24 8 1 12 4 1 4

25 9 1 13 5 1 5

26 10 1 14 6 2 6

27 11 1 15 7 3 7

28 12 1 16 8 4 8

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇　格　後　の　号　給



                                  

 

29 13 1 17 9 5 9

30 14 2 18 10 6 10

31 15 3 19 11 7 11

32 16 4 20 12 8 12

33 17 5 21 13 9 13

34 18 6 22 14 10 14

35 19 7 23 15 11 15

36 20 8 24 16 12 16

37 21 9 25 17 13 17

38 22 10 26 18 14 18

39 23 11 27 19 15 19

40 24 12 28 20 16 20

41 25 13 29 21 17 20

42 26 14 30 22 17 20

43 27 15 31 23 18 20

44 28 16 32 24 18 20

45 29 17 33 25 19 21

46 30 18 34 26 19 21

47 31 19 35 27 20 21

48 32 20 36 28 20 21

49 33 21 37 29 21 21

50 34 22 38 30 21 22

51 35 23 39 31 22 22

52 36 24 40 32 22 22

53 37 25 41 33 23 22

54 38 26 42 34 23 22

55 39 27 43 35 24 23

56 40 28 44 36 24 23

57 41 29 45 37 25 23

58 41 30 46 38 25

59 42 31 47 39 26 

60 42 32 48 40 26

61 43 33 49 41 27

62 43 34 50 42 27

63 44 35 51 43 28

64 44 36 52 44 28

65 45 37 53 45 29

66 46 38 54 45 29

67 47 39 55 46 29

68 48 40 56 46 29

69 49 41 57 47 29

70 50 42 58 47 29

71 51 43 59 48 30

72 52 44 60 48 30

73 53 45 61 49 30

74 54 46 62 50 30

75 55 47 63 51 30

76 56 48 64 52 30

77 57 49 65 53 31

78 58 50 66 53 31

79 59 51 67 54 31

80 60 52 68 54 31

81 61 53 69 55 31

82 62 54 70 55 31

83 63 55 71 56 32

84 64 56 72 56 32

85 65 57 73 57 32

86 65 58 74 57

87 66 59 75 58

88 66 60 76 58

89 67 61 77 59

90 67 62 78 59



                                  

 

91 68 63 79 60

92 68 64 80 60

93 69 65 81 60

94 70 66 81 60

95 71 67 82 61

96 72 68 82 61

97 73 69 83 61

98 74 70 83 61

99 75 71 84 62

100 76 72 84 62

101 77 73 85 62

102 77 74 86 62

103 78 75 87 63

104 78 76 88 63

105 79 77 88 63

106 79 77 88 63

107 80 77 89 64

108 80 78 89 64

109 81 78 89 65

110 81 78 90

111 81 79 90

112 81 79 90

113 81 79 91

114 82 80 91

115 82 80 91

116 82 80 92

117 82 81 92

118 82 81 92

119 83 81 93

120 83 81 93

121 83 82 93 

122 83 82

123 83 82

124 84 82

125 84 83

126 84 83

127 84 83

128 84 83

129 85 84

130 85 84

131 85 84

132 86 84

133 86 85

134 86 85

135 87 85

136 87 86

137 87 86

138 88 86

139 88 86

140 88 86

141 89 87

142 89 87

143 89 87

144 89 87

145 90 87

146 90 88

147 90 88

148 90 88

149 91 88

150 91 88

151 91 89

152 91 89



                  

別
表
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                

 

153 92 89

154 92

155 92

156 92

157 93

158 93

159 93

160 94

161 94

162 94

163 95

164 95

165 95

166 96

167 96

168 96

169 97



                                  

 

別表第７の２　降格時号給対応表（第２３条関係）

イ　行政職給料表降格時号給対応表

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

1 33 21 21 9 13 17 12 1 1

2 34 22 22 10 14 18 17 2 2

3 35 23 23 11 15 19 21 3 3

4 36 24 24 12 16 20 28 4 9

5 37 25 25 13 17 22 45 9 9

6 38 26 26 14 18 24 45 9 9

7 39 27 27 15 19 26 45 9 9

8 40 28 28 16 20 28 45 9 9

9 41 29 29 17 21 30 45 9

10 42 30 30 18 22 32

11 43 31 31 19 23 34

12 44 32 32 20 24 36

13 45 33 33 21 25 40

14 46 34 34 22 26 44

15 47 35 35 23 27 65

16 48 36 36 24 28 72

17 49 37 37 25 29 73

18 50 38 38 26 30 73

19 51 39 39 27 31 73

20 52 40 40 28 32 73

21 54 41 41 29 33 73

22 56 42 42 30 34 73

23 58 43 43 31 35 73

24 60 44 44 32 36 73

25 62 45 45 33 37 73

26 64 46 46 34 38 73

27 66 47 47 35 39 73

28 68 48 48 36 40 73

29 71 49 49 37 42 73

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給

 

30 74 50 50 38 44 73

31 77 51 51 39 46 73

32 80 52 52 40 48 73

33 83 54 53 41 50 73

34 86 56 54 42 52 73

35 89 58 55 43 54 73

36 92 60 56 44 56 73

37 93 61 59 45 58 73

38 93 62 62 46 68 73

39 93 63 65 47 80 73

40 93 64 68 48 84 73

41 93 66 71 49 85 73

42 93 68 74 50 85 73

43 93 70 77 51 85 73

44 93 72 80 52 85 73

45 93 77 84 53 85 73

46 93 82 88 54 85

47 93 87 95 55 85

48 93 92 102 56 85

49 93 97 109 57 85

50 93 102 109 58 85

51 93 107 109 59 85

52 93 116 109 60 85

53 93 125 109 61 85

54 93 125 109 62 85

55 93 125 109 63 85

56 93 125 109 64 85

57 93 125 109 65 85

58 93 125 109 66 85

59 93 125 109 67 85

60 93 125 109 72 85

61 93 125 109 77 85

62 93 125 109 80 85

63 93 125 109 81 85



                                  

 

64 93 125 109 82 85

65 93 125 109 83 85

66 93 125 109 84 85

67 93 125 109 85 85

68 93 125 109 85 85

69 93 125 109 85 85

70 93 125 109 85 85

71 93 125 109 85 85

72 93 125 109 85 85

73 93 125 109 85 85

74 93 125 109 85

75 93 125 109 85

76 93 125 109 85

77 93 125 109 85

78 93 125 109 85

79 93 125 109 85

80 93 125 109 85

81 93 125 109 85

82 93 125 109 85

83 93 125 109 85

84 93 125 109 85

85 93 125 109 85

86 93 125

87 93 125

88 93 125

89 93 125

90 93 125

91 93 125

92 93 125

93 93 125

94 93 125

95 93 125

96 93 125

97 93 125

 

98 93 125

99 93 125

100 93 125

101 93 125

102 93 125

103 93 125

104 93 125

105 93 125

106 93 125

107 93 125

108 93 125

109 93 125

110 93

111 93

112 93

113 93

114 93

115 93

116 93

117 93

118 93

119 93

120 93

121 93

122 93

123 93

124 93

125 93



                                  

 

ロ　公安職給料表降格時号給対応表

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

1 9 13 21 29 9 13 17 13

2 10 14 22 30 10 14 18 17

3 11 15 23 31 11 15 19 20

4 12 16 24 32 12 16 20 27

5 13 17 25 33 13 17 21 45

6 14 18 26 34 14 18 22 45

7 15 19 27 35 15 19 23 45

8 16 20 28 36 16 20 24 45

9 17 21 29 37 17 21 25 45

10 18 22 30 38 18 22 26

11 19 23 31 39 19 23 27

12 20 24 32 40 20 24 28

13 21 25 33 41 21 25 29

14 22 26 34 42 22 26 30

15 23 27 35 43 23 27 31

16 24 28 36 44 24 28 32

17 25 29 37 45 25 29 33

18 26 30 38 46 26 30 34

19 27 31 39 47 27 31 35

20 28 32 40 48 28 32 36

21 29 33 41 49 29 33 37

22 30 34 42 50 30 34 38

23 31 35 43 51 31 35 39

24 32 36 44 52 32 36 40

25 33 37 45 53 33 37 42

26 34 38 46 54 34 38 44

27 35 39 47 55 35 39 46

28 36 40 48 56 36 40 56

29 37 41 49 57 37 41 67

30 38 42 50 58 38 42 70

31 39 43 51 59 39 43 73

32 40 44 52 60 40 44 73

33 41 45 53 61 41 45 73

34 42 46 54 62 42 46 73

35 43 47 55 63 43 47 73

36 44 48 56 64 44 48 73

37 45 49 57 66 45 51 73

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給

 

38 46 50 58 68 46 54 73

39 47 51 59 70 47 57 73

40 48 52 60 72 48 67 73

41 49 53 61 73 49 79 73

42 50 54 62 74 50 82 73

43 51 55 63 75 51 85 73

44 52 56 64 76 52 85 73

45 53 57 65 77 53 85 73

46 54 58 66 78 54 85

47 55 59 67 79 55 85

48 56 60 68 80 56 85

49 57 61 70 82 57 85

50 58 62 72 84 58 85

51 59 63 74 86 59 85

52 60 64 76 88 60 85

53 61 65 77 91 61 85

54 62 66 78 94 62 85

55 63 67 79 97 63 85

56 64 68 80 100 64 85

57 65 69 81 101 65 85

58 66 70 82 102 66 85

59 67 71 83 103 67 85

60 68 72 84 112 70 85

61 69 73 85 121 71 85

62 70 74 86 121 72 85

63 71 75 87 121 73 85

64 72 76 88 121 74 85

65 73 77 89 121 75 85

66 74 78 90 121 76 85

67 75 79 91 121 77 85

68 76 80 92 121 78 85

69 78 81 93 121 79 85

70 80 82 94 121 80 85

71 82 83 95 121 81 85

72 84 84 96 121 82 85

73 85 85 97 121 83 85

74 86 86 98 121 84

75 87 87 99 121 85

76 88 88 100 121 85

77 89 89 101 121 85

78 90 90 102 121 85



                                  

 

79 91 91 103 121 85

80 92 92 104 121 85

81 93 93 105 121 85

82 94 94 106 121 85

83 95 95 107 121 85

84 96 96 108 121 85

85 97 97 110 121 85

86 98 98 112

87 99 99 114

88 100 100 116

89 101 102 118

90 102 104 120

91 103 106 122

92 104 108 132

93 107 109 137

94 110 110 138

95 113 111 139

96 116 112 141

97 118 113 141

98 120 114 141

99 122 115 141

100 124 116 141

101 125 119 141

102 125 122 141

103 125 125 141

104 125 128 141

105 125 131 141

106 125 134 141

107 125 137 141

108 125 140 141

109 125 142 141

110 125 144 141

111 125 145 141

112 125 145 141

113 125 145 141

114 125 145 141

115 125 145 141

116 125 145 141

117 125 145 141

118 125 145 141

119 125 145 141

 

120 125 145 141

121 125 145 141

122 125 145

123 125 145

124 125 145

125 125 145

126 125 145

127 125 145

128 125 145

129 125 145

130 125 145

131 125 145

132 125 145

133 125 145

134 125 145

135 125 145

136 125 145

137 125 145

138 125 145

139 125 145

140 125 145

141 125 145

142 125

143 125

144 125

145 125



                                  

 

ハ　研究職給料表降格時号給対応表

1級 2級 3級 4級

1 25 41 25 12

2 26 42 26 19

3 27 43 27 26

4 28 44 28 33

5 29 45 29 40

6 30 46 30 49

7 31 47 31 61

8 32 48 32 61

9 33 51 33 61

10 34 54 34 61

11 35 57 35 61

12 36 60 36 61

13 37 62 38 61

14 38 64 40 61

15 39 66 42

16 40 68 44

17 42 71 45

18 44 74 46

19 46 77 47

20 48 80 48

21 49 81 51

22 50 82 54

23 51 83 57

24 52 84 60

25 54 88 62

26 56 92 66

27 58 96 69

28 60 100 72

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給

 

29 63 103 75

30 66 108 78

31 69 113 81

32 72 118 81

33 74 121 81

34 76 121 81

35 78 121 81

36 80 121 81

37 82 121 81

38 84 121 81

39 86 121 81

40 88 121 81

41 90 121 81

42 92 121 81

43 94 121 81

44 96 121 81

45 97 121 81

46 98 121 81

47 99 121 81

48 100 121 81

49 101 121 81

50 102 121 81

51 103 121 81

52 104 121 81

53 107 121 81

54 110 121 81

55 113 121 81

56 116 121 81

57 118 121 81

58 120 121 81

59 121 121 81

60 121 121 81



                                  

 

61 121 121 81

62 121 121

63 121 121

64 121 121

65 121 121

66 121 121

67 121 121

68 121 121

69 121 121

70 121 121

71 121 121

72 121 121

73 121 121

74 121 121

75 121 121

76 121 121

77 121 121

78 121 121

79 121 121

80 121 121

81 121 121

82 121

83 121

84 121

85 121

86 121

87 121

88 121

89 121

90 121

91 121

92 121

 

93 121

94 121

95 121

96 121

97 121

98 121

99 121

100 121

101 121

102 121

103 121

104 121

105 121

106 121

107 121

108 121

109 121

110 121

111 121

112 121

113 121

114 121

115 121

116 121

117 121

118 121

119 121

120 121

121 121



                                  

 

ニ　医療職給料表⑴降格時号給対応表

1級 2級 3級

1 33 21 23

2 34 22 26

3 35 23 30

4 36 24 33

5 37 25 73

6 38 26 73

7 39 27 73

8 40 28 73

9 41 29 73

10 42 30 73

11 43 31

12 44 32

13 47 33

14 51 34

15 55 35

16 59 36

17 62 37

18 64 38

19 65 39

20 65 40

21 65 42

22 65 44

23 65 46

24 65 48

25 65 50

26 65 52

27 65 54

28 65 56

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給

 

29 65 59

30 65 62

31 65 65

32 65 70

33 65 75

34 65 80

35 65 85

36 65 85

37 65 85

38 65 85

39 65 85

40 65 85

41 65 85

42 65 85

43 65 85

44 65 85

45 65 85

46 65 85

47 65 85

48 65 85

49 65 85

50 65 85

51 65 85

52 65 85

53 65 85

54 65 85

55 65 85

56 65 85

57 65 85

58 65 85

59 65 85

60 65 85



                                  

 

61 65 85

62 65 85

63 65 85

64 65 85

65 65 85

66 65 85

67 65 85

68 65 85

69 65 85

70 65 85

71 65 85

72 65 85

73 65 85

74 65

75 65

76 65

77 65

78 65

79 65

80 65

81 65

82 65

83 65

84 65

85 65

 

ホ　医療職給料表⑵降格時号給対応表

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

1 21 21 13 21 21 21 37

2 22 22 14 22 22 22 37

3 23 23 15 23 23 23 37

4 24 24 16 24 24 24 37

5 25 25 17 25 25 26 37

6 26 26 18 26 26 28 37

7 27 27 19 27 27 30 37

8 28 28 20 28 28 32 37

9 29 29 21 29 29 38 37

10 30 30 22 30 30 44 37

11 31 31 23 31 31 50 37

12 32 32 24 32 32 53 37

13 33 33 25 33 33 53 37

14 34 34 26 34 34 53 37

15 35 35 27 35 35 53 37

16 36 36 28 36 36 53 37

17 37 37 29 37 37 53 37

18 38 38 30 38 38 53 37

19 39 39 31 39 39 53 37

20 40 40 32 40 40 53 37

21 41 41 33 41 43 53 37

22 42 42 34 42 46 53

23 43 43 35 43 49 53

24 44 44 36 44 52 53

25 46 45 37 46 54 53

26 48 46 38 48 56 53

27 50 47 39 50 58 53

28 52 48 40 52 63 53

29 54 49 41 54 68 53

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給



                                  

 

30 56 50 42 56 73 53

31 58 51 43 58 77 53

32 60 52 44 60 77 53

33 62 53 45 63 77 53

34 64 54 46 66 77 53

35 66 55 47 69 77 53

36 68 56 48 72 77 53

37 70 57 49 76 77 53

38 72 58 50 80 77

39 74 59 51 85 77

40 76 60 52 90 77

41 79 61 53 95 77

42 82 62 54 100 77

43 85 63 55 101 77

44 85 64 56 101 77

45 85 65 57 101 77

46 85 66 58 101 77

47 85 67 59 101 77

48 85 68 60 101 77

49 85 70 61 101 77

50 85 72 62 101 77

51 85 74 63 101 77

52 85 76 64 101 77

53 85 79 65 101 77

54 85 82 66 101

55 85 85 67 101

56 85 90 68 101

57 85 95 70 101

58 85 100 72 101

59 85 105 74 101

60 85 105 76 101

61 85 105 78 101 

62 85 105 80 101

63 85 105 82 101

64 85 105 84 101

65 85 105 85 101

66 85 105 86 101

67 85 105 87 101

68 85 105 88 101

69 85 105 90 101

70 85 105 109 101

71 85 105 109 101

72 85 105 109 101

73 85 105 109 101

74 85 105 109 101

75 85 105 109 101

76 85 105 109 101

77 85 105 109 101

78 85 105 109

79 85 105 109

80 85 105 109

81 85 105 109

82 85 105 109

83 85 105 109

84 85 105 109

85 85 105 109

86 85 105 109

87 85 105 109

88 85 105 109

89 85 105 109

90 85 105 109

91 85 105 109

92 85 105 109

93 85 105 109



                                  

 

94 85 105 109

95 85 105 109

96 85 105 109

97 85 105 109

98 85 105 109

99 85 105 109

100 85 105 109

101 85 105 109

102 85 105

103 85 105

104 85 105

105 85 105

106 105

107 105

108 105

109 105

 

ヘ　医療職給料表⑶降格時号給対応表

1級 2級 3級 4級 5級 6級

1 17 29 13 21 25 21

2 18 30 14 22 26 22

3 19 31 15 23 27 23

4 20 32 16 24 28 24

5 21 33 17 25 29 25

6 22 34 18 26 30 26

7 23 35 19 27 31 27

8 24 36 20 28 32 28

9 25 37 21 29 33 29

10 26 38 22 30 34 30

11 27 39 23 31 35 31

12 28 40 24 32 36 32

13 29 41 25 33 37 33

14 30 42 26 34 38 34

15 31 43 27 35 39 35

16 32 44 28 36 40 36

17 33 45 29 37 42 37

18 34 46 30 38 44 38

19 35 47 31 39 46 39

20 36 48 32 40 48 44

21 37 49 33 41 50 49

22 38 50 34 42 52 54

23 39 51 35 43 54 57

24 40 52 36 44 56 57

25 41 53 37 45 58 57

26 42 54 38 46 60 57

27 43 55 39 47 62 57

28 44 56 40 48 64 57

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降　格　後　の　号　給



                                  

 

29 45 57 41 49 70 57

30 46 58 42 50 76 57

31 47 59 43 51 82 57

32 48 60 44 52 85 57

33 49 61 45 53 85 57

34 50 62 46 54 85 57

35 51 63 47 55 85 57

36 52 64 48 56 85 57

37 53 65 49 57 85 57

38 54 66 50 58 85 57

39 55 67 51 59 85 57

40 56 68 52 60 85 57

41 58 69 53 61 85 57

42 60 70 54 62 85

43 62 71 55 63 85

44 64 72 56 64 85

45 65 73 57 66 85

46 66 74 58 68 85

47 67 75 59 70 85

48 68 76 60 72 85

49 69 77 61 73 85

50 70 78 62 74 85

51 71 79 63 75 85

52 72 80 64 76 85

53 73 81 65 78 85

54 74 82 66 80 85

55 75 83 67 82 85

56 76 84 68 84 85

57 77 85 69 86 85

58 78 86 70 88

59 79 87 71 90 

60 80 88 72 94

61 81 89 73 98

62 82 90 74 102

63 83 91 75 106

64 84 92 76 108

65 86 93 77 109

66 88 94 78 109

67 90 95 79 109

68 92 96 80 109

69 93 97 81 109

70 94 98 82 109

71 95 99 83 109

72 96 100 84 109

73 97 101 85 109

74 98 102 86 109

75 99 103 87 109

76 100 104 88 109

77 102 107 89 109

78 104 110 90 109

79 106 113 91 109

80 108 116 92 109

81 113 120 94 109

82 118 124 96 109

83 123 128 98 109

84 128 132 100 109

85 131 135 101 109

86 134 140 102

87 137 145 103

88 140 150 106

89 144 153 109

90 148 153 112



                                  

 

91 152 153 115

92 156 153 118

93 159 153 121

94 162 153 121

95 165 153 121

96 168 153 121

97 169 153 121

98 169 153 121

99 169 153 121

100 169 153 121

101 169 153 121

102 169 153 121

103 169 153 121

104 169 153 121

105 169 153 121

106 169 153 121

107 169 153 121

108 169 153 121

109 169 153 121

110 169 153

111 169 153

112 169 153

113 169 153

114 169 153

115 169 153

116 169 153

117 169 153

118 169 153

119 169 153

120 169 153

121 169 153 

122 169

123 169

124 169

125 169

126 169

127 169

128 169

129 169

130 169

131 169

132 169

133 169

134 169

135 169

136 169

137 169

138 169

139 169

140 169

141 169

142 169

143 169

144 169

145 169

146 169

147 169

148 169

149 169

150 169

151 169

152 169



                 

別
表
第
七
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
七
の
三 

特
定
職
員
昇
給
号
給
数
表
（
第
三
十
五
条
関
係
） 

      

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
上
段
の
昇
給
の
号
給
数
は
条
例
第
四
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
特
定
職
員
以
外
の
特
定
職
員
に
、
中
段
の
昇
給
の
号
給
数
は
同
項
第
二
号
の
適
用
を

受
け
る
特
定
職
員
に
、
下
段
の
昇
給
の
号
給
数
は
同
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

特
定
職
員
（
同
項
第
二
号
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員
を
除
く
。
）
に
適
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
の
特
例
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
昇
格
等
」
と
い
う
。
）
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た

昇 

給 

区 

分 

一
号
該
当 

二
号
該
当 

三
号
該
当 

四
号
該
当 

五
号
該
当 

昇 

給 

の 

号 

給 

数 

八
以
上 

六 

三 

二 

〇 

二 

一 

〇 

〇 

〇 

二
以
上 

一 

〇 

〇 

〇 

 

 153 169



場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の

と
み
な
し
て
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
で
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る

者
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の

と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
雑
則
） 

４ 

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

       



規 
 

則 

 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
五 

 
 

 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
九
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
三
号
中
「
扶
養
親
族
た
る
者
（
」
の
下
に
、
「
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
他
に

生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
」
を
加
え
、
「
第
八
条

に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
」

を
「
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
」
に
改
め
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
地

方
公
務
員
等
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
要
し

な
い
。 

第
七
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



中

央

児

童

相

談

所
、
南
児
童
相
談

所
、
朝
霞
児
童
相

談
所
、
所
沢
児
童

相
談
所
、
熊
谷
児

童

相

談

所

及

び

越

谷

児

童

相

談

所 

保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師 

要
保
護
児
童
の
生
活
指
導
又
は
心
理
療
法
に
直
接
従

事
す
る
職
員 

一
・
二
五 

二
・
二
五 

 

規 
 

則 

 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
六 

 
 

 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

三
九
七
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
中
央
児
童
相
談
所
、
南
児
童
相
談
所
、
所
沢
児
童
相
談
所
、
熊
谷
児
童
相
談
所
及

び
越
谷
児
童
相
談
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七―

一
〇
七
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
条
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
七 

 
 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

四
九
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
届
出
） 

第
三
条 

新
た
に
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
人
事

委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
に
係
る
恒
常

的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、

同
様
と
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
要

し
な
い
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
前
条

に
規
定
す
る
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
事
項
を
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
の
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
五
条 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備

す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属



す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人
事
委
員
会

が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定

め
る
日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）

を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

現
に
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と

き
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手

当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
二
中
「
条
例

第
八
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以

下
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級
が
行
政
職
給
料

表
の
九
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
」
と
、
第
二
条
、
第
二
条
の
二
、
第
三
条
第
一
項
、

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
） 

３ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級

が
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
第

一
条
の
二
及
び
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
八 

 
 

 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

五
五
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
が
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を

し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
削
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交
流

等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む

を
得
な
い
事
情
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号

中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定

す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」

を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
に
改
め
、
「
伴
い
」
と
」
の
下
に
「
、
「
第
二
条
」

と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
」
を
加
え
、
「
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
を
第
六
条
と
す
る 

 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
を
要
し
な
い
。 

 

第
九
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
、

同
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適

用
す
る
。 

 

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
〇
七
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。 



規 
 

則 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
〇
九 

 
 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

五
七
〇
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
二
項
を
削
り
、
第
三
号
中
「
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
以
下

「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
給
料
表
の
号
給
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
三
項
（
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
十
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
」
の
下
の
「
（
職
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と

い
う
。
）
第
二
十
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
給
料
表
の
号
給
又
は
」

の
下
に
「
同
条
第
五
項
（
育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五

条
第
五
項
」
の
下
の
「
（
育
児
休
業
条
例
第
十
九
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

特
定
任
期
付
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項

の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

 
 

イ 

六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月

額 

六
千
円 

 
 

ロ 

五
号
給 

五
千
円 

 
 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で 

四
千
円 

 
 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

 

四 

任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給



又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

六
号
給
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

六
千
円 

 
 

ロ 

四
号
給
及
び
五
号
給 

五
千
円 

 
 

ハ 
二
号
給
及
び
三
号
給 

四
千
円 

 
 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

 

第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条
の
二 

条
例
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の

勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
と
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
条
第
二
項
の
勤
務
は
、
同
条
第

一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。 

 

一 

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し

た
場
合 

 

二 

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し

た
場
合 

 

附
則
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
及
び
第
二
条
」
に
、
「
第

一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
条
第
一
号
」

に
改
め
る
。 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
七―

一
〇
七
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
一
条
第
一
項

及
び
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
及
び
第
二
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
一
〇 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

七
二
四
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
南
児
童
相
談
所
」
の
下
に
「
、
朝
霞
児
童
相
談
所
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
七
項
中
「
及
び
第
五
条
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
、

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
一
一 

 
 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
一
九
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
合
算
し
た
額
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
現

に
受
け
る
給
料
の
月
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
」

の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
合
計
額
に
、
」
を
「
合
計
額
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ

て
は
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
）
に
、
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に

在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
指

定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
（
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と
す
る
。
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の

規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
れ
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
公
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の 

二 

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職

員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
（
条
例
第
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
た

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
又
は
法
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の
規



定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
れ
、
当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の 

三 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ

れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と

な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

に
、
条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動

し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と
な
る
も
の 

四 

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ

れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日

前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職

員
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の 

 

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
移
転
し
た
職
員
」
の
下
に
「
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
」

を
加
え
、
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
を
「
前

項
第
二
号
」
に
、
「
公
署
が
」
を
「
公
署
が
、
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。 

四 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

五 

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項

及
び
第
二
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

期
間
及
び
額 

六 

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員 

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措

置
） 



第
二
条 

暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
で
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
次

条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三

号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
七
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正

法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任

期
が
満
了
し
た
日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫

定
再
任
用
」
と
い
う
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採

用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任

用
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手

当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

以
後
に
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
地
方
公
務
員

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
和
三
年
改
正
法
附
則



第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
和
三
年
改
正
法
附

則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規

定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用

職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

３ 

改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い

た
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

適
用
す
る
。 



規 
 

則 

 

在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
一
二 

 
 

 

在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
在
宅
勤
務
等
の
場
所
） 

第
二
条 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と

す
る
。 

 

一 

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）

又
は
二
親
等
内
の
親
族
の
住
居 

 

二 

宿
泊
施
設
の
客
室
（
職
員
が
当
該
客
室
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
も
の 

 

（
正
規
の
勤
務
時
間
か
ら
除
か
れ
る
時
間
） 

第
三
条 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
と

す
る
。 

 

一 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
又
は
同
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

職
員
の
休
日
（
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
職
員

の
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
の

休
日
に
代
わ
る
代
休
日
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
い
ず
れ
も
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を

命
ぜ
ら
れ
た
時
間
を
除
く
。
） 

 

二 

休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
及
び
前
号
に
掲
げ
る
時
間
の
ほ
か
、
勤
務
し
な
い
こ
と
に

つ
き
特
に
承
認
が
あ
っ
た
時
間 

 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
） 

第
四
条 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

月
の
初
日
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
十
日
を
超
え
て
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
勤
務
（
以
下
「
在
宅
勤
務
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
職
員 

三
千



円 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

一
の
月
の
在
宅
勤
務
等
を
し
た
日
数
に
百
四
十
円
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
三
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
千
円
） 

 

（
計
画
等
の
提
出
） 

第
五
条 

前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
は
、
任
命
権
者

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
月
の
そ
の
在
宅
勤
務
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
等
の
作
成
及

び
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
確
認
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

在
宅
勤
務
等
を
す
る
場
所
、
在
宅
勤
務
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
数
そ
の
他
条
例
第
十
一
条
の
二
第

一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し

在
宅
勤
務
等
を
す
る
場
所
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
支
給
日
等
） 

第
七
条 

在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
第
四
条
第
一
号
の
職
員
に
は
、
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則

（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七─

一
一
〇
）
第
二
条
の
給
料
の
支
給
定
日
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
、
第
四
条
第
二
号
の
職
員
に
は
、
一
の
月
の
分
を
翌
月
の
支

給
日
に
支
給
す
る
。 

２ 

職
員
が
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
第
四
条
第
一
号
の
職
員
に
は
、
そ
の
際
支
給
し
、
第
四
条
第
二
号

の
職
員
に
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

職
員
が
任
命
権
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員 

異
動
し
た
日
の
属
す
る
月
の
分
は
そ
の
月
の
初
日
に

職
員
が
所
属
す
る
任
命
権
者
に
お
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
異

動
が
そ
の
月
の
給
料
の
支
給
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
が
異
動
し
た
日
ま
で
の
分
を
そ
の
際
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二―

一
四
五 

 
 

 

 
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二―

六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

                        

機
関 

職 

議
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

副
事
務
局
長 

参
事 

課
（
室
）
長 

総
務
課
の
主
幹
及
び
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事 

務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

秘
書
課
の
主
幹
及
び
主
査 

知
事
及

び
会
計

管
理
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
長 

知
事
室
長 

会
計
管
理
者 

政
策
・
財
務
局
長 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

地
域
経
営
局
長 

人
財
政
策
局
長 

税
務
局
長 

契
約
局
長 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 

県
民
共
生
局
長 

こ
ど
も
政
策
局
長 

環
境
未
来
局
長 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

医
療
政
策
局
長 

健
康
政
策
局
長 

 



 
 

                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

食
品
衛
生
安
全
局
長 

産
業
政
策
局
長 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

雇
用
労
働
局
長 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

副
部
長 

参
事 

参
与 

報
道
長 

統
括
参
事 

課
（
所
）
長 

調
整
幹 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 

政
策
幹 

北
部
拠
点
政
策
幹 

行
政
監
察
幹 

技
術
評
価
幹 

県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

共
生
推
進
幹 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

危
機
対
策
幹 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

児
童
虐
待
対
策
幹 

感
染
症
対
策
幹 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

家
畜
衛
生
幹 

産
業
基
盤
対
策
幹 

副
参
事 

副
報
道
長 

副
課
（
所
・
室
）
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、 

秘
書
事
務
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
総
括
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、
法 

規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
を
総
括
す
る
事 

務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

統
括
参
事
付
、
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
主 

幹 部
及
び
会
計
管
理
者
の
補
助
組
織
の
主
管
課
及
び
秘 

書
課
の
主
査
（
課
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す 

る
も
の
に
限
る
。
） 

秘
書
課
の
主
査
（
秘
書
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限 

る
。
） 

人
事
課
の
主
査
、
主
任
及
び
主
事
（
労
働
関
係
に
関 

す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
の
主
査
、
主
任
及
び
主
事 

（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

文
書
課
の
主
査
（
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴 

訟
等
を
総
括
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

財
政
課
の
主
査 

税
務
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画 

を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

管
財
課
の
主
査
（
庁
中
取
締
り
に
関
す
る
事
務
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

企
画
総
務
課
、
県
民
広
聴
課
、
危
機
管
理
課
、
環
境 

政
策
課
、
福
祉
政
策
課
、
保
健
医
療
政
策
課
、
産
業 

労
働
政
策
課
、
農
業
政
策
課
、
県
土
整
備
政
策
課
、 

都
市
整
備
政
策
課
及
び
出
納
総
務
課
の
主
査
（
労
働 

関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限 

る
。
） 

地
域
機

関 

地
域
振
興

セ
ン
タ
ー 

所
長 

副
所
長 

地
域
防
災
幹 

東
松
山
事
務
所
長 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
庄
事
務
所
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

環
境
科
学 

国
際
セ
ン 

タ
ー 

 
 

 
 

セ
ン
タ
ー
長 

事
務
局
長 

研
究
所
長 

室
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー 

 
 

 
 

セ
ン
タ
ー
長 

病
院
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

局
長 

医
療
安
全
管
理
幹 

管
理
・
業
務
部
長 

担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

精
神
保
健

福
祉
セ
ン

タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

管
理
業
務
部
長 

産
業
技
術

総
合
セ
ン

タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

室
長 

北
部
研
究
所
長 

副
室
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

北
部
研
究
所
副
所
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

農
業
技
術

研
究
セ
ン

タ
ー 

所
長 

副
所
長 

部
長
及
び
担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 



 

                 

                

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

寄
居
林
業 

事
務
所 

所
長 

副
所
長 

森
林
研
究
室
長 

総
合
技
術 

セ
ン
タ
ー 

所
長 

技
術
指
導
幹 

総
合
技
術
幹 

主
席
工
事
検
査
員 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 

そ
の
他
の

地
域
機
関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

機
関
の
長 

支
所
長 

副
所
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

副
園
長 

副
校
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

副
学
院
長 

副
支
所
長 

次
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

部
長
及
び
担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

課
長
及
び
担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

教
育
委

員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副
教
育
長 

部
長 

高
校
改
革
統
括
監 

副
部
長 

参
事 

課
長 

報
道
幹 

学
校
管
理
幹 

教
育
指
導
幹 

副
参
事 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、 

教
育
政
策
の
企
画
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は 

訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

危
機
管
理
幹 

企
画
幹 

調
整
幹 

管
理
主
幹 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、
教 

育
政
策
の
企
画
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴 

訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

主
任
管
理
主
事 

管
理
主
事 

参
事
付
の
主
査
（
秘
書
事
務
又
は
教
育
政
策
の
企
画
に

関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

総
務
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
法
規
審

査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌

す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
主
任
、
主
事
、
主
任
専

門
員
及
び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画

又
は
訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

財
務
課
の
主
査
（
予
算
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

教
職
員
課
の
主
査
、
主
任
、
主
事
、
主
任
専
門
員
及 

び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

県
立
学
校
人
事
課
、
小
中
学
校
人
事
課
及
び
教
職
員 

採
用
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌 

す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
主
任
、
主
事
、
主
任 

専
門
員
及
び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の 

企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

教
育
事
務

所 

所
長 

副
所
長 

室
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
席
管
理
主
事 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

主
任
管
理
主
事 

管
理
主
事 

担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

教
育
機 

関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

校
長 

副
校
長 

教
頭 

事
務
局
長 

事
務
局
次
長 

事
務
部
長 

事
務
室
長 

事
務
長 

そ
の
他
の

教
育
機
関

（
支
所
を

含
む
。
） 

機
関
の
長 

副
所
長
、
副
館
長
、
教
育
主
幹
及
び
担
当
部
長
（
労 

働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

監
査
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

副
事
務
局
長 

課
長 

監
査
第
一
課
の
主
席
監
査
員
、
主
任
監
査
員
及
び
監 

査
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 

人
事
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

参
事 

副
事
務
局
長 

課
長 

副
課
長 

主
幹 

主
査 

主
任 

 



            
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                     

労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

参
事 

副
事
務
局
長 

課
長 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 

選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

書
記
長 

副
書
記
長 

収
用
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

副
事
務
局
長 

 



 
 

 

規 
 

則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三―

六
三 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
第

一
三―

一
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
中
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
週
休
日
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

を
設
け
、
又
は
」
に
、
「
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
な
い
日
」
に
、
「
第
一
条
の
七
」
を
「
第
一
条
の
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
三
中
「
委
員
会
規
則
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
四
時
間
三
十
分
以
上
」
を
「
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の

時
間
の
範
囲
内
で
所
属
長
が
定
め
る
時
間
以
上
の
時
間
」
に
改
め
、
「
条
例
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
」
及
び
「
（
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

同
項
第
二
号
中
「
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で
」
を
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま

で
」
に
、
「
除
く
」
を
「
除
き
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
所
属
長
が
定
め
る
」
に
改
め
、
「
共
通

す
る
」
の
下
に
「
連
続
し
た
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
午
前
七
時
」
を
「
午
前
五
時
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
」
を
削
り
、
「
同
条
第

二
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
四
時
間
三
十
分
」
を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
育
児
、
介
護
等
の
事
情

に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
加
え
る
。 

 

第
一
条
の
五
第
一
項
中
「
（
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
申
告
に
あ
っ
て
は
、

同
条
第
二
項
及
び
前
条
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」

を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」



を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
割
振
り
及
び
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
設
け

る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
の
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時

刻
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
」
を
「
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
な
い
日
」
に
、
「
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
及
び
週
休
日
」
を
「
割
振
り
及
び
週
休
日
の

ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
及
び
週
休
日
」

の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
六
を
削
る
。 

 

第
一
条
の
七
中
「
、
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
と
し
て
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者

が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
」

を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
の
六
と
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
週
休
日
の
」
を
「
週
休
日
等
の
」
に
、
「
（
条
例
第
五
条
」

を
「
（
条
例
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
を
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は
週
休
日
の
ほ
か
に
設

け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
を
同
条
」
を
「
を
同
項
」
に
、
「
（
同
条
」

を
「
（
条
例
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
を
条
例
第
五
条
」
を
「
を
同
項
」
に
、
「
又
は
第
五
条
」

を
「
又
は
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
休
憩
時
間
の
一
斉
付
与
の
例
外
） 

第
三
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
、
公
務
の
正
常
な
運
営

を
妨
げ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩

時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第

三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
職
員
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
、
及
び
」
に
、

「
又
は
週
休
日
」
を
「
又
は
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 



 

第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ

か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
第
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
ハ
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
の
子
ど
も
の
学
習
・
生

活
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
及
び
第
十
八
条
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

前
号
に
定
め
る
以
外
の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し

な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
の
う
ち
十
日
の

範
囲
内
の
期
間 

 

第
十
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
中
「
休
暇
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
一
の
年
度
に
お
い
て
通
算

し
て
十
日
を
超
え
て
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
」
を
、
「
期
間
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
期
間

に
引
き
続
い
て
取
得
す
る
場
合
に
は
、
九
十
日
か
ら
当
該
期
間
に
お
い
て
取
得
し
た
休
暇
の
日

数
を
除
い
た
日
数
の
範
囲
内
の
期
間
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
」
を
「
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
」

に
、
「
当
該
子
の
看
護
の
た
め
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

イ 

そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

 
 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

 
 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ

と
に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の

世
話
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

 

第
十
九
条
の
三
第
六
項
中
「
第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
二
項

第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
「
で
あ
っ
て
、
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第

三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼

玉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
三―

六
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 



 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

規 
 

則 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八―

一
五 

 
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八―

六
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
午
前
七
時
」
を
「
午
前
五
時
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 



規 
 

則 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇―

五 

 
 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇―

一
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
四
条
第
四
項
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
四
条
と
し
、
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

     



規

則 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

技
能
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
等
の
勤
務
条
件
そ
の
他
勤
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
五
項
の
表
総
務
課
の
項
中
「
総
務
幹
」
を
「
危
機
管
理
幹
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

第
九
条
中
「
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
に
掲
示
」
を
「
公
示
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
及
び
記
名
し
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、 

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 



規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
教

育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

様
式
第
一
号
、
様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
二
十
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

□
健
康
保
険
被
保
険
者
証

 



規

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七

号
）
第
三
条
第
二
項
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
及
び
場
合
は
、
特
別
職
の
職
員
の

給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
号
）
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ 

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
十
中 

 

を 

 

に
、 

 

 

を 
 

 

に
改
め
る
。 

別
表
第
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

そ
の
他
の
も

の 直
接
関
係
が

あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の

そ
の
他
の
も

の 職
務
の
種
類

が
類
似
し
て

い
る
も
の

八
割
以
下

十
割
以
下

八
割
以
下

十
割
以
下

部
内
の
他
の
職

員
と
の
均
衡
を

著
し
く
失
す
る

場
合
は
こ
の
限

り
で
な
い
。

地
方
公
務
員

国
家
公
務
員
　
　
　
　
と
し
て

旧
公
共
企
業
体
職
員
　
の
在
職

政
府
関
係
機
関
職
員
　
期
間

外
国
政
府
職
員

民
間
に
お
け
る
企
業
体
、

団

体
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職

期
間

そ
の
他
の
も

の そ
の
経
験
が

直
接
職
務
に

役
立
つ
と
認

め
ら
れ
る
も

の

十
割
以
下

　
十
割

地
方
公
共
団
体
、

国
、

旧
公
共

企
業
体
、

政
府
関
係
機
関
、

外

国
政
府
又
は
民
間
に
お
け
る
企

業
体
、

団
体
等
の
職
員
等
と
し

て
の
在
職
期
間

常
時
勤
務
に
従

事
し
た
期
間
又

は
こ
れ
に
準
ず

る
期
間
に
限
る
。

そ
の
他
の
も

の 直
接
関
係
が

あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の

五
割
以
下

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

そ
の
他
の
も

の 直
接
関
係
が

あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の

五
割
以
下

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

そ
の
他
の
も

の そ
の
経
験
が

直
接
職
務
に

役
立
つ
と
認

め
ら
れ
る
も

の

五
割
以
下

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

そ
の
他
の
も

の そ
の
経
験
が

直
接
職
務
に

役
立
つ
と
認

め
ら
れ
る
も

の

五
割
以
下

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

「 

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 



 

       

 

 別表第１７　昇格時号給対応表（第２０条関係）

イ　教育職給料表(1)昇格時号給対応表

２級 特２級 ３級 ４級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1

16 1 1 1 1

17 1 1 1 1

18 1 1 1 1

19 1 1 1 1

20 1 1 1 1

21 1 1 1 1

22 2 1 1 1

23 3 1 1 1

24 4 1 1 1

25 5 1 1 1

26 6 1 1 1

27 7 1 1 1

28 8 1 1 1

29 9 1 1 1

30 10 1 2 1

昇格した日の前日
に受けていた号給

昇　格　後　の　号　給

31 11 1 3 1

32 12 1 4 1

33 13 1 5 1

34 14 1 6 1

35 15 1 7 1

36 16 1 8 1

37 17 1 9 1

38 18 2 10 1

39 19 3 11 1

40 20 4 12 1

41 21 5 13 1

42 22 6 14 2

43 23 7 15 3

44 24 8 16 4

45 25 9 17 5

46 25 10 18 6

47 26 11 19 7

48 26 12 20 8

49 27 13 21 9

50 27 14 22 9

51 28 15 23 10

52 28 16 24 10

53 29 17 25 11

54 29 18 26 11

55 30 19 27 12

56 30 20 28 12

57 31 21 29 13

58 31 22 30 13

59 32 23 31 14

60 32 24 32 14

61 33 25 33 15

62 33 26 34 15

63 34 27 35 16

64 34 28 36 16



 

       

 

 

65 35 29 37 17

66 35 30 38 17

67 36 31 39 17

68 36 32 40 17

69 37 33 41 18

70 37 34 42 18

71 38 35 43 18

72 38 36 44 18

73 39 37 45 19

74 39 38 45 19

75 40 39 46 19

76 40 40 46 19

77 41 41 47 20

78 41 42 47 20

79 42 43 48 20

80 42 44 48 20

81 43 45 49 21

82 43 46 50 21

83 44 47 51 22

84 44 48 52 22

85 45 49 53 23

86 45 50 53

87 46 51 53

88 46 52 54

89 47 53 54

90 47 54 54

91 48 55 55

92 48 56 55

93 49 57 55

94 49 58 56

95 50 59 56

96 50 60 56

97 51 61 57

98 51 62 57

99 52 63 57

100 52 64 58

101 53 65 58

102 53 66 58

103 54 67 59

104 54 68 59

105 55 69 59

106 55 69

107 56 70

108 56 70

109 57 71

110 57 71

111 57 72

112 57 72

113 58 73

114 58 73

115 58 74

116 58 74

117 59 75

118 59 75

119 59 76

120 59 76

121 60 77

122 60 77

123 60 77

124 60 77

125 61 77

126 61 78

127 61 78

128 61 78

129 61 78

130 61 78

131 62 79

132 62 79



 

       

 

  

133 62 79

134 62 79

135 62 79

136 62 80

137 63 80

138 63 80

139 63 80

140 63 80

141 63 81

142 63 81

143 64 81

144 64 82

145 64 82

146 64 82

147 64 83

148 64 83

149 65 83

150 65

151 66

152 66

153 67

ロ　教育職給料表(2)昇格時号給対応表

２級 特２級 ３級 ４級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 2 1 2 1

11 3 1 3 1

12 4 1 4 1

13 5 1 5 1

14 6 1 6 1

15 7 1 7 1

16 8 1 8 1

17 9 1 9 1

18 10 1 10 1

19 11 1 11 1

20 12 1 12 1

21 13 1 13 1

22 14 1 14 1

23 15 1 15 1

24 16 1 16 1

25 17 1 17 1

26 18 1 18 1

27 19 1 19 1

28 20 1 20 1

29 21 1 21 1

30 22 1 22 1

31 23 1 23 1

昇格した日の前日
に受けていた号給

昇　格　後　の　号　給



 

        

 

  

32 24 1 24 1

33 25 1 25 1

34 26 1 26 1

35 27 1 27 1

36 28 1 28 1

37 29 1 29 1

38 30 1 30 1

39 31 1 31 1

40 32 1 32 1

41 33 1 33 1

42 34 1 34 1

43 35 1 35 1

44 36 1 36 1

45 37 1 37 1

46 37 1 38 1

47 38 1 39 1

48 38 1 40 1

49 39 1 41 1

50 39 2 42 1

51 40 3 43 1

52 40 4 44 1

53 41 5 45 1

54 41 6 46 1

55 42 7 47 1

56 42 8 48 1

57 43 9 49 1

58 43 10 50 1

59 44 11 51 1

60 44 12 52 1

61 45 13 53 1

62 45 14 54 2

63 46 15 55 3

64 46 16 56 4

65 47 17 57 4

66 47 18 58 4

67 48 19 59 4

68 48 20 60 4

69 49 21 61 5

70 49 22 61 5

71 50 23 62 5

72 50 24 62 5

73 51 25 63 5

74 51 26 63 6

75 52 27 64 6

76 52 28 64 6

77 53 29 65 6

78 53 30 66 6

79 53 31 67 7

80 54 32 68 7

81 54 33 68 7

82 54 34 68 7

83 55 35 68 7

84 55 36 69 7

85 55 37 69 8

86 56 38 69 8

87 56 39 69 8

88 56 40 70 8

89 57 41 70 9

90 57 42 70 9

91 58 43 70 9

92 58 44 71 9

93 59 45 71 9

94 59 46 71 10

95 60 47 71 10

96 60 48 72 10

97 61 49 72 10

98 61 50 72 10

99 61 51 72 11



 

        

 

 

 

100 61 52 72 11

101 62 53 73 11

102 62 54 73 11

103 62 55 74 11

104 62 56 74 12

105 63 57 75 12

106 63 58

107 63 59

108 63 60

109 64 61

110 64 62

111 64 63

112 64 64

113 65 65

114 65 65

115 65 66

116 65 66

117 66 67

118 66 67

119 66 68

120 66 68

121 67 69

122 67 70

123 67 71

124 67 72

125 68 73

126 74

127 75

128 76

129 77

130 77

131 78

132 78

133 78

134 78

135 79

136 79

137 79

138 79

139 80

140 80

141 80

142 80

143 81

144 81

145 81

146 81

147 82

148 82

149 82

150 82

151 83

152 83

153 83

154 84

155 84

156 84

157 85

158 85

159 86

160 86

161 87



 

        

 

  

ハ　学校栄養職給料表昇格時号給対応表

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 1 2 1

15 1 1 3 1

16 1 1 4 1

17 1 1 5 1

18 1 1 6 1

19 1 1 7 1

20 1 1 8 1

21 1 1 9 1

22 2 2 10 2

23 3 3 11 3

24 4 4 12 4

25 5 5 13 5

26 6 6 14 6

27 7 7 15 7

28 8 8 16 8

29 9 9 17 9

30 10 10 18 10

31 11 11 19 11

昇格した日の前日
に受けていた号給

昇　格　後　の　号　給

32 12 12 20 12

33 13 13 21 13

34 14 14 22 14

35 15 15 23 15

36 16 16 24 16

37 17 17 25 17

38 18 18 26 18

39 19 19 27 19

40 20 20 28 20

41 21 21 29 21

42 22 22 30 22

43 23 23 31 23

44 24 24 32 24

45 25 25 33 25

46 25 26 34 25

47 26 27 35 26

48 26 28 36 26

49 27 29 37 27

50 27 30 38 27

51 28 31 39 28

52 28 32 40 28

53 29 33 41 29

54 29 34 42 29

55 30 35 43 30

56 30 36 44 30

57 31 37 45 31

58 31 38 46 31

59 32 39 47 32

60 32 40 48 32

61 33 41 49 33

62 33 42 50 33

63 34 43 51 33

64 34 44 52 34

65 35 45 53 34



 

        

 

 

 

66 35 46 54 34

67 36 47 55 35

68 36 48 56 35

69 37 49 57 35

70 37 49 57 36

71 38 50 58 36

72 38 50 58 36

73 39 51 59 37

74 39 51 59 37

75 40 52 60 37

76 40 52 60 37

77 41 53 61 38

78 41 53 61 38

79 41 53 62 38

80 42 54 62 38

81 42 54 63 39

82 42 54 63 39

83 43 55 64 39

84 43 55 64 39

85 43 55 65 39

86 56 66 40

87 56 67 40

88 56 68 40

89 56 69 40

90 56 69 40

91 57 70 41

92 57 70 41

93 57 70 41

94 57 70 41

95 57 70 41

96 58 70 42

97 58 70 42

98 58 70 42

99 58 70 42

100 58 70 42

101 59 70 43

102 59 70

103 59 70

104 59 70

105 59 70

106 70

107 70

108 70

109 70



 

      

 

ニ　事務職給料表昇格時号給対応表

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 2 1

11 1 1 1 3 1

12 1 1 1 4 1

13 1 1 1 5 1

14 1 1 1 6 2

15 1 1 1 7 3

16 1 1 1 8 4

17 1 1 1 9 5

18 1 1 1 10 6

19 1 1 1 11 7

20 1 1 1 12 8

21 1 1 1 13 9

22 1 2 2 14 10

23 1 3 3 15 11

24 1 4 4 16 12

25 1 5 5 17 13

26 1 6 6 18 14

27 1 7 7 19 15

28 1 8 8 20 16

29 1 9 9 21 17

30 1 10 10 22 18

31 1 11 11 23 19

昇格した日の前日
に受けていた号給

昇　格　後　の　号　給

32 1 12 12 24 20

33 1 13 13 25 21

34 2 14 14 26 22

35 3 15 15 27 23

36 4 16 16 28 24

37 5 17 17 29 25

38 6 18 18 30 26

39 7 19 19 31 27

40 8 20 20 32 28

41 9 21 21 33 29

42 10 22 22 34 29

43 11 23 23 35 30

44 12 24 24 36 30

45 13 25 25 37 31

46 14 26 26 38 31

47 15 27 27 39 32

48 16 28 28 40 32

49 17 29 29 41 33

50 18 30 30 42 33

51 19 31 31 43 34

52 20 32 32 44 34

53 21 33 33 45 35

54 21 33 34 46 35

55 22 34 35 47 36

56 22 34 36 48 36

57 23 35 37 49 37

58 23 35 37 50 37

59 24 36 37 51 38

60 24 36 38 52 38

61 25 37 38 53 38

62 25 38 38 54 38

63 26 39 39 55 38

64 26 40 39 56 38

65 27 41 39 57 38



 

      

 

66 27 41 40 58 38

67 28 42 40 59 38

68 28 42 40 60 38

69 29 43 41 60 39

70 29 43 41 60 39

71 29 44 41 60 39

72 30 44 42 60 39

73 30 45 42 61 39

74 30 45 42 61 39

75 31 45 43 61 39

76 31 45 43 61 39

77 31 45 43 61 39

78 32 46 44 62 39

79 32 46 44 62 39

80 32 46 44 62 39

81 33 46 45 63 40

82 33 46 45 64 40

83 33 47 45 65 40

84 34 47 45 66 40

85 34 47 46 67 41

86 34 47 46

87 35 47 46

88 35 48 46

89 35 48 47

90 36 48 47

91 36 48 47

92 36 48 47

93 37 49 47

94 49 47

95 49 47

96 49 48

97 49 48

98 50 48

99 50 48

100 50 48

101 50 48

102 50 48

103 51 49

104 51 49

105 51 49

106 51 49

107 51 49

108 52 49

109 52 49

110 52

111 52

112 52

113 52

114 52

115 52

116 52

117 53

118 53

119 53

120 53

121 53

122 53

123 53

124 53

125 53



別
表
第
十
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

      

 

 

別表第１７の２　降格時号給対応表（第２１条関係）

イ　教育職給料表(1)降格時号給対応表

１級 ２級 特２級 ３級

1 21 37 29 41

2 22 38 30 42

3 23 39 31 43

4 24 40 32 44

5 25 41 33 45

6 26 42 34 46

7 27 43 35 47

8 28 44 36 48

9 29 45 37 50

10 30 46 38 52

11 31 47 39 54

12 32 48 40 56

13 33 49 41 58

14 34 50 42 60

15 35 51 43 62

16 36 52 44 64

17 37 53 45 68

18 38 54 46 72

19 39 55 47 76

20 40 56 48 80

21 41 57 49 82

22 42 58 50 84

23 43 59 51 85

24 44 60 52 85

25 46 61 53 85

26 48 62 54 85

27 50 63 55 85

28 52 64 56 85

29 54 65 57 85

30 56 66 58 85

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給

31 58 67 59 85

32 60 68 60 85

33 62 69 61 85

34 64 70 62 85

35 66 71 63 85

36 68 72 64 85

37 70 73 65 85

38 72 74 66 85

39 74 75 67 85

40 76 76 68 85

41 78 77 69 85

42 80 78 70 85

43 82 79 71 85

44 84 80 72 85

45 86 81 74 85

46 88 82 76

47 90 83 78

48 92 84 80

49 94 85 81

50 96 86 82

51 98 87 83

52 100 88 84

53 102 89 87

54 104 90 90

55 106 91 93

56 108 92 96

57 112 93 99

58 116 94 102

59 120 95 105

60 124 96 105

61 130 97 105

62 136 98 105

63 142 99 105

64 148 100 105



 
 

      

 

 

 

65 150 101 105

66 152 102 105

67 153 103 105

68 153 104 105

69 153 106 105

70 153 108 105

71 153 110 105

72 153 112 105

73 153 114 105

74 153 116 105

75 153 118 105

76 153 120 105

77 153 125 105

78 153 130 105

79 153 135 105

80 153 140 105

81 153 143 105

82 153 146 105

83 153 149 105

84 153 149 105

85 153 149 105

86 153 149

87 153 149

88 153 149

89 153 149

90 153 149

91 153 149

92 153 149

93 153 149

94 153 149

95 153 149

96 153 149

97 153 149

98 153 149

99 153 149

100 153 149

101 153 149

102 153 149

103 153 149

104 153 149

105 153 149

106 153

107 153

108 153

109 153

110 153

111 153

112 153

113 153

114 153

115 153

116 153

117 153

118 153

119 153

120 153

121 153

122 153

123 153

124 153

125 153

126 153

127 153

128 153

129 153

130 153

131 153

132 153



 

       

 

 

 

133 153

134 153

135 153

136 153

137 153

138 153

139 153

140 153

141 153

142 153

143 153

144 153

145 153

146 153

147 153

148 153

149 153

ロ　教育職給料表(2)降格時号給対応表

１級 ２級 特２級 ３級

1 9 49 9 61

2 10 50 10 62

3 11 51 11 63

4 12 52 12 68

5 13 53 13 73

6 14 54 14 78

7 15 55 15 84

8 16 56 16 88

9 17 57 17 93

10 18 58 18 98

11 19 59 19 103

12 20 60 20 105

13 21 61 21 105

14 22 62 22 105

15 23 63 23 105

16 24 64 24 105

17 25 65 25 105

18 26 66 26 105

19 27 67 27 105

20 28 68 28 105

21 29 69 29 105

22 30 70 30 105

23 31 71 31 105

24 32 72 32 105

25 33 73 33 105

26 34 74 34 105

27 35 75 35 105

28 36 76 36 105

29 37 77 37 105

30 38 78 38 105

31 39 79 39 105

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給



 

        

 

  

32 40 80 40 105

33 41 81 41 105

34 42 82 42 105

35 43 83 43 105

36 44 84 44 105

37 46 85 45 105

38 48 86 46

39 50 87 47

40 52 88 48

41 54 89 49

42 56 90 50

43 58 91 51

44 60 92 52

45 62 93 53

46 64 94 54

47 66 95 55

48 68 96 56

49 70 97 57

50 72 98 58

51 74 99 59

52 76 100 60

53 79 101 61

54 82 102 62

55 85 103 63

56 88 104 64

57 90 105 65

58 92 106 66

59 94 107 67

60 96 108 68

61 100 109 70

62 104 110 72

63 108 111 74

64 112 112 76

65 116 114 77

66 120 116 78

67 124 118 79

68 125 120 83

69 125 121 87

70 125 122 91

71 125 123 95

72 125 124 100

73 125 125 102

74 125 126 104

75 125 127 105

76 125 128 105

77 125 130 105

78 125 134 105

79 125 138 105

80 125 142 105

81 125 146 105

82 125 150 105

83 125 153 105

84 125 156 105

85 125 158 105

86 125 160 105

87 125 161 105

88 125 161 105

89 125 161 105

90 125 161 105

91 125 161 105

92 125 161 105

93 125 161 105

94 125 161 105

95 125 161 105

96 125 161 105

97 125 161 105

98 125 161 105

99 125 161 105



 

        

 

  

100 125 161 105

101 125 161 105

102 125 161 105

103 125 161 105

104 125 161 105

105 125 161 105

106 125

107 125

108 125

109 125

110 125

111 125

112 125

113 125

114 125

115 125

116 125

117 125

118 125

119 125

120 125

121 125

122 125

123 125

124 125

125 125

126 125

127 125

128 125

129 125

130 125

131 125

132 125

133 125

134 125

135 125

136 125

137 125

138 125

139 125

140 125

141 125

142 125

143 125

144 125

145 125

146 125

147 125

148 125

149 125

150 125

151 125

152 125

153 125

154 125

155 125

156 125

157 125

158 125

159 125

160 125

161 125



 

        

 

  

ハ　学校栄養職給料表降格時号給対応表

１級 ２級 ３級 ４級

1 21 21 13 21

2 22 22 14 22

3 23 23 15 23

4 24 24 16 24

5 25 25 17 25

6 26 26 18 26

7 27 27 19 27

8 28 28 20 28

9 29 29 21 29

10 30 30 22 30

11 31 31 23 31

12 32 32 24 32

13 33 33 25 33

14 34 34 26 34

15 35 35 27 35

16 36 36 28 36

17 37 37 29 37

18 38 38 30 38

19 39 39 31 39

20 40 40 32 40

21 41 41 33 41

22 42 42 34 42

23 43 43 35 43

24 44 44 36 44

25 46 45 37 46

26 48 46 38 48

27 50 47 39 50

28 52 48 40 52

29 54 49 41 54

30 56 50 42 56

31 58 51 43 58

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給

32 60 52 44 60

33 62 53 45 63

34 64 54 46 66

35 66 55 47 69

36 68 56 48 72

37 70 57 49 76

38 72 58 50 80

39 74 59 51 85

40 76 60 52 90

41 79 61 53 95

42 82 62 54 100

43 85 63 55 101

44 85 64 56 101

45 85 65 57 101

46 85 66 58 101

47 85 67 59 101

48 85 68 60 101

49 85 70 61 101

50 85 72 62 101

51 85 74 63 101

52 85 76 64 101

53 85 79 65 101

54 85 82 66 101

55 85 85 67 101

56 85 90 68 101

57 85 95 70 101

58 85 100 72 101

59 85 105 74 101

60 85 105 76 101

61 85 105 78 101

62 85 105 80 101

63 85 105 82 101

64 85 105 84 101

65 85 105 85 101



 

        

 

  

66 85 105 86 101

67 85 105 87 101

68 85 105 88 101

69 85 105 90 101

70 85 105 109 101

71 85 105 109 101

72 85 105 109 101

73 85 105 109 101

74 85 105 109 101

75 85 105 109 101

76 85 105 109 101

77 85 105 109 101

78 85 105 109

79 85 105 109

80 85 105 109

81 85 105 109

82 85 105 109

83 85 105 109

84 85 105 109

85 85 105 109

86 85 105 109

87 85 105 109

88 85 105 109

89 85 105 109

90 85 105 109

91 85 105 109

92 85 105 109

93 85 105 109

94 85 105 109

95 85 105 109

96 85 105 109

97 85 105 109

98 85 105 109

99 85 105 109

100 85 105 109

101 85 105 109

102 85 105

103 85 105

104 85 105

105 85 105

106 105

107 105

108 105

109 105



 

      

 

ニ　事務職給料表降格時号給対応表

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

1 33 21 21 9 13

2 34 22 22 10 14

3 35 23 23 11 15

4 36 24 24 12 16

5 37 25 25 13 17

6 38 26 26 14 18

7 39 27 27 15 19

8 40 28 28 16 20

9 41 29 29 17 21

10 42 30 30 18 22

11 43 31 31 19 23

12 44 32 32 20 24

13 45 33 33 21 25

14 46 34 34 22 26

15 47 35 35 23 27

16 48 36 36 24 28

17 49 37 37 25 29

18 50 38 38 26 30

19 51 39 39 27 31

20 52 40 40 28 32

21 54 41 41 29 33

22 56 42 42 30 34

23 58 43 43 31 35

24 60 44 44 32 36

25 62 45 45 33 37

26 64 46 46 34 38

27 66 47 47 35 39

28 68 48 48 36 40

29 71 49 49 37 42

30 74 50 50 38 44

31 77 51 51 39 46

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給

32 80 52 52 40 48

33 83 54 53 41 50

34 86 56 54 42 52

35 89 58 55 43 54

36 92 60 56 44 56

37 93 61 59 45 58

38 93 62 62 46 68

39 93 63 65 47 80

40 93 64 68 48 84

41 93 66 71 49 85

42 93 68 74 50 85

43 93 70 77 51 85

44 93 72 80 52 85

45 93 77 84 53 85

46 93 82 88 54 85

47 93 87 95 55 85

48 93 92 102 56 85

49 93 97 109 57 85

50 93 102 109 58 85

51 93 107 109 59 85

52 93 116 109 60 85

53 93 125 109 61 85

54 93 125 109 62 85

55 93 125 109 63 85

56 93 125 109 64 85

57 93 125 109 65 85

58 93 125 109 66 85

59 93 125 109 67 85

60 93 125 109 72 85

61 93 125 109 77 85

62 93 125 109 80 85

63 93 125 109 81 85

64 93 125 109 82 85

65 93 125 109 83 85



 

      

 

66 93 125 109 84 85

67 93 125 109 85 85

68 93 125 109 85 85

69 93 125 109 85 85

70 93 125 109 85 85

71 93 125 109 85 85

72 93 125 109 85 85

73 93 125 109 85 85

74 93 125 109 85

75 93 125 109 85

76 93 125 109 85

77 93 125 109 85

78 93 125 109 85

79 93 125 109 85

80 93 125 109 85

81 93 125 109 85

82 93 125 109 85

83 93 125 109 85

84 93 125 109 85

85 93 125 109 85

86 93 125

87 93 125

88 93 125

89 93 125

90 93 125

91 93 125

92 93 125

93 93 125

94 93 125

95 93 125

96 93 125

97 93 125

98 93 125

99 93 125

100 93 125

101 93 125

102 93 125

103 93 125

104 93 125

105 93 125

106 93 125

107 93 125

108 93 125

109 93 125

110 93

111 93

112 93

113 93

114 93

115 93

116 93

117 93

118 93

119 93

120 93

121 93

122 93

123 93

124 93

125 93



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
の
特
例
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
昇
格
等
」
と
い
う
。
）
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の

と
み
な
し
て
改
正
後
の
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
二
十

条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
そ
の
他
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の

定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た

に
職
員
と
な
っ
た
者
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
埼
玉
県

教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
雑
則
） 

４ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県
教
育

委
員
会
が
埼
玉
県
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

 



規 
 

則 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
に
よ
る
届
出
」
の
下
に
「
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
の
二
及
び
第

十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
条
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
（
条
例
第
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
」
を
「
条
例
第
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
以
下
「
新
幹
線

鉄
道
等
」
と
い
う
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
中
「
第
二
十
八
号
」
の
下
に
「
。
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
条

例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
の
下
に
「
（
次
項
及
び
第
八
条
の
三
第
二
号
に
お
い

て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
を

「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
十
一
回
分
（
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の

在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
。
次
条
に
お

い
て
「
在
宅
勤
務
等
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
学
校
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
号

に
規
定
す
る
在
宅
勤
務
等
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
そ
の
月
の
通
勤
所
要
回
数
分
と
し
、
」
を

加
え
、
「
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回

数
分
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
減
額
） 

 

第
八
条
の
二 

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

の
う
ち
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
規
則
第
四
条
第
一
項

の
学
校
職
員
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年

埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
第
十
六
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
若
し
く
は
同
条
例
第
二
十
七
条
、
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
三
条
第
二
項
又
は
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す

る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え



て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
が
十
回
に
満
た

な
い
職
員
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五

十
と
す
る
。 

第
八
条
の
三
第
一
号
中
「
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

（
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額

の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
同
号
に

定
め
る
額
の
合
計
額
と
五
万
五
千
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二

万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
五
万
五
千
円
に
加
算
し
た
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
額
）
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
二
以
上

の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
」
を
「
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
普
通
交
通
機

関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
、
「
以
下
」
を
「
次
号
に
お
い
て
」
に
改
め

る
。 第

十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
の
基
準
） 

第
十
条 

条
例
第
九
条
の
五
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
新
幹
線
鉄
道

等
を
利
用
せ
ず
に
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
職
員
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず
に
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お

け
る
通
勤
時
間
及
び
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
認

め
る
職
員
と
す
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
新
幹

線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
別
料
金
等
の
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
料

金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
同
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
号
」
を
加

え
、
「
「
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
」
を
「
同
項
第
二
号
中
」

に
、
「
運
賃
等
の
」
を
「
運
賃
等
」
に
、
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
」

を
「
特
別
料
金
等
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
項
各
号
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
当
該
各
号
」
を
「
同



項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
離
職
」
の
下
に
「
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日

（
当
該
翌
日
が
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
の
週
休
日
又
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一

項
の
職
員
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
週
休

日
又
は
学
校
職
員
の
休
日
で
な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

３ 

条
例
第
九
条
の
五
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
一
箇
月
当
た

り

の

運

賃

等

相

当

額

等

（

第

八

条

の

三

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

に

係

る

も

の

を

除

く
。
）
、
条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
（
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ

る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月

数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計

額
）
の
合
計
額
（
第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
「
一
箇

月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
が
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け

る
通
勤
手
当
と
し
、
条
例
第
九
条
の
五
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
と
す

る
。 

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
支
給

の
始
期
及
び
終
期
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
の
五
第
五
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
九
条
の
五
第
五

項
」
を
「
条
例
第
九
条
の
五
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
運
賃
等
相
当
額
等
（
第

八
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
条

例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
に
、
「
五
万
五
千
円
」
を

「
十
五
万
円
」
に
、
「
普
通
交
通
機
関
等
（
」
を
「
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等

（
」
に
、
「
運
賃
等
相
当
額
等
」
を
「
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
に
、
「
す
べ
て
の
普
通
交

通
機
関
等
」
を
「
全
て
の
普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
改
め
、
「
運
賃
等
」

の
下
に
「
及
び
特
別
料
金
等
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤

手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合 

十
五
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌

月
か
ら
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
又
は
普
通
交
通
機

関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
合
計
額
並
び
に
教
育
委
員
会



が
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間
に
係
る

最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
） 

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
中
「
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
」
を
「
全
て
の
普
通
交

通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
改
め
、
「
運
賃
等
」
の
下
に
「
及
び
特
別
料
金
等
」
を

加
え
、
「
運
賃
等
相
当
額
等
」
を
「
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
に
、
「
五
万
五
千
円
」
及
び

「
通
勤
手
当
の
額
を
支
給
単
位
期
間
等
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同

条
中
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
条
の
五
第
五
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
六

項
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
教
育
委
員
会
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
に
、
同

項
第
一
号
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特

別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
」
に
、
「
当
該
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
当
該
新
幹
線
鉄
道
等
の

利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
支
給

単
位
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
給
単
位
期
間

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

第
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
開
始
さ
れ
る
月
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
の
始
期
を
別
に
定
め
た
場
合
は
、
当
該
別
に
定
め
た
月
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
二
条
の
五
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
」
を
削
り
、
「
す
べ
て
の

普
通
交
通
機
関
等
」
を
「
全
て
の
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
、
「
運
賃

等
」
を
「
運
賃
等
及
び
特
別
料
金
等
」
に
、
「
運
賃
等
相
当
額
等
」
を
「
通
勤
手
当
算
出
基

礎
額
」
に
、
「
五
万
五
千
円
」
及
び
「
通
勤
手
当
の
額
を
支
給
単
位
期
間
等
で
除
し
て
得
た

額
」
を
「
十
五
万
円
」
に
改
め
、
「
と
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が

定
め
る
額
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
学
校
職
員
（
学

校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第

九
条
の
五
第
二
項
第
一
号
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前

の
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と



い
う
。
）
第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機

関
等
（
改
正
前
の
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計

額
。
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
（
改
正
前
の
規
則
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る

も
の
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
及

び
改
正
前
の
条
例
第
九
条
の
五
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
を
そ
の
支
給

単
位
期
間
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄

道
等
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
合
計
額
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」

と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
に
支
給
さ
れ
て
い
る
通

勤
手
当
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支
給
単
位

期
間
等
（
改
正
前
の
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

一 

普
通
交
通
機
関
等
及
び
改
正
前
の
条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
自
動
車
等
に
係

る
通
勤
手
当
（
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の

利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
場
合
の
も
の
に
限
る
。
） 

二 

改
正
前
の
条
例
第
九
条
の
五
第
三
項
第
一
号
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る

学
校
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
各
月
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
）
を
、
支
給
単
位
期
間
を

一
箇
月
と
す
る
通
勤
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

ロ
以
外
の
場
合 

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動

車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
（
ロ
に
お
い
て
「
改
正
前
合
計
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

七
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額 

ロ 

改
正
前
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
九
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
場
合 

改
正
前
合

計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合 

改
正
前
の
一
箇
月
当
た

り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
か
ら
当
該
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
二
分
の
一



に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
円
）
を
減
じ
て

得
た
額 

 



規

則 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
週

休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」

を
加
え
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
に
応
じ
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
の
下
に
「
及
び
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
第
四
条

第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百

五
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百

分
の
百
二
十
二
・
五
以
下
）
」
を
「
百
分
の
百
二
十
以
下
）
、
特
定
任
期
付
職
員
に
あ
つ
て
は

百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以
下
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
週
休
日
の
日
数
」
を
「
週
休

日
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合

計
日
数
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
病
気
休
暇
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、

「
病
気
休
暇
を
い
う
。
以
下
」
を
「
病
気
休
暇
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
」
に
、
「
第
六
条
」

を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
週
休
日
を
い
う
。
以
下
」
を
「
週
休
日
を
い
う
。
第
五
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
勤
務
時
間
条
例
第

四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
五
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
週
休
日
の
日
数
」
を
「
週
休
日
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
日
直
手
当
及
び
宿
直
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

別
表
二
の
項
中
「
特
別
支
援
学
校
羽
生
ふ
じ
高
等
学
園
」
を
「
特
別
支
援
学
校
さ
い
た
ま
桜
高

等
学
園
、
特
別
支
援
学
校
羽
生
ふ
じ
高
等
学
園
及
び
入
間
わ
か
く
さ
高
等
特
別
支
援
学
校
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
号
中
「
扶
養
親
族
た
る
者
（
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
他

に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
学
校
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
」
を
加
え
、「
第

八
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に

限
る
」
を
「
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
」
に
改
め
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
る
。 

第
四
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
学
校
職
員
で
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
学
校
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員

又
は
単
身
赴
任
手
当
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
法
人
若
し
く
は
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
た

者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
要

し
な
い
。 

第
七
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
） 

」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規 
 

則 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
中 
 

 

を 
 

円 円 円
3,500 4,200 6,800
3,700 4,400 6,900
3,800 4,500 7,100
4,000 4,900 7,200
4,300 5,100 7,400

4,500 5,200 7,500
4,700 5,400 7,600
4,900 5,500 7,700
5,100 5,700 7,900
5,300 5,900 8,000

5,400 6,000 8,000
5,600 6,100 8,000
5,700 6,300 8,000
5,800 6,400 8,000
6,000 6,600

6,100 6,800
6,300 6,900
6,400 7,000
6,500 7,100
6,700 7,200

6,800 7,300
6,900 7,400
6,900 7,500

特２級 ３　級 ４　級

6,900 7,500
7,200 7,500
7,200 7,500

7,200 7,600
7,200 7,600
7,300 7,600
7,300 7,600
7,300 7,600

4,500 5,100 6,400

円 円 円
4,000 4,900 7,400
4,300 5,100 7,500
4,500 5,200 7,600

特２級 ３　級 ４　級

4,700 5,400 7,700
4,900 5,500 7,900

5,100 5,700 8,000
5,300 5,900 8,000
5,400 6,000 8,000
5,600 6,100 8,000
5,700 6,300 8,000

5,800 6,400
6,000 6,600
6,100 6,800
6,300 6,900
6,400 7,000

6,500 7,100
6,700 7,200
6,800 7,300
6,900 7,400
6,900 7,500

7,200 7,500
7,200 7,500
7,200 7,600
7,200 7,600
7,300 7,600

7,300 7,600
7,300 7,600

「 

   

「 

   

      
 

 

」 



 

に
改
め
る
。 

別
表
第
二
中 

 

 

を 
  

4,500 5,100 6,400
円 円 円

3,500 5,100 6,800
3,700 5,200 6,900
3,800 5,400 7,100
4,000 5,500 7,200
4,300 5,700 7,400

4,500 5,900 7,500
4,700 6,000 7,600
4,900 6,100 7,700
5,100 6,300 7,900
5,300 6,400 8,000

5,400 6,600 8,000
5,600 6,800 8,000
5,700 6,900 8,000
5,800 7,000 8,000
6,000 7,100 8,000

6,100 7,200 8,000
6,300 7,300
6,400 7,400
6,500 7,500
6,700 7,500

6,800 7,600
6,900 7,700
7,100 7,700

特２級 ３　級 ４　級

7,200 7,800
7,200 7,900

7,200 7,900
7,200
7,300
7,300
7,300

4,500 5,100 6,400

円 円 円
4,000 5,700 7,400
4,300 5,900 7,500
4,500 6,000 7,600
4,700 6,100 7,700
4,900 6,300 7,900

5,100 6,400 8,000
5,300 6,600 8,000

特２級 ３　級 ４　級

5,400 6,800 8,000
5,600 6,900 8,000
5,700 7,000 8,000

5,800 7,100 8,000
6,000 7,200 8,000
6,100 7,300
6,300 7,400
6,400 7,500

6,500 7,500
6,700 7,600
6,800 7,700
6,900 7,700
7,100 7,800

7,200 7,900
7,200 7,900
7,200
7,200
7,300

7,300
7,300

      
 

 

」 

「 

   

      
 

 

」 

「 

   



 

に
改
め
る
。 

 

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五

年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

4,500 5,100 6,400

      
 

 

」 



規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
届
出
） 

第
三
条 

新
た
に
条
例
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
県
職
員
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要

件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
学
校
職
員
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
別
に
定
め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の

委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
学
校
職
員
の
扶
養
親
族
に
係
る

恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様

と
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
要

し
な
い
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
前
条

に
規
定
す
る
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
事
項
を
」
の
下
に
「
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
様
式
の
」
を
加
え
、
同

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
四
条
の
二 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
学
校
職
員
が
新
た
に
条
例
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
県

職
員
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ

の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
学
校
職
員
が
同
項



に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要

件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養

手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事

実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う

も
の
と
す
る
。 

２ 

現
に
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
学
校
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ

た
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶

養
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
五
条
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
中
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
の
二

第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
条
例
第
九
条
に
お
い
て
準
用
」
と
あ
る
の
は
、

「
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第

二
十
四
号
）
附
則
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
」

と
す
る
。 



規 
 

則 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は
、

人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
っ
た
者
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
第
二
条
に
掲
げ
る
事
情
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
学
校
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、

国
家
公
務
員
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
法
人
若
し
く
は
団
体
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら

引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
「
伴
い
」
と
」
の
下
に
「
、
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
を
「
前

項
」
と
」
を
加
え
、
「
（
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
な
っ
た
者

に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
届
出
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
を
要
し
な
い
。 

第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
、
「
第

八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
二
項
第

七
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と

な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。 

（
教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
三
項
第
四
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
」

を
加
え
る
。 

 

（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則 

の
一
部
改
正
） 

４ 

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
八
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
」
を

加
え
る
。 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規 

則
の
一
部
改
正
） 

５ 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
」
を

加
え
る
。 

（
学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

６ 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
を
削
る
。 



規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員

会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い

う
。
）
」
を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
三
項
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
（
育
児
休
業

条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
」
を
加

え
、
同
号
イ
中
「
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）

第
二
十
条
（
同
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
指
定
管
理
職
員
」
を
「
学
校
職
員
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

三 

特
定
任
期
付
職
員 

次
に
掲
げ
る
当
該
学
校
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条

第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

イ 

六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額 

六
千
円 

 
 

 

ロ 

五
号
給 

五
千
円 

 
 

 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で 

四
千
円 

 
 

 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

 
 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
条 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
同
条
第
一
項

の
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
の
勤
務
と
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
校
職
員
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
同
条



第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。 

一 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を

し
た
場
合 

二 
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を

し
た
場
合 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
及
び
第
二
条
」
に
、 

「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条
第
一
号
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第 

二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部 

改
正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
項
中
「
第
六
項
及
び
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
六
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
十

一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
） 

第
二
条
の
二 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
が
、
住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
（
次
条
及
び
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）

（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
在

宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
の
額
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

三
十
三
号
。
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
学
校
職
員
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
八
第
二
項
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
」
を
「
正
規

の
勤
務
時
間
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」

を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十

三
号
。
第
六
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
学
校
職

員
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
そ
の
者
の
報
酬
（
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を
い
う
。

以
下
「
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）
の
月
額
」
を
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
基
本
額
、

当
該
基
本
額
に
学
校
職
員
給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

四
捨
五
入
し
て
得
た
額
） 

及
び
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の



額
の
合
計
額
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
者
の
基
本
報
酬
の
日
額
」
を
「
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
報
酬
の
基
本
額
、
当
該
基
本
額
に
学
校
職
員
給
与
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
及
び
そ
の
月
の
勤
務
に
対
す
る
在
宅
勤
務
等

手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一

日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
の
合
計
額
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
基
本
報
酬
」
を
「
報
酬
（
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
を

い
う
。
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
「
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
五
項
中
「
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
」
の
下
に
「
在
宅
勤
務
等
手
当
、
」
を
加
え

る
。 第

十
一
条
第
二
項
中
「
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
」
に
、
「
第
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
」
を
「
、
そ
の
者
の
基
本
報
酬
の
日
額
を
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十

銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額 

）
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

号給 報酬月額

円 

１ 335,000

２ 345,000

３ 355,000

４ 360,000



 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

別表第１（第２条関係）

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 402,822円 324,853円 370,681円 298,897円 368,552円 297,072円 421,579円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別非
常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校



規

則 

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
教
育
職
員
の
給
料
の

調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
教
育
職
員
の
給 

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

教
育
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三

十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
職
員
の
在
宅
勤
務

等
手
当
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
在
宅
勤
務
等
の
場
所
） 

第
二
条 

条
例
第
九
条
の
八
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所

と
す
る
。 

一 

学
校
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
又
は
二
親
等
内
の
親
族
の
住
居 

二 

宿
泊
施
設
の
客
室
（
学
校
職
員
が
当
該
客
室
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
も
の 

（
正
規
の
勤
務
時
間
か
ら
除
か
れ
る
時
間
） 

第
三
条 

条
例
第
九
条
の
八
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間

と
す
る
。 

一 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）

第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
、
同
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
学

校
職
員
の
休
日
（
同
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
学

校
職
員
の
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

学
校
職
員
の
休
日
に
代
わ
る
代
休
）
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
学
校
職
員
の
休
日
に
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
一
部
を
勤
務
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
の
指
定
さ
れ
た

代
休
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
い
ず
れ
も
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
を

除
く
。
） 

二 

休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
及
び
前
号
に
掲
げ
る
時
間
の
ほ
か
、
勤
務
し
な
い
こ
と
に

つ
き
特
に
承
認
が
あ
っ
た
時
間 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
） 

第
四
条 

条
例
第
九
条
の
八
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る



学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

月
の
初
日
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
十
日
を
超
え
て
条
例
第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
勤
務
（
以
下
「
在
宅
勤
務
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
学
校
職
員 

三
千

円 

二 

前
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員 

一
の
月
の
在
宅
勤
務
等
を
し
た
日
数
に
百

四
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
三
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
千
円
） 

（
計
画
の
提
出
） 

第
五
条 

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員
は
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の
在
宅

勤
務
等
実
施
計
画
書
に
よ
り
、
一
の
月
の
そ
の
在
宅
勤
務
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、

任
命
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
確
認
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

在
宅
勤
務
等
を
す
る
場
所
、
在
宅
勤
務
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
数
そ
の
他
条
例
第
九
条
の
八
第
一

項
の
学
校
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
学
校
職
員
に

対
し
在
宅
勤
務
等
を
す
る
場
所
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
給
日
等
） 

第
七
条 

在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
第
四
条
第
一
号
の
学
校
職
員
に
は
、
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支

給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
第
二
条
の
給
料
の
支

給
定
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
、
第
四
条
第
二
号
の
学
校
職
員
に

は
、
一
の
月
の
分
を
翌
月
の
支
給
日
に
支
給
す
る
。 

２ 

学
校
職
員
が
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
第
四
条
第
一
号
の
学
校
職
員
に
は
、
そ
の
際
支
給
し
、
第
四

条
第
二
号
の
学
校
職
員
に
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

学
校
職
員
が
任
命
権
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支

給
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員 

異
動
し
た
日
の
属
す
る
月
の
分
は
そ
の
月
の
初

日
に
学
校
職
員
が
所
属
す
る
任
命
権
者
に
お
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

学
校
職
員
の
異
動
が
そ
の
月
の
給
料
の
支
給
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の

と
す
る
。 

二 

第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
職
員 

当
該
学
校
職
員
が
異
動
し
た
日
ま
で
の
分
を
そ

の
際
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
雑
則
） 



第
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉

県
教
育
委
員
会
が
埼
玉
県
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

附 

則 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
を
削
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十

四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
週
休
日
」
を
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
週
休
日
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
」
を
「
条
例
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は
週
休
日

の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
五
項
第
一
号
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
二
中
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四

条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」

に
、
「
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
、

「
第
二
条
の
七
」
を
「
第
二
条
の
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
三
中
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育

委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
と
し
て
教
育
委
員
会
」
の
下
に
「
（
条
例
第
二
条

第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と

い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
四
時
間
三
十
分
以
上
」
を
「
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の

時
間
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
時
間
以
上
の
時
間
」
に
改
め
、
「
条
例
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
（
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
除
く
。
）
」
を

削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
十
五
分
ま
で
」
を
「
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
」
に
、
「
除
く
」
を
「
除
き
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改

め
、
「
共
通
す
る
」
の
下
に
「
連
続
し
た
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
午
前
七
時
」
を
「
午

前
五
時
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
」
を

削
り
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ

か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
四
時
間
三
十
分
」
を
「
二
時
間
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
育
児
、

介
護
等
の
事
情
に
よ
り
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
加
え
る
。 



 
 

第
二
条
の
五
第
一
項
中
「
（
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
申
告
に
あ
っ

て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
割
振
り
及
び
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か

に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
の
始
業
若
し
く
は
終

業
の
時
刻
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
」
を
「
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を

割
り
振
ら
な
い
日
」
に
、
「
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
及
び
週
休
日
」
を
「
割
振
り
及
び
週

休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
及
び

週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
六
を
削
る
。 

 
 

第
二
条
の
七
中
「
、
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

県
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は

三
週
間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
係
る
条
例
第

四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
条
の
六
と
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
週
休
日
の
」
を
「
週
休
日
等
の
」
に
、
「
（
条
例
第
六
条
」

を
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
を
週
休
日
」
の
下
に
「
又
は
週
休
日
の
ほ
か
に
設

け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
を
同
条
」
を
「
を
同
項
」
に
、
「
（
同
条
」

を
「
（
条
例
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
を
条
例
第
六
条
」
を
「
を
同
項
」
に
、
「
又
は
第
六
条
」

を
「
又
は
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
」
を
削
り
、
「
と

す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
」
を
「
が
、
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
と
す
る
学
校
職
員
の
範
囲

及
び
当
該
学
校
職
員
に
対
す
る
休
憩
時
間
の
与
え
方
に
つ
い
て
明
示
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
が

で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第

四
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
週
休
日
」
の
下
に
「
の
ほ
か
に



勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
学
校
職
員
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
、
及
び
」

に
、
「
又
は
週
休
日
」
を
「
又
は
週
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ

か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
ハ
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
の
子
ど
も
の
学
習
・

生
活
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤

務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
二
項
第
中
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

前
号
に
定
め
る
以
外
の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し

な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
の
う
ち
十
日
の
範

囲
内
の
期
間 

 
 

第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
休
暇
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
一
の
年
度
に
お
い
て
通
算
し

て
十
日
を
超
え
て
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
休
暇
」
を
、
「
期
間
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
期
間
に

引
き
続
い
て
取
得
す
る
場
合
に
は
、
九
十
日
か
ら
当
該
期
間
に
お
い
て
取
得
し
た
休
暇
の
日
数

を
除
い
た
日
数
の
範
囲
内
の
期
間
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
」
を
「
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
」
に
、

「
当
該
子
の
看
護
の
た
め
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 

イ 

そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

 
 

 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

 
 

 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ

と
に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の

世
話
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

 
 

第
二
十
二
条
第
六
項
中
「
第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
二
項
第

十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
「
で
あ
っ
て
、
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三

項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五

年
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



埼玉県行政手続条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する｡ 

  令和７年３月28日 

                     埼玉県公安委員会委員長 加 村 啓 二 

埼玉県公安委員会規則第６号 

   埼玉県行政手続条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部 

   を改正する規則 

 埼玉県行政手続条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年埼玉

県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。  

 第12条第２項中「聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して」を「インターネットの利

用その他の方法により」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
一
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
雇
用
労
働
局
長
」
の
下
に
「
、
都
市
政
策
・
公
園
局
長
、
ま
ち
づ

く
り
局
長
」
を
加
え
、
「
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
企
画
幹
」
を
「
埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
行
政
監
察
幹
」
の
下
に
「
、
埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
中
「
週
休
日
」
の
下

に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

所
属
長
は
、
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
開
始
時
刻
の

変
更
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
休
憩
時

間
の
開
始
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め

ら
れ
た
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
か
ら
休
憩

時
間
の
短
縮
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

所
属
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
開
始

時
刻
の
変
更
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
休
憩

時
間
の
開
始
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

別
表
文
書
課
の
項
を
削
り
、
同
表
食
品
安
全
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

産
業
支

援
課

 

渋
沢
Ｍ
Ｉ

Ｘ
の
業
務

に
従
事
す

る
職
員

 

４
週
間
を
平

均
し
て
１
週

間
に
つ
い
て

３
８
時
間
４

５
分

 

上
に
同
じ
。

 
日
曜
日
及
び
１

週
間
に
つ
い
て

１
日
と
し
、
業

務
の
実
情
に
応

じ
所
属
長
が
定

め
る
日

 

上
に
同
じ
。

 

 



  

  
 

  
 

別
表
雇
用
労
働
課
の
項
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

及
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
人
材
活
躍
支
援
課
の
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
、 

 
 

 
 

 
 

 

 

及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
削
り
、
同
表
秩
父
高
原
牧
場
の
項
職
員
の
欄
中
「 
 

 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
項
勤
務
時
間
の
欄
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
五
年
埼
玉
県
訓
令

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

雇
用
労
働
課

 
雇
用
・
人
材
戦
略
課

 
１
週
間
に

 

つ
き
３
８
時
間
４
５
分
。
た
だ
し
、
週
休
日
の
振
替
を
行
う
場
合
は
、
４
週
間
を
平
均
し
て
１

 

週
間
に
つ
い
て
３
８
時
間
４
５
分
」
 

の
実
情
に
応
じ
所
属
長
が
定
め
る
日

 

員
」
 

人
材
活
躍
支
援
課

 
就
業
支
援
課

 
就
業
相

 

談
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

 
「
４
週
間
を
平
均
し
て
１
週
間
に
つ
い
て
３
８
時
間
４
５
分
」
 

４
週
間
に
つ
い
て
８
日
と
し
、
業
務
の
実
情
に
応
じ
所
属
長
が
定
め
る
。
 

上
に
同
じ
。
 

同
じ
。
 

４
週
間
を

 

平
均
し
て
１
週
間
に
つ
い
て
３
８
時
間
４
５
分
」

 

上
に

 

「
上
に
同
じ
。
」
 

上
に
同
じ
。
 

産
業
支

援
課

 

渋
沢
Ｍ
Ｉ

Ｘ
の
業
務

に
従
事
す

る
職
員

 

４
週
間
を
平

均
し
て
１
週

間
に
つ
い
て

３
８
時
間
４

５
分

 

上
に
同
じ
。

 
日
曜
日
及
び
１

週
間
に
つ
い
て

１
日
と
し
、
業

務
の
実
情
に
応

じ
所
属
長
が
定

め
る
日

 

上
に
同
じ
。

 

 

「
日
曜
日
及
び
１
週
間
に
つ
い
て
１
日
と
し
、
業
務

 

全
職

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
三
号 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
五
年
埼
玉
県
訓
令

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

埼
玉
県
職
員
当
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
当
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
当
直
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
及
び
週
休
日
」
を
「
、
週
休
日
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
中
第
六
十
五
号
を
第
六
十
六
号
と
し
、
第
六
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

六
十
五 

盛
土
、
切
土
及
び
土
石
の 

堆
積
の
調
査
指
導
業
務
に 

従
事
す
る
者 

作

業

帽 

一 

二 

作

業

服 

夏

用

上

衣 

一 

二 
冬

用

上

衣 

一 

二 

ズ

ボ

ン 

二 

二 

防

寒

衣 
一 

四 

ゴ

ム

長

靴 

一 
二 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部 

 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 185,700 227,700 247,600 280,400 308,100

2 187,400 228,500 248,700 281,100 309,500

3 189,100 229,300 249,700 281,800 310,800

4 190,800 230,100 250,700 282,500 312,000

5 192,500 230,800 251,700 283,100 313,000

6 194,200 231,600 252,900 283,700 314,200

7 195,800 232,400 254,000 284,300 315,400

8 197,400 233,200 255,000 284,900 316,500

9 199,000 234,000 256,100 285,500 317,600

10 200,500 234,700 257,100 286,100 318,700

11 202,000 235,400 258,000 286,700 319,800

12 203,500 236,100 258,500 287,200 320,900

13 205,000 236,800 259,100 287,700 321,900

14 206,500 237,400 259,500 288,200 323,000

15 208,000 238,000 259,900 288,700 324,100

16 209,500 238,600 260,400 289,100 325,200

17 211,000 239,200 260,900 289,500 326,200

18 212,400 239,800 261,400 289,900 327,300

19 213,800 240,400 261,900 290,300 328,400

20 215,200 240,900 262,500 290,700 329,400

21 216,600 241,400 263,300 291,100 330,400

22 217,700 241,900 263,900 291,500 331,400

23 218,800 242,400 264,500 291,900 332,400

24 219,900 242,900 265,300 292,300 333,400

25 220,900 243,400 266,100 292,700 334,400

26 221,800 243,900 266,800 293,100 335,300

27 222,700 244,300 267,400 293,500 336,400

28 223,600 244,800 268,200 293,900 337,400

29 224,500 245,400 269,000 294,300 338,400

30 225,300 245,900 269,700 294,800 339,400

31 226,100 246,400 270,400 295,300 340,400

32 226,900 246,800 271,100 295,800 341,300

33 227,700 247,200 271,800 296,300 342,200

34 228,400 247,700 272,500 296,800 343,100

35 229,100 248,200 273,200 297,300 344,000

36 229,800 248,600 273,900 297,800 344,900

別表第１（第２条関係）

給　料　表

職員の
区分



37 230,500 249,000 274,600 298,300 345,800

38 231,100 249,500 275,300 299,000 346,800

39 231,700 250,000 275,900 299,600 347,800

40 232,300 250,400 276,500 300,300 348,700

41 233,000 250,800 277,000 300,900 349,600

42 233,500 251,300 277,500 301,500 350,500

43 234,000 251,800 278,000 302,100 351,400

44 234,500 252,200 278,500 302,600 352,200

45 235,000 252,600 279,000 303,100 353,000

46 235,400 253,000 279,500 303,700 353,800

47 235,800 253,400 280,000 304,300 354,600

48 236,200 253,800 280,400 304,900 355,300

49 236,600 254,200 280,800 305,500 356,000

50 236,900 254,600 281,300 306,200 356,800

51 237,200 255,000 281,700 306,900 357,600

52 237,500 255,400 282,200 307,600 358,200

53 237,800 255,800 282,600 308,200 358,900

54 238,100 256,200 283,100 308,900 359,500

55 238,400 256,600 283,600 309,600 360,200

56 238,700 257,000 284,100 310,200 360,900

57 238,900 257,300 284,600 310,800 361,500

58 239,200 257,700 285,200 311,500 362,000

59 239,500 258,100 285,800 312,200 362,500

60 239,700 258,400 286,400 312,800 363,000

61 239,900 258,700 287,000 313,300 363,400

62 240,200 259,100 287,600 313,800

63 240,500 259,500 288,200 314,400

64 240,700 259,800 288,800 315,000

65 240,900 260,100 289,300 315,600

66 241,200 260,400 289,800 316,000

67 241,500 260,700 290,300 316,500

68 241,700 260,900 290,800 317,000

69 241,900 261,100 291,300 317,300

70 242,200 261,400 291,800 317,800

71 242,500 261,700 292,200 318,300

72 242,700 261,900 292,600 318,700

73 242,900 262,100 293,000 318,900

74 243,200 262,400 293,400 319,200

75 243,500 262,700 293,800 319,400

76 243,700 262,900 294,200 319,700

77 243,900 263,100 294,600 320,000

78 244,200 263,400 295,000 320,300

79 244,500 263,700 295,400 320,600

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

80 244,700 263,900 295,900 320,800

81 244,900 264,100 296,200 321,000

82 245,200 264,400 296,700 321,300

83 245,400 264,700 297,200 321,600

84 245,700 264,900 297,700 321,800

85 245,900 265,100 298,000 322,000

86 246,100 265,300 298,500 322,300

87 246,400 265,600 299,000 322,600

88 246,700 265,900 299,300 322,900

89 246,900 266,100 299,700 323,100

90 247,200 266,300 300,200 323,400

91 247,500 266,600 300,700 323,700

92 247,700 266,800 301,200 323,900

93 247,900 267,100 301,500 324,100

94 248,200 267,400 301,900 324,400

95 248,500 267,700 302,400 324,700

96 248,700 267,900 302,900 324,900

97 248,900 268,100 303,300 325,100

98 249,200 268,400 303,700

99 249,500 268,600 304,000

100 249,700 268,900 304,300

101 249,900 269,100 304,600

102 250,200 269,300 305,000

103 250,500 269,600 305,300

104 250,700 269,900 305,700

105 250,900 270,100 306,000

106 270,300 306,400

107 270,600 306,800

108 270,800 307,100

109 271,100 307,300

110 271,400 307,600

111 271,700 307,900

112 271,900 308,100

113 272,100 308,300

114 272,400 308,600

115 272,600 308,900

116 272,800 309,100

117 273,100 309,300

118 273,400 309,600

119 273,700 309,900

120 273,900 310,100

                                  



              
 

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

              
 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

121 274,100 310,300

122 274,300 310,600

123 274,600 310,900

124 274,900 311,100

125 275,100 311,300

126 275,300 311,600

127 275,600 311,900

128 275,900 312,100

129 276,100 312,300

130 276,300

131 276,600

132 276,900

133 277,100

134 277,300

135 277,600

136 277,900

137 278,100

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

円 円 円 円 円

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800

備考　この表の適用を受ける技能職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額
　　（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

 

別表第３（第４条関係） 

初任給基準表 

 職員の種類 学歴免許 初任給  

 技能職員（一種） 高校卒 １級 ９号給  

 

技能職員

（二種） 

守衛の業務

に従事して

いる者 

 １級 ５号給 

 

 守衛以外の

業務に従事

している者 

 １級 １号給 

 

 備考 １ 職員の種類欄の区分は、埼玉県行政組織規則（昭和４２年埼

玉県規則第１号）第１９９条に定めるところによる。 

    ２ 学歴免許欄の区分は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則別表第３の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 

    ３ 職員の種類欄の区分が技能職員（二種）の者に対する初任給、 

     昇格、昇給等の基準に関する規則第１３条第１項及び第１４条

第１項第３号の規定の適用については、「高校卒」の区分が学

歴免許欄に掲げられているものとみなす。 

    ４ 自動車運転及び機器操作の業務に従事する技師のうち、その

就業に必要な免許等の資格を有する者の経験年数は、その就業

に必要な免許等の資格取得後のものとする。 

 

 



                                  

別表第４（第４条関係）

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 2 1 1

15 1 3 1 1

16 1 4 1 1

17 1 5 1 1

18 1 6 1 1

19 1 7 1 1

20 1 8 1 1

21 1 9 1 1

22 2 10 1 1

23 3 11 1 2

24 4 12 1 2

25 5 13 1 3

26 6 13 1 3

27 7 14 1 4

28 8 14 1 4

29 9 15 1 5

30 10 15 2 6

31 11 16 3 7

32 12 16 4 8

33 13 17 5 9

34 14 18 6 9

35 15 19 7 10

36 16 20 8 10

37 17 21 9 11

38 18 22 10 11

39 19 23 11 12

40 20 24 12 12

昇 格 時 号 給 対 応 表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

41 21 25 13 13

42 22 26 14 13

43 23 27 15 14

44 24 28 16 14

45 25 29 17 15

46 26 29 18 15

47 27 30 19 16

48 28 30 20 16

49 29 31 21 17

50 30 31 22 17

51 31 32 23 18

52 32 32 24 18

53 33 33 25 19

54 34 34 26 19

55 35 35 27 20

56 36 36 28 20

57 37 37 29 21

58 38 38 30 21

59 39 39 31 22

60 40 40 32 22

61 41 41 33 23

62 42 42 34 23

63 43 43 35 24

64 44 44 36 24

65 45 45 37 25

66 45 45 38 25

67 45 46 39 25

68 46 46 40 25

69 46 47 41 26

70 46 47 42 26

71 47 48 43 26

72 47 48 44 26

73 47 49 45 27

74 48 49 46 27

75 48 49 47 27

76 48 50 48 27

77 49 50 49 28

78 49 50 50 28

79 49 51 51 28

80 50 51 52 28

81 50 51 53 28

82 50 52 54 28

83 51 52 55 29

84 51 52 56 29



                               
 

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

129 63 72

130 63  

131 63  

132 63  

133 63  

134 63

135 63

136 63

137 63

85 51 53 57 29

86 52 53 57 29

87 52 53 58 29

88 52 54 58 29

89 52 54 59 30

90 52 54 59 30

91 53 55 60 30

92 53 55 60 30

93 53 55 61 30

94 53 56 61 30

95 53 56 62 31

96 54 56 62 31

97 54 57 63 31

98 54 57 63  

99 54 57 64  

100 54 58 64  

101 55 58 65  

102 55 58 66

103 55 59 67

104 55 59 68

105 55 59 69

106  60 69

107  60 70

108  60 70

109  61 71

110  61 71

111  61 72

112  61 72

113  62 72

114  62 72

115  62 72

116  62 72

117  63 72

118  63 72

119  63 72

120  63 72

121  63 72

122 63 72

123 63 72

124 63 72

125 63 72

126 63 72

127 63 72

128 63 72



                                  

41 61 61 69 97
42 62 62 70 97
43 63 63 71 97
44 64 64 72 97
45 67 66 73 97
46 70 68 74 97
47 73 70 75 97
48 76 72 76 97
49 79 75 77 97
50 82 78 78 97
51 85 81 79 97
52 90 84 80 97
53 95 87 81 97
54 100 90 82 97
55 105 93 83 97
56 105 96 84 97
57 105 99 86 97
58 105 102 88 97
59 105 105 90 97
60 105 108 92 97
61 105 112 94 97
62 105 116 96  
63 105 137 98  
64 105 137 100  
65 105 137 101  
66 105 137 102  
67 105 137 103  
68 105 137 104  
69 105 137 106  
70 105 137 108
71 105 137 110
72 105 137 129
73 105 137 129
74 105 137 129
75 105 137 129
76 105 137 129
77 105 137 129
78 105 137 129
79 105 137 129
80 105 137 129
81 105 137 129
82 105 137 129
83 105 137 129
84 105 137 129

別表第５（第４条関係）

１級 ２級 ３級 ４級

1 21 13 29 22
2 22 14 30 24
3 23 15 31 26
4 24 16 32 28
5 25 17 33 29
6 26 18 34 30
7 27 19 35 31
8 28 20 36 32
9 29 21 37 34
10 30 22 38 36
11 31 23 39 38
12 32 24 40 40
13 33 26 41 42
14 34 28 42 44
15 35 30 43 46
16 36 32 44 48
17 37 33 45 50
18 38 34 46 52
19 39 35 47 54
20 40 36 48 56
21 41 37 49 58
22 42 38 50 60
23 43 39 51 62
24 44 40 52 64
25 45 41 53 68
26 46 42 54 72
27 47 43 55 76
28 48 44 56 82
29 49 46 57 88
30 50 48 58 94
31 51 50 59 97
32 52 52 60 97
33 53 53 61 97
34 54 54 62 97
35 55 55 63 97
36 56 56 64 97
37 57 57 65 97
38 58 58 66 97
39 59 59 67 97
40 60 60 68 97

降 格 時 号 給 対 応 表

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給



                                

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県 

 

訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

85 105 137 129
86 105 137 129
87 105 137 129
88 105 137 129
89 105 137 129
90 105 137 129
91 105 137 129
92 105 137 129
93 105 137 129
94 105 137 129
95 105 137 129
96 105 137 129
97 105 137 129
98 105 137  
99 105 137  
100 105 137  
101 105 137  
102 105 137
103 105 137
104 105 137
105 105 137
106 105 137
107 105 137
108 105 137
109 105 137
110 105 137
111 105 137
112 105 137
113 105 137
114 105 137
115 105 137
116 105 137
117 105 137
118 105 137
119 105 137
120 105 137
121 105 137
122 105 137
123 105 137
124 105 137
125 105 137
126 105 137
127 105 137
128 105 137

129 105 137
130 105  
131 105  
132 105  
133 105  
134 105
135 105
136 105
137 105



 
 

附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
七
項
中
「
百
分
の
百
一
・
五
七
一
」
を
「
百
分
の
百
一
・
三
九
」

に
改
め
る
。 

第
三
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
四
年
埼
玉
県
訓 

 

令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
号
給
の
切
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
技
能
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
技
能
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表
に
お
い

て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
技
能
職
員
及
び
知
事
の
定
め
る
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
を
し
た
職
員
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は

当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、

知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
技
能
職
員
の
初
任
給
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

４ 

切
替
日
以
後
に
新
た
に
技
能
職
員
と
な
り
、
給
与
規
程
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
者
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
が
給
与
規
程
別
表
第
三

の
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
の
「
高
校
卒
」
の
区
分
に
達
し
な
い
者
の
初
任
給
と
し
て
受

け
る
号
給
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
） 

５ 

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
技
能
職
員

が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
者
で
給
与
規
程
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
知
事
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
者

の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
も

の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 



 

（
補
則
） 

６ 

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

                               

１級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ ２ ２ １

７ １ ３ ３ １

８ １ ４ ４ １

９ １ ５ ５ １

10 １ ６ ６ ２

11 １ ７ ７ ３

12 １ ８ ８ ４

13 １ ９ ９ ５

14 １ 10 10 ６

15 １ 11 11 ７

16 １ 12 12 ８

17 １ 13 13 ９

18 ２ 14 14 10

19 ３ 15 15 11

20 ４ 16 16 12

21 ５ 17 17 13

22 ６ 18 18 14

23 ７ 19 19 15

24 ８ 20 20 16

25 ９ 21 21 17

26 10 22 22 18

27 11 23 23 19

28 12 24 24 20

29 13 25 25 21

30 14 26 26 22

31 15 27 27 23

32 16 28 28 24

33 17 29 29 25

34 18 30 30 26

35 19 31 31 27

36 20 32 32 28

37 21 33 33 29

38 22 34 34 30

39 23 35 35 31

40 24 36 36 32

41 25 37 37 33

附則別表　号給の切替表（附則第２項関係）

旧号給
新　　　号　　　給

42 26 38 38 34

43 27 39 39 35

44 28 40 40 36

45 29 41 41 37

46 30 42 42 38

47 31 43 43 39

48 32 44 44 40

49 33 45 45 41

50 34 46 46 42

51 35 47 47 43

52 36 48 48 44

53 37 49 49 45

54 38 50 50 46

55 39 51 51 47

56 40 52 52 48

57 41 53 53 49

58 42 54 54 50

59 43 55 55 51

60 44 56 56 52

61 45 57 57 53

62 46 58 58 54

63 47 59 59 55

64 48 60 60 56

65 49 61 61 57

66 50 62 62 58

67 51 63 63 59

68 52 64 64 60

69 53 65 65 61

70 54 66 66

71 55 67 67

72 56 68 68

73 57 69 69

74 58 70 70

75 59 71 71

76 60 72 72

77 61 73 73

78 62 74 74

79 63 75 75

80 64 76 76

81 65 77 77

82 66 78 78

83 67 79 79

84 68 80 80

85 69 81 81



               

86 70 82 82

87 71 83 83

88 72 84 84

89 73 85 85

90 74 86 86

91 75 87 87

92 76 88 88

93 77 89 89

94 78 90 90

95 79 91 91

96 80 92 92

97 81 93 93

98 82 94 94

99 83 95 95

100 84 96 96

101 85 97 97

102 86 98

103 87 99

104 88 100

105 89 101

106 90 102

107 91 103

108 92 104

109 93 105

110 94 106

111 95 107

112 96 108

113 97 109

114 98 110

115 99 111

116 100 112

117 101 113

118 102 114

119 103 115

120 104 116

121 105 117

122 118

123 119

124 120

125 121

126 122

127 123

128 124

129 125

130 126

131 127

132 128

133 129



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
り
課
等
に
属
し

な
い
職
に
係
る
庶
務
を
所
掌
す
る
所
属
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
等
に
属
し
な
い
職
に
あ
る
者
を

含
む
。
以
下
「
所
属
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
職
員
」
を
「
所
属
職
員
」

に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
主
管
課
」
の
下
に
「
（
人
事
課
及
び
税
務
課
を
除
く
。
）
、
職
員
健
康
支

援
課
」
を
加
え
る
。 

第
十
六
条
の
二
を
削
る
。 

第
二
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
健
康
管
理
情
報
の
取
扱
い
） 

第
二
十
条
の
二 

健
康
診
断
の
結
果
そ
の
他
の
健
康
管
理
に
関
す
る
個
人
情
報
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
健
康
管
理
情
報
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
健
康
管
理
情
報
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
及
び
取
り
扱
う
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り

と
す
る
。 

 

一 

所
属
長
、
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
推
進
者
等
及
び
地
域
機
関
の
産
業
医 

所
属
職
員
に

係
る
健
康
管
理
情
報 

 

二 

本
庁
の
産
業
医
及
び
職
員
健
康
支
援
課
健
康
管
理
担
当 

全
て
の
職
員
に
係
る
健
康
管
理

情
報 

２ 

健
康
管
理
情
報
取
扱
者
は
、
こ
の
規
程
に
基
づ
く
衛
生
に
関
す
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て

は
、
健
康
管
理
情
報
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
保
護
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

健
康
管
理
情
報
取
扱
者
は
、
健
康
管
理
に
係
る
関
係
書
類
の
取
扱
い
に
当
た
つ
て
は
、
健
康

管
理
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
を
防
止
し
、
そ
の
保
護
を
図
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
関
係
書
類
を
廃
棄
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。 



４ 

健
康
管
理
情
報
取
扱
者
は
、
職
務
上
知
り
得
た
健
康
管
理
情
報
そ
の
他
の
個
人
情
報
を
他
に

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
務
を
離
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
第
二
十
一
条
中
「
職
員
」
を
「
所
属
職
員
」
に
、
「
様
式
第
三
号
の
措
置
決
定
申
請
書
に
様
式

第
四
号
の
診
断
書
、
様
式
第
五
号
の
観
察
報
告
書
そ
の
他
必
要
な
資
料
を
添
え
、
主
管
課
長
を
経

由
し
て
、
統
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
提
出
」
を
「
次
条
第
一
項
の
措
置
決
定
に
係
る
申
請
を
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

所
属
長
が
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
場
合
、
様
式
第
三
号
の
措
置
決
定
申
請
書
に
様

式
第
四
号
の
診
断
書
、
様
式
第
五
号
の
観
察
報
告
書
そ
の
他
必
要
な
資
料
を
添
え
、
主
管
課
長

を
経
由
し
て
、
統
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

所
属
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
を
す
る
に
当
た
り
、
埼
玉
県
職
員
健
康
審
査
会
規
則

（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
に
基
づ
く
埼
玉
県
職
員
健
康
審
査
会
（
第
二
十

三
条
第
三
項
に
お
い
て
「
職
員
健
康
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
日
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
医
師
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
疾
患
」

を
「
疾
病
」
に
改
め
、
「
職
員
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
診
断
を
受

け
た
も
の
」
を
加
え
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
「
当
該
職
員
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
決
定
申

請
に
係
る
職
員
健
康
審
査
会
の
審
査
が
開
始
さ
れ
る
前
に
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

な
お
、
所
属
長
は
、
所
属
職
員
が
第
一
項
の
相
談
を
受
け
る
に
当
た
り
、
必
要
な
情
報
を
統

括
安
全
衛
生
管
理
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
一
中 

  

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

総

務

部 

総

務

部

長 

職
員
健
康
支
援
課 

 

「
 

」
 

「
 

」
 

総

務

部 

総

務

部

長 

人

事

課 

（
税
務
課
、
個
人

県
民
税
対
策
課
及

び
県
税
事
務
所
等

に
あ
つ
て
は
、
税

務
課
） 

 



別表第２（第１７条関係） 

 

 

 

  

 

種 類 対象職員 回 数 

定期健康診断 全職員 年１回 

二次健康診断 定期健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患

に関する一定の項目に有所見の判定があり、未

治療の職員 

年１回 

結核感染業務従事者健

康診断 

結核患者に接触し、結核に感染するおそれのあ

る業務に従事する職員 

年１回 

結核有所見者健康診断 結核感染業務従事者健康診断の結果、有所見と

判定された職員 

年２回 

放射線業務従事者健康

診断 

エツクス線等の放射線を取り扱う業務に従事す

る職員 

年２回 

と畜検査業務従事者健

康診断 

家畜を取り扱う業務に従事する職員 年１回 

シールド工法工事検査

業務従事者健康診断 

シールド工法工事検査のため、異常高圧下での

業務に従事する職員 

年２回 

有機溶剤取扱業務従事

者健康診断 

有機溶剤を取り扱う業務に従事する職員 年２回 

情報機器作業従事者健

康診断 

情報機器作業に従事する職員 年１回 

障害者介護業務従事者

健康診断 

介護、看護等腰部に著しい負担のかかる業務に

従事する職員 

年１回 

自動車運転業務従事者

健康診断 

公用車を運転することを職務とする職員 年１回 

粉じん業務従事者健康

診断 

粉じんが発生する業務に従事する職員 年１回 

深夜業務従事者健康診

断 

深夜業務に従事する職員 年２回 

特定化学物質等取扱業

務従事者健康診断 

特定化学物質等を取り扱う業務に従事する職員 年２回 

石綿作業従事者健康診

断 

石綿を取り扱う業務に従事する職員 年２回 

破傷風予防接種 土壌を取り扱う業務に従事する職員 年１回 

Ｂ型肝炎健康診断 血液検査等のため、Ｂ型肝炎に感染するおそれ

のある業務に従事する職員 

年１回 

Ｂ型肝炎予防接種 Ｂ型肝炎健康診断の結果、ワクチン接種が必要

な職員 

年１回 

麻疹対策業務従事者健

康診断 

麻疹対策業務のため、麻疹に感染するおそれの

ある業務に従事する職員 

年１回 

麻疹予防接種 麻疹対策業務従事者健康診断の結果、ワクチン

接種が必要な職員 

年１回 

 



 

様
式
第
四
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第４号（１）（第２１条関係）

 

診   断   書 

                                埼玉県職員健康審査会 

所 属 所  職  名  

氏 名  性   別 男 ・ 女 

住 所  生年月日    年  月  日（  歳） 

病   名 発病年月    年   月 

 

ＩＣＤ１０カテゴリー：Ｆ－（   .  ) 
※精神に係る疾患の場合は記入必須（注２） 

受診に至

った経緯 

 

  

 

既 往 症 発病年月      年   月 

 
治療期間   年  月 ～  年  月 

発病以来の

症状・経過 

 

治 

療 

経 

過 

現在の状況 
入院・外来 

※該当に〇をする 

ﾘﾜｰｸ･ﾃﾞｲｹｱ

等の利用 

※精神疾患の場

合のみ記入 

 

有・無 

※該当に〇をする 

   年  月から 

   年  月まで 

検査結果等 

現在の症状 

 
処
方
内
容 

 

特に問題と

なる点 

 

療養・休養

期間（注３） 

※療養・休養の場合のみ記入 

             年   月   日から   年   月   日まで 

復職可能日 

（注３） 

※復職の場合のみ記入 

             年   月   日から復職可能 

療養・休養

及び復職後

の勤務に関

する意見 

 

 上記のとおり診断します。   

    年  月  日       所 在  地                        

                      医療機関名                                

                                        医師の氏名                    

 

 注１ 太枠内は、所属であらかじめ記入してください。  

 注２ 「病名」と「ＩＣＤ１０カテゴリー」とを整合させてください。 

 注３ 「療養・休養期間」又は「復職可能日」のいずれかを記入してください。 



 

様
式
第
四
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
五
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

受
診

に
至

っ
た

経
緯

 

「
【

復
職

の
場

合
】

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
か

ら
復

職
可

能
」

 

発
病

時
の

状
態
・

 

不
調
に
至
っ
た
背
景
 

 

【
復

職
の

場
合

の
み

記
入

】
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

か
ら

復
職

可
能

 

発
病

時
の

状
態

 

 

「
 

」
 

「
 

」
 

部
・

局
 

「
 

」
 
「

 

」
 

発
 

見
 

方
 

法
 

受
診

に
至

っ
た

経
緯

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
印
の
押
印

に
代
え
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
公
印
の
押
印
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
子
署
名

を
付
し
、
又
は
こ
れ
に
類
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
十
六
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
起
案
文
書
以
外
の
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
は
、
文
書
公
開
情
報
確
認
者
以
外

の
者
が
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
高
齢
者
福
祉
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

  

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

別
表
所
の
文
書
記
号
の
表
南
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

就
業
支
援
課 

雇
用
・
人
材
戦
略
課 

就
支 

雇
人 

 

多
様
な
働
き
方
推
進
課 

人
材
活
躍
支
援
課 

雇
用
労
働
課 

多
様 

人
材 

雇
労 

 」（削る） 

「 

    

埼
玉
県
朝
霞
児
童
相
談
所 

朝
児 

 

」（削る） 

「 

    

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
課 

ね
ん
推 

 



埼
玉
県
知
事
職
務
代
理
者 

埼
玉
県
知
事 

 

電
子
署
名
に
用
い
る
職
名 

右
に
同
じ
。 

一
般
文
書
（
埼
玉
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県

訓
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定

す
る
文
書
を
い
う
。
）
用 

使
用
区
分 

 

訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
九
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
署
名
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
署
名
規
程 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
（
埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二

号
。
以
下
「
文
書
管
理
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
）
を
用
い
て
行
う
電
子
署
名
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

埼
玉
県
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
事
項
が
埼
玉
県
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

 

三 

電
子
文
書 

文
書
管
理
規
程
第
二
条
第
七
号
の
電
子
文
書
を
い
う
。 

 

（
電
子
署
名
に
用
い
る
職
名
等
） 

第
三
条 

電
子
署
名
に
用
い
る
職
名
及
び
使
用
区
分
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

        

（
電
子
署
名
責
任
者
） 



第
四
条 

電
子
署
名
を
適
正
に
実
施
さ
せ
る
た
め
、
電
子
署
名
責
任
者
を
置
く
。 

２ 

電
子
署
名
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
一 

文
書
課
長 

 

二 
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

三 

県
税
事
務
所
長 

３ 

電
子
署
名
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
電
子
署
名
実
施
責
任
者
を
指
定

す
る
こ
と
。 

 

二 

電
子
署
名
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
電
子
署
名
実
施
責
任
者
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
。 

 

三 

電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
が
不
正
に
利
用
さ
れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
そ
の
他
電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
に
関
し
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ

の
旨
を
総
務
部
長
（
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
文
書
課
長
を
経

て
総
務
部
長
）
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

４ 

電
子
署
名
責
任
者
の
行
う
事
務
に
つ
い
て
、
電
子
署
名
責
任
者
が
出
張
、
休
暇
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
不
在
の
と
き
は
、
電
子
署
名
責
任
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
こ
れ
を
代
行

す
る
。 

 

（
電
子
署
名
の
実
施
） 

第
五
条 

電
子
署
名
責
任
者
又
は
電
子
署
名
実
施
責
任
者
は
、
電
子
署
名
の
実
施
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
、
施
行
す
る
電
子
文
書
（
以
下
「
施
行
文
書
」
と
い
う
。
）
及
び
決
裁
文
書
（
文
書
管

理
規
程
第
三
十
一
条
の
決
裁
文
書
を
い
う
。
）
を
確
認
し
、
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に

よ
る
審
査
の
結
果
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
施
行
文
書
に
電
子
署
名
を
行
う
と
と
も

に
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
電
子
証
明
書
の
更
新
等
） 

第
六
条 

電
子
証
明
書
の
更
新
等
は
、
文
書
課
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
子
署
名
の
審
査
履
歴
等
の
調
査
） 

第
七
条 

総
務
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署
名
の
審
査
履
歴
そ
の
他
電
子

署
名
に
関
し
、
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
の
実
施
に
必
要
な
事
項
は
、
総
務
部
長

が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い



て
起
案
し
た
施
行
文
書
及
び
決
裁
文
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
教
育
機
関 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
開
始
時
刻
の

変
更
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
休
憩
時

間
の
開
始
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め

ら
れ
た
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
か
ら
休
憩

時
間
の
短
縮
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

所
属
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
開
始 

時
刻
の
変
更
の
申
告
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
休
憩

時
間
の
開
始
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
五
年

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
員
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
週
休
日
」
の
下

に
「
、
週
休
日
の
ほ
か
に
設
け
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
総
務
幹
」
を
「
危
機
管
理
幹
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
第
十
三
号
教
育
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
中
「
埼
玉
県
障
害
児
就
学
支
援
委
員
会
、
埼

玉
県
文
化
財
保
護
審
議
会
、
埼
玉
県
教
職
員
健
康
審
査
会
」
を
「
埼
玉
県
教
職
員
健
康
審
査
会
、

埼
玉
県
文
化
財
保
護
審
議
会
、
埼
玉
県
障
害
児
就
学
支
援
委
員
会
、
埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審

議
会
、
埼
玉
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
障

害
児
就
学
支
援
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
教
職
員
健
康
審
査
会
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
埼
玉
県
教

職
員
健
康
審
査
会
」
を
「
埼
玉
県
障
害
児
就
学
支
援
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓 
 

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

   

別表第１（第２条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
185,700 227,700 247,600 280,400 308,100
187,400 228,500 248,700 281,100 309,500
189,100 229,300 249,700 281,800 310,800
190,800 230,100 250,700 282,500 312,000

192,500 230,800 251,700 283,100 313,000
194,200 231,600 252,900 283,700 314,200
195,800 232,400 254,000 284,300 315,400
197,400 233,200 255,000 284,900 316,500

199,000 234,000 256,100 285,500 317,600
200,500 234,700 257,100 286,100 318,700
202,000 235,400 258,000 286,700 319,800
203,500 236,100 258,500 287,200 320,900

205,000 236,800 259,100 287,700 321,900
206,500 237,400 259,500 288,200 323,000
208,000 238,000 259,900 288,700 324,100
209,500 238,600 260,400 289,100 325,200

211,000 239,200 260,900 289,500 326,200
212,400 239,800 261,400 289,900 327,300
213,800 240,400 261,900 290,300 328,400
215,200 240,900 262,500 290,700 329,400

216,600 241,400 263,300 291,100 330,400
217,700 241,900 263,900 291,500 331,400
218,800 242,400 264,500 291,900 332,400
219,900 242,900 265,300 292,300 333,400

220,900 243,400 266,100 292,700 334,400
221,800 243,900 266,800 293,100 335,300
222,700 244,300 267,400 293,500 336,400
223,600 244,800 268,200 293,900 337,400

224,500 245,400 269,000 294,300 338,400
225,300 245,900 269,700 294,800 339,400
226,100 246,400 270,400 295,300 340,400
226,900 246,800 271,100 295,800 341,300

227,700 247,200 271,800 296,300 342,200
228,400 247,700 272,500 296,800 343,100
229,100 248,200 273,200 297,300 344,000
229,800 248,600 273,900 297,800 344,900

給　　　　　料　　　　　表

職員の
区　分

号　給

1
2

8

9
10
11
12

3
4

5
6
7

17
18
19
20

21

13
14
15
16

28

29
30
31
32

22
23
24

25
26
27

33
34
35
36



 

 

 

 

230,500 249,000 274,600 298,300 345,800
231,100 249,500 275,300 299,000 346,800
231,700 250,000 275,900 299,600 347,800
232,300 250,400 276,500 300,300 348,700

233,000 250,800 277,000 300,900 349,600
233,500 251,300 277,500 301,500 350,500
234,000 251,800 278,000 302,100 351,400
234,500 252,200 278,500 302,600 352,200

235,000 252,600 279,000 303,100 353,000
235,400 253,000 279,500 303,700 353,800
235,800 253,400 280,000 304,300 354,600
236,200 253,800 280,400 304,900 355,300

236,600 254,200 280,800 305,500 356,000
236,900 254,600 281,300 306,200 356,800
237,200 255,000 281,700 306,900 357,600
237,500 255,400 282,200 307,600 358,200

237,800 255,800 282,600 308,200 358,900
238,100 256,200 283,100 308,900 359,500
238,400 256,600 283,600 309,600 360,200
238,700 257,000 284,100 310,200 360,900

238,900 257,300 284,600 310,800 361,500
239,200 257,700 285,200 311,500 362,000
239,500 258,100 285,800 312,200 362,500
239,700 258,400 286,400 312,800 363,000

239,900 258,700 287,000 313,300 363,400
240,200 259,100 287,600 313,800
240,500 259,500 288,200 314,400
240,700 259,800 288,800 315,000

240,900 260,100 289,300 315,600
241,200 260,400 289,800 316,000
241,500 260,700 290,300 316,500
241,700 260,900 290,800 317,000

241,900 261,100 291,300 317,300
242,200 261,400 291,800 317,800
242,500 261,700 292,200 318,300
242,700 261,900 292,600 318,700

242,900 262,100 293,000 318,900
243,200 262,400 293,400 319,200
243,500 262,700 293,800 319,400
243,700 262,900 294,200 319,700

243,900 263,100 294,600 320,000
244,200 263,400 295,000 320,300
244,500 263,700 295,400 320,600

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

37
38
39
40

41

47
48

49
50
51

42
43
44

45
46

57
58
59
60

52

53
54
55
56

66
67
68

69
70

61
62
63
64

65

76

77
78
79

71
72

73
74
75

244,700 263,900 295,900 320,800

244,900 264,100 296,200 321,000
245,200 264,400 296,700 321,300
245,400 264,700 297,200 321,600
245,700 264,900 297,700 321,800

245,900 265,100 298,000 322,000
246,100 265,300 298,500 322,300
246,400 265,600 299,000 322,600
246,700 265,900 299,300 322,900

246,900 266,100 299,700 323,100
247,200 266,300 300,200 323,400
247,500 266,600 300,700 323,700
247,700 266,800 301,200 323,900

247,900 267,100 301,500 324,100
248,200 267,400 301,900 324,400
248,500 267,700 302,400 324,700
248,700 267,900 302,900 324,900

248,900 268,100 303,300 325,100
249,200 268,400 303,700
249,500 268,600 304,000
249,700 268,900 304,300

249,900 269,100 304,600
250,200 269,300 305,000
250,500 269,600 305,300
250,700 269,900 305,700

250,900 270,100 306,000
270,300 306,400
270,600 306,800
270,800 307,100

271,100 307,300
271,400 307,600
271,700 307,900
271,900 308,100

272,100 308,300
272,400 308,600
272,600 308,900
272,800 309,100

273,100 309,300
273,400 309,600
273,700 309,900
273,900 310,100

80

85
86
87
88

89

81
82
83
84

95
96

97
98
99

90
91
92

93
94

105
106
107
108

100

101
102
103
104

114
115
116

117
118

109
110
111
112

113

119
120



 

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

274,100 310,300
274,300 310,600
274,600 310,900
274,900 311,100

275,100 311,300
275,300 311,600
275,600 311,900
275,900 312,100

276,100 312,300
276,300
276,600
276,900

277,100
277,300
277,600
277,900

278,100

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800

定年前
再任用
短時間
勤務職
員　あ

124

125
126
127
128

121
122
123

備考　この表の適用を受ける技能職員の給料月額は、この表の額に１００分の１０１．３９を乗じて得た額
　　（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

133
134
135
136

137

129
130
131
132

別表第３（第４条関係）

職員の種類及び職 学歴免許 初任給

技能職員（二種）及び業務主事 １級１号給

備考　１　学歴免許欄の区分は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第

　　　　３の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

　　　２　職員の種類及び職欄の区分が技能職員（二種）及び業務主事の者に対す

　　　　る初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条第１項及び第14条第１

　　　　項第３号の規定の適用については、「高校卒」の区分が学歴免許欄に掲げ

　　　　られているものとみなす。

　　　３　技師又は技能主事のうち、自動車運転の業務に従事する者の経験年数は、

　　　　自動車運転免許取得後のものとする。

　　　４　職員の種類及び職は、技能職員に関する規則及び埼玉県立高等学校管理

　　　　規則第８条第３項の表に定めるところによる。

技能職員（一種）及び技能主事

初任給基準表

１級９号給高校卒



 

     

 

別表第４（第４条関係）

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 2 1 1

15 1 3 1 1

16 1 4 1 1

17 1 5 1 1

18 1 6 1 1

19 1 7 1 1

20 1 8 1 1

21 1 9 1 1

22 2 10 1 1

23 3 11 1 2

24 4 12 1 2

25 5 13 1 3

26 6 13 1 3

27 7 14 1 4

28 8 14 1 4

昇　格　時　号　給　対　応　表

昇格した日の前日
に受けていた号給

昇　格　後　の　号　給

29 9 15 1 5

30 10 15 2 6

31 11 16 3 7

32 12 16 4 8

33 13 17 5 9

34 14 18 6 9

35 15 19 7 10

36 16 20 8 10

37 17 21 9 11

38 18 22 10 11

39 19 23 11 12

40 20 24 12 12

41 21 25 13 13

42 22 26 14 13

43 23 27 15 14

44 24 28 16 14

45 25 29 17 15

46 26 29 18 15

47 27 30 19 16

48 28 30 20 16

49 29 31 21 17

50 30 31 22 17

51 31 32 23 18

52 32 32 24 18

53 33 33 25 19

54 34 34 26 19

55 35 35 27 20

56 36 36 28 20

57 37 37 29 21

58 38 38 30 21

59 39 39 31 22

60 40 40 32 22



 

     

 

 61 41 41 33 23

62 42 42 34 23

63 43 43 35 24

64 44 44 36 24

65 45 45 37 25

66 45 45 38 25

67 45 46 39 25

68 46 46 40 25

69 46 47 41 26

70 46 47 42 26

71 47 48 43 26

72 47 48 44 26

73 47 49 45 27

74 48 49 46 27

75 48 49 47 27

76 48 50 48 27

77 49 50 49 28

78 49 50 50 28

79 49 51 51 28

80 50 51 52 28

81 50 51 53 28

82 50 52 54 28

83 51 52 55 29

84 51 52 56 29

85 51 53 57 29

86 52 53 57 29

87 52 53 58 29

88 52 54 58 29

89 52 54 59 30

90 52 54 59 30

91 53 55 60 30

92 53 55 60 30

93 53 55 61 30

94 53 56 61 30

95 53 56 62 31

96 54 56 62 31

97 54 57 63 31

98 54 57 63

99 54 57 64

100 54 58 64

101 55 58 65

102 55 58 66

103 55 59 67

104 55 59 68

105 55 59 69

106 60 69

107 60 70

108 60 70

109 61 71

110 61 71

111 61 72

112 61 72

113 62 72

114 62 72

115 62 72

116 62 72

117 63 72

118 63 72

119 63 72

120 63 72

121 63 72

122 63 72

123 63 72

124 63 72



 

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

    125 63 72

126 63 72

127 63 72

128 63 72

129 63 72

130 63

131 63

132 63

133 63

134 63

135 63

136 63

137 63

別表第５（第４条関係）

１級 ２級 ３級 ４級

1 21 13 29 22

2 22 14 30 24

3 23 15 31 26

4 24 16 32 28

5 25 17 33 29

6 26 18 34 30

7 27 19 35 31

8 28 20 36 32

9 29 21 37 34

10 30 22 38 36

11 31 23 39 38

12 32 24 40 40

13 33 26 41 42

14 34 28 42 44

15 35 30 43 46

16 36 32 44 48

17 37 33 45 50

18 38 34 46 52

19 39 35 47 54

20 40 36 48 56

21 41 37 49 58

22 42 38 50 60

23 43 39 51 62

24 44 40 52 64

25 45 41 53 68

26 46 42 54 72

27 47 43 55 76

28 48 44 56 82

降　格　時　号　給　対　応　表

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給



 

  

   

 

29 49 46 57 88

30 50 48 58 94

31 51 50 59 97

32 52 52 60 97

33 53 53 61 97

34 54 54 62 97

35 55 55 63 97

36 56 56 64 97

37 57 57 65 97

38 58 58 66 97

39 59 59 67 97

40 60 60 68 97

41 61 61 69 97

42 62 62 70 97

43 63 63 71 97

44 64 64 72 97

45 67 66 73 97

46 70 68 74 97

47 73 70 75 97

48 76 72 76 97

49 79 75 77 97

50 82 78 78 97

51 85 81 79 97

52 90 84 80 97

53 95 87 81 97

54 100 90 82 97

55 105 93 83 97

56 105 96 84 97

57 105 99 86 97

58 105 102 88 97

59 105 105 90 97

60 105 108 92 97

61 105 112 94 97

62 105 116 96

63 105 137 98

64 105 137 100

65 105 137 101

66 105 137 102

67 105 137 103

68 105 137 104

69 105 137 106

70 105 137 108

71 105 137 110

72 105 137 129

73 105 137 129

74 105 137 129

75 105 137 129

76 105 137 129

77 105 137 129

78 105 137 129

79 105 137 129

80 105 137 129

81 105 137 129

82 105 137 129

83 105 137 129

84 105 137 129

85 105 137 129

86 105 137 129

87 105 137 129

88 105 137 129

89 105 137 129

90 105 137 129

91 105 137 129

92 105 137 129



 

    

 

 

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

93 105 137 129

94 105 137 129

95 105 137 129

96 105 137 129

97 105 137 129

98 105 137

99 105 137

100 105 137

101 105 137

102 105 137

103 105 137

104 105 137

105 105 137

106 105 137

107 105 137

108 105 137

109 105 137

110 105 137

111 105 137

112 105 137

113 105 137

114 105 137

115 105 137

116 105 137

117 105 137

118 105 137

119 105 137

120 105 137

121 105 137

122 105 137

123 105 137

124 105 137

125 105 137

126 105 137

127 105 137

128 105 137

129 105 137

130 105

131 105

132 105

133 105

134 105

135 105

136 105

137 105



第
二
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
七
項
中
「
百
分
の
百
一
・
五
七
一
」
を
「
百
分
の
百
一
・
三
九
」

に
改
め
る
。 

第
三
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
五
年
埼
玉
県
教

育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
号
給
の
切
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
技
能
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
技
能
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表
に
お
い

て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
技
能
職
員
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以

下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
し
た
技
能
職
員
の
新
号
給

に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は
当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と

し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
技
能
職
員
の
初
任
給
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

切
替
日
以
後
新
た
に
技
能
職
員
と
な
り
、
給
与
規
程
別
表
第
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

者
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
が
給
与
規
程
別
表
第
三
の

初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
の
「
高
校
卒
」
の
区
分
に
達
し
な
い
者
の
初
任
給
と
し
て
受
け

る
号
給
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
の
調
整
） 

５ 

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

切
替
日
に
当
該
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
技
能
職
員

が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
技
能
職
員
と
な
っ
た
者
で
給
与
規
程
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準



ず
る
者
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
技
能
職
員
と
な

っ
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
補
則
） 

６ 

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

    

附則別表　号給の切替表（附則第２項関係）

１級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ ２ ２ １

７ １ ３ ３ １

８ １ ４ ４ １

９ １ ５ ５ １

10 １ ６ ６ ２

11 １ ７ ７ ３

12 １ ８ ８ ４

13 １ ９ ９ ５

14 １ 10 10 ６

15 １ 11 11 ７

16 １ 12 12 ８

17 １ 13 13 ９

18 ２ 14 14 10

19 ３ 15 15 11

20 ４ 16 16 12

21 ５ 17 17 13

22 ６ 18 18 14

23 ７ 19 19 15

24 ８ 20 20 16

25 ９ 21 21 17

26 10 22 22 18

27 11 23 23 19

28 12 24 24 20

29 13 25 25 21

30 14 26 26 22

31 15 27 27 23

32 16 28 28 24

33 17 29 29 25

34 18 30 30 26

35 19 31 31 27

36 20 32 32 28

37 21 33 33 29

38 22 34 34 30

39 23 35 35 31

40 24 36 36 32

41 25 37 37 33

42 26 38 38 34

43 27 39 39 35

44 28 40 40 36

45 29 41 41 37

46 30 42 42 38

新　　　号　　　給
旧号給



 

 

 

 

47 31 43 43 39

48 32 44 44 40

49 33 45 45 41

50 34 46 46 42

51 35 47 47 43

52 36 48 48 44

53 37 49 49 45

54 38 50 50 46

55 39 51 51 47

56 40 52 52 48

57 41 53 53 49

58 42 54 54 50

59 43 55 55 51

60 44 56 56 52

61 45 57 57 53

62 46 58 58 54

63 47 59 59 55

64 48 60 60 56

65 49 61 61 57

66 50 62 62 58

67 51 63 63 59

68 52 64 64 60

69 53 65 65 61

70 54 66 66

71 55 67 67

72 56 68 68

73 57 69 69

74 58 70 70

75 59 71 71

76 60 72 72

77 61 73 73

78 62 74 74

79 63 75 75

80 64 76 76

81 65 77 77

82 66 78 78

83 67 79 79

84 68 80 80

85 69 81 81

86 70 82 82

87 71 83 83

88 72 84 84

89 73 85 85

90 74 86 86

91 75 87 87

92 76 88 88

93 77 89 89

94 78 90 90

95 79 91 91

96 80 92 92

97 81 93 93

98 82 94 94

99 83 95 95

100 84 96 96

101 85 97 97

102 86 98

103 87 99

104 88 100

105 89 101

106 90 102

107 91 103

108 92 104

109 93 105

110 94 106

111 95 107

112 96 108

113 97 109

114 98 110

115 99 111

116 100 112

117 101 113

118 102 114

119 103 115

120 104 116

121 105 117

122 118

123 119

124 120

125 121

126 122

127 123

128 124

129 125

130 126

131 127

132 128

133 129



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
総
務
幹
」
を
「
危
機
管
理
幹
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
委
任
事
務
の
欄
第
二
号
中
「
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
」
の
下
に
「
週
休

日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」
を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中
「
第
五

条
」
の
下
に
「
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

加
え
、
同
欄
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、

第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
表
専
決
事
項
の
欄
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号

と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

六 

職
員
の
在
宅
勤
務
を
命
令
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
図
書
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
史
跡
の
博
物
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
近
代
美
術
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」

に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
自
然
の
博
物
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
六 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ

と
。 



 

別
表
第
二
文
書
館
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 
別
表
第
二
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
所
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
二 
講
習
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
、
研
究
会
、
競
技
会
等
の
共
催
及
び
後
援
を
承
認
す
る
こ

と
。 

 

別
表
第
三
第
十
三
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
５
中
「
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
教
育
長
及

び
本
局
の
参
事
の
」
の
下
に
「
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」

を
加
え
、
同
欄
６
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

９ 

副
教
育
長
及
び
本
局
の
参
事
の
在
宅
勤
務
を
命
令
す
る
こ
と
。 

別
表
第
三
第
十
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
６
中
「
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
教
育
長
及
び

本
局
の
参
事
の
」
の
下
に
「
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」

を
加
え
、
同
欄
７
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

部
長
、
高
校
改
革
統
括
監
、
副
部
長
及
び
部
の
参
事
の
在
宅
勤
務
を
命
令
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

10 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
九
条
中
「
で
そ
の
内
容
が
発
送
を
要
す
る
も
の
は
、
製
版
印
刷
等
に
よ
り
浄
書
す
る
」

を
「
の
浄
書
は
、
主
務
課
に
お
い
て
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
中
「
令
達
文
書
等
」
を
「
令
達
文
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
中
「
、
第
三
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
第
三
十
条
第
二
項
」
と
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
起
案
文
書
以
外
の
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
は
、
文
書
公
開
情
報
確
認
者
以
外

の
者
が
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

県 

立 

学 

校 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
で
そ
の
内
容
が
発
送
を
要
す
る
も
の
は
、
製
版
印
刷
等
に
よ
り
浄
書
す
る
」

を
「
の
浄
書
は
、
学
校
に
お
い
て
行
う
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
印
の
押
印

に
代
え
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
公
印
の
押
印
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
子
署
名
を

付
し
、
又
は
こ
れ
に
類
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
起
案
文
書
以
外
の
文
書
等
の
完
結
に
係
る
事
務
は
、
文
書
公
開
情
報
確
認
者
以
外

の
者
が
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

附 

則 
 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
一
事
務
局
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
30
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

31 

事
務
局
長
、
参
事
及
び
副
事
務
局
長
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
三
の
一
職
員
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第 

三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
、
同
欄
５
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
削
り
、

７
か
ら
19
ま
で
を
６
か
ら
18
ま
で
と
す
る
。 

別
表
第
三
の
二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
16
中
「
第
一
号
又

は
第
二
号
」
及
び
「
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
又
は
」
を
削
り
、
「
の
特
別
急
行
列
車
、
高
速

自
動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
通
勤
事
情
の
改
善
が
相
当
」
を
「
を

利
用
せ
ず
に
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
時
間
及
び
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通

勤
が
困
難
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
17
中
「
第
六
条
」

を
「
第
五
条
」
に
、
「
、
第
三
号
又
は
第
五
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
28
か
ら
38
ま
で
を

29
か
ら
39
ま
で
と
し
、
27
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

28 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
一
九
）
第
六
条
第 

二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権 

衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し
て
認
め
る
こ
と
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
19
中
「
第
六
条
」

を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
30
中
「
第
六
条
」

を
「
第
四
条
」
に
、
同
欄
33
中
「
第
九
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
18
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
19
か
ら
80
ま
で
を
20
か
ら

81
ま
で
と
す
る
。 

19 

課
長
以
下
の
職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 



 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼

玉

県

知

事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

青 
 

木 
 

孝 
 

明 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会 

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
号
ル
中
「
⑻
の
」
を
「
⑼
の
」
に
改
め
、
同
号
ル
⑶
中
「
証
人
」
を
「
裁
判
員
、

証
人
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

⑻ 

国
若
し
く
は
公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
の
依
頼
を
受
け
て
講
演
、
講
義
、
演
技
等

を
行
う
場
合
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
場
合 

同
号
ヲ
中
「
勤
務
を
要
し
な
い
日
の
振
替
え
及
び
半
日
」
を
「
週
休
日
の
振
替
及
び
四
時
間

の
」
に
改
め
、
同
号
中
ナ
を
ラ
と
し
、
カ
か
ら
ネ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ナ
ま
で
と
し
、
同
号
ワ
中
「
第

九
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
号
中
ワ
を
カ
と
し
、
ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ワ 

事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
の
休
日
の
代
休
日
を
指
定
す
る
こ
と
。 

第
二
条 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
号
中
ラ
を
ム
と
し
、
ヨ
か
ら
ナ
ま
で
を
タ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
同
号
カ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

ヨ 

事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼

玉

県 
埼
玉
県
労
働
委
員
会 

第
一
条 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
四
年 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第 



訓

令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼

玉

県

知

事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

久
保
村 

康 

史 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

  

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
号
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
勤
務
を
要
し
な
い
日
の
振
替
え
及
び
半

日
」
を
「
週
休
日
の
振
替
及
び
四
時
間
の
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

６ 

職
員
の
休
日
の
代
休
日
を
指
定
す
る
こ
と
。 

別
表
第
三
号
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
18
中
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
、
事
案
を
移
送
し
、

及
び
開
示
請
求
者
に
通
知
し
」
を
加
え
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
号
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

７ 

職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼

玉

県 
埼
玉
県
収
用
委
員
会 

埼

玉

県 

埼
玉
県
収
用
委
員
会 

第
一
条 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
二
年 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第 



訓

令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

鈴 

木 

正 

人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

齊 

藤 

邦 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

監 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
代
表
監 

査
委
員 

査
委
員 

別
表
第
一
第
二
号
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
27
を
28
と
し
、
26
を
27
と
し
、
25
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

26 
 

事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
課
長
共
通
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

13 

課
長
及
び
職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

  

埼

玉

県

監

査

委

員 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年 

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
十
九
日
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
四
号
）
は
廃
止
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 

  

 

                    
 

 

附 

則 

第
三
条
第
一
項
の
表
局
の
項
中 

」 

「 

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

「 

経
営
企
画
部
長 

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
の
総
合
的
調
整
、
局
の

経
営
戦
略
、
事
業
の
総
合
企
画
、
工
事
の
監
督
及
び
検

査
、
職
員
の
人
事
、
組
織
、
服
務
、
予
算
決
算
の
そ
の

他
会
計
事
務
、
地
域
整
備
事
業
に
関
す
る
事
務
そ
の
他

特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を

処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

  

を 

に
改 

め
る
。 

第
三
条
第
二
項
の
表
局
の
項
中 

「 

管
理
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
の
総
合
的
調
整
、
事
業

の
総
合
企
画
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
、
職
員
の
人

事
、
組
織
、
服
務
、
予
算
決
算
の
そ
の
他
会
計
事
務
、

地
域
整
備
事
業
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ

た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

管
理
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
の
総
合
的
調
整
、
事
業

の
総
合
企
画
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
、
職
員
の
人

事
、
組
織
、
服
務
、
予
算
決
算
の
そ
の
他
会
計
事
務
、

地
域
整
備
事
業
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ

た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

」 

を
削
る
。 

」 



こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
水
道
部
長
」
を
「
経
営
企
画
部
長
、
水
道
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
水
道
部
長
の
専
決
」
を
「
経
営
企
画
部
長
及
び
水
道
部
長
の
専
決
」
に
改
め
、
「
事
項
は
、
」

の
下
に
「
経
営
企
画
部
長
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
経
営
企
画
部
長
の
専
決
事
項

の
欄
に
、
水
道
部
長
に
あ
っ
て
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
中
「
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
経
営
企
画
部
長
、
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
中
「
局
長

（
た
だ
し
水
道
部
に
あ
っ
て
は
水
道
部
長
）
」
を
「
経
営
企
画
部
長
又
は
水
道
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
経
営
企
画
部
長
」
を
加
え
、
「
（
た
だ
し
水
道

部
以
外
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
務
の
主
務
課
長
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
七
条
第
三
項
中
「
水
道
部
長
の
専
決
」
を
「
経
営
企
画
部
長
の
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
項
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
、
経
営
企
画
部
長
が
不
在
の
時
又
は
水
道
部
長
の
専
決
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
関
係
） 

 
 

 
 

服
務
に
関
す
る
決
裁
事
項
・
専
決
事
項 

 
 

          

職
員
の

服
務
に

関
す
る

事
務 

事
務
の

種
類 

１ 

局
長
、

参
事
、
経

営
企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
引
き
続 

管
理
者
決

裁
事
項 

１ 

局
長
及

び
参
事
の

旅
行
（
県

外
旅
行
に

あ
つ
て

は
、
引
き

続
き
三
日

上
の
旅
行

を
除 

局
長
及
び

参
事
の
専

決
事
項 

１ 

経
営
企

画
部
長
の

旅
行
（
県

外
旅
行
に

あ
つ
て

は
、
引
き

続
き
三
日

以
上
の
旅

行
を
除 

経
営
企
画

部
長
の
専

決
事
項 

１ 

水
道
部

長
の
旅
行

（
県
外
旅

行
に
あ
つ

て
は
、
引

き
続
き
三

日
以
上
の

旅
行
を
除

く
。
）
並

び
に 

水
道
部
長

の
専
決
事

項 

１ 

契
約
局

長
の
旅
行

（
県
外
旅

行
に
あ
つ

て
は
、
引

き
続
き
三

日
以
上
の

旅
行
を
除

く
。
） 

契
約
局
長

の
専
決
事

項 



                                  

 

き
三
日
以

上
の
県
外

旅
行
を
命

令
し
、
及

び
復
命
を

受
け
る
こ

と
。 

２ 

局
長
、

参
事
、
経

営
企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

に
関
す
る

こ
と
。 

３ 

局
長
、

参
事
、
経

営
企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
職
務
に

専
念
す
る

義
務
を
免

除
す
る
こ

と
。
た
だ

し
、
次
に

掲
げ
る
場

合
を
除

く
。 

 

以
上
の
旅

行
を
除

く
。
）
並

び
に
副
参

事
、
技
術

評
価
幹
、

局
に
置
く

主
幹
及
び

主
査
の
旅

行
を
命
令

し
、
及
び

復
命
を
受

け
る
こ

と
。 

２ 

局
長
及

び
参
事
の

休
暇
（
引

き
続
き
三

日
以
上
の

休
暇
を
除

く
。
）
並

び
に
副
参

事
、
技
術

評
価
幹
、

局
に
置
く

主
幹
及
び

主
査
の
休

暇
に
関
す

る
こ
と
。 

３ 

局
長
、

参
事
、
副

参
事
、
技

術
評
価
幹 

 

 

以
上
の
旅

行
を
除

く
。
）
並

び
に
総
務

課
長
、
財

務
課
長
、

地
域
整
備

課
長
、
主

席
工
事
検

査
員
及
び

地
域
整
備

事
務
所
長

の
引
き
続

き
三
日
以

上
の
県
外

旅
行
を
命

令
し
、
及

び
復
命
を

受
け
る
こ

と
。 

２ 

経
営
企

画
部
長
の

休
暇
（
引

き
続
き
三

日
以
上
の

休
暇
を
除

く
。
）
並

び
に
総
務

課
長
、
財

務
課
長
、

地
域
整
備

課
長
、
主

席
工
事
検 

 

旅
行
を
除

く
。
）
並

び
に
水
道

企
画
課

長
、
水
道

管
理
課

長
、
浄
水

場
長
、
水

質
管
理
セ

ン
タ
ー
所

長
及
び
水

道
整
備
事

務
所
長
の

引
き
続
き

三
日
以
上

の
県
外
旅

行
を
命
令

し
、
及
び

復
命
を
受

け
る
こ

と
。 

２ 

水
道
部

長
の
休
暇

（
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

を
除

く
。
）
並

び
に
水
道

企
画
課

長
、
水
道

管
理
課

長
、
浄
水 

 

旅
行
を
除

く
。
）
を

命
令
し
、

及
び
復
命

を
受
け
る

こ
と
。 

２ 

契
約
局

長
の
休
暇

（
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

を
除

く
。
）
に

関
す
る
こ

と
。 

３ 

契
約
局

長
の
休
日

及
び
時
間

外
勤
務
を

命
ず
る
こ

と
。 

４ 

契
約
局

長
の
次
に

掲
げ
る
場

合
（
イ
及

び
ロ
の
場

合
の
う
ち

引
き
続
き

三
日
未
満

の
も
の
、

ニ
の
場
合

並
び
に
ト

の
場
合
の 



                                  

 
 

イ 

引
き

続
き
三

日
未
満

の
研
修

を
受
け

る
場
合 

 

ロ 

引
き

続
き
三

日
未
満

の
厚
生

に
関
す

る
計
画

の
実
施

に
参
加

す
る
場

合 

 

ハ 

選
挙

権
そ
の

他
公
民

と
し
て

の
権
利

を
行
使

す
る
場

合 

 

ニ 

管
理

者
が
特

に
必
要

と
認
め

人
事
委

員
会
の

承
認
を

受
け
た

場
合
の 

 

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
休
日

及
び
時
間

外
勤
務
を

命
ず
る
こ

と
。 

４ 
局
長
、

参
事
、
副

参
事
、
技

術
評
価
幹

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
次
に

掲
げ
る
場

合
（
局
長

及
び
参
事

に
あ
つ
て

は
イ
及
び

ロ
の
場
合

の
う
ち
引

き
続
き
三

日
未
満
の

も
の
、
ニ

の
場
合
並

び
に
ト
の

場
合
の
う

ち
永
年
勤

続
表
彰
受

賞
に
係
る

場
合
に
つ 

 

査
員
及
び

地
域
整
備

事
務
所
長

の
引
き
続

き
三
日
以

上
の
休
暇

に
関
す
る

こ
と
。 

３ 

経
営
企

画
部
長
の

休
日
及
び

時
間
外
勤

務
を
命
ず

る
こ
と
。 

４ 

経
営
企

画
部
長
、

総
務
課

長
、
財
務

課
長
、
地

域
整
備
課

長
、
主
席

工
事
検
査

員
及
び
地

域
整
備
事

務
所
長
の

次
に
掲
げ

る
場
合

（
経
営
企

画
部
長
に

あ
つ
て
は

イ
及
び
ロ

の
場
合
の

う
ち
引
き 

 

場
長
、
水

質
管
理
セ

ン
タ
ー
所

長
及
び
水

道
整
備
事

務
所
長
の

引
き
続
き

三
日
以
上

の
休
暇
に

関
す
る
こ

と
。 

３ 

水
道
部

長
の
休
日

及
び
時
間

外
勤
務
を

命
ず
る
こ

と
。 

４ 

水
道
部

長
、
水
道

企
画
課

長
、
水
道

管
理
課

長
、
浄
水

場
長
、
水

質
管
理
セ

ン
タ
ー
所

長
及
び
水

道
整
備
事

務
所
長
の

次
に
掲
げ

る
場
合

（
水
道
部

長
に
あ
つ 

 

う
ち
永
年

勤
続
表
彰

受
賞
に
係

る
場
合
に

つ
い
て

は
、
引
き

続
き
三
日

未
満
の
場

合
に
限

る
。
）
に

お
け
る
職

務
に
専
念

す
る
義
務

を
免
除
す

る
こ
と
。 

 

イ 

研
修

を
受
け

る
場
合 

 

ロ 
厚
生

に
関
す

る
計
画

の
実
施

に
参
加

す
る
場

合 

 

ハ 

裁
判

員
、
証

人
、
鑑

定
人
、

参
考
人

等
と
し

て
官
公

署
に
出 



                                  

 
 

 

う
ち
引

き
続
き

三
日
未

満
の
永

年
勤
続

表
彰
受

賞
に
係

る
場
合 

４ 

職
員
の

自
己
啓
発

等
休
業
に

関
す
る
条

例
（
平
成

二
十
三
年

埼
玉
県
条

例
第
十

号
）
第
二

条
（
同
条

例
第
七
条

第
三
項
に

お
い
て
準

用
す
る
場

合
を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
局

長
、
参

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
自
己
啓 

 

い
て
は
、

引
き
続
き

三
日
未
満

の
場
合
に

限
る
。
）

に
お
け
る

職
務
に
専

念
す
る
義

務
を
免
除

す
る
こ

と
。 

 

イ 

研
修

を
受
け

る
場
合 

 

ロ 

厚
生

に
関
す

る
計
画

の
実
施

に
参
加

す
る
場

合 

 

ハ 

裁
判

員
、
証

人
、
鑑

定
人
、

参
考
人

等
と
し

て
官
公

署
に
出

頭
す
る

場
合 

 

ニ 

選
挙

権
そ
の 

 

続
き
三
日

未
満
の
も

の
、
ニ
の

場
合
並
び

に
ト
の
場

合
の
う
ち

永
年
勤
続

表
彰
受
賞

に
係
る
場

合
に
つ
い

て
は
、
引

き
続
き
三

日
未
満
の

場
合
に
限

り
、
総
務

課
長
、
財

務
課
長
、

地
域
整
備

課
長
及
び

主
席
工
事

検
査
員
に

あ
つ
て
は

イ
及
び
ロ

の
場
合
の

う
ち
引
き

続
き
三
日

未
満
の
も

の
、
ニ
の

場
合
並
び

に
ト
の
場

合
に
つ
い

て
は
、
引

き
続
き
三 

 

て
は
イ
及

び
ロ
の
場

合
の
う
ち

引
き
続
き

三
日
未
満

の
も
の
、

ニ
の
場
合

並
び
に
ト

の
場
合
の

う
ち
永
年

勤
続
表
彰

受
賞
に
係

る
場
合
に

つ
い
て

は
、
引
き

続
き
三
日

未
満
の
場

合
に
限

り
、
水
道

企
画
課
長

及
び
水
道

管
理
課
長

に
あ
つ
て

は
イ
及
び

ロ
の
場
合

の
う
ち
引

き
続
き
三

日
未
満
の

も
の
、
ニ

の
場
合
並

び
に
ト
の

場
合
に
つ

い
て
は
、 

 
 

頭
す
る

場
合
。 

 

ニ 

選
挙

権
そ
の

他
公
民

と
し
て

の
権
利

を
行
使

す
る
場

合 

 

ホ 

法
令

又
は
条

例
に
基

づ
い
て

設
置
さ

れ
た
職

員
の
厚

生
福
利

を
目
的

と
す
る

団
体
の

事
業
又

は
事
務

に
従
事

す
る
場

合 

 

ヘ 

本
県

の
行
う

任
用
試

験
又
は

職
務
の

遂
行
に

必
要
な 



                                  

 
 

発
等
休
業

の
承
認
を

し
、
又
は

自
己
啓
発

等
休
業
の

期
間
の
延

長
を
承
認

す
る
こ

と
。 

５ 

地
方
公

務
員
法

（
昭
和
二

十
五
年
法

律
第
二
百

六
十
一

号
。
以
下

こ
の
表
及

び
別
表
第

四
に
お
い

て
「
地
公

法
」
と
い

う
。
）
第

二
十
六
条

の
五
第
五

項
の
規
定

に
基
づ

き
、
４
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

６ 

職
員
の

配
偶
者
同

行
休
業
に 

 
 

他
公
民

と
し
て

の
権
利

を
行
使

す
る
場

合 

 

ホ 

法
令

又
は
条

例
に
基

づ
い
て

設
置
さ

れ
た
職

員
の
厚

生
福
利

を
目
的

と
す
る

団
体
の

事
業
又

は
事
務

に
従
事

す
る
場

合 

 

ヘ 

本
県

の
行
う

任
用
試

験
又
は

職
務
の

遂
行
に

必
要
な

資
格
試

験
を
受

け
る
場

合 

 

日
未
満
の

永
年
勤
続

表
彰
受
賞

に
係
る
場

合
を
、
地

域
整
備
事

務
所
長
に

あ
つ
て
は

イ
、
ロ
及

び
ニ
の
場

合
並
び
に

ト
の
場
合

の
う
ち
永

年
勤
続
表

彰
受
賞
に

係
る
引
き

続
き
三
日

未
満
の
場

合
を
そ
れ

ぞ
れ
除

く
。
）
に

お
け
る
職

務
に
専
念

す
る
義
務

を
免
除
す

る
こ
と
。 

 

イ 

研
修

を
受
け

る
場
合 

 

ロ 

厚
生

に
関
す

る
計
画

の
実
施 

 

引
き
続
き

三
日
未
満

の
永
年
勤

続
表
彰
受

賞
に
係
る

場
合
を
、

浄
水
場

長
、
水
質

管
理
セ
ン

タ
ー
所
長

及
び
水
道

整
備
事
務

所
長
に
あ

つ
て
は

イ
、
ロ
及

び
ニ
の
場

合
並
び
に

ト
の
場
合

の
う
ち
永

年
勤
続
表

彰
受
賞
に

係
る
引
き

続
き
三
日

未
満
の
場

合
を
そ
れ

ぞ
れ
除

く
。
）
に

お
け
る
職

務
に
専
念

す
る
義
務

を
免
除
す

る
こ
と
。 

 

イ 

研
修 

 
 

資
格
試

験
を
受

け
る
場

合 

 

ト 

管
理

者
が
特

に
必
要

と
認
め

人
事
委

員
会
の

承
認
を

受
け
た

場
合 

５ 

契
約
局

長
の
週
休

日
の
振
替

及
び
半
日

勤
務
時
間

の
割
振
り

の
変
更
を

行
う
こ

と
。 

６ 

契
約
局

長
の
休
日

の
代
休
日

を
指
定
す

る
こ
と
。 

７ 

就
業
規

程
第
四
条

の
二
の
規

定
に
基
づ

き
、
契
約

局
長
の
休 



                                  

 
 

関
す
る
条

例
（
平
成

二
十
六
年

埼
玉
県
条

例
第
三
十

七
号
）
第

二
条
（
同

条
例
第
六

条
第
二
項

に
お
い
て

準
用
す
る

場
合
を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
局

長
、
参

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
配
偶
者

同
行
休
業

の
承
認
を

し
、
又
は

配
偶
者
同

行
休
業
の

期
間
の
延

長
を
承
認

す
る
こ

と
。 

７ 

地
公
法

第
二
十
六 

 

ト 

管
理

者
が
特

に
必
要

と
認
め

人
事
委

員
会
の

承
認
を

受
け
た

場
合 

５ 

局
長
、

参
事
、
副

参
事
、
技

術
評
価
幹

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
週
休

日
の
振
替

及
び
半
日

勤
務
時
間

の
割
振
り

変
更
を
行

う
こ
と
。 

６ 

局
長
、

参
事
、
副

参
事
、
技

術
評
価
幹

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
休
日

の
代
休
日

を
指
定
す 

 
 

に
参
加

す
る
場

合 

 

ハ 

裁
判

員
、
証

人
、
鑑

定
人
、

参
考
人

等
と
し

て
官
公

署
に
出

頭
す
る

場
合 

 

ニ 

選
挙

権
そ
の

他
公
民

と
し
て

の
権
利

を
行
使

す
る
場

合 

 

ホ 

法
令

又
は
条

例
に
基

づ
い
て

設
置
さ

れ
た
職

員
の
厚

生
福
利

を
目
的

と
す
る

団
体
の

事
業
又

は
事
務 

 
 

を
受
け

る
場
合 

 

ロ 

厚
生

に
関
す

る
計
画

の
実
施

に
参
加

す
る
場

合 

 

ハ 

裁
判

員
、
証

人
、
鑑

定
人
、

参
考
人

等
と
し

て
官
公

署
に
出

頭
す
る

場
合 

 

ニ 

選
挙

権
そ
の

他
公
民

と
し
て

の
権
利

を
行
使

す
る
場

合 

 

ホ 

法
令

又
は
条

例
に
基

づ
い
て

設
置
さ

れ
た
職 

 

憩
時
間
の

時
限
に
お

け
る
勤
務

を
命
ず
る

こ
と
。 

８ 

契
約
局

長
の
在
宅

勤
務
勤
務

に
関
す
る

こ
と
。 



                                  

 
 

条
の
六
第

六
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
６
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

８ 

地
方
公

務
員
の
育

児
休
業
等

に
関
す
る

法
律
（
平

成
三
年
法

律
第
百
十

号
。
以
下

こ
の
表
に

お
い
て

「
育
児
休

業
法
」
と

い
う
。
）

第
二
条
第

三
項
（
育

児
休
業
法

第
三
条
第

三
項
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
局

長
、
参

事
、
経
営 

 

る
こ
と
。 

７ 

局
に
置

く
主
幹
及

び
主
査
の

時
間
外
勤

務
代
休
時

間
を
指
定

す
る
こ

と
。 

８ 

職
員
の

自
己
啓
発

等
休
業
に

関
す
る
条

例
第
二
条

（
同
条
例

第
七
条
第

三
項
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
副

参
事
、
本

庁
の
課

長
、
地
域

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
自
己

啓
発
等
休

業
の
承
認 

 
 

に
従
事

す
る
場

合 

 

ヘ 

本
県

の
行
う

任
用
試

験
又
は

職
務
の

遂
行
に

必
要
な

資
格
試

験
を
受

け
る
場

合 

 

ト 

管
理

者
が
特

に
必
要

と
認
め

人
事
委

員
会
の

承
認
を

受
け
た

場
合 

５ 

経
営
企

画
部
長
の

週
休
日
の

振
替
及
び

半
日
勤
務

時
間
の
割

振
り
変
更

を
行
う
こ

と
。 

６ 

経
営
企 

 
 

員
の
厚

生
福
利

を
目
的

と
す
る

団
体
の

事
業
又

は
事
務

に
従
事

す
る
場

合 

 

ヘ 

本
県

の
行
う

任
用
試

験
又
は

職
務
の

遂
行
に

必
要
な

資
格
試

験
を
受

け
る
場

合 

 

ト 

管
理

者
が
特

に
必
要

と
認
め

人
事
委

員
会
の

承
認
を

受
け
た

場
合 

５ 

水
道
部

長
の
週
休

日
の
振
替 

 



                                  

 
 

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
育
児
休

業
又
は
育

児
休
業
の

期
間
の
延

長
の
承
認

を
す
る
こ

と
。 

９ 

育
児
休

業
法
第
五

条
第
二
項

の
規
定
に

基
づ
き
、

８
の
承
認

を
取
り
消

す
こ
と
。 

10 

育
児

休
業
法
第

十
条
第
三

項
（
育
児

休
業
法
第

十
一
条
第

二
項
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
局

長
、
参 

 

を
し
、
又

は
自
己
啓

発
等
休
業

の
期
間
の

延
長
を
承

認
す
る
こ

と
。 

９ 

地
公
法

第
二
十
六

条
の
五
第

五
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
８
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

10 

職
員
の

配
偶
者
同

行
休
業
に

関
す
る
条

例
第
二
条

（
同
条
例

第
六
条
第

二
項
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含

む
。
）
の

規
定
に
基

づ
き
、
副

参
事
、
本

庁
の
課

長
、
地
域 

 

画
部
長
の

休
日
の
代

休
日
を
指

定
す
る
こ

と
。 

７ 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第

一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
総
務

課
長
、
財

務
課
長
、

地
域
整
備

課
長
、
主

席
工
事
検

査
員
及
び

地
域
整
備

事
務
所
長

の
部
分
休

業
の
承
認

を
す
る
こ

と
。 

８ 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第

三
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
７
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

９ 

就
業
規 

 

及
び
半
日

勤
務
時
間

の
割
振
り

変
更
を
行

う
こ
と
。 

６ 

水
道
部

長
の
休
日

の
代
休
日

を
指
定
す

る
こ
と
。 

７ 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第

一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
水
道

企
画
課

長
、
水
道

管
理
課

長
、
浄
水

場
長
、
水

質
管
理
セ

ン
タ
ー
所

長
及
び
水

道
整
備
事

務
所
長
の

部
分
休
業

の
承
認
を

す
る
こ

と
。 

８ 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第 

 



                                  

 
 

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
育
児
短

時
間
勤
務

又
は
育
児

短
時
間
勤

務
の
期
間

の
延
長
の

承
認
を
す

る
こ
と
。 

11 

育
児

休
業
法
第

十
二
条
に

お
い
て
準

用
す
る
育

児
休
業
法

第
五
条
第

二
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
10

の
承
認
を

取
り
消
す

こ
と
。 

12 

育
児

休
業
法
第

十
七
条
の

規
定
に
基

づ
き
、
局

長
、
参

事
、
経
営 

 

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
配
偶

者
同
行
休

業
の
承
認

を
し
、
又

は
配
偶
者

同
行
休
業

の
期
間
の

延
長
を
承

認
す
る
こ

と
。 

11 

地
公
法

第
二
十
六

条
の
六
第

六
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
10
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

12 

育
児
休

業
法
第
二

条
第
三
項

（
育
児
休

業
法
第
三

条
第
三
項

に
お
い
て

準
用
す
る

場
合
を
含

む
。
）
の 

 

程
第
四
条

の
二
の
規

定
に
基
づ

き
、
経
営

企
画
部
長

の
休
憩
時

間
の
時
限

に
お
け
る

勤
務
を
命

ず
る
こ

と
。 

10 
経
営
企

画
部
長
の

在
宅
勤
務

に
関
す
る

こ
と
。 

 

項
の
規
定

に
基
づ

き
、
７
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

９ 

就
業
規

程
第
四
条

の
二
の
規

定
に
基
づ

き
、
水
道

部
長
の
休

憩
時
間
の

時
限
に
お

け
る
勤
務

を
命
ず
る

こ
と
。 

10 

水
道
部

長
の
在
宅

勤
務
に
関

す
る
こ

と
。 

 



                                  

 
 

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
育
児
短

時
間
勤
務

の
承
認
が

失
効
し
た

場
合
等
に

お
け
る
育

児
短
時
間

勤
務
の
例

に
よ
る
短

時
間
勤
務

を
行
わ
せ

る
こ
と
。 

13 

埼
玉

県
企
業
職

員
就
業
規

程
（
昭
和

三
十
八
年

埼
玉
県
公

営
企
業
管

理
規
程
第

二
号
。
以

下
こ
の
表

に
お
い
て

「
就
業
規

程
」
と
い

う
。
）
第

十
三
条
の

三
第
一
項

の
規
定
に 

 

規
定
に
基

づ
き
、
副

参
事
、
本

庁
の
課

長
、
地
域

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
育
児

休
業
又
は

育
児
休
業

の
期
間
の

延
長
の
承

認
を
す
る

こ
と
。 

13 

育
児
休

業
法
第
五

条
第
二
項

の
規
定
に

基
づ
き
、

12
の
承
認

を
取
り
消

す
こ
と
。 

14 

育
児
休

業
法
第
十

条
第
三
項

（
育
児
休

業
法
第
十

一
条
第
二

項
に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を 

 
 

 



                                  

 
 

基
づ
き
、

局
長
、
参

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
部
分
休

業
の
承
認

を
す
る
こ

と
。 

14 

就
業

規
程
第
十

三
条
の
三

第
三
項
の

規
定
に
基

づ
き
、

13
の
承

認
を
取
り

消
す
こ

と
。 

15 

就
業

規
程
第
十

三
条
の
四

の
規
定
に

基
づ
き
、

局
長
、
参

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
修
学
部 

 

含
む
。
）

の
規
定
に

基
づ
き
、

副
参
事
、

本
庁
の
課

長
、
地
域

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
育
児

短
時
間
勤

務
又
は
育

児
短
時
間

勤
務
の
期

間
の
延
長

の
承
認
を

す
る
こ

と
。 

15 

育
児
休

業
法
第
十

二
条
に
お

い
て
準
用

す
る
育
児

休
業
法
第

五
条
第
二

項
の
規
定

に
基
づ

き
、
14
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

16 

育
児
休 

 
 

 



                                  

 
 

分
休
業
の

承
認
を

し
、
又
は

そ
の
承
認

を
取
り
消

す
こ
と
。 

16 

就
業

規
程
第
十

三
条
の
五

の
規
定
に

基
づ
き
、

局
長
、
参

事
、
経
営

企
画
部

長
、
水
道

部
長
及
び

契
約
局
長

の
高
齢
者

部
分
休
業

の
承
認
を

し
、
若
し

く
は
そ
の

承
認
を
取

り
消
し
、

又
は
休
業

時
間
の
短

縮
を
し
、

若
し
く
は

休
業
期
間

の
延
長
を

承
認
す
る

こ
と
。 

 

業
法
第
十

七
条
の
規

定
に
基
づ

き
、
副
参

事
、
本
庁

の
課
長
、

地
域
機
関

の
長
並
び

に
局
に
置

く
主
幹
及

び
主
査
の

育
児
短
時

間
勤
務
の

承
認
が
失

効
し
た
場

合
等
に
お

け
る
育
児

短
時
間
勤

務
の
例
に

よ
る
短
時

間
勤
務
を

行
わ
せ
る

こ
と
。 

17 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第

一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
副
参

事
、
技
術

評
価
幹
並

び
に
局
に

置
く
主
幹 

 
 

 



                                  

 
 

 

 

 

及
び
主
査

の
部
分
休

業
の
承
認

を
す
る
こ

と
。 

18 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
三
第

三
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
17
の

承
認
を
取

り
消
す
こ

と
。 

19 

就
業
規

程
第
十
三

条
の
四
の

規
定
に
基

づ
き
、
副

参
事
、
本

庁
の
課

長
、
地
域

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
修
学

部
分
休
業

の
承
認
を

し
、
又
は

そ
の
承
認

を
取
り
消

す
こ
と
。 

 
 

 



                                  

 
 

20 

就
業
規 

程
第
十
三

条
の
五
の

規
定
に
基

づ
き
、
副

参
事
、
本

庁
の
課

長
、
地
域

機
関
の
長

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
高
齢

者
部
分
休

業
の
承
認

を
し
、
若

し
く
は
そ

の
承
認
を

取
り
消

し
、
又
は

休
業
時
間

の
短
縮
を

し
、
若
し

く
は
休
業

期
間
の
延

長
を
承
認

す
る
こ

と
。 

21 

就
業
規

程
第
四
条

の
二
の
規

定
に
基
づ

き
、
局
長 

 
 

 



                  

別
表
第
四
（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
二
十
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

個
別
の
決
裁
事
項
・
専
決
事
項 

              

 
 

 

 

 

の
休
憩
時

間
の
時
限

に
お
け
る

勤
務
を
命

ず
る
こ

と
。 

22 

局
長
、

参
事
、
副

参
事
、
技

術
評
価
幹

並
び
に
局

に
置
く
主

幹
及
び
主

査
の
在
宅

勤
務
に
関

す
る
こ

と
。 

 
 

 

総
務

課 機
関

名 

一 

職
員

の
任
免

等
に
関

す
る
事

務 

事
務
の

種
類 

１ 

主
任
以
上

の
職
員
の
採

用
、
転
任
、

昇
給
、
派

遣
、
辞
職
並

び
に
昇
任
及

び
昇
格
を
決

定
す
る
こ

と
。 

２ 

国
又
は
他 

管
理
者
決
裁

事
項 

１ 

職
員
（
主

任
以
上
の
職

員
を
除

く
。
）
の
採

用
、
転
任
、

昇
給
、
派

遣
、
辞
職
並

び
に
昇
任
及

び
昇
格
を
決

定
す
る
こ 

局
長
の
専
決

事
項 

 

経
営
企
画
部

長
の
専
決
事

項 

 

水
道
部
長
の

専
決
事
項 



                                  

 
 

 

の
地
方
公
共

団
体
に
対

し
、
職
員
の

割
愛
を
依
頼

し
、
又
は
承

認
す
る
こ

と
。 

３ 
地
公
法
第

二
十
八
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
職

員
を
そ
の
意

に
反
し
て
降

任
し
、
又
は

免
職
す
る
こ

と
。 

４ 

地
公
法
第

二
十
八
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
を
そ
の

意
に
反
し
て

休
職
す
る
こ

と
。 

５ 

地
公
法
第

二
十
九
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
に
対
し

懲
戒
処
分
す

る
こ
と
。 

６ 

職
員
の
定

年
等
に
関
す

る
条
例
（
昭  

と
。 

２ 

地
公
法
第

二
十
八
条
の

二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
管
理
監

督
職
を
占
め

る
職
員
で
そ

の
占
め
る
管

理
監
督
職
に

係
る
管
理
監

督
職
勤
務
上

限
年
齢
に
達

し
て
い
る
職

員
に
つ
い

て
、
管
理
監

督
職
以
外
の

職
又
は
管
理

監
督
職
勤
務

上
限
年
齢
が

当
該
職
員
の

年
齢
を
超
え

る
管
理
監
督

職
へ
の
降
任

又
は
転
任

（
降
給
を
伴

う
転
任
に
限

る
）
を
す
る

こ
と
。 

３ 

職
員
の
分

限
に
関
す
る

条
例
附
則
第

二
項
の
規
定

に
よ
り
地
公  

 



                                  

 
 

 

和
五
十
九
年

埼
玉
県
条
例

第
四
号
。
以

下
こ
の
項
に

お
い
て
「
定

年
制
条
例
」

と
い
う
。
）

第
四
条
第
一

項
の
規
定
に

基
づ
き
、
定

年
に
達
し
た

職
員
を
、
期

限
を
定
め
引

き
続
き
勤
務

さ
せ
る
こ

と
。 

７ 

定
年
制
条

例
第
四
条
第

一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に

基
づ
き
、
定

年
制
条
例
第

九
条
第
一
項

か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定

に
よ
り
異
動

期
間
を
延
長

し
た
職
員
で

あ
っ
て
、
定

年
退
職
日
に

お
い
て
管
理

監
督
職
を
占

め
て
い
る
職

員
を
、
引
き  

法
第
二
十
七

条
第
二
項
に

規
定
す
る
降

給
と
み
な
さ

れ
る
措
置
を

講
ず
る
こ

と
。 

４ 

定
年
制
条

例
第
十
二
条

又
は
第
十
三

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
年
齢
六

十
年
以
上
退

職
者
を
職
員

（
給
与
条
例

第
四
条
に
規

定
す
る
管
理

職
手
当
が
支

給
さ
れ
る
職

員
の
職
以
外

の
職
）
と
し

て
採
用
す
る

こ
と
。 

５ 

改
正
定
年

制
条
例
附
則

第
三
条
第
一

項
若
し
く
は

第
二
項
、
第

四
条
第
一
項

若
し
く
は
第

二
項
、
第
五

条
第
一
項
若

し
く
は
第
二  

 



                                  

 
 

 

続
き
勤
務
さ

せ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
人

事
委
員
会
の

承
認
を
得
る

こ
と
。 

８ 

定
年
制
条

例
第
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

期
限
を
定
め

引
き
続
き
勤

務
さ
せ
た
職

員
に
係
る
当

該
期
限
を
延

長
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、

人
事
委
員
会

の
承
認
を
得

る
こ
と
。 

９ 

定
年
制
条

例
第
四
条
第

三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

定
年
に
達
し

た
職
員
に
対

し
期
限
を
定

め
引
き
続
き

勤
務
さ
せ
る

場
合
又
は
期

限
を
定
め
引

き
続
き
勤
務

さ
せ
た
職
員

に
対
し
当
該  

項
又
は
第
六

条
第
一
項
若

し
く
は
第
二

項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職

員
（
給
与
条

例
第
四
条
に

規
定
す
る
管

理
職
手
当
が

支
給
さ
れ
る

職
員
の
職
以

外
の
職
）
と

し
て
任
期
を

定
め
て
採
用

す
る
こ
と
。 

６ 

改
正
定
年

制
条
例
附
則

第
三
条
第
三

項
（
同
条
例

附
則
第
四
条

第
三
項
、
第

五
条
第
三

項
、
又
は
第

六
条
第
三
項

の
規
定
に
お

い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。
）
の
規

定
に
基
づ

き
、
職
員

（
給
与
条
例

第
四
条
に
規

定
す
る
管
理

職
手
当
が
支  

 



                                  

 
 

 

期
限
を
延
長

す
る
場
合

に
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
職
員

の
同
意
を
得

る
こ
と
。 

10 

定
年
制
条

例
第
四
条
第

四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

期
限
を
定
め

引
き
続
い
て

勤
務
さ
せ
た

職
員
を
当
該

職
員
の
同
意

を
得
て
当
該

期
限
を
繰
り

上
げ
、
又
は

期
限
を
定
め

引
き
続
き
勤

務
さ
せ
た
後

当
該
期
限
を

延
長
し
た
職

員
を
当
該
職

員
の
同
意
を

得
て
当
該
延

長
し
た
期
限

を
繰
り
上
げ

る
こ
と
。 

11 

定
年
制
条

例
第
九
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

他
の
職
へ
の  

給
さ
れ
る
職

員
の
職
以
外

の
職
）
と
し

て
任
期
を
定

め
て
採
用
し

た
も
の
の
任

期
を
更
新
す

る
こ
と
。 

７ 

障
害
者
の

雇
用
の
促
進

等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

三
十
五
年
法

律
第
百
二
十

三
号
）
第
三

十
八
条
及
び

第
三
十
九
条

の
規
定
に
基

づ
き
、
身
体

障
害
者
の
採

用
に
関
す
る

計
画
を
作
成

し
、
並
び
に

当
該
計
画
及

び
そ
の
実
施

状
況
を
厚
生

労
働
大
臣
に

通
報
す
る
こ

と
。 

８ 

次
の
各
号

に
掲
げ
る
有

資
格
者
を
選

任
し
、
又
は

解
任
す
る
こ  

 



                                  

 
 

 

降
任
等
を
す

べ
き
管
理
監

督
職
を
占
め

る
職
員
が
占

め
る
管
理
監

督
職
に
係
る

異
動
期
間
を

延
長
し
、
引

き
続
き
当
該

管
理
監
督
職

を
占
め
る
職

員
に
、
当
該

管
理
監
督
職

を
占
め
た
ま

ま
勤
務
さ
せ

る
こ
と
。 

12 

定
年
制
条

例
第
九
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

異
動
期
間
が

延
長
さ
れ
た

管
理
監
督
職

を
占
め
る
職

員
に
つ
い

て
、
当
該
異

動
期
間
を
更

に
延
長
す
る

こ
と
に
つ
い

て
、
人
事
委

員
会
の
承
認

を
得
る
こ

と
。 

13 

定
年
制
条  

と
。 

 

イ 

水
道
法

（
昭
和
三

十
二
年
法

律
第
百
七

十
七
号
）

第
十
九
条

の
規
定
に

基
づ
く
水

道
技
術
管

理
者 

 

ロ 
電
気
事

業
法
（
昭

和
三
十
九

年
法
律
第

百
七
十

号
）
第
四

十
三
条
の

規
定
に
基

づ
く
主
任

技
術
者

（
工
業
用

水
道
事
業

及
び
水
道

用
水
供
給

事
業
の
用

に
供
す
る

施
設
に
係

る
も
の
に

限
る
。
） 

 

ハ 

高
圧
ガ

ス
保
安
法

（
昭
和
二

十
六
年
法  

 



                                  

 
 

 

例
第
九
条
第

三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

他
の
職
へ
の

降
任
等
を
す

べ
き
特
定
管

理
監
督
職
群

に
属
す
る
管

理
監
督
職
を

占
め
る
職
員

が
占
め
る
管

理
監
督
職
に

係
る
異
動
期

間
を
延
長

し
、
引
き
続

き
当
該
管
理

監
督
職
を
占

め
る
職
員

に
、
当
該
管

理
監
督
職
を

占
め
た
ま
ま

勤
務
さ
せ
、

又
は
当
該
職

員
を
当
該
管

理
監
督
職
が

属
す
る
特
定

管
理
監
督
職

群
の
他
の
管

理
監
督
職
に

降
任
し
、
若

し
く
は
転
任

す
る
こ
と
。 

14 

定
年
制
条

例
第
九
条
第  

 

律
第
二
百

四
号
）
第

二
十
七
条

の
二
の
規

定
に
基
づ

く
高
圧
ガ

ス
製
造
保

安
統
括

者
、
高
圧

ガ
ス
製
造

保
安
技
術

管
理
者
及

び
高
圧
ガ

ス
製
造
保

安
係
員

（
こ
れ
ら

の
代
理
者

を
含

む
。
） 

  

 
 



                                  

 
 

 

四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

異
動
期
間
が

延
長
さ
れ
た

管
理
監
督
職

を
占
め
る
職

員
に
つ
い

て
、
当
該
異

動
期
間
を
更

に
延
長
す
る

こ
と
に
つ
い

て
、
人
事
委

員
会
の
承
認

を
得
る
こ

と
。 

15 

定
年
制
条

例
第
十
条
の

規
定
に
基
づ

き
、
定
年
制

条
例
第
九
条

第
一
項
か
ら

第
四
項
の
規

定
に
よ
り
異

動
期
間
を
延

長
す
る
場
合

又
は
同
条
第

三
項
の
規
定

に
よ
り
他
の

管
理
監
督
職

に
降
任
等
を

す
る
場
合

に
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
職
員

の
同
意
を
得  

 
 



                                  

 
 

る
こ
と
。 

16 

定
年
制
条

例
第
十
一
条

の
規
定
に
基

づ
き
、
定
年

制
条
例
第
九

条
の
規
定
に

よ
り
延
長
し

た
異
動
期
間

の
延
長
の
事

由
が
消
滅
し

た
職
員
に
つ

い
て
、
他
の

職
へ
の
降
任

等
を
す
る
こ

と
。 

17 

定
年
制
条

例
第
十
二
条

又
は
第
十
三

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
年
齢
六

十
年
以
上
退

職
者
を
職
員

（
埼
玉
県
企

業
職
員
の
給

与
の
種
類
及

び
基
準
に
関

す
る
条
例

（
昭
和
四
十

一
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十

四
条
。
以
下

こ
の
表
に
お  

 
 



                                  

 
 

 

い
て
「
給
与

条
例
」
と
い

う
）
第
四
条

に
規
定
す
る

管
理
職
手
当

を
支
給
さ
れ

る
職
員
の

職
）
と
し
て

採
用
す
る
こ

と
。 

18 

職
員
の
定

年
等
に
関
す

る
条
例
等
の

一
部
を
改
正

す
る
等
の
条

例
（
令
和
四

年
埼
玉
県
条

例
第
三
十
一

号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い

て
「
改
正
定

年
制
条
例
」

と
い
う
。
）

附
則
第
三
条

第
一
項
若
し

く
は
第
二

項
、
第
四
条

第
一
項
若
し

く
は
第
二

項
、
第
五
条

第
一
項
若
し

く
は
第
二
項

又
は
第
六
条

第
一
項
若
し  

 
 



                                  

 
 

 

く
は
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員

（
給
与
条
例

第
四
条
に
規

定
す
る
管
理

職
手
当
が
支

給
さ
れ
る
職

員
の
職
）
と

し
て
任
期
を

定
め
て
採
用

す
る
こ
と
。 

19 

改
正
定
年

制
条
例
附
則

第
三
条
第
三

項
（
同
条
例

附
則
第
四
条

第
三
項
、
第

五
条
第
三

項
、
又
は
第

六
条
第
三
項

の
規
定
に
お

い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。
）
の
規

定
に
基
づ

き
、
職
員

（
給
与
条
例

第
四
条
に
規

定
す
る
管
理

職
手
当
が
支

給
さ
れ
る
職

員
の
職
）
と

し
て
任
期
を  

 
 



                                  

  

二 
職
員

の
服
務

等
に
関

す
る
事

務 

 

１ 

地
公
法
第

三
十
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

局
長
、
参

事
、
経
営
企

画
部
長
、
水

道
部
長
、
契

約
局
長
、
副

参
事
、
本
庁

の
課
長
及
び

地
域
機
関
の

長
が
職
務
上

の
秘
密
に
属

す
る
事
項
を

発
表
す
る
こ

と
に
つ
い
て

許
可
す
る
こ

と
。 

２ 

地
公
法
第

三
十
八
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

局
長
、
参

事
、
経
営
企

画
部
長
、
水

道
部
長
、
契

約
局
長
、
副

参
事
、
本
庁 

 

定
め
て
採
用

し
た
も
の
の

任
期
を
更
新

す
る
こ
と
。 

１ 

地
公
法
第

三
十
四
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
（
局

長
、
参
事
、

経
営
企
画
部

長
、
水
道
部

長
、
契
約
局

長
、
副
参

事
、
本
庁
の

課
長
及
び
地

域
機
関
の
長

を
除
く
。
）

が
職
務
上
の

秘
密
に
属
す

る
事
項
を
発

表
す
る
こ
と

に
つ
い
て
許

可
す
る
こ

と
。 

２ 

地
公
法
第

三
十
八
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

職
員
（
局

長
、
参
事
、

経
営
企
画
部

長
、
水
道
部 

 

  

  



                                  

 
 

 

の
課
長
及
び

地
域
機
関
の

長
の
営
利
企

業
へ
の
従
事

等
を
許
可
す

る
こ
と
。 

３ 

局
長
、
参

事
、
経
営
企

画
部
長
、
水

道
部
長
及
び

契
約
局
長
の

次
に
掲
げ
る

場
合
に
お
け

る
職
務
に
専

念
す
る
義
務

を
免
除
す
る

こ
と
。 

 

イ 

職
務
に

関
連
の
あ

る
国
家
公

務
員
又
は

他
の
地
方

公
共
団
体

の
公
務
員

と
し
て
の

職
を
兼

ね
、
そ
の

職
に
属
す

る
事
務
を

行
う
場
合 

 

ロ 

地
方
公

務
員
災
害

補
償
法 

 

長
、
契
約
局

長
、
副
参

事
、
本
庁
の

課
長
及
び
地

域
機
関
の
長

を
除
く
。
）

の
営
利
企
業

へ
の
従
事
等

を
許
可
す
る

こ
と
。 

３ 
副
参
事
、

本
庁
の
課

長
、
地
域
機

関
の
長
並
び

に
局
に
置
く

主
幹
及
び
主

査
の
次
に
掲

げ
る
場
合
に

お
け
る
職
務

に
専
念
す
る

義
務
を
免
除

す
る
こ
と
。 

 

イ 

職
務
に

関
連
の
あ

る
国
家
公

務
員
又
は

他
の
地
方

公
共
団
体

の
公
務
員

と
し
て
の

職
を
兼

ね
、
そ
の

職
に
属
す  

 



                                  

 
 

 

（
昭
和
四
十

二
年
法
律

第
百
二
十

一
号
）
第

五
十
一
条

又
は
第
六

十
条
第
一

項
の
規
定

に
基
づ

き
、
審
査

請
求
若
し

く
は
再
審

査
請
求
を

し
、
又
は

審
査
請
求

人
と
し
て

出
頭
す
る

場
合 

 

ハ 

労
働
組

合
法
第
七

条
の
規
定

に
違
反
し

た
旨
の
申

立
て
を

し
、
及
び

こ
れ
に
関

し
、
労
働

委
員
会
が

行
う
審
問

の
た
め
出

頭
す
る
場

合 

 

ニ 

国
若
し  

 

る
事
務
を

行
う
場
合 

 

ロ 

地
方
公

務
員
災
害

補
償
法
第

五
十
一
条

又
は
第
六

十
条
第
一

項
の
規
定

に
基
づ

き
、
審
査

請
求
若
し

く
は
再
審

査
請
求
を

し
、
又
は

審
査
請
求

人
と
し
て

出
頭
す
る

場
合 

 

ハ 

労
働
組

合
法
第
七

条
の
規
定

に
違
反
し

た
旨
の
申

立
て
を

し
、
及
び

こ
れ
に
関

し
、
労
働

委
員
会
が

行
う
審
問

の
た
め
出

頭
す
る
場

合 

 
 



                                  

 
 

く
は
公
共

団
体
又
は

公
共
的
団

体
の
依
頼

を
受
け
て

講
演
、
講

義
、
演
技

等
を
行
う

場
合 

４ 

職
務
に
専

念
す
る
義
務

の
特
例
に
関

す
る
規
則
第

二
条
第
十
三

号
の
規
定
に

基
づ
き
、
管

理
者
が
必
要

と
認
め
人
事

委
員
会
の
承

認
を
得
る
こ

と
。 

 

 

ニ 

国
若
し

く
は
公
共

団
体
又
は

公
共
的
団

体
の
依
頼

を
受
け
て

講
演
、
講

義
、
演
技

等
を
行
う

場
合 

４ 
職
員
（
局

長
、
参
事
、

経
営
企
画
部

長
、
水
道
部

長
、
契
約
局

長
、
副
参

事
、
本
庁
の

課
長
、
地
域

機
関
の
長
並

び
に
局
に
置

く
主
幹
及
び

主
査
を
除

く
。
）
が
国

若
し
く
は
公

共
団
体
又
は

公
共
的
団
体

の
依
頼
を
受

け
て
講
演
、

講
義
、
演
技

等
を
行
う
場

合
に
お
け
る

職
務
に
専
念

す
る
義
務
を  

 



                                  

  

三 

職
員

の
給
与

に
関
す

る
事
務 

 

１ 

埼
玉
県
企

業
職
員
給
与

規
程
（
昭
和

四
十
一
年
埼

玉
県
公
営
企

業
管
理
規
程

第
五
号
。
以

下
こ
の
項
に

お
い
て
「
給

与
規
程
」
と

い
う
。
）
第

十
五
条
の
規

定
で
そ
の
例

に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
職

員
の
給
与
に

関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十

七
年
埼
玉
県

条
例
第
十
九

号
）
第
十
九

条
の
三
第
一

項
（
同
条
例

第
十
九
条
の

四
第
五
項
及

び
第
二
十
一

条
第
七
項
に

お
い
て
準
用

す
る
場
合
を

含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ 

 
 

 

  

免
除
す
る
こ

と
。 

  

  



                                  

 
 

 

き
、
期
末
手

当
又
は
勤
勉

手
当
の
支
給

を
一
時
差
し

止
め
る
処
分

を
行
う
こ

と
。 

２ 
給
与
規
程

第
十
五
条
の

規
定
で
そ
の

例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る

職
員
の
給
与

に
関
す
る
条

例
第
十
九
条

の
三
第
三
項

又
は
第
四
項

（
同
条
例
第

十
九
条
の
四

第
五
項
及
び

第
二
十
一
条

第
七
項
に
お

い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。
）
の
規

定
に
基
づ

き
、
期
末
手

当
又
は
勤
勉

手
当
の
支
給

を
一
時
差
し

止
め
る
処
分

を
取
り
消
す

こ
と
。 

 
 

 



                                  

 
 

３ 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

退
職
手
当
の

全
部
又
は
一

部
を
支
給
し

な
い
こ
と
と

す
る
処
分
を

行
う
こ
と
。 

４ 

給
与
規
程

第
十
五
条
の

規
定
で
そ
の

例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る

職
員
の
退
職

手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭

和
三
十
八
年

埼
玉
県
条
例

第
十
八
号
。

以
下
こ
の
項

に
お
い
て

「
退
職
手
当

条
例
」
と
い

う
。
）
第
十

六
条
第
一
項

か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定

に
基
づ
き
、

退
職
手
当
の

支
払
を
差
し

止
め
る
処
分  

 
 



                                  

 
 

 

を
行
う
こ

と
。 

５ 

給
与
規
程

第
十
五
条
の

規
定
で
そ
の

例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る

退
職
手
当
条

例
第
十
六
条

第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で

の
規
定
に
基

づ
き
、
退
職

手
当
の
支
払

を
差
し
止
め

る
処
分
を
取

り
消
す
こ

と
。 

６ 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

三
項
の
規
定

で
準
用
す
る

退
職
手
当
条

例
第
十
七
条

第
一
項
又
は

第
二
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
退
職
手

当
の
全
部
又

は
一
部
を
支

給
し
な
い
こ

と
と
す
る
処

分
を
行
う
こ  

 
 



                                  

 
 

 

と
。 

７ 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

三
項
の
規
定

で
準
用
す
る

退
職
手
当
条

例
第
十
八
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
退
職
手

当
の
全
部
又

は
一
部
の
返

納
を
命
ず
る

処
分
を
行
う

こ
と
。 

８ 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

三
項
の
規
定

で
準
用
す
る

退
職
手
当
条

例
第
十
九
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
退
職
手

当
の
全
部
又

は
一
部
の
返

納
を
命
ず
る

処
分
を
行
う

こ
と
。 

９ 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

三
項
の
規
定

で
準
用
す
る  

 
 



                                  

  

四 

労
働

組
合
に

関
す
る

事
務 

 

地
方
公
営
企

業
等
の
労
働

関
係
に
関
す

る
法
律
（
昭

和
二
十
七
年

法
律
第
二
百

八
十
九
号
）

第
六
条
の
規

定
に
基
づ

き
、
労
働
組 

 

退
職
手
当
条

例
第
二
十
条

第
一
項
か
ら

第
五
項
ま
で

の
規
定
に
基

づ
き
、
退
職

手
当
の
全
部

又
は
一
部
に

相
当
す
る
額

の
納
付
を
命

ず
る
処
分
を

行
う
こ
と
。 

10 

給
与
条
例

第
十
七
条
第

三
項
の
規
定

で
準
用
す
る

退
職
手
当
条

例
第
二
十
一

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委

員
会
に
諮
問

す
る
こ
と
。 

 
 

労
働
組
合
と

の
団
体
交
渉

に
関
し
、
必

要
な
事
項
を

決
定
し
、
及

び
書
面
に
よ

る
協
定
を
締

結
す
る
こ

と
。 

 

  

  



                                  

  

五 

人
事

委
員
会

に
関
す

る
事
務 

 

  

合
の
役
員
と

し
て
労
働
組

合
の
業
務
に

も
つ
ぱ
ら
従

事
す
る
こ
と

の
許
可
及
び

取
消
し
を
行

う
こ
と
。 

 

１ 

職
員
の
任

用
に
関
す
る

規
則
（
昭
和

四
十
六
年
人

事
委
員
会
規

則
六―

一
一

号
）
に
よ

り
、
人
事
委

員
会
へ
申
請

し
、
協
議

し
、
請
求

し
、
又
は
報

告
し
、
及
び

人
事
委
員
会

か
ら
の
通
知

書
を
受
理
す

る
こ
と
。 

２ 

初
任
給
、

昇
格
、
昇
給

等
の
基
準
に

関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十

六
年
人
事
委

員
会
規
則
七

―

二
二
一 

 

  

  



                                  

  

六 

叙
位
、
叙

勲
及
び

表
彰
に

関
す
る

事
務 

 

  
 

 

１ 

埼
玉
県
表

彰
規
程
（
昭

和
四
十
二
年

埼
玉
県
告
示

第
二
百
七

号
）
及
び
埼

玉
県
職
員
表

彰
規
程
（
昭

和
三
十
一
年

埼
玉
県
訓
令

第
二
十
二

号
）
に
基
づ

き
、
候
補
者

を
知
事
に
推

せ
ん
す
る
こ

と
。 

２ 

位
階
令

（
大
正
十
五

年
勅
令
第
三

百
二
十
五

号
）
及
び
勲

章
従
軍
記
章

制
定
ノ
件

（
明
治
八
年

太
政
官
布
告

第
五
十
四

号
）
に
規
定

す
る
叙
位
及 

 

号
）
に
よ

り
、
人
事
委

員
会
へ
承
認

申
請
す
る
こ

と
。 

  

  



                                  

   

八 

埼
玉

県
職
員

定
数
条

例
（
昭

和
三
十

年
埼
玉

県
条
例

第
二

号
）
に

関
す
る

事
務 

七 

職
員

の
旅
費

に
関
す

る
事
務 

 

 

埼
玉
県
職
員

定
数
条
例
第

三
条
の
規
定

に
基
づ
き
職

員
の
定
数
配

分
を
定
め
る

こ
と
。 

 

職
員
の
旅
費

に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二

十
七
年
埼
玉

県
条
例
第
二

十
号
）
第
三

十
六
条
の
規

定
に
基
づ

き
、
外
国
旅

行
に
係
る
旅

行
手
当
の
支

給
を
受
け
る

者
の
範
囲
、

額
、
支
給
条

件
及
び
支
給

方
法
に
つ
い

て
知
事
に
協

議
す
る
こ

と
。 

  

   

び
叙
勲
候
補

者
を
知
事
に

推
せ
ん
す
る

こ
と
。 

   

   



                                  

財
務

課 

 

一 

地
方

公
営
企

業
法

（
昭
和

二
十
七

年
法
律

第
二
百

九
十
二

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て

「
法
」

と
い

う
。
）

及
び
地

方
公
営

企
業
法

施
行
令

（
昭
和

二
十
七

年
政
令

第
四
千

三
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
施
行 

九 

職
員

の
福
利

厚
生
に

関
す
る

事
務 

１ 

法
第
十
七

条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く

出
資
金
及
び

補
助
金
に
関

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七

条
の
三
の
規

定
に
基
づ
く

補
助
金
に
関

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
八

条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く

長
期
貸
付
に

関
す
る
こ

と
。 

４ 

法
第
二
十

二
条
の
規
定

に
基
づ
く
企

業
債
に
関
す

る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十

七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

指
定
金
融
機

関
を
指
定

し
、
公
金
の 

 
 

 

１ 

法
第
三
十

一
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

試
算
表
等
を

作
成
し
、
知

事
に
提
出
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十

三
条
の
二
の

規
定
に
基
づ

き
、
公
金
の

徴
収
又
は
収

納
の
事
務
を

私
人
に
委
託

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
四
十

条
の
二
の
規

定
に
基
づ

き
、
地
方
公

営
企
業
の
業

務
の
状
況
を

説
明
す
る
書

類
を
知
事
に

提
出
す
る
こ

と
。 

４ 

施
行
令
第

二
十
一
条
の

十
一
の
規
定 

 

職
員
の
衛
生

管
理
に
関
す

る
計
画
を
決

定
し
、
実
施

す
る
こ
と
。   

  



                                  

 

令
」
と

いう
。
）

に
関
す

る
事
務  

出
納
事
務
の

一
部
を
取
り

扱
わ
せ
る
こ

と
。 

６ 

法
第
二
十

七
条
の
二
の

規
定
に
基
づ

き
、
指
定
金

融
機
関
が
取

り
扱
う
公
金

の
収
納
又
は

支
払
の
事
務

に
つ
い
て
監

査
委
員
に
監

査
の
要
求
を

す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
く
一

時
借
入
金
に

関
す
る
こ

と
。 

８ 

法
第
三
十

四
条
の
規
定

で
準
用
す
る

地
方
自
治
法

第
二
百
四
十

三
条
の
二
の

八
第
三
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
監
査
委

員
に
対
し
て

賠
償
責
任
の 

 

 

に
基
づ
き
、

第
二
十
一
条

の
五
第
一
項

第
一
号
か
ら

第
十
四
号
ま

で
に
掲
げ
る

経
費
等
の
支

出
の
事
務
を

私
人
に
委
託

す
る
こ
と
。 

５ 
施
行
令
第

二
十
二
条
の

四
の
規
定
に

基
づ
き
、
出

納
取
扱
金
融

機
関
等
に
つ

い
て
地
方
公

営
企
業
の
業

務
に
係
る
公

金
の
収
納
等

の
事
務
に
つ

い
て
検
査
す

る
こ
と
。 

 
 



                                  

  

二 

国
有

資
産
等

所
在
市

町
村
交

付
金
法

（
昭
和

三
十
一

年
法
律

第
八
十

二
号
。

以
下
こ 

 

  

有
無
及
び
賠

償
額
を
決
定

す
る
こ
と
を

求
め
、
そ
の

決
定
に
基
づ

き
期
限
を
定

め
て
賠
償
を

命
ず
る
こ

と
。 

９ 

法
第
三
十

四
条
の
規
定

で
準
用
す
る

地
方
自
治
法

第
二
百
四
十

三
条
の
二
の

八
第
八
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の

賠
償
責
任
の

全
部
又
は
一

部
を
免
除
す

る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
五
条

第
三
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
大
規
模

の
償
却
資
産

に
係
る
交
付

金
算
定
標
準

額
と
な
る
べ

き
価
格
の
合

計
額
等
を
都

道
府
県
知
事 

 

  

  



                                  

 

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い

う
。
）

に
関
す

る
事
務 

 

 

 

に
通
知
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
七
条

の
規
定
に
基

づ
き
、
固
定

資
産
の
価
格

等
を
当
該
固

定
資
産
の
所

在
地
の
市
町

村
長
に
通
知

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
八
条

の
規
定
に
基

づ
き
固
定
資

産
の
所
在
地

の
市
町
村
長

に
対
し
、
当

該
固
定
資
産

の
価
格
の
修

正
に
関
す
る

通
知
を
す
る

こ
と
。 

４ 

法
第
九
条

第
二
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
市
町
村

長
か
ら
の
申

出
に
正
当
な

理
由
が
あ
る

と
認
め
、
交

付
金
算
定
標

準
額
の
基
準

と
す
べ
き
固 

 

 
 



                                  

 
 

 

 

 

定
資
産
の
価

格
を
当
該
市

町
村
長
に
通

知
す
る
こ

と
。 

５ 

法
第
九
条

第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、

市
町
村
長
か

ら
の
申
出
に

つ
い
て
正
当

な
理
由
が
な

い
と
認
め
、

そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
を

当
該
市
町
村

長
に
通
知
す

る
こ
と
。 

６ 

法
第
十
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
二
以
上

の
市
町
村
に

わ
た
つ
て
所

在
す
る
固
定

資
産
に
つ
い

て
、
当
該
固

定
資
産
が
所

在
す
る
も
の

と
さ
れ
る
市

町
村
を
定

め
、
当
該
固

定
資
産
の
価  

 



                                  

  

三 

埼
玉

県
公
営

企
業
財

務
規
程

（
昭
和

三
十
九

年
公
営

企
業
管

理
規
程

第
五

号
）
に

関
す
る

事
務 

 

埼
玉
県
公
営

企
業
財
務
規

程
第
百
二
十

条
の
規
定
に

基
づ
き
、
地

方
自
治
法
施

行
令
第
百
六

十
七
条
の
四

第
二
項
各
号

の
一
に
該
当

す
る
者
を
一

般
競
争
入
札

（
第
百
三
十

七
条
に
お
い

て
本
条
を
準

用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

か
ら
排
除
す

る
こ
と
。 

 

 

格
を
当
該
市

町
村
に
配
分

す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
十
条

第
二
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
二
以
上

の
市
町
村
に

わ
た
つ
て
所

在
す
る
固
定

資
産
の
配
分

価
格
を
修
正

す
る
こ
と 

  

  



                                  

地
域
整

備
課 

地
域
整
備

に
関
す
る

事
務 

１ 

分
譲
用
地

に
つ
い
て
、

売
買
契
約
又

は
貸
付
契
約

を
締
結
す
る

こ
と
。 

２ 

前
号
に
定

め
る
契
約
を

解
除
し
、
又

は
用
地
を
買

い
戻
す
こ

と
。 

３ 

地
域
整
備

事
業
に
係
る

用
地
及
び
施

設
に
つ
い

て
、
売
買
契

約
又
は
貸
付

契
約
を
締
結

す
る
こ
と
。 

４ 

前
号
に
定

め
る
契
約
を

解
除
し
、
又

は
用
地
及
び

施
設
を
買
い

戻
す
こ
と
。 

５ 

用
地
の
取

得
に
係
る
委

託
協
定
を
締

結
す
る
こ

と
。 

６ 

用
地
の
造

成
に
係
る
負 

 

１ 

分
譲
用
地

及
び
建
築
物

等
の
転
売
又

は
転
貸
を
承

認
す
る
こ

と
。 

２ 

公
共
施
設

等
の
引
渡
し

に
関
す
る
こ

と
。 

３ 

公
共
用
地

の
引
渡
し
に

関
す
る
こ

と
。 

４ 
分
譲
用
地

の
一
時
的
、

臨
時
的
な
貸

付
け
に
関
す

る
こ
と
。 

 



                                  

水
道
企

画
課 

 

一 

工
業

用
水
道

事
業
法

（
昭
和

三
十
三

年
法
律

第
八
十

四
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い

う
。
）

に
関
す

る
事
務 

 

  

担
金
協
定
を

締
結
す
る
こ

と
。 

 
  

  

１ 

法
第
三
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
事
業
の

届
出
を
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
六
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
給
水
能

力
等
の
変
更

の
届
出
を
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
九
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
事
業
の

休
止
又
は
廃

止
の
届
出
を

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
七

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
供
給
規

程
の
届
出
を

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十

三
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
工
業 

 



                                  

   

三 

埼
玉

県
工
業

用
水
道

事
業
給

水
規
程

（
昭
和

四
十
一

年
埼
玉

県
公
営

企
業
管

理
規
程

第
六

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て 

二 

埼
玉

県
工
業

用
水
道

料
金
徴

収
条
例

（
昭
和

四
十
一

年
埼
玉

県
条
例

第
六
十

五
号
）

に
関
す

る
事
務 

 

   

 

   

   

１ 
規
程
第
四

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
給
水
を

承
認
す
る
こ

と
。 

２ 

規
程
第
五

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
特
別
給

水
を
承
認
す

る
こ
と
。 

３ 

規
程
第
六

条
の
規
定
に

基
づ
き
、
承

認
内
容
の
変 

埼
玉
県
工
業

用
水
道
料
金

徴
収
条
例
第

六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

料
金
を
減
額

し
、
又
は
免

除
す
る
こ

と
。 

 

用
水
道
事
業

に
関
す
る
報

告
を
す
る
こ

と
。 



                                  

 
 

「
規

程
」
と

いう
。
）

に
関
す

る
事
務 

 

 

 
 

 

更
を
認
め
る

こ
と
。 

４ 

規
程
第
十

五
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

使
用
の
中
止

又
は
廃
止
を

承
認
す
る
こ

と
。 

５ 

規
程
第
十

八
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
工
業

用
水
の
給
水

に
関
す
る
権

利
義
務
の
承

継
に
つ
い
て

承
認
す
る
こ

と
。 

６ 

規
程
第
十

九
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

雑
用
水
の
給

水
を
認
め
る

こ
と
。 

７ 

規
程
第
二

十
一
条
の
規

定
に
基
づ

き
、
給
水
の

承
認
を
取
消

し
、
又
は
給

水
を
停
止
す

る
こ
と
。 



                                  

 

四 

水
道

法
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て

「
法
」

と
い

う
。
）

に
関
す

る
事
務 

１ 

法
第
二
十

七
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
水
道

用
水
供
給
事

業
経
営
の
認

可
申
請
を
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
給
水
対

象
等
の
増
加

又
は
水
源
の

種
別
等
の
変

更
の
認
可
申

請
を
す
る
こ

と
。 

３ 

法
第
三
十

一
条
の
規
定

で
準
用
す
る

同
法
第
十
一

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
事
業
の

休
止
又
は
廃

止
の
許
可
申

請
を
す
る
こ

と
。 

４ 

法
第
三
十

一
条
の
規
定

で
準
用
す
る

同
法
第
十
一 

 
 

 

法
第
三
十
九

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
水
道
用

水
供
給
事
業

に
関
す
る
報

告
を
す
る
こ

と
。 



                                  

   

六 

埼
玉

県
水
道

用
水
供

給
事
業

給
水
規

程
（
昭

和
四
十

三
年
埼

玉
県
公

営
企
業

管
理
規

程
第
三

号
）
に 

五 

埼
玉

県
水
道

用
水
料

金
徴
収

条
例

（
昭
和

四
十
三

年
埼
玉

県
条
例

第
十
二

号
）
に

関
す
る

事
務 

 

  

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
事
業
の

譲
渡
に
よ
る

廃
止
の
届
出

を
す
る
こ

と
。 

 

   

   

埼
玉
県
水
道

用
水
供
給
事

業
給
水
規
程

第
二
条
第
二

項
の
規
定
に

基
づ
き
、
給

水
の
申
込
み

を
受
け
、
承

認
す
る
こ

と
。 

 

埼
玉
県
水
道

用
水
料
金
徴

収
条
例
第
六

条
の
規
定
に

基
づ
き
、
料

金
を
減
額

し
、
又
は
免

除
す
る
こ

と
。 

 



                                  

水
道
管

理
課 

 

一 

高
圧

ガ
ス
保

安
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て「
法
」

と
い

う
。
）

に
関
す

る
事
務 

 

関
す
る

事
務 

  

 

  

  

１ 

法
第
十
四

条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
製
造
の

た
め
の
施
設

等
の
変
更
の

届
出
を
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
十
九

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
第
一
種

貯
蔵
所
の
位

置
等
変
更
の

許
可
申
請
を

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
九

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
第
一
種

貯
蔵
所
の
位

置
等
変
更
の

届
出
を
す
る

こ
と
。 

４ 

法
第
二
十

条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
完
成
検

査
の
申
請
を

す
る
こ
と
。 

 



                                  

  

二 

電
気

事
業
法

に
関
す

る
事
務 

 

  

 

  

  

電
気
事
業
法

第
四
十
八
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
自
家
用

電
気
工
作
物

の
設
置
又
は

変
更
の
工
事

計
画
の
届
出

を
す
る
こ

と
。 

５ 

法
第
二
十

一
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
製
造

の
開
始
又
は

廃
止
の
届
出

を
す
る
こ

と
。 

６ 

法
第
二
十

四
の
四
条
第

一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、

特
定
高
圧
ガ

ス
消
費
施
設

等
の
変
更
の

届
出
を
す
る

こ
と
。 

７ 
法
第
六
十

三
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
事
故

の
届
出
を
す

る
こ
と
。 



                                  

  

四 

電
波

法
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て 

三 

電
気

関
係
報

告
規
則

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
規

則
」
と

いう
。
）

に
関
す

る
事
務 

  

 

  

  

１ 

法
第
六
条

第
一
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
無
線
局

の
免
許
を
受 

１ 

規
則
第
三

条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ

き
、
感
電
又

は
破
損
事
故

若
し
く
は
電

気
工
作
物
の

誤
操
作
若
し

く
は
電
気
工

作
物
を
操
作

し
な
い
こ
と

に
よ
り
人
が

死
傷
し
た
事

故
及
び
電
気

火
災
事
故
の

報
告
を
す
る

こ
と
。 

２ 
規
則
第
五

条
第
二
号
の

規
定
に
基
づ

き
、
自
家
用

電
気
工
作
物

を
設
置
す
る

事
業
場
又
は

送
電
線
路
の

廃
止
の
報
告

を
す
る
こ

と
。 



                                  

   

六 

埼
玉

県
工
業

用
水
道

事
業
給

水
規
程

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
規

程
」
と

いう
。
）

に
関
す

る
事
務 

五 

工
業

用
水
道

事
業
法

に
関
す

る
事
務 

 

「
法
」

と
い

う
。
）

に
関
す

る
事
務 

   

 

   

   

１ 

規
程
第
七

条
た
だ
し
書

の
規
定
に
基

づ
き
、
量
水

器
に
つ
い
て

別
に
定
め
る

基
準
に
よ
る

こ
と
が
で
き

る
者
を
決
定

す
る
こ
と
。 

２ 

規
程
第
十

四
条
第
二
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
受
水

そ
う
の
設
置

及
び
増
設
等

に
つ
い
て
必

要
な
指
示
を

す
る
こ
と
。 

工
業
用
水
道

事
業
法
第
十

三
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

給
水
開
始
前

の
届
出
を
す

る
こ
と
。 

 

け
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十

二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

無
線
局
の
廃

止
の
届
出
を

す
る
こ
と
。 



             

別
表
第
五
専
決
事
項
の
欄
中
58
を
59
と
し
、
９
か
ら
57
ま
で
を
10
か
ら
58
と
し
、
８
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

９ 

職
員
の
在
宅
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

七 

水
道

法
に
関

す
る
事

務 

 

 

 
 

水
道
法
第
三

十
一
条
の
規

定
で
準
用
す

る
同
法
第
十

三
条
第
一
項

の
規
定
に
基

づ
き
、
給
水

開
始
前
の
届

出
を
す
る
こ

と
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
参
事
」
の
下
に
「
、
経
営
企
画
部
長
」
を
加
え
、
「
、
技
術
評
価

幹
、
総
務
課
長
、
財
務
課
長
、
地
域
整
備
課
長
、
主
席
工
事
検
査
員
及
び
地
域
整
備
事
務
所
長
」

を
「
及
び
技
術
評
価
幹
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
四
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

総
務
課
長
、
財
務
課
長
、
地
域
整
備
課
長
、
主
席
工
事
検
査
員
及
び
地
域
整
備
事
務
所
長 

経
営
企
画
部
長 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り

定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
三
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
経
営
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



管

理

規

程 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
三
第
一
項
の
表
備
考
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
二
中
「
に
規
定
す
る
管
理
者
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
公
営
企
業
管
理
者
（
以
下
「
管

理
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
八
・
三
分
の
十
」
を
「
八
・
五
分
の
十
」
に
、
「
十
一
・
三
分
の
十
三
」

を
「
十
一
・
五
分
の
十
三
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
・
三
」
を
「
百
分
の
八
・
五
」

に
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
一
・
三
」
を
「
百
分
の
十
一
・
五
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

第
四
条
の
二 

条
例
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
定
め
る
場
所
は
、
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。 

 

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

災
害
応
急
作
業
等
手
当 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
） 

第
八
条
の
二 

災
害
応
急
作
業
等
手
当
は
、
職
員
が
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給

す
る
。 

一 

異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

水
道
施
設
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
行
う
巡
回
監
視
又
は
応
急
作
業
若
し
く
は
応
急
作
業
の

た
め
の
災
害
状
況
調
査
等
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
応
急
作
業
等
」
と
い
う
。
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
作
業
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
作
業 

２ 

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
の
作
業 

巡
回
監
視
に
従
事
し
た
と
き
は
六
百
十
円
、
応
急
作
業
等
に
従
事

し
た
と
き
は
七
百
三
十
円 

 

二 

前
項
第
二
号
の
作
業 

七
百
三
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
作
業
の
区
分

１
０

０
分

の
１

０
１

．
５

７
１

 

１
．

３
９

 

１
０

０
分

の
１

０
 



に
応
じ
て
管
理
者
が
定
め
る
額 

３ 

第
一
項
各
号
の
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
わ
れ
た
作
業

に
従
事
す
る
職
員
に
支
給
す
る
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
同
一
の
日
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。 

 

一 

第
一
項
各
号
の
作
業
が
日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合 

前
項
各
号
に

定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額 

 

二 

第
一
項
各
号
の
作
業
が
著
し
く
危
険
な
区
域
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た

場
合 

前
項
各
号
に
定
め
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
支
給
さ
れ
る
日
に
つ
い
て
は
、
現
場
業
務
手
当
及
び
夜
間
業
務
手

当
は
支
給
し
な
い
。 

 

第
十
一
条
中
「
週
休
日
及
び
休
日
等
」
を
「
週
休
日
（
就
業
規
程
第
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
及
び
休
日
等
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   



                     
 

             



                  

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                



                                  



                 

別
表
第
五
本
庁
の
項
及
び
別
表
第
七
職
の
欄
中
「
管
理
部
長
」
を
「
経
営
企
画
部
長
」
に
改
め

る
。 

 

別
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

              
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 



１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
四
号
、
第
八
条

の
二
及
び
第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
程
は
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
（
号
給
の
切
替
え
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
埼
玉
県
企
業
職
員

給
与
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
第
二
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を

受
け
て
い
た
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
が
附
則
別
表
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
（
次
項
及
び
同
表
に
お

い
て
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の

級
及
び
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
及
び
管
理
者
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
を
し
た
職
員
の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
当
該
異
動
又
は
当

該
準
ず
る
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
管
理
者
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

                  



                                 



                         



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
参
事
」
の
下
に
「
、
経
営
企
画
部
長
」
を
加
え
、「
、
技
術
評
価
幹
、

総
務
課
長
、
財
務
課
長
、
地
域
整
備
課
長
、
主
席
工
事
検
査
員
及
び
地
域
整
備
事
務
所
長
」
を
「
及

び
技
術
評
価
幹
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号

を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

総
務
課
長
、
財
務
課
長
、
地
域
整
備
課
長
、
主
席
工
事
検
査
員
及
び
地
域
整
備
事
務
所
長 

経
営
企
画
部
長 

 

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
午
後
零
時
」
を
「
所
属
長
が
承
認
し
た
時
間
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
第
一
号
中
「
を
い
う
。
」
を
「
（
第
九
項
及
び
第
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中

「
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
」
を
削
り
、「
考
慮
し
て
」
及
び
「
な
る
よ
う
に
」
の
下
に
「
、

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、

又
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
午
後
零
時
」
を
「
所
属
長
が
承
認
し
た
時
間
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項

を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
四
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
長
は
、
職
員
が
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の

運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員

の
休
憩
時
間
を
所
属
長
が
承
認
し
た
時
間
か
ら
一
時
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員

（
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
三
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
」

を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、

第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
七
条
中
「
八
週
間
」
を
「
四
週
間
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
八
週
間
」
を
「
四
週
間
」
に
、
「
十
六
日
」
を
「
八
日
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
三
条
の
六 

管
理
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至

っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制

度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の

他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条

に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

管
理
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一

日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
十
三
条
の
七 

管
理
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
係
る
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
号 

埼
玉
県
報
の
発
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第
三

項
（
同
規
則
第
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
県
報
フ
ァ

イ
ル
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年

四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

県
報
フ
ァ
イ
ル
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
す
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
 

p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
/
k
e
n
p
o
u
/
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号 

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
令
和
七
年
度
以
後
の
各
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
計
算

書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
計
算
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
受
け
る

公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

な
お
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号
（
私
立
学
校
振
興
助
成
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
事
項
に
つ
い
て
）
は
、
令
和
六
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書

そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
添
付
す
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
へ

の
適
用
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て 

会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。 

二 

学
校
法
人
会
計
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
計
算
書
類
等
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う 

か
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
号 

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
所
轄
庁
が
定
め
る

書
類
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
度
に
係
る
私
立
学
校

振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
及
び

そ
の
附
属
明
細
書
と
と
も
に
提
出
す
る
書
類
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

人
件
費
支
出
内
訳
表
が
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監

査
報
告 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

                         



１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

 税務文書管理システム及びテレワークシステムサーバー等賃貸借 一式 

⑵ 調達案件の仕様等 

入札説明書及び仕様書による。 

⑶ 履行期間 

 契約締結日から令和12年12月31日（火）まで 

⑷ 履行場所 

埼玉県総務部税務課長が指定する場所 

⑸ 入札方法 

 本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

 なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の賃貸」のＡ等級に格付けされた者であること。 

⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 

⑹ 本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明し

た者であること（詳細は入札説明書及び仕様書による。）。 



⑺ 埼玉県の県税に係る徴収金に滞納がないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県庁第二庁

舎10階 埼玉県総務部税務課税務ＤＸ推進担当 奥山、諸橋、堀江、阪井 電

話048-830-2655（直通） 電子メールa2640-21@pref.saitama.lg.jp 

⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

 埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

 上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

⑶ 入札書受付期間 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

 競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年５月13日（火）午前10時ま

で 

イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

 (ｱ) 郵送の場合 

 競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年５月12日（月）午後５時

まで 

 なお、書留郵便によること。 

(ｲ) 持参の場合 

 競争入札参加資格の確認を得た日から令和７年５月12日（月）午後５時

まで 

⑷ 開札の場所及び日時 

埼玉県総務部税務課 令和７年５月13日（火）午前10時30分 

４ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

 入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則



第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

イ 契約保証金 

 契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号又は第３号の

規定に該当する場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和７年４月17日（木）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札書は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

⑸ 契約書作成の要否 

要 

⑹ 落札者の決定方法 

 財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

無 

⑻ 競争入札参加資格の付与 

 上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和７年４月７日（月）午後５時までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒

330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直

通））へ送付すること。 

⑼ 支払条件 



 発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature of Services Required: 

   Leasing of the Server for the Tax Document Management System and  

Telework System 

 ⑵ Deadline for Submissions: 

   By the electronic bidding system: 10:00 a.m., Tuesday, May 13, 2025 

   By registered mail or in person: 5:00 p.m., Monday, May 12, 2025 

 ⑶ Contact Information: 

   Taxation Division, Department of General Affairs,  

   Saitama Prefectural Government 

   3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 Japan 

   Phone: 048-830-2655 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
を
特
例
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
な
ぐ
い
の
ち
の
輪
バ
イ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

佐
藤 

浩
之 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

 

埼
玉
県
越
谷
市
西
方
二
千
九
百
四
十
八
番
地
二
エ
フ
ロ
ー
レ
新
越
谷
四
百
一 

四 

当
該
特
例
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
芸
術
文
化
振
興
財
団 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
峰
三
丁
目
十
五
番
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
の
規
定

に
基
づ
く
自
動
車
排
出
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
せ
ず
、
又
は
そ
の
排
出
量
が
相
当
程
度
少
な
い
自

動
車
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

第
五
号
を
第
六
号
と
す
る
。 

第
四
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
す
る
。 

イ 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車 

 
 

⑴ 

乗
用
自
動
車
で
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
（
燃
費
基
準
実
施
要
領
に
基
づ

く
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
を
達
成
し
て
い
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

燃
費
基
準
実
施
要
領
に
基
づ
く
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
を
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
上
回

る
燃
費
性
能
を
有
す
る
自
動
車 

 
 

⑵ 

軽
量
貨
物
車
又
は
中
量
貨
物
車
で
、
燃
費
基
準
実
施
要
領
に
基
づ
く
令
和
四
年
度
燃

費
基
準
を
達
成
し
て
い
る
自
動
車 

ロ 

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
乗
用
自
動
車
で
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五

ト
ン
以
下
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
乗
用
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
又

は
燃
費
基
準
実
施
要
領
に
基
づ
く
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
を
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
上
回

る
燃
費
性
能
を
有
す
る
自
動
車
） 

第
三
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

イ 

乗
車
定
員
十
人
以
上
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
自
動
車
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
貨
物
自
動
車
で
、

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省

告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
「
燃
費
基
準
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
令
和
七
年
度

燃
費
基
準
を
達
成
し
て
い
る
自
動
車 

ロ 

乗
車
定
員
九
人
以
下
の
乗
用
自
動
車
で
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
（
燃
費
基
準

実
施
要
領
に
基
づ
く
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
を
達
成
し
て
い
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
） 

第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
号 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
の
規
定

に
基
づ
く
低
燃
費
車
を
導
入
す
べ
き
期
限
及
び
低
燃
費
車
台
数
の
割
合
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

第
一
号
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

第
二
号
中
「
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

 
桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

み
ん
な
の
お
く
ち
デ

ン
タ
ル 

松
原
医
院 

福
元
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク ひ
が
と
こ
在
宅
診
療

所 上
尾
心
療
内
科 

谷
塚
駅
や
な
だ
泌
尿

器
科 

名 
 

称 

齊
藤 

佑
太 

医
療
法
人
結
び
会 

 

医
療
法
人
福
和
会 

 

四
十
物 

佑
介 

一
般
社
団
法
人
メ

デ
ィ
ッ
ク
ス 

簗
田 

茂
人 

開 

設 

者 

名 

坂
戸
市
薬
師
町
三
四―

一
一 

行
田
市
長
野
一―

一
七―

三 

所
沢
市
東
住
吉
一
五―

二
八 

所
沢
市
東
所
沢
一―

一
三―

一

一
ソ
レ
ー
ヌ
二
〇
一
号 

上
尾
市
柏
座
二―

七―

一
エ
リ
ア

赤
熊
Ⅱ
一
階 

草
加
市
谷
塚
一―

一―
二
三 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

フ
レ
ア
ス
カ
ン
タ
キ

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
草
加 

あ
る
も
薬
局
長
野
店 

爽
や
か
薬
局
．
鴻
巣

店 ま
え
の
薬
局
や
な
ぎ

島 ス
ギ
薬
局 

新
座
片

山
店 

雄
飛
堂
薬
局 

坂
戸

店 セ
キ
薬
局 

調
剤
セ

ン
タ
ー
店 

イ
オ
ン
薬
局
入
曽
駅

前
店 

お
が
わ
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

あ
さ
か
ハ
ー
ト
フ
ル

歯
科 

新
座
駅
南
口
通
り
歯

科 

株
式
会
社
フ
レ
ア

ス 株
式
会
社
Ｂ
ｌ
ｏ

ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｇ 

Ｓ

ｏ
ｕ
ｌ 

株
式
会
社
共
生
フ

ァ
ー
マ
シ
ー 

株
式
会
社
ス
プ
リ

ン
ト
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
ス
ギ
薬

局 株
式
会
社
雄
飛
堂 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル

株
式
会
社 

小
川 
恭
央 

医
療
法
人
社
団
仁

優
輝 

佐
藤 

雅
介 

草
加
市
草
加
二―

一
四―

一
〇 

行
田
市
長
野
一―

一
七―

三
二 

鴻
巣
市
生
出
塚
二―

一
八―

一 

草
加
市
柳
島
町
六
五
〇―

一 

新
座
市
片
山
一―

一
五―

二
〇 

坂
戸
市
八
幡
二―

三―

七―
一 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
四―

四
八

一―

一 

狭
山
市
南
入
曽
五
四
〇―

一 
春
日
部
市
中
央
一―

五
七―

二
一 

マ
ル
ヤ
住
宅
第
二
〇
ビ
ル
一
〇
二

号
室 

朝
霞
市
本
町
一―

一
二―

五
フ
ァ

ー
ス
ト
ス
テ
ー
ジ
一
階 

新
座
市
野
火
止
六―

四―

五
七 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

十
二
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

   

訪
問
看
護 

な
か
だ

ん
ご 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

あ
お
い 

自
空
間
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

と
わ
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

ｋ

ｏ

ｋ

ｏ

ｅ

ｍ

ｉ 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

鴻
巣
北
本 

訪
問
看
護
ひ
ま
わ
り 

一
般
社
団
法
人
Ｍ

Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ 

合
同
会
社
た
ー
と

る 合
同
会
社
自
空
間 

株
式
会
社
Ｎ
ｅ
ｗ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｂ
ｏ
ｎ
ｄ 

株
式
会
社
Ａ
ｎ
ｙ 

合
同
会
社
希 

所
沢
市
西
狭
山
ケ
丘
一―
二
四
八

五―

五―

一
〇
二 

和
光
市
白
子
一―

二―

四
三
大
谷

マ
ン
シ
ョ
ン
四
〇
五 

熊
谷
市
妻
沼
一
三
七
二―

二
サ
ン

パ
テ
ィ
オ
二
〇
一
号
室 

朝
霞
市
本
町
一―

二
四―

七 

北
本
市
中
央
四―

六
九
岩
井
ビ
ル

一
階
一
〇
一
号
室 

三
郷
市
新
和
五―

一
六
一―

一 

ル
ミ
エ
ー
ル
田
中
一
〇
二
号
室 

令
和
六
年
十
月

一
日 

令
和
六
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

中

島 

由

美

子 鎌
田 

昌
子 

鈴

木 

実

千

代 氏 
 

名 

   

住 

所 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ 

上
尾

施
術
所 

な
ご
み
整
体
院 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
草
加
施

術
所 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

上
尾
市
浅
間
台
四―

二
三―

一

〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上
尾
二
〇
六 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
伊
豆
沢
四
一

五 草
加
市
旭
町
六―

九―

一
一 

ス
カ
ー
レ
ッ
ト
二
〇
三 

所 

在 

地 

令
和
七
年
一
月

二
十
九
日 

令
和
七
年
一
月

二
十
九
日 

令
和
七
年
二
月

二
十
日 

指

定

年

月

日 



   

松
本 

晃
徳 

小
林 

良
夫 

大
野 

武
則 

山
國 

秀
晃 

武
井 

寛
人 

中
島 

司 

      

新
田
治
療
院 

株
式
会
社 

フ
レ

ア
ス 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ 

う
ち
ラ
ク 

ハ
レ
と
ケ
鍼
灸
院 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ 

た
い
よ
う 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ 

上
尾

施
術
所 

草
加
市
八
幡
町
七
一
九―

三―

三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
緑
区
芝
原
一―

二

五―

一
二
セ
ブ
ン
ビ
ル
一
階 

児
玉
郡
美
里
町
猪
俣
九
〇 

桶
川
市
下
日
出
谷
東
一―

四―

一
三 

草
加
市
手
代
三―

二
九―

一
二

サ
ン
ガ
ー
ネ
ッ
ト
Ｂ
号 

上
尾
市
浅
間
台
四―

二
三―

一

〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上
尾
二
〇
六 

令
和
七
年
四
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

一
日 

令
和
七
年
二
月

二
十
六
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
七
年
三
月

一
日 

令
和
六
年
十
二

月
十
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

ホ
ー
ム
ズ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
日

高
高
萩
店 

大
信
薬
局 

か
み
や

店 よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク
新
座 

よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク
和
光 

医
療
法
人
社
団
白
翔

会 

所
沢
白
翔
会
病

院 

名

称 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

名

称 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

変

更

事

項 

深
谷
市
上
柴
町
東
六―

六

―

七 

日
高
市
高
萩
二
三
五
九―

一 か
み
や
薬
局 

医
療
法
人
社
団
三
柚
会 

よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
新

座 医
療
法
人
社
団
三
柚
会 

よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
和

光 医
療
法
人
社
団
敬
寿
会 

所
沢
白
翔
会
病
院 

変

更

前 

深
谷
市
緑
ヶ
丘
二
四―

五 

日
高
市
武
蔵
高
萩
三―

一

三―

一 

大
信
薬
局 

か
み
や
店 

よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
新

座 よ
つ
ば
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
和

光 医
療
法
人
社
団
白
翔
会 

医
療
法
人
社
団
白
翔
会 

所
沢
白
翔
会
病
院 

変

更

後 



二 

指
定
施
術
機
関 

      

後
藤 

千
波 

塩
原 

力 

志
字 

良
太 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 

変

更

事

項 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

所

在
地 

名

称 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大

宮
四―

二
六―

三 

株
式
会
社 

ア
メ
ニ
テ
ィ

―

サ
ー
ビ
ス 

本
庄
市
寿
一―
二
一―

一
一 

セ
リ
オ
治
療
院 

川
越
市
並
木
八
六
四 

カ
ナ
オ
治
療
院 

変

更

前 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
領
家

五―

一
二―

一
八
ブ
ナ

サ
ワ
ビ
ル
二
〇
一
号
室 

ま
ご
こ
ろ
治
療
院 

川
越
市
通
町
二
〇―

一

七
Ｔ
フ
ラ
ッ
ツ
三
〇
二
号 

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ
ｇ
ｅ
治
療
院

川
越 

川
越
市
牛
子
三
五―

四 

カ
ナ
オ
治
療
院
牛
子
店 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

共
創
未
来 

狭
山
ヶ
丘

薬
局 

お
が
わ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク あ
さ
か
ハ
ー
ト
フ
ル
歯

科 深
谷
産
婦
人
科
医
院 

幸
手
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

松
原
医
院 

福
元
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 

称 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
五―

二
七
三
九―

六 

春
日
部
市
中
央
一―

四
五―

一
田
中
第
五
ビ

ル
二
〇
一 

朝
霞
市
本
町
一―

一
二―

五
フ
ァ
ー
ス
ト
ス

テ
ー
ジ
一
Ｆ 

深
谷
市
上
野
台
三
〇
二
七―

二 

幸
手
市
幸
手
一
八
一―

二 

行
田
市
長
野
一―

三
一―

一
〇 

所
沢
市
南
住
吉
二
一―

一
六 

所 
在 

地 

令
和
七
年
二
月
八
日 

令
和
七
年
二
月
十
一

日 令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
九
月
十
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



 

ア
イ
ン
薬
局 

北
本
店 

な
ご
み
薬
局 

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局 

薬
局
タ
カ
サ
柳
島
店 

あ
る
も
薬
局 

長
野
店 

爽
や
か
薬
局.

鴻
巣
店 

チ
ェ
リ
ー
薬
局 

大
久
薬
局 

北
本
市
二
ツ
家
二―

一
三
九 

三
郷
市
鷹
野
三―

二
六
〇―

二 

志
木
市
中
宗
岡
三―

一―

五 

草
加
市
柳
島
町
六
五
〇―

一 

行
田
市
長
野
一―
二
九―

一
五 

鴻
巣
市
生
出
塚
二―

一
八―

一 

鴻
巣
市
登
戸
三
一
九―

二 

加
須
市
土
手
一―

一
二―

六 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
三
月
十
九

日 令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
一
月
十
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
杏
子
苑 

名
称 

秩
父
市
寺
尾
三

九
〇
〇―

一 

所
在
地 

社
会
福
祉
法
人 

秩
父
正
峰
会 

開
設
者
名 

介
護
老
人
福
祉

施
設 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
十
四
年
九
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

心
乃
美
整
形
外
科
内

科 ふ
く
し
の
ま
ち
秩
父 

 

名
称 

事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
所

在
地 

事
業
所
名

称 変
更
事
項 

医
療
法
人
社
団

富
澤
整
形
外

科
・
内
科 

医
療
法
人
社
団

富
澤
整
形
外

科
・
内
科 

秩
父
市
阿
保
町

二―

七 

福
祉
の
街 

秩

父
営
業
所 

 

変
更
前 

医
療
法
人
社
団

心
乃
美
整
形
外

科
内
科 

心
乃
美
整
形
外

科
内
科 

秩
父
市
野
坂
町

一―

二
〇―

三

三
Ｋ`

Ｓ
ノ
サ

カ
一
階 

 

ふ
く
し
の
ま
ち

秩
父 

 
変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

訪
問
介
護 
 

訪
問
入
浴
介
護 

 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

             

共
創
未
来 

狭
山
ヶ

丘
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局 

北
本

店 特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
杏
子
苑 名

称 

所
沢
市
東
狭
山
ケ

丘
五―

二
七
三
九

―

六 

北
本
市
二
ツ
家
二

―

一
三
九 

秩
父
市
寺
尾
三
九

〇
〇―

一 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
二
月
八
日 

令
和
七
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

 
埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
閲
覧
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
備
え
置
き
、
」
を
「
（
以

下
「
金
融
課
」
と
い
う
。
）
に
備
え
置
く
と
と
も
に
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を
電

子
メ
ー
ル
で
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
登
録
簿
」
を
「
金
融
課
で
の
登
録
簿
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
並
び
に
一
月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十

八
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
日
」
を
「
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例

第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
に
掲
示
」
を
「
埼
玉

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
中
「
登
録
簿
」
を
「
金
融
課
に
備
え
置
か
れ
た
登
録
簿
」
に
、
「
は
、
閲
覧
所
」
を
「
に

あ
つ
て
は
金
融
課
」
に
、
「
記
入
し
て
」
を
「
記
入
し
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を

閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
所
定
の
事
項
を
入
力
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
金
融
課
あ
て
に
送

付
し
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
登
録
簿
閲
覧
の
禁
止
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
登
録
簿
を
閲
覧

す
る
」
を
「
金
融
課
に
備
え
置
か
れ
た
登
録
簿
を
閲
覧
す
る
」
に
、
「
閲
覧
所
」
を
「
金
融
課
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を
閲
覧
す
る
者
は
、
登
録
簿
の
編
集
、
加
工
、
改
ざ
ん
、

流
用
及
び
第
三
者
提
供
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
八
条
中
「
禁
止
」
を
「
拒
否
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
き
損
」
を
「
棄
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号 

 
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
九
号
（
令
和
七
年
度
前
期
技
能
検

定
の
実
施
）
に
よ
り
公
示
す
る
技
能
検
定
に
係
る
条
例
別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
二
号
金
額
の

欄
イ
に
規
定
す
る
手
数
料
（
在
校
生
（
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
が
三
級
を
受
検
す
る

場
合
の
手
数
料
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
係
る
手
数
料 

九
千
円 

イ 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
（
郵
送
で
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
印
日
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
県
内
に
住
所
を
有
し
、
在
勤
し
、
又
は
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上

欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
な
い
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る

手
数
料 

九
千
円 

イ 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
に
お
い
て
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で

な
い
こ
と
。 

三 

前
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
前
二
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

に
係
る
手
数
料 

四
千
五
百
円 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

妻
沼
西
南
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

監
事 

 

馬 

場 

初 

男 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
江
袋
九
百
七
十
二
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

庄
和
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 
 

理
事 

筒 

井 

祐 

一 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
立
野
五
百
四
十
七
番
地 

 
 

同 
 

鳴 

島 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

 

同 

百
三
十
二
番
地
一 

 
 

同 
 

野 

口 

文 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

七
百
二
十
四
番
地
一 

 
 

同 
 

小 

島 

重 

弘 
 

同 
 

同 
 

 
榎
九
百
十
九
番
地 

 

 
 

同 
 

渡 

邉 

光 

男 
 

同 
 

同 
 

 
同 
五
百
四
番
地
一 

 
 

同 
 

名 

倉 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

倉
常
五
百
七
十
七
番
地
一 

 
 

同 
 

八
木
橋 

喜 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

五
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

橋 

本 

信 

男 
 

同 
 

同 
 

 

橋
五
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

齋 

藤 

義 

則 
 

同 
 

同 
 

 

同 

九
百
六
十
五
番
地
一 

 
 

監
事 

石 

山 

法 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

三
百
二
十
一
番
地
一 

同 
 

小
久
保 

静 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

榎
三
百
九
十
七
番
地
一 

 
 

同 
 

新 

井 

基 

之 
 

同 
 

同 
 

 

倉
常
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

増 

山 

貞 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
百
四
十
四
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 
 

理
事 

筒 

井 

祐 

一 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
立
野
五
百
四
十
七
番
地 

 
 

同 
 

大 

瀧 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

同 

百
三
番
地
三 

同 
 

大 

塚 

勝 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

七
百
五
十
三
番
地
一 

同 
 

小 

島 

重 

弘 
 

同 
 

同 
 

 

榎
九
百
十
九
番
地 

 
 

同 
 

渡 

邉 

光 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 

五
百
四
番
地
一 

同 
 

名 

倉 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

倉
常
五
百
七
十
七
番
地
一 

 
 

同 
 

八
木
橋 

喜 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

五
十
六
番
地
一 

同 
 

橋 

本 

信 

男 
 

同 
 

同 
 

 

橋
五
十
三
番
地
一 

 
 

同 
 

齋 

藤 

義 

則 
 

同 
 

同 
 

 

同 

九
百
六
十
五
番
地
一 

 
 

監
事 

貝 

塚 

利 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

榎
九
百
二
十
一
番
地 



同 
 

新 

井 

基 

之 
 

同 
 

同 
 

 

倉
常
十
六
番
地
一 

 
 

同 
 

石 

山 

法 

男 
 

同 
 

同 
 

 

橋
三
百
二
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

増 

山 

貞 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
百
四
十
四
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

川
島
町
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
九
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
九
年
十
月
五
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三

十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
（
さ
い
た
ま
市

施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
三
十
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
一

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
で
告
示
し
た
富
士
見
市
都
市
計
画
道
路
事
業
（
富
士
見
市
施
行
）

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
二―

一
六―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
鴻
巣
市
箕
田
字
長
右
エ
門
千
九
百
七
十
二
番
二
外
二
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

六
万
五
千
七
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
四―

一
〇―

〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
川
田
谷
字
王
子
四
千
三
百
二
十
番
四
外
五
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
三
百
三
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
三
四
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号 

 
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項

及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

二 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 



長野県

栃木県

群馬県

茨城県

千葉県

山梨県

東京都

秩父市

飯能市

熊谷市

深谷市

さいたま市

加須市

小鹿野町

川越市

本庄市

久喜市

所沢市

鴻巣市

行田市

寄居町

皆野町

川口市

小川町

越谷市

羽生市

春日部市

東松山市

横瀬町

狭山市

日高市

神川町

上尾市

入間市

川島町

坂戸市
越生町

吉見町

ときがわ町

幸手市

美里町

吉川市

長瀞町

三郷市

杉戸町

滑川町

上里町

東秩父村

草加市

蓮田市

毛呂山町

鳩山町

白岡市北本市

朝霞市
戸田市 八潮市

三芳町

鶴ヶ島市

嵐山町

桶川市

新座市

松伏町

宮代町

富士見市

伊奈町

和光市

ふじみ野市

志木市

蕨市

/

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域

政令指定都市・中核市

他都県

行政界

0 2 4 6 8 101

km

1：280,000（A3）

埼玉県　宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域
（さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 391
背景図は数値地図（国土基本情報）及び電子地形図（タイル）を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

縮尺はA3版出力時のものです。

別図



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

 
 

北
本
自
然
観
察
公
園 

二 

位
置 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
荒
井
五
丁
目
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 



 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

 
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
三
十
七
号
（
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
確
認
を

要
す
る
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

題
名
及
び
告
示
文
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

同
項
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

 
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
七
号
（
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
の
手
数
料
を
算

定
す
る
た
め
の
床
面
積
の
算
定
方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
同
項
第
六
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
十
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
同
項
第
七
号
金
額

の
欄
イ
及
び
同
項
第
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
六
号
金
額
の
欄
イ
」

を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
七
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
十
号
金
額

の
欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号
（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
八
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
号
金
額
の
欄

イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
二
号
金
額
の
欄

イ
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

手
数
料
等
を
算
定
す
る
た
め
の
床
面
積
の
算
定
方
法
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
二
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項

第
九
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
四
条
各
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

五 

算
定
対
象
と
し
な
い
建
築
物
の
部
分
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
昇
降
機 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の

認
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
三
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
五
号
金
額

の
欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
イ
及
び
同
項
第
百
二
十
八
号
金

額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
十
五

条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申

請
手
数
料
等
の
う
ち
住
宅
部
分
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
建
築
物
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
三
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項

第
百
二
十
六
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
」
に
改
め
る
。 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
号
（
手
数
料
を
減
免
す
る
建
築
物
等
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に

改
め
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

告
示
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
を
「
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第

七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
百
二
十
四
号
、
第
百
二
十
五
号
及
び
第
百
三
十
号
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十

四
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
の
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
四
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
の
知
事
が
別
に

定
め
る
建
築
物
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
計
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
を
算
出
し
た
建
築
物
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
限
り
、
廃
止

す
る
。 令

和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

 
令
和
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
認
定
申
請
手
数
料

の
う
ち
住
宅
部
分
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
建
築
物
）
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
限
り
、
廃

止
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅

子
使
用
者
用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
第
六
条
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が

な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所

（
次
号
に
お
い
て
「
不
特
定
多
数
利
用
便
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
階
が
直
接
地
上
へ
通
ず

る
出
入
口
の
あ
る
階
で
あ
り
、
か
つ
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
（
当
該
車
椅
子
使
用

者
用
便
房
に
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）

設
け
る
施
設
が
同
一
敷
地
内
の
当
該
出
入
口
に
近
接
す
る
位
置
に
あ
る
場
合 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合 

イ 

男
子
用
の
不
特
定
多
数
利
用
便
所
の
み
を
設
け
る
建
築
物 

当
該
男
子
用
の
不
特
定
多
数

利
用
便
所
の
う
ち
一
以
上
に
、
男
子
用
の
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る
場
合 

ロ 

女
子
用
の
不
特
定
多
数
利
用
便
所
の
み
を
設
け
る
建
築
物 

当
該
女
子
用
の
不
特
定
多
数

利
用
便
所
の
う
ち
一
以
上
に
、
女
子
用
の
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る
場
合 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十 

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

本
庄
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
庄
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六 

 
 

 

十
二
号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
五
号
の
事
業
地
に
、
本
庄
市
児
玉
町
児
玉 

字
大
道
北
を
加
え
る
。 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六 

 
 

 

十
二
号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
五
号
の
事
業
地
に
、
本
庄
市
児
玉
字
飯
米 

場
及
び
字
東
並
木
を
加
え
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五 

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
で
告
示
し
た
本
庄
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

本
庄
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

本
庄
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
庄
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

七
十
四
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示 

第
千
百
三
十
三
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
三
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告 

示
第
千
三
百
八
十
六
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
二
十
五
号
、
平
成
十
四
年
埼 

玉
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
六
十
七
号
、
平
成
二 

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
四
号
の
事 

業
地
に
、
本
庄
市
栗
崎
字
欠
田
及
び
字
前
田
を
加
え
る
。 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
寄
居
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

深
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

寄
居
都
市
計
画
下
水
道
事
業
深
谷
公
共
下
水
道
（
花
園
処
理
分
区
） 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
、
平 

 
 

 

成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
、 

 
 

 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
、
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
号
、 

令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
七
号
及
び
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
の 

事
業
地
に
深
谷
市
小
前
田
北
字
植
松
、
字
中
原
、
字
西
原
及
び
字
台
、
小
前
田
中
央
字 

台
及
び
字
清
水
、
武
蔵
野
上
郷
字
一
本
杉
、
字
日
影
山
、
字
鶴
舞
、
字
寺
地
、
字
堂 

山
、
字
濡
僧
、
字
亀
住
、
字
新
屋
敷
、
字
僧
吟
、
字
釈
迦
堂
、
字
西
番
屋
、
字
番
屋
、 

字
宿
池
、
字
宮
地
、
字
篠
ノ
内
、
字
薗
平
、
字
五
万
沢
、
字
塚
越
、
字
柳
馬
場
、
字 

竹
ノ
内
及
び
字
大
宿
、
武
蔵
野
上
の
原
上
字
下
宿
、
字
西
裏
及
び
字
上
ノ
原
、
武
蔵 

野
上
の
原
下
字
上
ノ
原
及
び
字
西
裏
、
武
蔵
野
上
宿
字
下
田
、
字
餓
鬼
塚
、
字
上
宿 

及
び
字
新
田
、
武
蔵
野
下
宿
字
東
林
、
字
新
田
、
字
中
宿
、
字
下
宿
、
字
松
原
、
字 

植
松
、
字
上
ノ
原
、
字
上
台
及
び
字
下
台
、
武
蔵
野
新
田
字
下
田
、
字
上
宿
、
字
新 

田
及
び
字
中
宿
、
武
蔵
野
流
字
一
本
杉
、
字
流
、
字
伊
勢
領
、
字
櫛
引
、
字
的
場
及 

び
字
千
蔵
寺
、
武
蔵
野
中
宿
字
中
宿
、
字
西
裏
、
字
上
ノ
原
及
び
字
新
田
、
武
蔵
野 



東
林
上
字
的
場
、
字
東
林
、
字
下
田
、
字
小
原
、
字
下
宿
及
び
字
松
原
、
武
蔵
野
東 

林
下
字
千
蔵
寺
、
字
的
場
、
字
高
木
及
び
字
小
原
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
加
え
、 

小
前
田
上
字
諏
訪
、
字
上
松
及
び
字
南
町
、
小
前
田
中
字
南
町
及
び
字
本
田
、
小
前 

田
下
字
本
田
、
字
南
町
、
字
伊
勢
領
及
び
字
宿
東
、
荒
川
字
上
宿
及
び
字
新
井
、
黒 

田
字
下
北
原
、
字
下
南
原
及
び
字
下
反
、
永
田
字
中
居
前
、
字
笠
替
戸
及
び
字
田
向 

地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四 

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号
で
告
示
し
た
深
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更 

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

深
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

深
谷
都
市
計
画
下
水
道
深
谷
公
共
下
水
道
（
深
谷
処
理
区
） 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
三
月
八
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
九 

 
 

 

十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
四
百
八
十
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告 

 
 

 

示
第
四
百
五
十
一
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告 

 
 

 

示
第
五
百
九
十
三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
八
十
五
号
、
平
成
二
十
一
年 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号
及
び
令
和 

二
年
度
埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号
の
事
業
地
に
、
深
谷
市
普
済
寺
字
藤
山
及
び
字 

的
塚
、
樫
合
字
粕
ヶ
谷
戸
、
大
谷
字
庚
申
塚
前
、
字
柳
沢
、
字
下
大
谷
、
字
新
田
、 

字
一
ツ
塚
、
字
羽
金
松
及
び
字
久
保
、
人
見
字
念
代
、
字
柳
沢
、
字
前
柳
沢
、
字
塔 

辻
、
字
薬
師
堂
、
字
上
川
向
、
字
下
川
向
、
字
中
塚
及
び
字
矢
田
、
境
字
伊
勢
原
、 

字
山
王
、
字
宮
内
、
字
茶
塚
、
字
叶
、
字
台
下
、
字
泉
水
、
字
久
保
山
、
字
溝
向
、 

字
聖
天
ケ
谷
戸
及
び
字
前
原
、
上
原
字
久
保
、
折
之
口
字
新
井
、
字
芝
原
、
字
台
下
、 

字
清
水
、
字
狭
山
、
字
屋
敷
合
、
字
中
廓
、
字
松
原
、
字
前
山
、
字
柳
原
、
字
新
屋 

敷
、
字
西
内
手
、
字
北
、
字
新
田
、
字
新
山
、
字
稜
威
ケ
原
及
び
字
赤
土
原
、
上
野 

台
字
松
原
、
字
割
塚
、
字
栗
原
及
び
字
新
林
を
加
え
、
人
見
字
政
所
及
び
字
仙
元
山
、 

岡
字
前
屋
敷
及
び
字
熊
野
、
普
済
寺
字
前
耕
地
及
び
字
町
、
明
戸
、
新
井
字
下
郷
北 



東
、
戸
森
字
新
田
、
東
大
沼
字
北
及
び
字
堀
之
内
、
西
大
沼
字
花
小
路
及
び
字
錦
小 

路
、
曲
田
字
桜
町
及
び
字
伊
勢
宮
、
宿
根
字
中
道
、
萱
場
字
西
窪
及
び
字
西
柳
井
戸
、 

柏
合
字
山
根
東
、
上
野
台
字
塚
越
、
字
前
原
、
字
台
前
、
字
大
台
及
び
字
屋
敷
裏
、 

原
郷
字
八
日
市
、
字
中
原
及
び
東
原
、
東
方
字
上
宿
、
字
中
宿
、
字
下
宿
、
字
南
下 

郷
、
字
鬼
林
、
字
入
郷
、
字
仲
間
町
、
字
川
足
、
字
伊
丹
、
字
辻
、
字
大
竹
及
び
字 

鬼
林
裏
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

  

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
六

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
で
告
示
し
た
深
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

深
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

深
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
深
谷
公
共
下
水
道
（
川
本
処
理
分
区
） 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
六
十
一
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八 

 
 

 

十
二
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
十 

 
 

 

号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十 

 
 

 

四
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四 

 
 

 

百
四
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
五
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告 

 
 

 

示
第
三
百
八
十
一
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
及
び
令
和
四
年
埼 

玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号
の
事
業
地
に
深
谷
市
畠
山
五
所
字
五
ヶ
所
及
び
字
若
宮
、 

畠
山
中
央
字
梅
井
、
字
水
押
、
字
金
井
、
字
五
ヶ
所
、
字
根
岸
、
字
前
根
岸
、
字
中
居
、 

字
上
中
島
及
び
字
馬
場
、
本
田
第
２
字
岡
屋
敷
及
び
字
内
田
、
本
田
第
４
字
三
井
、
字 

坂
下
、
字
宿
及
び
字
後
、
本
田
第
５
字
後
、
字
上
宿
、
字
根
岸
、
字
下
宿
、
字
馬
場
、 

字
前
八
幡
及
び
字
棒
田
、
本
田
第
６
字
分
梨
子
、
字
西
上
本
田
、
字
棒
田
前
、
字
上
本 

田
前
、
字
上
本
田
後
、
字
揚
慮
木
花
、
字
上
本
田
東
、
字
上
本
田
、
字
芳
沼
、
字
南
芳 

沼
、
字
黒
野
谷
、
字
田
向
、
字
宮
ノ
入
及
び
字
西
黒
野
谷
、
本
田
中
央
字
坂
下
、
字
岡 

屋
敷
、
字
尾
中
、
字
根
岸
、
字
稲
荷
林
、
字
上
大
塚
、
字
下
大
塚
、
字
社
宮
司
及
び
字 

鶴
巻
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
加
え
、
明
戸
字
久
保
及
び
中
里
前
、
畠
山
五
所
字
若
宮 

及
び
川
端
、
上
原
字
沢
口
、
字
東
、
字
前
原
及
び
字
後
、
菅
沼
字
古
瀬
、
字
向
河
原
、 



字
前
方
及
び
字
半
佐
林
、
長
在
家
西
字
前
原
、
字
上
及
び
字
稲
荷
西
、
田
中
北
字
祐
門 

寺
、
字
沢
口
及
び
字
沢
口
前
、
田
中
第
１
字
新
田
、
字
新
堀
、
字
的
場
、
字
見
目
下
及 

び
字
貴
舟
、
田
中
南
字
中
、
字
東
及
び
字
西
谷
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 
雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号
で
告
示
し
た
富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

富
士
見
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
富
士
見
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
一
号
で
告
示
し
た
富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

三
芳
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
芳
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
十
一
月
七
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 
 

汚
水 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
一
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五 

十
八
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

八
百
九
十
三
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第 

六
百
八
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

三
百
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百 

三
十
九
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
七
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二 

百
十
九
号
、
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
八
号
、
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十 

号
の
事
業
地
に
、
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
東
、
字
横
松
及
び
字
唐
沢
地
内
の
各
一
部
並
び
に 

大
字
竹
間
沢
字
北
原
、
字
生
出
窪
及
び
字
通
西
地
内
の
各
一
部
を
加
え
、
三
芳
町
大
字
上
富 

字
中
西
、
字
八
軒
屋
及
び
字
緑
地
内
の
全
部
並
び
に
大
字
上
富
字
上
永
久
保
、
字
東
永
久
保
、 

字
木
ノ
宮
、
字
中
東
、
字
吉
拓
及
び
字
東
草
地
内
の
各
一
部
並
び
に
大
字
北
永
井
字
坂
下
、 

字
宮
本
、
字
宮
前
、
字
平
野
、
字
中
ノ
原
、
字
鶴
ノ
舞
、
字
芝
原
及
び
字
桜
並
地
内
の
各
一 

部
並
び
に
大
字
藤
久
保
字
西
及
び
字
南
新
埜
地
内
の
各
一
部
並
び
に
大
字
竹
間
沢
北
側
、
南 

側
及
び
字
下
通
地
内
の
各
一
部
並
び
に
竹
間
沢
東
地
内
の
一
部
を
削
除
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
元

年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

滑
川
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
滑
川
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
元
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 

 
 

 
 

平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号
、 

 
 

 

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
百
一
号
、
平
成 

二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
、
平
成 

二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
三 

号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
の
事
業
地
に
、
滑
川
町
大
字
月
輪
字
高 

根
、
字
中
道
北
、
字
中
道
南
、
字
築
地
及
び
字
新
道
上
、
大
字
羽
尾
字
西
ノ
谷
、
字
新
宿 

及
び
字
十
三
塚
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
六

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

吉
見
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
吉
見
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 
 
 
 

 

変
更
な
し 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
で
告
示
し
た
坂
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

坂
戸
、
鶴
ヶ
島
下
水
道
組
合 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

坂
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業
坂
戸
及
び
鶴
ヶ
島
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
、
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 

四
十
一
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

三
百
七
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉 

 
 

 

県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
九
号
、
平
成
二 

 
 

 

年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号
、
平
成
八
年 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号
、
平
成 

 
 

 

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
号
、 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
十
二
号
、
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八 

 
 

 

十
五
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
百 

 
 

 

三
十
九
号
、
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
号
の
事
業
地
に
、
坂
戸
市
大
字
小
沼
字 

雲
雀
町
、
字
砂
田
、
字
二
ツ
島
、
字
高
尾
名
、
字
松
ノ
木
、
字
附
島
、
字
五
反
田
、
字
東 

谷
町
、
字
大
道
路
、
字
島
崎
及
び
字
堀
ノ
内
の
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
、
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 

四
十
一
号
、
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 
三
百
七
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉 

 
 

 

県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
九
号
、
平
成
二 

 
 

 

年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号
、
平
成
八
年 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
十
六
号
、
平
成 

 
 

 

十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
十
号
、 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
十
二
号
、
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八 

 
 

 

十
五
号
、
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
百 

 
 

 

三
十
九
号
、
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
号
の
事
業
地
に
、
坂
戸
市
大
字
小
沼
字 

雲
雀
町
、
字
砂
田
、
字
二
ツ
島
、
字
高
尾
名
、
字
松
ノ
木
、
字
附
島
、
字
五
反
田
、
字
東 

谷
町
、
字
大
道
路
、
字
島
崎
及
び
字
堀
ノ
内
の
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五 

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事 

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

毛
呂
山
・
越
生
・
鳩
山
公
共
下
水
道
組
合 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
毛
呂
山
・
越
生
・
鳩
山
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
一
号
で
告
示
し
た
越
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

越
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

越
谷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
越
谷
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 

 
 

 
 

昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
一
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
八 

 
 

 

号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 

百
六
十
九
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
三
百
六
十
一
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
千
七
百
二
十
八
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 

八
百
九
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
百
六
十 

 
 

 

八
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二 

 
 

 

百
三
十
一
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
四
十
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
百
七
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
号
、
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九 

 
 

 

百
八
十
六
号
、
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号
、
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
四
百
二
十
号
及
び
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
二
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
越
谷
市 

 
 

 

大
字
大
泊
、
大
字
平
方
、
大
字
大
吉
、
大
字
北
川
崎
、
大
字
大
杉
、
大
字
増
林
、
東
越
谷 

 
 

 

七
丁
目
、
東
越
谷
八
丁
目
、
東
越
谷
九
丁
目
、
増
林
三
丁
目
、
増
森
一
丁
目
、
大
字
三
野 

 
 

 

宮
、
大
字
砂
原
、
大
字
南
荻
島
、
谷
中
町
二
丁
目
、
七
左
町
二
丁
目
、
七
左
町
三
丁
目
、 

 
 

 

川
柳
町
四
丁
目
、
相
模
町
三
丁
目
及
び
大
成
町
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す 

 
 

 

る
。 



 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 
使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

荒 

井 

正 

之 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
幸
手
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



  

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

白
岡
市
太
田
新
井
字
中
一
一
八
三
番
二
地

先
か
ら
同
市
太
田
新
井
字
北
一
五
三
九
番

地
先
ま
で 

白
岡
市
岡
泉
字
丸
山
一
二
六
一
番
一
地
先

か
ら
同
市
岡
泉
字
下
道
一
二
八
一
番
一
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

 

一
二
・
二
七
～ 

 
 
 

一
七
・
四
四 

 一
一
・
八
六
～ 

 
 
 

一
六
・
四
九 

一
一
・
六
四
～ 

一
五
・
五
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

二
〇
五
・
一
七 

 

一
九
四
・
五
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

国 

分 

政 

勝 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
六
〇
〇
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
六
〇
一
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
大
字
元
阿
保
字
新
田
道
九
百
七
番
四
、
九
百
七
番
七
、
九
百
八
番
一
、 

 

九
百
八
番
四
、
九
百
八
番
六
、
九
百
八
番
八
、
九
百
八
番
九
、
九
百
八
番
十 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

 
 

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

代
表
取
締
役
社
長 

青
木 

宏
憲 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

        



１ 落札に係る建設工事の名称 

総選除）０２４水整第８０１号大久保浄水場高度浄水処理施設電気計装設備工

事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県水道整備事務所 埼玉県さいたま市桜区大字五関387番地２ 

３ 落札者を決定した日 

令和７年１月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町１丁目25番地 

５ 落札金額 

2,798,400,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年９月20日 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

       



１ 落札に係る建設工事の名称 

０２４大改第６６６号大久保浄水場監視制御システム更新工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県大久保浄水場 埼玉県さいたま市桜区大字宿618番地 

３ 落札者を決定した日 

令和７年１月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町１丁目25番地  

５ 落札金額 

2,970,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年11月26日 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

       



１ 落札に係る建設工事の名称 

０２４大改第６７４号大久保浄水場薬品注入機械設備更新工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県大久保浄水場 埼玉県さいたま市桜区大字宿618番地 

３ 落札者を決定した日 

令和７年２月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

三機工業株式会社 東京都中央区明石町８番１号 

５ 落札金額 

4,004,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年12月13日 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

       



１ 落札に係る建設工事の名称 

総選除）０２４行改第３０１号行田浄水場特高電気設備等更新工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県行田浄水場 埼玉県行田市大字小針1632番地 

３ 落札者を決定した日 

令和７年２月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 

５ 落札金額 

3,608,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和６年12月13日 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
七
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
物

品
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に
関
す
る
業
務
、
催
物
、

映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並
び
に
そ
の
他
役
務
並
び
に
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委

託
契
約
の
う
ち
、
令
和
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
企
業
局
が
締
結
す
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
物
品
の
買
入
れ
等

に
係
る
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
告
示
（
令
和
六
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号
）
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
格
審
査
の
申
請
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
入
札
公
告
に
お
い
て
別

に
定
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
八
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平

成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工

事
に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等

の
契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 
 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

ロ 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
第

百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結

す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

ハ 

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負

等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
第

十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
名
簿

か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

ニ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
企
業
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等

の
措
置
要
領
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

ホ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
企
業
局
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排

除
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受



け
て
い
な
い
者 

⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観
的

事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者 

⑶ 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑷ 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑸ 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 
 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

    



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用ポリ塩化アルミニウム 7,689 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 47,300 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年12月24日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用液体塩素 454 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  キョウワ株式会社 埼玉県久喜市清久町４‐１ 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 111,100 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

   

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用次亜塩素酸ナトリウム 2,851 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 76,780 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

  埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県行田浄水場 

  埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

  江南中継ポンプ所 

  高倉中継ポンプ所 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭（ウェット炭） 529 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   フジオックス株式会社 東京都荒川区西日暮里１丁目 19 番９号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 368,500 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県行田浄水場 

 

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭（ドライ炭） 930 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   株式会社ケント・コーポレーション 埼玉県さいたま市浦和区本太２丁目９

番 24 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 313,500 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

  埼玉県吉見浄水場    

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用濃硫酸 865 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 34,760 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

  埼玉県吉見浄水場 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
五
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム 1,305 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 57,200 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年12月24日 

８ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用高機能粉末活性炭（ウェット炭） 81 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番

21 号 

３  落札者を決定した日 

  令和７年２月 27 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   ユアサ・フナショク株式会社 千葉県船橋市宮本４丁目 18 番６号 

５ 落札金額（税込み） 

   １トン当たり 592,900 円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和６年 12 月 24 日 

８ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

 

   

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
一
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

  
 



１ 特定役務の名称及び数量 

荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その１ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川左岸南部下水道事務所 総務・管理担当 

埼玉県さいたま市南区辻８丁目27番20号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和７年２月28日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

太平洋セメント株式会社 

東京都文京区小石川１丁目１番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

90,860,000円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
二
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

  
 



１ 特定役務の名称及び数量 

荒川左岸南部流域下水道ばいじん処分業務委託その２ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川左岸南部下水道事務所 総務・管理担当 

埼玉県さいたま市南区辻８丁目27番20号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和７年２月28日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

日本メサライト工業株式会社 

千葉県船橋市西浦３丁目９番２号 

５ 随意契約に係る契約金額 

42,350,000円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
三
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

  
 



１ 特定役務の名称及び数量 

荒川右岸流域下水道ばいじん処分業務委託その１ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

荒川右岸下水道事務所 総務・管理担当 

埼玉県和光市新倉６丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和７年２月25日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

太平洋セメント株式会社 

東京都文京区小石川１丁目１番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

42,020,000円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

  
 



１ 特定役務の名称及び数量 

中川流域下水道ばいじん処分業務委託その１ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

中川下水道事務所 総務・管理担当 

埼玉県三郷市番匠免３丁目２番２号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和７年２月28日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

太平洋セメント株式会社 

東京都文京区小石川１丁目１番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

91,520,000円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

  
 



１ 特定役務の名称及び数量 

中川流域下水道ばいじん処分業務委託その２ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

中川下水道事務所 総務・管理担当 

埼玉県三郷市番匠免３丁目２番２号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和７年２月28日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

住友大阪セメント株式会社栃木工場 

栃木県佐野市築地町715番地 

５ 随意契約に係る契約金額 

52,800,000円（税込み） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 

別 

社
会
福
祉
法
人
小
鳩
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

小
鳩
園 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

三
郷
市
中
央
四
丁
目
八
番
地
四 

所 
 

在 
 

地 



雑

報 

  
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
さ
い
た
ま
市
に
代
わ
り
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
市
営
住

宅
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
こ
と
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長 

庄 

司 

健 

吾
●
●
● 

 

一 

管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

二 

管
理
を
行
う
市
営
住
宅
等
の
名
称 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
さ
い
た
ま
市
規
則
第
二
百
二
十
五

号
）
別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
及
び
別
表
第
二
（
第
三
十
一
条
関
係
）
に
掲
げ
る
市
営
住

宅
等
（
改
良
住
宅
を
除
く
。
） 

 

三 

管
理
の
内
容 

 
 

 

法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
市
営
住
宅
等
の
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の

他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

 

四 

管
理
を
行
う
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  



雑

報 

  
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
越
谷
市
に
代
わ
り
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
市
営
住
宅
等
」

と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
こ
と
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長 

庄 

司 

健 

吾
●
●
● 

 

一 

管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

二 

管
理
を
行
う
市
営
住
宅
等
の
名
称 

 
 

 

越
谷
市
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
越
谷
市
規
則
第
三
十
九
号
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
十
三
条
関
係
）
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
等
（
第
二
弥
十
郎
中
層
住

宅
を
除
く
。
） 

 

三 

管
理
の
内
容 

 
 

 

法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
市
営
住
宅
等
の
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の

他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
及
び
減
免
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

 

四 

管
理
を
行
う
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  



雑

報 

  
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊
谷
市
に
代
わ
り
市
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
市
営
住
宅
等
」

と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
こ
と
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長 

庄 

司 

健 

吾
●
●
● 

 

一 

管
理
を
行
う
地
方
住
宅
供
給
公
社
の
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

 

二 

管
理
を
行
う
市
営
住
宅
等
の
名
称 

 
 

 

熊
谷
市
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
熊
谷
市
規
則
第
百
九
十
二
号
）
別
表
第
一

（
第
二
条
関
係
）
、
別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）
及
び
別
表
第
三
（
第
二
条
、
第
四
十
条
関

係
）
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
等 

 

三 

管
理
の
内
容 

 
 

 

法
第
三
章
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決
定
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び
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敷
金
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他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収
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び
減
免
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
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